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1　

わ
が
国
で
の
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テ
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罪
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①
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税
務
専
門
職
と
共
謀
罪
（
テ
ロ
等
準
備
罪
）

④
民
間
の
税
務
支
援
団
体
と
共
謀
罪
（
テ
ロ
等
準
備
罪
）

⑶　

共
謀
罪
の
捜
査
と
租
税
犯
罪
の
捜
査

⑷　

実
行
準
備
行
為
要
件
と
は

2　

租
税
犯
罪
類
型
と
共
謀
罪
（
テ
ロ
等
準
備
罪
）
の
所
在

⑴　

各
種
の
租
税
犯
罪
と
罰
則

⑵　

共
謀
罪
（
テ
ロ
等
準
備
罪
）
の
適
用
対
象
と
な
る
租
税
犯
罪

3　

国
税
犯
則
調
査
の
通
則
法
へ
の
編
入
と
共
謀
罪
（
テ
ロ
等
準
備
罪
）
の
捜
査

⑴　

調
査
の
担
当
部
局
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犯
則
事
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の
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査
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の
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理

①
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国
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犯
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事
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ス

②
間
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国
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犯
則
事
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ス

⑶　

租
税
犯
則
調
査
と
共
謀
罪
（
テ
ロ
等
準
備
罪
）
の
捜
査

4　

リ
モ
ー
ト
ア
ク
セ
ス
に
よ
る
証
拠
収
集
手
続
の
導
入
と
共
謀
罪
（
テ
ロ
等
準
備
罪
）

⑴　

国
通
法
上
の
あ
ら
た
な
電
子
デ
ー
タ
収
集
手
続
の
概
要

⑵　

電
子
デ
ー
タ
の
査
察
調
査
権
限
の
強
化
策
の
概
要

Ⅱ　

ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
共
謀
罪
と
租
税
犯
罪

1　

民
事
制
裁
と
刑
事
制
裁

⑴　

租
税
刑
事
制
裁
手
続
の
特
質

⑵　

連
邦
租
税
犯
罪
と
共
謀
罪

2　

主
な
連
邦
租
税
犯
、
刑
事
制
裁
／
刑
事
罰
の
概
要
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租
税
犯
罪
へ
の
共
謀
罪
適
用
事
例
の
日
米
比
較
（
石
村
）

3　

連
邦
の
個
別
共
謀
罪
の
概
要

4　

連
邦
の
一
般
的
共
謀
罪
の
沿
革
と
成
立
要
件

⑴　

連
邦
の
一
般
的
共
謀
罪
の
沿
革

⑵　

連
邦
の
一
般
的
共
謀
罪
の
成
立
要
件
と
は

Ⅲ　

ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
共
謀
罪
と
税
務
専
門
職

1　

犯
罪
条
項
、
詐
欺
条
項
と
は

⑴　

連
邦
司
法
手
続
の
要
点

⑵　

一
般
的
共
謀
罪
の
対
象
と
な
る
二
つ
の
「
共
謀
」
類
型
と
は

2　

問
わ
れ
る
詐
欺
条
項
の
拡
大
適
用
・
拡
大
解
釈

3　

詐
欺
条
項
に
か
か
る
共
謀
罪
濫
用
へ
の
警
鐘

4　

租
税
犯
罪
と
ク
ラ
イ
ン
共
謀
基
準
の
展
開

⑴　

Ｄ
Ｏ
Ｊ
が
掲
げ
る
「
ク
ラ
イ
ン
共
謀
八
パ
タ
ー
ン
」
と
は

⑵　

Ｄ
Ｏ
Ｊ
の
「
ク
ラ
イ
ン
共
謀
事
例
集
」
と
は

5　

綻
び
を
見
せ
る
ク
ラ
イ
ン
共
謀
基
準

⑴　

カ
ル
ド
ウ
エ
ル
共
謀
罪
事
件
判
決

⑵　

コ
プ
ラ
ン
共
謀
罪
事
件
判
決

6　

ク
ラ
イ
ン
共
謀
基
準
へ
の
相
互
依
存
を
深
め
る
Ｉ
Ｒ
Ｓ
、
連
邦
検
察

7　

租
税
犯
罪
に
か
か
る
共
謀
罪
の
成
立
要
件
再
論

⑴　

ピ
ン
カ
ー
ト
ン
罪
責
原
則

⑵　

合
意
の
存
在

⑶　

双
方
の
共
謀
罪
の
適
用
の
可
否
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⑷　

共
謀
罪
上
の
「
意
図
」
の
立
証
と
租
税
実
体
犯
罪
上
の
「
故
意
」
の
立
証

⑸　

共
謀
罪
適
用
に
お
け
る
客
観
的
要
件
の
「
準
備
行
為
」
と
は

⑹　

問
わ
れ
る
詐
欺
条
項
に
か
か
る
共
謀
罪
の
拡
大
適
用

◆
む
す
び

◆
は
じ
め
に

「
共
謀
罪
（
テ
ロ
等
準
備
罪
）」
は
、
現
行
の
組
織
犯
罪
処
罰
法

（
1
）

に
新
た
な
「
六
条
の
二
」〔
テ
ロ
リ
ズ
ム
集
団
そ
の
他
の
組
織
的
な
犯
罪

集
団
に
よ
る
実
行
準
備
行
為
を
伴
う
重
大
犯
罪
遂
行
の
計
画
〕
の
規
定
を
設
け
る
形
で
二
〇
一
七
年
六
月
一
五
日
に
成
立
、
七
月
一
一
日

に
施
行
さ
れ
た
。

共
謀
罪
と
は
「
二
人
以
上
の
者
が
犯
罪
を
行
お
う
と
話
し
合
い
、
合
意
（
共
謀
）
す
る
こ
と
で
成
立
す
る
犯
罪
」
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

一
言
で
い
う
と
、
共
謀
罪
は
、「
実
際
に
罪
を
犯
さ
な
く
て
も
、
計
画
を
行
っ
た
段
階
で
罪
に
問
え
る
（Just trying is enough （

2
））。

「
共
謀
罪
（conspiracy charges

）」
は
、
学
問
的
に
は
、
大
き
く
①
特
定
の
実
体
犯
罪
（specifi c substantive off ence

）
に
か
か
る
「
個

別
・
独
立
罪
的
な
共
謀
罪
（specifi c conspiracy charges

）」
と
、
②
特
定
の
実
体
犯
罪
に
か
か
る
個
別
・
独
立
罪
的
な
共
謀
罪
の
有
無
と

は
無
関
係
に
共
謀
一
般
に
包
括
的
に
適
用
あ
る
「
一
般
的
共
謀
罪
（general conspiracy charge

）」
と
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る

（
3
）

。

今
般
、
わ
が
国
で
組
織
犯
罪
処
罰
法
を
改
正
し
て
導
入
し
た
共
謀
罪
（
テ
ロ
等
準
備
罪
）
は
、
②
「
一
般
的
共
謀
罪
」
に
あ
た
る
と
解

さ
れ
る
。
四
年
以
上
の
自
由
刑
（
懲
役
・
禁
錮
）
に
あ
た
る
罪
の
実
行
を
目
的
と
す
る
二
人
以
上
の
団
体
を
対
象
に
、
組
織
犯
罪
処
罰
法

六
条
の
二
別
表
第
三
に
列
挙
・
特
掲
さ
れ
た
実
体
犯
罪
に
対
し
て
適
用
に
な
る

（
4
）

。
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租
税
犯
罪
へ
の
共
謀
罪
適
用
事
例
の
日
米
比
較
（
石
村
）

共
謀
罪
（
テ
ロ
等
準
備
罪
）
の
立
法
段
階
で
は
、
政
府
・
与
党
の
側
か
ら
、
処
罰
の
対
象
を
「
テ
ロ
等
」
特
殊
な
犯
罪
に
限
定
し
て
適

用
す
る
も
の
で
あ
り
、
一
般
人
の
日
常
生
活
に
は
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
か
の
よ
う
な
答
弁
が
行
わ
れ
た
り
も
し
た
。
し
か
し
、
一
般
人
の

日
常
生
活
に
は
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
わ
け
は
な
い
。
ま
さ
に
、
こ
の
法
律
に
規
定
す
る
「
等
」
の
範
囲
が
問
題
で
あ
り
、
法
別
表
に
対
象

犯
罪
を
追
加
す
れ
ば
、
後
で
い
く
ら
で
も
共
謀
罪
を
適
用
す
る
犯
罪
の
範
囲
を
広
げ
る
こ
と
が
で
き
る
形
に
な
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、

一
般
的
共
謀
罪
の
制
定
は
、
こ
れ
ま
で
犯
罪
の
共
謀
を
処
罰
す
る
個
別
・
独
立
罪
的
な
規
定
を
有
し
て
い
な
い
租
税
犯
罪
（
租
税
実
体
犯

罪
／specifi c substantive tax off ence

）
の
分
野
な
ど
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
と
思
わ
れ
る
。

例
え
ば
、
わ
が
国
で
は
こ
れ
ま
で
、
妻
と
夫
、
企
業
の
従
業
者
と
幹
部
、
納
税
者
と
そ
の
関
与
税
理
士
な
ど
と
の
間
で
、
一
〇
年
以
下

の
自
由
刑
の
対
象
と
な
る
租
税
ほ
脱
（
所
得
税
法
二
三
八
条
一
項
・
三
項
、
同
二
三
九
条
一
項
、
法
人
税
法
一
五
九
条
一
項
、
消
費
税
法
六
四
条
一

項
・
四
項
な
ど
）
に
つ
い
て
の
話
合
い
、
合
意
（
共
謀
）
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
実
際
の
実
行
が
な
い
場
合
に
は
、
処
罰
す
る
こ
と
が
で
き

な
か
っ
た
。
こ
れ
が
、
今
般
の
共
謀
罪
（
テ
ロ
等
準
備
罪
）
の
新
設
に
よ
り
、
租
税
実
体
犯
罪
の
計
画
・
準
備
行
為
も
広
く
処
罰
で
き
る

可
能
性
が
出
て
き
た
。
す
な
わ
ち
、
国
税
通
則
法
（
以
下
「
国
通
法
」
と
も
い
う
。）
に
基
づ
く
租
税
行
政
庁
（
以
下
「
課
税
庁
」
と
い
う
。）

に
よ
る
租
税
犯
則
調
査
（
国
通
法
一
三
一
条
以
下
）
の
結
果
、
重
加
算
税
の
賦
課
処
分
で
終
わ
る
場
合
、
ま
た
は
告
発
さ
れ
裁
判
で
自
由
刑

で
は
な
く
罰
金
の
み
が
科
さ
れ
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
司
法
警
察
・
検
察
は
共
謀
罪
（
テ
ロ
等
準
備
罪
）
に
基
づ
く
捜
査
を
行
う
こ
と
が

可
能
に
な
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
当
該
租
税
ほ
脱
計
画
を
話
し
合
っ
た
妻
と
夫
、
企
業
の
従
業
者
と
幹
部
、
納
税
者
と
そ
の
関
与
税
理
士

な
ど
が
共
謀
罪
で
処
罰
さ
れ
る
可
能
性
が
出
て
き
た
。

い
ず
れ
に
し
ろ
、「
租
税
犯
罪
」（
個
別
の
租
税
実
体
犯
罪
）
と
「
共
謀
罪
（
テ
ロ
等
準
備
罪
）」
と
は
、
別
個
の
犯
罪
で
あ
る
。
こ
の
こ
と

か
ら
、
理
論
的
に
は
、「
租
税
犯
罪
」
は
成
立
し
な
く
と
も
「
共
謀
罪
（
テ
ロ
等
準
備
罪
）」
は
成
立
す
る
、
あ
る
い
は
双
方
が
成
立
す
る
、
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こ
と
も
あ
り
う
る
こ
と
に
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。

一
方
、
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
は
、
連
邦
法
お
よ
び
諸
州
の
制
定
法
の
な
か
に
、
民
事
共
謀
罪
（civil conspiracy

）
と
刑
事
共
謀
罪

（crim
inal conspiracy

）
が
併
存
し
て
い
る

（
5
）

。
こ
の
う
ち
、
本
稿
で
論
じ
る
の
は
、「
連
邦
の
刑
事
共
謀
罪
（federal crim

inal conspiracy 

charges

）」
に
つ
い
て
で
あ
る
。

ア
メ
リ
カ
連
邦
刑
事
共
謀
罪
は
、
大
き
く
①
各
種
「
個
別
の
共
謀
罪
（specifi c crim

inal conspiracy charges

）」、
す
な
わ
ち
特
定
の
実

体
犯
罪
（specifi c substantive off ence

）
に
か
か
る
個
別
・
独
立
罪
的
な
共
謀
規
定
と
、
②
「
一
般
的
共
謀
罪
（general crim

inal 

conspiracy charge （
6
））」

の
規
定
が
置
か
れ
て
い
る
。

連
邦
法
を
例
に
す
る
と
、
法
分
野
に
よ
っ
て
は
、「
取
引
制
限
の
共
謀
（C

onspiracy to restrain trade

）」（
合
衆
国
法
典
タ
イ
ト
ル 15/15 

U
.S

. C
ode§

1

）
一
条
〔
通
商
お
よ
び
取
引
／C

om
m
erce &

 T
rade

〕）
の
よ
う
に
、
特
定
の
経
済
犯
罪
に
か
か
る
共
謀
を
処
罰
で
き
る

個
別
・
独
立
罪
的
な
共
謀
規
定
を
置
く
場
合
が
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
連
邦
税
法
（
合
衆
国
法
典
タ
イ
ト
ル 26/26 U

.S
. C

ode

／

IR
C
=Internal R

evenue C
ode

／
内
国
歳
入
法
典
）（
以
下
「
連
邦
税
法
（
Ｉ
Ｒ
Ｃ
）」
ま
た
は
「
Ｉ
Ｒ
Ｃ
」
と
い
う
。）
に
は
、
各
種
租
税
犯
罪
の
共

謀
に
つ
い
て
、
そ
れ
ら
を
独
自
に
処
罰
で
き
る
規
定
を
置
い
て
い
な
い
。
こ
の
た
め
、
こ
れ
ら
租
税
実
体
犯
罪
に
か
か
る
共
謀
に
は
、
連

邦
刑
法
・
刑
事
訴
訟
法
（
合
衆
国
法
典
タ
イ
ト
ル 18/18 U

.S
. C

ode§
371

）
三
七
一
条
（
以
下
、
た
ん
に
「
連
邦
刑
事
法
典
三
七
一
条
」
と
も
い

う
。）
の
一
般
的
共
謀
罪
規
定
（general crim

inal conspiracy provision
）
を
適
用
し
処
罰
し
て
い
る

（
7
）

。

い
ず
れ
に
し
ろ
、
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
は
、
連
邦
刑
事
法
典
三
七
一
条
の
一
般
的
共
謀
罪
（general conspiracy charge

）
は
、
テ
ロ
や

国
家
転
覆
目
的
な
ど
の
共
謀
よ
り
も
、
む
し
ろ
、
租
税
分
野
そ
の
他
個
別
・
独
立
罪
的
な
共
謀
規
定
を
持
た
な
い
分
野
で
の
ホ
ワ
イ
ト
カ

ラ
ー
犯
罪
（w

hite collar crim
es

）、
公
的
医
療
保
険
詐
欺
罪
、
資
金
洗
浄
（
マ
ネ
ー
ロ
ン
ダ
リ
ン
グ
）
罪
、
独
禁
法
（
反
ト
ラ
ス
ト
法
）
違
反
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租
税
犯
罪
へ
の
共
謀
罪
適
用
事
例
の
日
米
比
較
（
石
村
）

な
ど
に
か
か
る
集
団
的
な
（
二
人
以
上
に
よ
る
）
準
備
・
計
画
行
為
（
共
謀
）
を
処
罰
す
る
た
め
に
適
用
さ
れ
て
い
る
。

す
で
に
ふ
れ
た
よ
う
に
、
税
法
分
野
に
限
っ
て
い
え
ば
、
連
邦
税
法
（
Ｉ
Ｒ
Ｃ（

8
））

に
は
、
各
種
個
別
の
租
税
実
体
犯
罪
の
共
謀
に
つ
い

て
、
そ
れ
ら
を
独
自
に
処
罰
で
き
る
規
定
を
置
い
て
い
な
い
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
例
え
ば
、
企
業
の
従
業
者
と
幹
部
、
納
税
者
と
税
務
専

門
職
な
ど
と
の
間
で
、
租
税
ほ
脱
や
濫
用
的
な
タ
ッ
ク
ス
シ
ェ
ル
タ
ー
ス
キ
ー
ム
（abusive tax shelter schem

es

）
を
組
成
し
租
税
回
避

（tax avoidance

）
を
計
画
し
た
と
す
る
。
あ
る
い
は
、
源
泉
所
得
税
の
不
納
付
・
事
業
運
営
資
金
へ
の
違
法
な
充
当
な
ど
を
話
し
合
っ
た

と
す
る
。
こ
う
し
た
場
合
に
は
、
当
該
租
税
犯
罪
（
租
税
実
体
犯
罪
）
と
は
別
途
に
、
あ
る
い
は
同
時
に
、
連
邦
刑
事
法
典
三
七
一
条
の

一
般
的
共
謀
規
定
（general conspiracy provision

）
を
適
用
し
て
当
該
共
謀
行
為
を
処
罰
し
て
き
て
い
る
。

の
ち
に
詳
し
く
検
討
す
る
よ
う
に
、
連
邦
刑
事
法
典
三
七
一
条
の
一
般
的
共
謀
罪
の
対
象
と
な
る
「
共
謀
罪
（crim

e of conspiracy

）」

は
、
①
「
犯
罪
条
項
に
か
か
る
共
謀
罪
（conspiracy-to-off ence clause

）」
と
②
「
詐
欺
条
項
に
か
か
る
共
謀
罪
（conspiracy-to-defraud 

clause

）」
か
ら
な
る
。
双
方
の
大
き
な
違
い
は
、
①
犯
罪
条
項
に
か
か
る
共
謀
罪
（conspiracy-to-off ence clause

）
の
適
用
に
お
い
て
は
、

共
謀
者
が
そ
の
ベ
ー
ス
と
な
る
各
種
個
別
の
租
税
実
体
犯
罪
に
関
係
し
た
こ
と
が
前
提
と
な
る

・

・

・

・

・

。
こ
れ
に
対
し
て
、
②
詐
欺
条
項
に
か
か

る
共
謀
罪
（conspiracy-to-defraud clause

）
の
適
用
に
お
い
て
は
、「
連
邦
政
府
に
詐
欺
行
為
を
す
る
共
謀
（conspiracy to defraud the 

U
nited S

tates

）」
と
い
う
文
言
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
共
謀
者
が
特
定
に
犯
罪
に
関
係
し
た
こ
と
が
前
提
と
な
っ
て
い
な
い

・

・

・

・

・

・

・

・

・

。
す
な
わ

ち
、
連
邦
政
府
（
そ
の
代
理
人
で
あ
る
連
邦
検
察

（
9
））

は
、
共
謀
者
が
個
別
の
租
税
実
体
犯
罪
（specifi c substantive tax off ence

）
に
関
係
し

た
こ
と
を
立
証
す
る
よ
う
に
は
求
め
ら
れ
な
い
。
い
わ
ば
、「
ス
タ
ン
ド
ア
ロ
ー
ン
（It stands its ow

n

）」
の
規
定
振
り
に
な
っ
て
い
る
。

共
謀
者
を
有
罪
に
す
る
の
に
、
連
邦
政
府
の
正
当
な
行
為
を
妨
害
す
る
た
め
の
共
謀
が
あ
っ
た
こ
と
を
立
証
す
る
こ
と
で
足
り
る
と
さ
れ

る
。
し
た
が
っ
て
、
検
察
は
、
例
え
ば
、
医
療
ク
リ
ニ
ッ
ク
の
二
人
の
医
師
、
ま
た
は
医
師
と
事
務
員
と
が
共
謀
し
て
公
的
医
療
保
険
詐

九
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欺
を
計
画
に
合
意
し
連
邦
の
公
金
搾
取
を
図
っ
た
こ
と
を
立
証
す
る
こ
と
で
、
特
定
の
連
邦
法
（
実
体
犯
罪
）
違
反
に
ふ
れ
る
こ
と
な
し

に
、
実
際
に
詐
欺
の
実
行
に
至
っ
て
い
な
く
と
も
、
共
謀
罪
を
問
う
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
よ
う
に
、
連
邦
刑
事
法
典
三
七
一
条
の
一
般
的
共
謀
罪
は
、
①
ま
た
は
②
い
ず
れ
の
観
点
か
ら
も
被
疑
者
を
起
訴
（
訴
追
）
す
る

こ
と
が
可
能
な
仕
組
み
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
も
手
伝
っ
て
、
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
、
共
謀
罪
は
、
最
も
検
察
官
に
愛
さ
れ
、
市
民

や
企
業
の
抑
圧
に
濫
用
さ
れ
、
か
つ
、
久
し
く
刑
事
司
法
に
お
け
る
主
役
の
座
を
維
持
し
て
き
て
い
る
。

共
謀
罪
に
つ
い
て
、
比
較
的
歴
史
の
長
い
ア
メ
リ
カ
で
は
、
個
別
・
独
立
罪
的
な
共
謀
規
定
の
み
な
ら
ず
、
一
般
的
な
共
謀
規
定
の
構

成
要
件
や
適
用
・
解
釈
・
防
御
等
に
関
す
る
裁
判
例
や
学
問
上
の
蓄
積
が
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
わ
が
国
で
は
、
共
謀
罪
（
テ
ロ
等
準

備
罪
）
の
立
法
段
階
で
の
検
討
も
不
十
分
で
、
ま
し
て
や
経
済
犯
罪
な
ど
そ
れ
ぞ
れ
の
分
野
へ
の
一
般
的
共
謀
規
定
が
ど
の
よ
う
に
解

釈
・
適
用
さ
れ
、
弁
護
人
は
ど
う
よ
う
に
被
告
人
（
被
疑
者
）
を
防
御
で
き
る
の
か
な
ど
に
つ
い
て
は
精
査
さ
れ
て
お
ら
ず
、
ま
っ
た
く

の
手
探
り
の
状
態
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
は
じ
め
に
、
わ
が
国
の
刑
事
法
に
お
け
る
共
謀
罪
（
テ
ロ
等
準
備
罪
）
の
所
在
に
つ
い
て
、
そ
の
ベ
ー
シ
ッ
ク

な
構
造
分
析
や
適
用
・
解
釈
を
含
め
て
検
討
す
る
。
次
い
で
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
刑
事
共
謀
罪
に
つ
い
て
点
検
す
る
。
連
邦
共
謀
罪
の

成
立
要
件
か
ら
入
り
、
連
邦
税
法
に
定
め
る
各
種
租
税
犯
罪
（
個
別
の
租
税
実
体
犯
罪
）
に
対
す
る
連
邦
刑
事
法
典
三
七
一
条
上
の
一
般
的

共
謀
規
定
が
ど
の
よ
う
に
適
用
さ
れ
て
い
る
の
か
、
と
り
わ
け
連
邦
納
税
者
間
、
さ
ら
に
は
連
邦
納
税
者
と
税
務
専
門
職
と
の
間
で
の
共

謀
に
対
す
る
適
用
、
リ
ス
ク
に
傾
斜
す
る
か
た
ち
で
、「
試
論
」
と
し
て
、
そ
の
現
状
と
課
題
に
つ
い
て
紹
介
し
た
い
。
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租
税
犯
罪
へ
の
共
謀
罪
適
用
事
例
の
日
米
比
較
（
石
村
）

Ⅰ　

わ
が
国
で
の
共
謀
罪
（
テ
ロ
等
準
備
罪
）
と
租
税
犯
罪 

「
共
謀
罪
（
テ
ロ
等
準
備
罪
）」（
組
織
犯
罪
処
罰
法
六
条
の
二
）
は
、
二
〇
一
七
年
六
月
一
五
日
に
成
立
、
同
年
七
月
一
一
日
に
施
行
さ
れ
た
。

共
謀
罪
（
テ
ロ
等
準
備
罪
）
は
、「
テ
ロ
リ
ズ
ム
集
団
そ
の
他
の
組
織
的
な
犯
罪
集
団
に
よ
る
実
行
準
備
行
為
を
伴
う
重
大
犯
罪
遂
行
の
計

画
」、
つ
ま
り
、
一
言
で
い
え
ば
、「
テ
ロ
等
の
犯
罪
を
計
画
・
準
備
段
階
で
処
罰
し
よ
う
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

【
図
表
1
】
共
謀
罪
（
テ
ロ
等
準
備
罪
の
国
会
審
議
・
成
立
ま
で
の
経
緯
）

●
二
〇
〇
〇
年　

国
際
組
織
犯
罪
防
止
条
約
（
Ｔ
Ｏ
Ｃ
）
に
わ
が
国
が
署
名

●
二
〇
〇
三
年　

政
府
が
「
共
謀
罪
（
組
織
的
な
犯
罪
の
共
謀
）」
法
案
を
国
会
に
提
出
（
一
回
目
）
⬇
衆
議
院
の
解
散
に
よ
り
廃
案

●
二
〇
〇
四
年　

政
府
が
「
共
謀
罪
」
法
案
を
国
会
に
提
出
（
二
回
目
）
⬇
衆
議
院
の
解
散
に
よ
り
二
〇
〇
五
年
に
廃
案

●
二
〇
〇
五
年　

政
府
が
「
共
謀
罪
」
法
案
を
国
会
に
提
出
（
三
回
目
）
⬇
衆
議
院
の
解
散
に
よ
り
二
〇
〇
九
年
に
廃
案

●
二
〇
一
七
年
三
月
二
一
日　

政
府
が
「
共
謀
罪
」
の
構
成
要
件
を
改
め
「
テ
ロ
等
準
備
罪
」
を
新
設
す
る
改
正
組
織
犯
罪
処
罰
法
案
を
国
会
に
提
出

●
二
〇
一
七
年
六
月
一
五
日　

参
議
院
本
会
議
で
同
法
案
が
可
決
、
成
立

●
二
〇
一
七
年
七
月
一
一
日　

同
法
を
施
行

こ
の
共
謀
罪
（
テ
ロ
等
準
備
罪
）
と
は
別
途
に
、
わ
が
国
に
は
、
特
定
の
犯
罪
に
つ
い
て
は
古
く
か
ら
、
実
行
の
着
手
前
の
共
謀
・
陰

謀
を
犯
罪
と
す
る
規
定
が
存
在
す
る
。
こ
れ
ら
個
別
共
謀
罪
の
う
ち
主
な
も
の
を
一
覧
に
す
る
と
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
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【
図
表
2
】
個
別
共
謀
罪
を
規
定
し
た
主
要
な
法
律
一
覧

・
爆
発
物
取
締
罰
則
四
条

・
刑
法
七
八
条
〔
内
乱
の
予
備
・
陰
謀
〕

・
刑
法
八
八
条
〔
外
患
誘
致
・
外
患
援
助
の
予
備
・
陰
謀
〕

・
刑
法
九
三
条
〔
私
戦
予
備
及
び
陰
謀
〕

・
国
家
公
務
員
法
一
一
〇
条
一
項
一
七
号

・
自
転
車
競
技
法
六
五
条

・
競
馬
法
三
二
条
の
六

・
軽
犯
罪
法
一
条
二
九
号

・
地
方
公
務
員
法
六
一
条
四
号

・
小
型
自
動
車
競
走
法
七
〇
条

・
モ
ー
タ
ー
ボ
ー
ト
競
走
法
七
七
条

・
日
米
地
位
協
定
刑
事
特
別
法
七
条
一
項

・
自
衛
隊
法
一
一
九
条
二
項
ほ
か

・
破
防
法
三
九
条
、
四
〇
条

・
特
定
秘
密
保
護
法
二
五
条

・
そ
の
他

こ
の
よ
う
に
、
わ
が
国
で
は
、
こ
れ
ま
で
、
極
め
て
限
定
さ
れ
た
特
殊
な
犯
罪
類
型
に
つ
い
て
、
個
別
に
「
謀
議
（
合
意
）
の
み
で
犯

罪
の
成
立
」
を
認
め
て
き
た

（
10
）

。【
図
表
2
】
を
み
れ
ば
わ
か
る
よ
う
に
、
租
税
（
実
体
）
犯
罪
に
つ
い
て
は
そ
の
共
謀
を
処
罰
す
る
規
定

が
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
。

ま
た
、
わ
が
国
に
は
す
で
に
「
共
謀
共
同
正
犯
（joint principal off ence

）」
と
い
う
裁
判
所
の
裁
判
例
に
よ
り
確
立
さ
れ
た
類
型
の
犯

罪
が
あ
る

（
11
）

。
共
謀
共
同
正
犯
は
、
一
言
で
い
う
と
、
複
数
の
者
が
犯
罪
を
共
謀
し
、
一
部
の
者
が
犯
罪
の
実
行
に
出
た
場
合
、
犯
罪
を
実

行
し
て
い
な
い
共
謀
者
も
処
罰
の
対
象
に
な
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
犯
罪
が
実
行
さ
れ
た
こ
と
が
前
提
に
な
る
。
こ
れ
に

対
し
て
、
共
謀
罪
で
は
、
共
謀
者
は
、
実
際
に
犯
罪
が
実
行
さ
れ
て
い
な
い
の
に
も
拘
わ
ら
ず
処
罰
の
対
象
と
な
る
。

今
般
成
立
し
た
「
共
謀
罪
（
テ
ロ
等
準
備
罪
）」
は
、
こ
れ
ま
で
あ
る
各
種
個
別
共
謀
罪
（【
図
表
2
】）
や
共
同
共
謀
正
犯
の
理
論
と
は
異

な
る
。
新
た
に
一
般
的
共
謀
罪
（general conspiracy provision （

12
））

を
創
設
す
る
も
の
で
あ
る
。
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租
税
犯
罪
へ
の
共
謀
罪
適
用
事
例
の
日
米
比
較
（
石
村
）

「
共
謀
罪
（
テ
ロ
等
準
備
罪
）」
は
、
現
行
の
組
織
犯
罪
処
罰
法
に
新
た
に
「
六
条
の
二
」
を
設
け
る
形
で
創
設
さ
れ
た
。「
共
謀
罪
（
テ

ロ
等
準
備
罪
）」
通
称
で
あ
る
。

そ
の
経
緯
を
た
ど
る
と
、
一
般
的
共
謀
罪
の
導
入
が
検
討
さ
れ
た
当
初
（
二
〇
〇
四
〔
平
成
一
六
〕
年
提
出
の
政
府
案
）
に
お
い
て
、
六
条

の
二
の
旧
タ
イ
ト
ル
は
「
組
織
的
な
犯
罪
の
共
謀
」
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
六
条
の
二
改
正
法
案
の
名
称
は
「
実
行
準
備
行
為
を
伴
う
組

織
的
犯
罪
集
団
に
よ
る
重
大
犯
罪
遂
行
の
計
画
〕」
に
変
更
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
二
〇
一
七
年
三
月
提
出
の
改
正
法
案
で
は
、
正
式
名
称

は
「
テ
ロ
リ
ズ
ム
集
団
そ
の
他
の
組
織
的
な
犯
罪
集
団
に
よ
る
実
行
準
備
行
為
を
伴
う
重
大
犯
罪
遂
行
の
計
画
」）、
略
称
「
テ
ロ
等
準
備

罪
」、
に
改
め
ら
れ
た
。
二
〇
一
七
年
三
月
の
組
織
犯
罪
処
罰
法
を
改
正
す
る
「
テ
ロ
等
準
備
罪
」
法
案
は
、
六
月
一
五
日
に
成
立
、
七

月
一
一
日
に
施
行
さ
れ
た
。

組
織
犯
罪
処
罰
法
六
条
の
二
は
、
次
の
よ
う
に
規
定
す
る
。

【
図
表
3
】
組
織
犯
罪
処
罰
法
改
正
《
抜
粋
》

●
組
織
犯
罪
処
罰
法
六
条
の
二
〔
テ
ロ
リ
ズ
ム
集
団
そ
の
他
の
組
織
的
な
犯
罪
集
団
に
よ
る
実
行
準
備
行
為
を
伴
う
重
大
犯
罪
遂
行
の
計
画
〕

次
の
各
号
に
掲
げ
る
罪
に
当
た
る
行
為
で
、
テ
ロ
リ
ズ
ム
集
団
そ
の
他
の
組
織
的
犯
罪
集
団
（
団
体
の
う
ち
、
そ
の
結
合
関
係
の
基
礎
と
し
て
の
共

同
の
目
的
が
別
表
第
三
に
掲
げ
る
罪
を
実
行
す
る
こ
と
に
あ
る
も
の
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。）
の
団
体
の
活
動
と
し
て
、
当
該
行
為
を
実
行

す
る
た
め
の
組
織
に
よ
り
行
わ
れ
る
も
の
の
遂
行
を
二
人
以
上
で
計
画
し
た
者
は
、
そ
の
計
画
を
し
た
者
の
い
ず
れ
か
に
よ
り
そ
の
計
画
に
基
づ
き
資

金
又
は
物
品
の
手
配
、
関
係
場
所
の
下
見
そ
の
他
の
計
画
を
し
た
犯
罪
を
実
行
す
る
た
め
の
準
備
行
為
が
行
わ
れ
た
と
き
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
刑

に
処
す
る
。
た
だ
し
、
実
行
に
着
手
す
る
前
に
自
首
し
た
者
は
、
そ
の
刑
を
減
軽
し
、
又
は
免
除
す
る
。

一　

別
表
第
四
に
掲
げ
る
罪
の
う
ち
、
死
刑
又
は
無
期
若
し
く
は
長
期
一
〇
年
を
超
え
る
懲
役
若
し
く
は
禁
錮
の
刑
が
定
め
ら
れ
て
い
る
も
の

 

五
年
以
下
の
懲
役
ま
た
は
禁
錮
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二　

別
表
第
四
に
掲
げ
る
罪
の
う
ち
、
長
期
四
年
以
上
一
〇
年
以
下
の
懲
役
又
は
禁
錮
の
刑
が
定
め
ら
れ
て
い
る
も
の

 

二
年
以
下
の
懲
役
又
は
禁
錮

2　

前
項
各
号
に
掲
げ
る
罪
に
当
た
る
行
為
で
、
テ
ロ
リ
ズ
ム
集
団
そ
の
他
の
組
織
的
な
犯
罪
集
団
に
不
正
権
益
を
得
さ
せ
、
又
は
テ
ロ
リ
ズ
ム
集
団

そ
の
他
の
組
織
的
犯
罪
集
団
の
不
正
権
益
を
維
持
し
、
若
し
く
は
拡
大
す
る
目
的
で
行
わ
れ
る
も
の
の
遂
行
を
二
人
以
上
で
計
画
し
た
者
も
、
そ
の
計

画
を
し
た
者
の
い
ず
れ
か
に
よ
り
そ
の
計
画
に
基
づ
き
資
金
又
は
物
品
の
手
配
、
関
係
場
所
の
下
見
そ
の
他
の
計
画
を
し
た
犯
罪
を
実
行
す
る
た
め
の

準
備
行
為
が
行
わ
れ
た
と
き
は
、
同
項
と
同
様
と
す
る
。

〔
以
下
省
略
〕

＊
傍
線
は
筆
者

テ
ロ
等
準
備
罪
を
規
定
し
た
組
織
犯
罪
処
罰
法
六
条
の
二
は
、
読
み
に
く
い
文
体
に
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
犯
罪
と
な
る
構
成
要
件

／
適
用
要
件
を
平
易
な
文
章
に
す
る
と
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

【
図
表
4
】
テ
ロ
等
準
備
罪
の
適
用
要
件

①
適
用
対
象
の
「
組
織
的
犯
罪
集
団
」
を
4
年
以
上
の
自
由
刑
（
懲
役
・
禁
錮
）
に
あ
た
る
罪
の
実
行
を
目
的
と
す
る
団
体

②
「
団
体
」
と
は
2
人
以
上
の
者

③
処
罰
対
象
は
、
具
体
的
・
現
実
的
な
「
合
意
」
と
「
準
備
行
為
」
の
実
行

1　

わ
が
国
で
の
共
謀
罪
（
テ
ロ
等
準
備
罪
）
の
所
在

わ
が
国
に
お
け
る
共
謀
罪
（
テ
ロ
等
準
備
罪
）
に
つ
い
て
、
政
府
は
、「
テ
ロ
犯
罪
集
団
」
が
対
象
で
、
一
般
の
人
た
ち
は
対
象
外
で
あ

る
と
Ｐ
Ｒ
し
て
い
る
。
し
か
し
、
組
織
犯
罪
処
罰
法
改
正
で
新
設
さ
れ
た
一
般
的
共
謀
罪
（
テ
ロ
等
準
備
罪
）
は
、
幅
広
い
犯
罪
に
投
網

一
〇
〇



租
税
犯
罪
へ
の
共
謀
罪
適
用
事
例
の
日
米
比
較
（
石
村
）

を
か
け
て
適
用
対
象
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
こ
の
Ｐ
Ｒ
に
は
大
き
な
疑
問
符
が
つ
く
。

以
下
に
、「
一
般
的
共
謀
罪
、
テ
ロ
等
準
備
罪
と
は
何
か
」
と
い
う
原
点
に
立
ち
返
り
、
従
来
の
犯
罪
と
は
ど

う
違
う
の
か
な
ど
の
基
本
を
含
め
、
問
題
点
を
分
か
り
易
く
探
っ
て
み
る
。【
図
表
5
】

⑴　

一
般
的
共
謀
罪
の
構
造

「
個
別
共
謀
罪
」
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
法
律
の
な
か
に
個
別
に
、
そ
の
犯
罪
の
共
謀
・
謀
議
を
処
罰
す
る
規
定

を
置
き
、
そ
れ
に
従
っ
て
共
謀
罪
を
問
う
か
た
ち
に
な
っ
て
い
る
場
合
を
指
す
。
こ
れ
に
対
し
、「
一
般
的
共
謀

罪
」
で
は
、
最
初
に
共
謀
罪
が
成
立
す
る
一
般
的
な
要
件
（
条
件
）
を
法
律
に
書
い
た
う
え
で
、
そ
の
後
で
適
用

対
象
と
な
る
個
別
の
犯
罪
を
メ
ニ
ュ
ー
（
別
表
）
に
並
べ
て
い
く
や
り
方
。
い
わ
ゆ
る
「
特
掲
方
式
／
限
定
列
挙
」

方
式
を
採
る
。

【図表 5】共謀罪の分類

今
回
導
入
さ
れ
た
一
般
的
共
謀
罪
（
テ
ロ
等
準
備
罪
）
の
構
造
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

【
図
表
6
】
一
般
的
共
謀
罪
の
構
造

【
構
成
要
件
】

〇
共
謀
罪
の
構
成
要
件
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

①
懲
役
・
禁
錮
が
四
年
以
上
の
犯
罪
に
つ
い
て

②
二
人
以
上
で
計
画
に
合
意
し

③
計
画
を
実
行
す
る
た
め
の
準
備
を
し
た
こ
と
。

【
メ
ニ
ュ
ー
（
別
表
）】

○
共
謀
罪
の
対
象
と
な
る
個
別
犯
罪
（
メ
ニ
ュ
ー
）
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

1　

…
…

2　

…
…

3　

…
…

一
〇
一



一
般
的
共
謀
罪
に
お
い
て
は
、
メ
ニ
ュ
ー
（
別
表
）
に
個
別
の
犯
罪
を
付
け
加
え
て
い
く
こ
と
に
よ
り
、
今
後
次
々
と
共
謀
罪
の
対
象

と
な
る
重
大
犯
罪
を
増
や
し
て
い
け
る
こ
と
に
な
る
。
当
初
の
共
謀
罪
の
政
府
案
〔
組
織
的
な
犯
罪
の
共
謀
〕
は
、
こ
の
メ
ニ
ュ
ー
方
式

で
は
な
か
っ
た
。
政
府
は
、
こ
の
メ
ニ
ュ
ー
方
式
の
採
用
に
よ
り
、
共
謀
罪
対
象
と
な
る
実
定
犯
罪
は
絞
ら
れ
た
と
い
う
。
し
か
し
、
実

際
に
は
、
今
後
メ
ニ
ュ
ー
に
い
く
ら
で
も
実
定
犯
罪
を
追
加
し
て
い
く
こ
と
が
可
能
な
形
と
な
っ
て
い
る
。
ま
さ
に
、「
テ
ロ
等・

準
備
罪
」

の
通
称
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
テ
ロ
の
実
行
以
外
の
「
等
」（
法
文
で
は
「
そ
の
他
の

・

・

・

・

組
織
的
犯
罪
集
団
…
の
重
大
犯
罪
」）
と
し
て
、
今
後

ど
の
よ
う
な
実
定
犯
罪
が
こ
の
メ
ニ
ュ
ー
（
別
表
）
に
追
加
さ
れ
る
の
か
に
大
き
な
懸
念
を
覚
え
る
。

政
府
の
説
明
で
は
、
現
時
点
で
、
こ
の
メ
ニ
ュ
ー
に
は
九
一
の
法
律
で
規
定
し
た
二
七
七
の
罪
が
登
載
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。
そ
の
う

ち
政
府
の
分
類
で
は
「
テ
ロ
の
実
行
」
に
関
す
る
も
の
は
一
一
〇
罪
に
留
ま
る
と
い
う
。
言
い
か
え
る
と
、
こ
の
一
一
〇
罪
以
外
は

「
等
」
に
あ
た
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
こ
と
は
、
裏
返
す
と
、
一
一
〇
の
テ
ロ
犯
罪
以
外
の
一
六
七
の
罪
が
共
謀
罪
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
実
際
、

の
ち
に
ふ
れ
る
よ
う
に
「
等
」
の
メ
ニ
ュ
ー
に
は
、
所
得
税
・
法
人
税
・
消
費
税
な
ど
の
租
税
ほ
脱
（
脱
税
）
が
登
載
さ
れ
て
い
る
。
納

税
者
、
税
務
専
門
職
な
ど
に
共
謀
罪
（
テ
ロ
等
準
備
罪
）
が
適
用
に
な
る
こ
と
は
自
明
の
と
こ
ろ
で
あ
る
。

一
〇
二



租
税
犯
罪
へ
の
共
謀
罪
適
用
事
例
の
日
米
比
較
（
石
村
）

【
図
表
7
】
テ
ロ
等
準
備
罪
（
共
謀
罪
）
の
構
成
要
件

《
組
織
犯
罪
処
罰
法
六
条
の
二
第
一
項
》

【
構
成
要
件
】

①
懲
役
・
禁
錮
が
四
年
以
上
の
犯
罪
に
つ
い
て

②
二
人
以
上
で
計
画
に
合
意
し

③
計
画
を
実
行
す
る
た
め
の
準
備
を
し
た
こ
と
。

【
共
謀
罪
の
対
象
と
な
る
犯
罪
メ
ニ
ュ
ー
】

〔
別
表
第
三
（
第
六
条
の
二
関
係
）

・
組
織
犯
罪
処
罰
法
関
係
犯
罪

・
刑
法
関
係
犯
罪

・
爆
発
物
取
締
罰
則

・
外
国
通
貨
の
変
造
・
偽
造
犯
罪

・
労
働
基
準
法
（
強
制
労
働
）
犯
罪

・
職
業
安
定
法
犯
罪

・
水
道
法
犯
罪

・
森
林
法
犯
罪

・
・
・
・
・
・
・

・
・
・
・
・
・
・

・
印
紙
犯
罪
処
罰
法
違
反

・
関
税
法
違
反

・
所
得
税
法
上
の
脱
税
犯

・
法
人
税
法
上
の
脱
税
犯

・
消
費
税
法
上
の
脱
税
犯

・
地
方
税
法
上
の
脱
税
犯

・
・
・
・
・
・
・

・
・
・
・
・
・
・

一
般
的
共
謀
罪
で
あ
る
テ
ロ
等
準
備
罪
の
メ
ニ
ュ
ー
（
別
表
）
に
目
を
と
お
し
て
み
る
と
、
先
ほ
ど
ふ
れ
た
租
税
ほ
脱
（
脱
税
）
を
取

り
締
ま
る
各
種
実
定
税
法
、
そ
れ
か
ら
労
働
基
準
法
、
職
業
安
定
法
、
水
道
法
と
か
、
国
会
の
委
員
会
質
疑
で
話
題
に
な
っ
た
森
林
法
と

か
、
日
常
生
活
に
関
係
す
る
法
律
が
並
ん
で
い
る
。

重
大
な
犯
罪
に
つ
い
て
個
別
の
法
律
の
な
か
で
規
定
す
る
方
式
（
個
別
共
謀
罪
）
の
方
が
、
一
般
的
共
謀
罪
に
よ
る
よ
り
は
、
当
局
の

濫
用
に
対
し
抑
え
が
効
く
よ
う
に
も
み
え
る
。
共
謀
罪
（
テ
ロ
等
準
備
罪
）
の
国
会
審
議
の
際
に
、
民
進
党
が
対
案
を
出
し
た
。
あ
の
対

案
は
、
ま
さ
に
個
別
共
謀
罪
方
式
の
方
が
濫
用
に
は
抑
え
が
効
く
と
の
趣
旨
に
沿
っ
て
出
さ
れ
た
も
の
と
い
え
る
。

組
織
・

・

犯
罪
対
策
と
い
い
な
が
ら
、
犯
罪
と
な
る
要
件
の
一
つ
が
「
二・

人
以
上

・

・

・

」
で
話
し
合
え
ば
「
犯
罪
集
団
」
と
し
て
扱
わ
れ
る
。
こ

一
〇
三



の
こ
と
か
ら
、
夫
婦
、
税
務
専
門
職
と
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
（
顧
客
）、
二
人
以
上
の
納
税
者
・
市
民
が
集
ま
り
話
し
合
う
集
会
・
言
論
の
自

由
に
対
す
る
脅
威
に
な
る
こ
と
が
危
惧
さ
れ
る
。

⑵　

一
般
的
共
謀
罪
の
適
用
事
例
分
析

と
こ
ろ
で
、
一
般
的
共
謀
罪
で
あ
る
テ
ロ
等
準
備
罪
が
、
一
般
納
税
者
や
税
務
専
門
職
な
ど
に
対
し
て
は
ど
の
よ
う
に
適
用
に
な
る
の

で
あ
ろ
う
か
。
い
く
つ
か
の
設
例
を
し
、
共
謀
罪
（
テ
ロ
等
準
備
罪
）
の
適
用
に
つ
い
て
点
検
し
て
み
る
。

①
強
盗
罪
と
共
謀
罪
（
テ
ロ
等
準
備
罪
）

共
謀
罪
（
テ
ロ
等
準
備
罪
）
を
問
う
に
は
、「
重
大
犯
罪
」
の
要
件
を
充
た
す
必
要
が
あ
る
。
組
織
犯
罪
処
罰
法
六
条
の
二
に
い
う
「
重

大
犯
罪
」
と
は
、
懲
役
・
禁
錮
が
四
年
以
上
の
犯
罪
を
指
す
。

例
え
ば
、
刑
法
二
三
六
条
〔
強
盗
〕
一
項
は
「
暴
行
又
は
脅
迫
を
用
い
て
他
人
の
財
物
を
強
取
し
た
者
は
、
強
盗
の
罪
と
し
、
五
年
以

上
の
有
期
懲
役
に
処
す
る
。」
と
定
め
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
Ａ
と
Ｂ
が
銀
行
強
盗
を
す
る
計
画
を
た
て
そ
れ
に
合
意
す
る
と
、
テ
ロ

等
準
備
罪
に
い
う
「
四
年
以
上
の
犯
罪
」、
す
な
わ
ち
重
大
犯
罪
の
要
件
に
あ
て
は
ま
る
。
た
だ
、
共
謀
罪
は
〝
準
備
罪
〞
で
あ
る
。
し

た
が
っ
て
、
実
際
に
銀
行
強
盗
計
画
を
実
行
し
て
も
、
し
な
く
と
も
、
強
盗
罪
（
刑
法
二
三
六
条
）
と
い
う
個
別
の
実
定
犯
罪
と
は
別
途

の
、
共
謀
罪
と
な
る
構
成
要
件
の
一
つ
を
充
た
す
こ
と
に
な
る
。

次
に
、
共
謀
罪
（
テ
ロ
等
準
備
罪
）
を
問
う
に
は
、「
計
画
を
実
行
す
る
た
め
の
準
備
を
し
た
こ
と
」
の
要
件
を
充
た
す
必
要
が
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
強
盗
す
る
た
め
の
「
準
備
行
為
」
を
し
た
か
ど
う
か
で
あ
る
。

一
〇
四



租
税
犯
罪
へ
の
共
謀
罪
適
用
事
例
の
日
米
比
較
（
石
村
）

例
え
ば
、
Ａ
と
Ｂ
が
銀
行
強
盗
を
す
る
こ
と
に
合
意
し
た
あ
と
で
、
ス
キ
ー
用
品
を
販
売
す
る
店
に
行
っ
て
、
防
寒
用
の
〝
目
出
し

帽
〞
を
購
入
し
た
と
す
る
。
目
出
し
帽
を
購
入
す
る
（
準
備
）
行
為
は
合
法
で
あ
る
。「
準
備
行
為
」
に
あ
た
る
行
為
は
、
違
法
行
為
か

合
法
行
為
か
は
問
わ
な
い
。
強
盗
を
す
る
目
的
で
、
例
え
ば
、
ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
で
料
理
用
の
包
丁
を
買
う
こ
と
は
準
備
行
為
に
あ

た
る
が
違
法
行
為
で
は
な
い
。
逃
亡
用
の
レ
ン
タ
カ
ー
を
借
り
る
の
も
、
準
備
行
為
に
あ
た
る
が
、
合
法
な
行
為
で
あ
る
。
と
い
う
こ
と

は
、
分
か
り
易
く
い
う
と
、
二
人
以
上
が
強
盗
の
計
画
で
「
合
意
」
＋
「
準
備
行
為
」
が
あ
る
と
推
察
で
き
れ
ば
、
当
局
は
、
共
謀
罪

（
テ
ロ
等
準
備
罪
）
違
反
を
問
う
こ
と
が
で
き
る
。
ち
な
み
に
、
政
府
は
、
立
法
段
階
に
お
い
て
、「
合
意
」
は
メ
ー
ル
や
対
話
ア
プ
リ
の

Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
で
も
成
立
す
る
と
し
て
い
る
。

②
納
税
者
に
よ
る
税
逃
れ
と
共
謀
罪
（
テ
ロ
等
準
備
罪
）

会
社
社
長
Ａ
が
、
計
理
担
当
社
員
Ｂ
に
対
し
て
メ
ー
ル
で
「
あ
の
取
引
は
簿
外
に
し
て
お
い
て
…
」
と
い
う
よ
う
な
税
金
逃
れ
（
脱

税
）
の
計
画
を
指
示
し
た
と
す
る
。
Ｂ
は
、「
社
長
、
了
解
し
ま
し
た
」
と
返
信
メ
ー
ル
を
し
た
後
で
、
い
つ
も
ど
お
り
粛
々
と
帳
簿
付

け
を
し
た
と
す
る
。
こ
の
場
合
、「
社
長
、
了
解
し
ま
し
た
」
の
メ
ー
ル
は
「
合
意
」
に
あ
た
る
。
ま
た
、
帳
簿
付
け
は
、
不
正
か
ど
う

・

・

・

・

・

か
を
問
わ
ず

・

・

・

・

・

、「
計
画
実
行
の
た
め
に
準
備
行
為
」
に
あ
た
る
？
う
し
ろ
め
た
さ
を
感
じ
て
Ａ
は
脱
税
の
罪
に
な
る
税
逃
れ
の
不
正
申
告

は
し
な
か
っ
た
と
す
る
。
こ
の
場
合
で
も
、
後
悔
先
に
た
た
ず
で
、
当
局
は
、
共
謀
罪
（
テ
ロ
等
準
備
罪
）
を
問
え
る
条
件
は
整
っ
て
い

る
と
判
断
す
る
こ
と
は
可
能
に
な
る
。

脱
税
は
一
〇
年
以
下
の
懲
役
（
こ
の
ケ
ー
ス
で
は
、
法
人
税
法
一
五
九
条
一
項
違
反
）
で
、
共
謀
罪
の
犯
罪
に
な
る
条
件
や
共
謀
罪
に
対
象

と
な
る
犯
罪
メ
ニ
ュ
ー
（
別
表
）
に
も
載
っ
て
い
る
（【
図
表
7
】
参
照
）。
当
局
は
、「
準
備
行
為
」
が
あ
っ
た
と
認
定
し
、
そ
の
気
に
な
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れ
ば
、
こ
の
ケ
ー
ス
で
は
共
謀
罪
を
問
う
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、
政
府
の
説
明
で
は
、
共
謀
罪
を
問
え
る
条
件
に
「
準
備
行

為
」
を
加
え
た
の
は
、
当
局
に
よ
る
共
謀
罪
の
濫
用
に
歯
止
め
を
か
け
る
た
め
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
ご
く
あ
り
ふ
れ
た

日
常
の
行
為
を
広
く
準
備
行
為
と
認
定
す
る
こ
と
に
な
れ
ば
、
こ
の
政
府
の
Ｐ
Ｒ
は
、
ま
さ
に
「
絵
に
描
い
た
餅
」
に
な
る
。

ち
な
み
に
、
近
年
、
課
税
庁
の
調
査
官
は
、
会
社
な
ど
を
訪
ね
て
行
う
税
務
調
査
（
課
税
処
分
の
た
め
の
調
査
／
臨
場
調
査
）
の
際
に
、

パ
ソ
コ
ン
に
入
っ
た
メ
ー
ル
の
コ
ピ
ー
の
任
意
提
出
を
求
め
署
に
持
ち
帰
る
こ
と
も
多
く
な
っ
て
い
る
。
今
後
は
、
課
税
庁
は
、
提
出
を

受
け
た
コ
ピ
ー
を
分
析
し
て
、
共
謀
を
裏
付
け
、
司
法
警
察
に
通
報
す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
課
税
庁
が
課
税
処
分
の
た
め
の
調
査
で

収
集
し
た
情
報
を
租
税
犯
則
調
査
や
共
謀
罪
へ
の
転
用
、
提
供
に
つ
い
て
、
そ
れ
を
禁
止
す
る
フ
ァ
イ
ア
ウ
ォ
ー
ル
（
情
報
の
遮
断
）
が

税
法
令
に
は
規
定
さ
れ
て
い
な
い

（
13
）

。

③
税
務
専
門
職
と
共
謀
罪
（
テ
ロ
等
準
備
罪
）

す
で
に
ふ
れ
た
よ
う
に
、
所
得
税
や
法
人
税
、
消
費
税
の
脱
税
（
ほ
脱
罪
）
は
一
〇
年
以
下
の
懲
役
で
、
共
謀
罪
の
対
象
と
な
る
犯
罪

メ
ニ
ュ
ー
に
入
っ
て
い
る
（
所
得
税
法
二
三
八
条
一
項
、
法
人
税
法
一
五
九
条
一
項
、
消
費
税
法
六
四
条
一
項
、
ま
た
【
図
表
7
】
参
照
）。
例
え
ば
、

税
理
士
と
顧
問
先
と
の
間
で
税
逃
れ
、
税
の
抜
け
穴
に
つ
い
て
話
し
合
い
合
意
が
あ
り
、
記
帳
な
ど
の
準
備
行
為
が
あ
っ
た
当
局
が
認
定

し
た
と
す
る
。
こ
の
場
合
で
も
、
実
際
に
虚
偽
申
告
が
行
わ
れ
て
い
な
け
れ
ば
、
税
務
当
局
は
脱
税
容
疑
で
任
意
の
犯
則
調
査
な
い
し
裁

判
所
か
ら
許
可
状
（
捜
索
令
状
、
差
押
令
状
ま
た
は
捜
索
差
押
許
可
状
。
以
下
、
た
ん
に
「
許
可
状
」
ま
た
は
「
令
状
」
と
も
い
う
。）
を
得
た
う
え
で

の
強
制
調
査
（
犯
則
調
査
）
の
実
施
は
難
し
い
わ
け
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
共
謀
罪
（
テ
ロ
等
準
備
罪
）
を
使
い
、
脱
税
（
租
税
ほ
脱
）
犯
罪

の
共
謀
を
理
由
に
す
れ
ば
、
実
際
に
虚
偽
申
告
が
行
わ
れ
て
い
な
く
と
も
、
司
法
警
察
は
令
状
を
取
り
捜
査
を
は
じ
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
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租
税
犯
罪
へ
の
共
謀
罪
適
用
事
例
の
日
米
比
較
（
石
村
）

の
ち
に
詳
し
く
ふ
れ
る
よ
う
に
、
ア
メ
リ
カ
で
は
、
税
務
専
門
職
と
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
（
顧
客
）
と
の
間
で
の
税
逃
れ
対
策
の
話
合
い
・
計

画
の
規
制
に
当
局
が
共
謀
罪
（
テ
ロ
等
準
備
罪
）
を
濫
用
し
、
税
務
専
門
職
と
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
と
の
信
頼
関
係
に
暗
い
影
を
落
と
し
て
い
る
。

④
民
間
の
税
務
支
援
団
体
と
共
謀
罪
（
テ
ロ
等
準
備
罪
）

民
間
の
税
務
支
援
団
体
Ａ
は
、
会
員
の
申
告
指
導
、
申
告
書
の
作
成
な
ど
の
支
援
業
務
を
税
理
士
資
格
の
な
い
職
員
が
や
っ
て
お
り
、

久
し
く
課
税
庁
の
タ
ー
ゲ
ッ
ト
と
さ
れ
て
き
た
と
す
る
。
し
か
し
、
こ
の
場
合
、
共
謀
罪
（
テ
ロ
等
準
備
罪
）
は
、
四
年
以
上
の
自
由
刑

（
懲
役
・
禁
錮
）
が
科
さ
れ
る
犯
罪
が
対
象
で
あ
る
。
税
理
士
法
違
反
は
最
大
で
三
年
以
下
の
懲
役
と
な
っ
て
い
る
こ
と
も
あ
っ
て
、
税
理

【図表 8】 脱税罪と共謀罪の調査・捜査から

検察への告発・送検の流れ

士
法
違
反
は
共
謀
罪
（
テ
ロ
等
準
備
罪
）
の
メ
ニ
ュ
ー
に
登
載
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
こ
と
か

ら
、
当
該
団
体
Ａ
は
、
共
謀
罪
（
テ
ロ
等
準
備
罪
）
の
対
象
に
は
な
ら
な
い
。

⑶　

共
謀
罪
の
捜
査
と
租
税
犯
罪
の
捜
査

脱
税
の
よ
う
な
租
税
犯
罪
の
調
査
・
査
察
（
一
応
、
こ
こ
で
は
「
犯
則
調
査
」
と
も
呼
ぶ
。）
は
、

基
本
的
に
国
税
当
局
（
国
税
庁
・
国
税
局
の
調
査
査
察
部
、
通
称
「
マ
ル
査
」）
が
行
う
（
国
税
通
則

法
一
三
一
条
以
下
、
財
務
省
組
織
規
則
四
〇
一
条
以
下
）。

こ
れ
に
対
し
て
、
共
謀
罪
（
テ
ロ
等
準
備
罪
）
の
捜
査
は
、
司
法
警
察
が
行
う
。【
図
表
8
】

共
謀
罪
（
テ
ロ
等
準
備
罪
）
は
、
そ
れ
が
本
来
の
正
犯
／
実
定
犯
罪
（
例
え
ば
脱
税
犯
罪
）
よ

り
も
ず
っ
と
早
い
段
階
で
成
立
し
て
し
ま
う
。
し
た
が
っ
て
「
現
実
味
の
希
薄
」
な
犯
罪
と
も

一
〇
七



い
え
る
。
共
謀
行
為
は
、
実
行
の
着
手
、
つ
ま
り
未
遂
よ
り
も
は
る
か
に
早
い
段
階
で
行
わ
れ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
そ
の
計
画
行
為
の

違
法
性
を
見
出
す
こ
と
も
困
難
で
、
中
身
の
あ
い
ま
い
な
犯
罪
と
い
え
る
。

共
謀
罪
（
テ
ロ
等
準
備
罪
）
は
、「
犯
罪
よ
り
も
ず
っ
と
前
の
犯
罪
（
事
前
正
犯
）」
と
呼
ぶ
と
理
解
し
や
す
い
。
し
か
し
、
問
題
は
、
た

ん
に
早
い
時
期
に
犯
罪
が
成
立
し
て
し
ま
う
と
い
う
だ
け
で
は
な
い
。
本
来
の
犯
罪
が
成
立
す
る
ず
っ
と
以
前
の
時
点
に
お
い
て
、
裁
判

官
か
ら
交
付
さ
れ
た
令
状
を
使
っ
た
強
制
捜
査
が
可
能
と
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

す
で
に
ふ
れ
た
よ
う
に
、
共
謀
罪
（
テ
ロ
等
準
備
罪
）
の
捜
査
は
、
司
法
警
察
が
担
当
す
る
こ
と
に
な
る
。
税
逃
れ
（
租
税
ほ
脱
／
脱
税
）

に
か
か
る
共
謀
罪
の
捜
査
で
は
、
課
税
庁
と
の
情
報
交
換
（
情
報
連
携
）
で
、
あ
る
程
度
の
情
報
は
得
ら
れ
る
と
は
思
う
。
し
か
し
、
共

謀
し
て
事
件
を
計
画
し
た
と
い
う
あ
い
ま
い
な
事
実
を
立
証
す
る
た
め
の
証
拠
が
収
集
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
司
法
警
察
に
よ
る
捜
査
で

は
、
自
白
を
得
る
こ
と
に
偏
っ
た
捜
査
が
し
ば
し
ば
問
題
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
税
逃
れ
に
か
か
る
共
謀
罪
（
テ
ロ
等
準
備
罪
）
の
捜
査

で
も
、
こ
れ
ま
で
以
上
に
「
自
白
は
つ
く
ら
れ
る
」
こ
と
が
危
惧
さ
れ
る
。

共
謀
罪
（
テ
ロ
等
準
備
罪
）
に
お
い
て
は
、
犯
罪
計
画
を
話
し
合
い
、
合
意
し
た
こ
と
が
罪
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。
司
法
警
察
が
、
共

謀
罪
（
テ
ロ
等
準
備
罪
）
の
強
制
捜
査
の
た
め
の
令
状
交
付
を
求
め
る
と
す
る
。
こ
の
場
合
、
司
法
警
察
は
、
抽
象
的
で
浅
薄
な
事
実
関

係
、
す
な
わ
ち
計
画
し
た
、
話
し
合
っ
た
と
い
う
疑
い
が
あ
れ
ば
、
令
状
の
交
付
を
認
め
ら
れ
て
し
ま
う
危
険
性
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
に

共
謀
罪
（
テ
ロ
等
準
備
罪
）
の
捜
査
で
は
、
裁
判
官
に
よ
る
令
状
を
条
件
と
す
る
こ
と
で
捜
査
の
行
き
過
ぎ
を
防
止
す
る
令
状
主
義
と
い

う
犯
罪
捜
査
の
仕
組
み
も
実
質
的
な
意
味
を
持
ち
え
な
く
な
る
懸
念
が
あ
る
。

課
税
庁
は
、
課
税
処
分
の
た
め
の
税
務
調
査
（
国
通
法
七
二
条
の
四
以
下
）
の
実
施
後
、
た
と
え
ば
事
業
者
Ａ
と
関
与
税
理
士
Ｂ
が
消
費

税
ほ
脱
（
消
費
税
法
六
四
条
一
項
）
の
計
画
を
練
っ
て
い
た
節
が
う
か
が
え
る
が
、
犯
則
調
査
を
実
施
す
る
ほ
ど
に
は
い
ま
だ
疑
い
は
濃
厚
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租
税
犯
罪
へ
の
共
謀
罪
適
用
事
例
の
日
米
比
較
（
石
村
）

で
な
い
と
い
う
状
況
に
あ
る
と
判
断
し
た
と
す
る
。
こ
の
場
合
、
課
税
庁
は
、
調
査
で
提
供
を
受
け
た
Ａ
と
Ｂ
と
の
間
で
の
メ
ー
ル
の
や

り
と
り
か
ら
、
税
逃
れ
の
計
画
を
立
て
た
か
も
し
れ
な
い
、
計
画
す
る
た
め
に
話
し
合
っ
た
疑
い
が
あ
る
と
の
疑
念
を
司
法
警
察
に
流
す

こ
と
に
よ
り
、
共
謀
罪
（
テ
ロ
等
準
備
罪
）
に
対
す
る
強
制
捜
査
の
た
め
の
令
状
請
求
・
令
状
交
付
が
可
能
と
な
る
。

と
く
に
、
過
去
に
事
業
者
Ａ
が
そ
の
関
与
税
理
士
Ｂ
の
指
導
を
受
け
て
行
っ
た
税
務
申
告
が
不
適
切
で
あ
る
と
さ
れ
重
加
算
税
の
対
象

と
な
っ
た
、
あ
る
い
は
税
逃
れ
を
問
わ
れ
た
と
い
う
過
去
の
経
歴
に
よ
っ
て
、
現
在
の
嫌
疑
が
裏
づ
け
ら
れ
か
ね
な
い
点
に
共
謀
罪
（
テ

ロ
等
準
備
罪
）
の
重
さ
が
あ
る
。
過
去
の
経
歴
を
現
在
の
嫌
疑
に
結
び
つ
け
る
こ
と
を
否
定
す
る
の
は
困
難
で
、
容
易
に
現
在
の
嫌
疑
の

根
拠
に
さ
れ
て
し
ま
う
お
そ
れ
が
あ
る
。

通
信
傍
受
法

（
14
）

と
い
う
盗
聴
に
よ
る
捜
査
を
認
め
る
別
の
法
律
が
あ
る
。
こ
の
法
律
は
そ
も
そ
も
「
組
織
を
背
景
と
し
た
犯
罪
」
を
対
象

と
す
る
も
の
で
あ
る
。
組
織
犯
罪
処
罰
法
の
な
か
に
設
け
ら
れ
た
共
謀
罪
（
テ
ロ
等
準
備
罪
）
が
盗
聴
捜
査
の
対
象
と
な
っ
て
行
く
こ
と

は
む
し
ろ
当
然
と
成
り
行
き
と
も
い
え
る
。

こ
こ
で
、
共
謀
罪
（
テ
ロ
等
準
備
罪
）
の
公
訴
時
効
と
ベ
ー
ス
と
な
る
犯
罪
の
公
訴
時
効
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
簡
潔
に
ふ
れ
て
お
く
。

【
図
表
9
】
共
謀
罪
（
テ
ロ
等
準
備
罪
）
の
公
訴
時
効
と
ベ
ー
ス
と
な
る
犯
罪
の
公
訴
時
効
と
の
関
係

ベ
ー
ス
と
な
る
犯
罪
の
公
訴
時
効

共
謀
罪
（
テ
ロ
等
準
備
罪
）
の
公
訴
時
効

❶
法
定
刑
が
一
〇
年
を
超
え
る
場
合⇒

公
訴
時
効
は
短
く
て
も
七
年

五
年
（
法
定
刑
は
五
年
以
下
の
懲
役
ま
た
は
禁
錮
）

❷
法
定
刑
が
四
年
以
上
一
〇
年
以
下
の
場
合

法
定
刑
が
五
年
未
満　

　

⇒
三
年

三
年
（
法
定
刑
は
二
年
以
下
の
懲
役
ま
た
は
禁
錮
）

法
定
刑
が
一
〇
年
未
満　

⇒

五
年

法
定
刑
が
一
五
年
未
満　

⇒

七
年

一
〇
九



❶
ベ
ー
ス
の
犯
罪
の
法
定
刑
が
長
期
一
〇
年
を
超
え
る
場
合
は
、
共
謀
罪
（
テ
ロ
等
準
備
罪
）
の
法
定
刑
は
五
年
以
下
の
懲
役
ま
た
は

禁
錮
と
な
り
、
❷
ベ
ー
ス
の
犯
罪
の
法
定
刑
が
長
期
四
年
以
上
一
〇
年
以
下
の
場
合
、
共
謀
罪
（
テ
ロ
等
準
備
罪
）
の
法
定
刑
は
二
年
以

下
の
懲
役
ま
た
は
禁
錮
と
な
る
。

公
訴
時
効
に
つ
い
て
定
め
る
刑
事
訴
訟
法
（
以
下
「
刑
訴
法
」
と
も
い
う
。）
二
五
〇
条
二
項
に
よ
れ
ば
、
❶
の
場
合
、
ベ
ー
ス
の
犯
罪
の

公
訴
時
効
は
最
も
短
く
て
も
七
年
と
い
う
こ
と
に
な
り
（
同
項
四
号
）、
そ
の
と
き
法
定
刑
五
年
以
下
の
共
謀
罪
の
公
訴
時
効
は
五
年
と
な

る
（
同
項
五
号
）。

❷
の
場
合
に
は
、
ベ
ー
ス
の
犯
罪
の
公
訴
時
効
は
三
年
と
な
る
場
合
（
法
定
刑
五
年
未
満
の
罪
。
同
項
六
号
）、
五
年
と
な
る
場
合
（
法
定

刑
一
〇
年
未
満
の
罪
。
同
項
五
号
）、
七
年
と
な
る
場
合
（
法
定
刑
一
五
年
未
満
の
罪
。
同
項
四
号
）
と
に
分
か
れ
、
こ
の
と
き
法
定
刑
二
年
以

下
の
共
謀
罪
（
テ
ロ
等
準
備
罪
）
の
公
訴
時
効
は
い
ず
れ
の
場
合
で
も
三
年
と
な
る
（
同
項
六
号
）。

⑷　

実
行
準
備
行
為
要
件
と
は

当
初
提
案
さ
れ
た
共
謀
罪
で
は
、
合
意
の
み
で
犯
罪
が
成
立
し
得
る
形
式
（「
組
織
的
な
犯
罪
集
団
が
関
与
す
る
も
の
」
で
あ
れ
ば
よ
い
）
を

採
用
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
合
意
の
み
で
犯
罪
が
成
立
し
得
る
形
式
で
は
、
い
わ
ば
一
定
の
意
思
表
明
と
そ
れ
に
対
す
る

相
手
方
の
認
識
だ
け
で
犯
罪
が
成
立
す
る
に
等
し
い
。
こ
れ
で
は
、
思
想
処
罰
に
類
す
る
も
の
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
の
よ
う
な
処

罰
規
定
は
、
思
想
・
内
心
の
自
由
や
表
現
の
自
由
に
対
す
る
重
大
な
脅
威
と
な
る
。

思
想
処
罰
と
い
う
意
味
で
は
、
共
謀
罪
は
戦
前
の
治
安
維
持
法
に
相
通
じ
る
も
の
が
あ
り
、
各
界
か
ら
異
論
が
続
出
し
た
。
こ
う
し
た

異
論
、
さ
ら
に
は
「
犯
罪
の
非
行
為
化
」
の
批
判
に
応
え
る
た
め
、
政
府
は
、
法
案
の
通
称
と
し
て
「
テ
ロ
等
準
備
罪
」
と
い
う
ネ
ー
ミ

一
一
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租
税
犯
罪
へ
の
共
謀
罪
適
用
事
例
の
日
米
比
較
（
石
村
）

ン
グ
（
名
称
）
を
登
場
さ
せ
た
。
加
え
て
、
共
謀
罪
（
テ
ロ
等
準
備
罪
）
の
成
立
要
件
と
し
て
「
実
行
準
備
行
為
」
を
追
加
し
た
。
し
か
し
、

こ
の
要
件
を
加
え
る
こ
と
で
、
共
謀
罪
（
テ
ロ
等
準
備
罪
）
の
成
立
に
は
、
ど
の
よ
う
な
実
行
準
備
行
為
が
あ
れ
ば
足
り
る
の
か
が
、
新

た
に
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

さ
き
に
、
社
長
Ａ
か
ら
の
メ
ー
ル
に
よ
る
税
逃
れ
に
あ
た
る
計
画
の
指
示
に
対
す
る
経
理
社
員
Ｂ
が
了
解
し
た
旨
の
返
答
メ
ー
ル
が
共

謀
の
「
合
意
」
が
あ
っ
た
と
さ
れ
た
ケ
ー
ス
を
あ
げ
た
。
こ
の
ケ
ー
ス
で
は
、
返
答
メ
ー
ル
後
の
そ
の
社
員
の
い
つ
も
ど
お
り
の
記
帳
事

務
が
「
計
画
実
行
の
た
め
の
準
備
行
為
」
と
認
定
さ
れ
た
。
し
か
し
、
こ
ん
な
に
安
易
に
準
備
行
為
の
認
定
が
さ
れ
て
よ
い
の
か
が
問
わ

れ
る
。
日
常
の
く
ら
し
や
仕
事
の
な
か
の
普
段
ど
お
り
の
行
動
が
、
犯
罪
と
し
て
訴
追
さ
れ
、
裁
判
所

も
こ
れ
を
犯
罪
の
一
部
と
し
て
認
定
す
る
。
こ
う
し
た
事
態
に
な
る
と
い
う
こ
と
は
、
ま
さ
に
日
常
の

く
ら
し
や
仕
事
そ
の
も
の
が
犯
罪
視
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。【
図
表
10
】

共
謀
罪
（
テ
ロ
等
準
備
罪
）
の
成
立
要
件
と
し
て
の
「
実
行
準
備
行
為
」
に
つ
い
て
は
、
犯
罪
と
す

る
の
に
十
分
な
中
身
を
伴
っ
た
行
為
の
範
囲
や
内
容
が
明
ら
か
に
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
一
応
、

法
律
（
組
織
犯
罪
処
罰
法
六
条
の
二
）
で
は
、「
計
画
に
基
づ
き
資
金
又
は
物
品
の
手
配
、
関
係
場
所
の

下
見
そ
の
他
の
」
と
い
う
言
い
回
し
で
「
計
画
を
し
た
犯
罪
を
実
行
す
る
た
め
の
準
備
行
為
」
を
例
示

し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
で
は
、
合
意
後
の
ご
く
日
常
的
な
行
動
を
取
り
上
げ
て
実
行
準
備
行
為
で

あ
る
と
さ
れ
る
可
能
性
は
大
い
に
あ
る
。
準
備
行
為
は
合
法
行
為
か
違
法
行
為
か
を
問
わ
な
い
わ
け
で

あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
が
要
件
と
し
て
付
け
加
え
た
と
こ
ろ
で
、
当
局
に
よ
る
共
謀
罪
（
テ
ロ
等

準
備
罪
）
濫
用
の
抑
止
に
な
る
か
ど
う
か
は
す
こ
ぶ
る
疑
問
で
あ
る
。

【図表 10】日常のくらしや仕事が犯罪要素に
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「
実
行
準
備
行
為
」
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
裁
判
例
の
積
重
ね
に
委
ね
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
例
え
ば
、
合
意
に
連
続
し
て
い
る

も
の
の
、
日
常
生
活
上
珍
し
く
な
い
行
動
を
取
り
上
げ
て
、
こ
れ
を
実
行
準
備
行
為
に
あ
た
る
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
実
行
準
備
行
為
が

要
件
と
し
て
追
加
さ
れ
た
意
味
が
失
わ
れ
る
。
何
を
犯
罪
と
す
る
か
、
何
が
犯
罪
と
な
る
か
は
、
司
法
警
察
や
行
政
庁
に
目
を
つ
け
ら
れ

て
い
る
か
ど
う
か
に
か
か
っ
て
く
る
、
と
い
う
こ
と
に
も
な
り
か
ね
な
い
。【
図
表
11
】

犯
罪
の
流
れ
は
、
❺
既
遂
よ
り
も
早
い
❹
未
遂
（
実
行
の
開
始
）（
罪
）
の
段
階
、
そ
し
て
そ
の
❹
未
遂
（
罪
）
よ
り
も
早
い
❸
予
備
（
罪
）

の
段
階
に
区
切
る
こ
と
が
で
き
る
。
共
謀
罪
（
テ
ロ
等
準
備
罪
）
で
は
、
こ
の
❸
予
備
（
罪
）
よ
り
も
早
い
段
階
の
「
❷
実
行
準
備
行
為
＋

❶
合
意
」
を
犯
罪
と
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
共
謀
罪
（
テ
ロ
等

準
備
罪
）
で
は
、
犯
罪
の
❺
既
遂
と
い
う
現
実
の
利
益
侵
害
・
法
律
違
反
よ

り
も
相
当
に
初
期
の
段
階
で
の
行
為
（
❶
合
意
＋
❷
実
行
準
備
行
為
）
を
取
り

締
ま
る
こ
と
に
な
る
。
共
謀
罪
（
テ
ロ
等
準
備
罪
）
で
は
、
刑
法
が
あ
る
こ

と
で
護
ら
れ
て
い
る
さ
ま
ざ
ま
な
利
益
に
対
す
る
危
険
が
現
実
に
迫
っ
て
い

る
の
か
ど
う
か
は
っ
き
り
し
な
い
段
階
で
、
犯
罪
を
問
う
こ
と
に
な
る
。
そ

う
で
あ
る
以
上
、
実
行
準
備
行
為
に
つ
い
て
も
当
然
、
最
終
的
な
利
益
侵

害
・
被
害
と
の
具
体
的
な
関
連
性
が
存
在
す
る
こ
と
の
証
明
が
必
要
に
な
る
。

実
行
準
備
行
為
に
よ
っ
て
、
最
低
限
度
の
危
険
が
発
生
し
た
こ
と
の
認
定
が
、

裁
判
に
お
い
て
厳
正
に
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
裁
判
所
は
、

検
察
官
に
対
し
て
、
そ
の
立
証
を
し
っ
か
り
と
具
体
的
に
行
う
よ
う
に
求
め

【図表 11】犯罪既遂に至る段階的な流れ
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租
税
犯
罪
へ
の
共
謀
罪
適
用
事
例
の
日
米
比
較
（
石
村
）

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

加
え
て
、
合
意
形
成
が
な
さ
れ
た
あ
と
計
画
が
放
棄
さ
れ
数
年
を
経
た
よ
う
な
場
合
に
は
、
共
謀
罪
（
テ
ロ
等
準
備
罪
）
に
名
を
借
り

た
捜
査
や
公
訴
は
違
法
な
い
し
濫
用
・
無
効
と
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
中
身
に
つ
い
て
考
え
て
み
て
も
、
も
は
や
行
為
の
実
質
的
な
違
法

性
は
失
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
犯
罪
の
成
立
も
否
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2　

租
税
犯
罪
類
型
と
共
謀
罪
（
テ
ロ
等
準
備
罪
）
の
所
在

租
税
犯
と
は
、
税
法
が
そ
の
違
反
行
為
に
対
し
て
〝
刑
事
罰
〞
で
制
裁
を
加
え
る
対
象
者
を
指
す
。
租
税
に
関
す
る
犯
罪
は
、
⑴
税
金

の
賦
課
・
徴
収
・
納
付
に
直
接
関
係
す
る
「
租
税
犯
」
と
、
⑵
そ
れ
以
外
の
「
租
税
関
連
犯
」
と
に
分
け
ら
れ
る
。
ま
た
、
⑴
の
租
税
犯

は
、
①
国
や
地
方
（
公
共
）
団
体
（「
課
税
権
者
」）
の
税
金
を
請
求
す
る
権
利
（「
租
税
請
求
権
」）
を
直
接
侵
害
す
る
「
脱
税
犯
（
租
税
実
体

犯
罪
）」
と
、
②
そ
の
租
税
請
求
権
の
行
使
を
妨
害
す
る
「
租
税
秩
序
犯
（
租
税
手
続
犯
罪
／
調
査
妨
害
犯
罪
）」
と
に
分
け
ら
れ
る

（
15
）

。

わ
が
国
の
税
法
に
は
、
各
種
租
税
犯
罪
の
共
謀
に
つ
い
て
、
そ
れ
ら
を
独
自
に
処
罰
で
き
る
規
定
を
置
い
て
い
な
い
。
こ
の
た
め
、
今

般
の
一
般
的
共
謀
罪
の
性
格
と
有
す
る
共
謀
罪
（
テ
ロ
等
準
備
罪
）
の
導
入
に
伴
い
、
こ
れ
ら
租
税
犯
罪
（
租
税
実
体
犯
罪
）
に
ど
の
よ
う

な
影
響
を
及
ぼ
す
の
か
が
問
題
に
な
る
。

⑴　

各
種
の
租
税
犯
罪
と
罰
則

わ
が
国
現
行
税
法
に
お
け
る
各
種
の
租
税
犯
（
罪
）
と
罰
則
の
程
度
を
図
で
示
す
と
、
お
お
む
ね
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
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【
図
表
12
】
主
な
租
税
犯
の
類
型
と
罰
則

⑴
租
税
犯

ⓐ
脱
税
犯

①
ほ
脱
犯

一
〇
年
以
下
の
懲
役
も
し
く
は
一
、〇
〇
〇
万
円
（
情
状
に
よ
り
脱
税
額

（
16
））

以
下
の
罰
金
、
ま

た
は
併
科
（
所
得
税
法
二
三
八
条
一
項
〜
四
項
、
法
人
税
法
一
五
九
条
一
項
、
消
費
税
法

六
四
条
一
項
・
四
項
な
ど
）

② 

間
接
脱
税
犯

一
〇
年
以
下
の
懲
役
も
し
く
は
一
、〇
〇
〇
万
円
以
下
の
罰
金
、
ま
た
は
併
科
（
消
費
税
法

六
四
条
な
ど
）

③
不
納
付
犯

一
〇
年
以
下
の
懲
役
も
し
く
は
一
〇
〇
万
円
以
下
の
罰
金
、
ま
た
は
併
科
（
所
得
税
法

二
三
九
用
一
項
な
ど
）

④
不
納
付
煽
動
犯

三
年
以
下
の
懲
役
も
し
く
は
二
五
〇
万
円
以
下
の
罰
金
、
ま
た
は
併
科
（
国
税
徴
収
法

一
八
七
条
一
項
）

⑤
納
付
妨
害
罪

三
年
以
下
の
懲
役
ま
た
は
二
〇
万
円
以
下
の
罰
金
（
国
税
通
則
法
一
二
六
条
一
項
、
地
方
税

法
二
一
条
二
項
な
ど
）

⑥ 

故
意
の
申
告
書

不
提
出
犯

五
年
以
下
の
懲
役
も
し
く
は
五
〇
〇
万
（
情
状
に
よ
り
脱
税
額
）
以
下
の
罰
金
、
ま
た
は
併

科
（
所
得
税
法
二
三
八
条
三
項
・
四
項
、
法
人
税
法
一
五
九
条
三
項
・
四
項
、
相
続
税
法

六
八
条
三
項
・
四
項
、
消
費
税
法
六
四
条
四
項
な
ど
）

ⓑ 

租
税
秩
序
犯

⑦
虚
偽
申
告
犯

一
年
以
下
の
懲
役
ま
た
は
五
〇
万
円
以
下
の
罰
金
（
消
費
税
法
六
五
条
、
国
税
通
則
法

一
二
七
条
一
号
な
ど
）

⑧
単
純
無
申
告
犯

一
年
以
下
の
懲
役
ま
た
は
五
〇
万
円
以
下
罰
金
（
所
得
税
法
二
四
一
条
、
消
費
税
法
六
六
条

な
ど
）

一
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租
税
犯
罪
へ
の
共
謀
罪
適
用
事
例
の
日
米
比
較
（
石
村
）

⑨
不
徴
収
犯

三
年
以
下
の
懲
役
も
し
く
は
五
〇
万
円
以
下
の
罰
金
、
ま
た
は
併
科
（
所
得
税
法
二
四
二
条

三
号
）

⑩ 

質
問
検
査
拒
否

犯

一
年
以
下
の
罰
金
又
は
二
〇
万
円
以
下
の
罰
金
（
国
税
通
則
法
一
二
七
条
二
号
）

⑪ 

消
費
税
不
正
受

還
付
未
遂
罪

一
〇
年
以
下
の
懲
役
も
し
く
は
一
、〇
〇
〇
万
円
（
情
状
に
よ
り
消
費
税
額
）
以
下
の
罰
金
、

ま
た
は
併
科
（
消
費
税
法
六
四
条
二
項
・
三
項
、
刑
法
四
三
条
・
六
八
条
）

⑵ 

租
税
関
連
犯

⑫ 

秘
密
漏
示
犯
罪
（
税
務
職
員
の
守

秘
義
務
違
反
）

二
年
以
下
の
懲
役
ま
た
は
一
〇
〇
万
円
以
下
の
罰
金
（
国
税
通
則
法
一
二
六
条
）

⑵　

共
謀
罪
（
テ
ロ
等
準
備
罪
）
の
適
用
対
象
と
な
る
租
税
犯
罪

共
謀
罪
は
「
二
人
以
上
の
者
が
犯
罪
を
行
お
う
と
話
し
合
い
、
合
意
（
共
謀
）
す
る
こ
と
で
成
立
す
る
犯
罪
」
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

一
言
で
い
う
と
、
共
謀
罪
で
は
「
実
際
に
罪
を
犯
さ
な
く
て
も
、
計
画
し
た
段
階
で
罪
に
問
え
る
（Just trying is enough

）」。

事
実
、
す
で
に
ふ
れ
た
よ
う
に
、
一
般
的
共
謀
罪
（
テ
ロ
等
準
備
罪
）
を
新
設
す
る
組
織
犯
罪
処
罰
法
改
正
で
は
、
新
設
さ
れ
た
組
織

犯
罪
処
罰
法
六
条
の
二
〔
テ
ロ
リ
ズ
ム
集
団
そ
の
他
の
組
織
的
な
犯
罪
集
団
に
よ
る
実
行
準
備
行
為
を
伴
う
重
大
犯
罪
遂
行
の
計
画
〕
に

お
い
て
、
そ
の
対
象
と
な
る
犯
罪
の
範
囲
を
法
別
表
（
メ
ニ
ュ
ー
）
に
掲
げ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
限
定
列
挙
／
特
掲
方
式
を
採
る
。
法
別

表
第
三
〔
第
六
条
の
二
関
係
〕
で
は
、
税
法
関
係
で
は
、
次
の
よ
う
な
租
税
実
定
犯
罪
を
掲
げ
て
い
る
。

【
図
表
13
】
一
般
的
共
謀
罪
（
テ
ロ
等
準
備
罪
）
の
適
用
対
象
と
な
る
租
税
実
定
犯
罪

五　

印
紙
犯
罪
処
罰
法
（
明
治
四
二
法
律
第
三
九
号
）
第
一
条
（
偽
造
等
）
又
は
第
二
条
第
一
項
（
偽
造
印
紙
等
の
使
用
等
）
の
罪　

一
一
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三
十
四　

関
税
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
六
一
号
）
第
一
〇
八
の
四
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
（
輸
出
し
て
は
な
ら
な
い
貨
物
の
輸
出
）、
第
一
〇
九

条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
（
輸
入
し
て
は
な
ら
な
い
貨
物
の
輸
入
）、
第
一
〇
九
条
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
（
輸
出
し
て
は
な
ら
な
い
貨
物

の
保
税
地
域
へ
の
蔵
置
等
）、
第
一
一
〇
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
（
偽
り
に
よ
り
関
税
を
免
れ
る
行
為
等
）、
第
一
一
一
条
第
一
項
若
し
く
は
第

二
項
（
無
許
可
輸
出
等
）
又
は
第
一
一
二
条
第
一
項
（
輸
出
し
て
は
な
ら
な
い
貨
物
の
運
搬
等
）
の
罪

二
十　

地
方
税
法
（
昭
和
二
〇
五
年
法
律
第
二
二
六
号
）
第
一
四
四
条
の
三
三
第
一
項
（
軽
油
等
の
不
正
製
造
）
又
は
第
一
四
四
条
の
四
一
第
一
項
か

ら
第
三
三
項
ま
で
若
し
く
は
第
五
項
（
軽
油
引
取
税
に
係
る
脱
税
）
の
罪

五
十
二　

所
得
税
法
（
昭
和
四
〇
年
法
律
第
三
三
号
）
第
二
三
八
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
若
し
く
は
第
二
三
九
条
第
一
項
（
偽
り
に
よ
り
所
得
税

を
免
れ
る
行
為
等
）
又
は
第
二
四
〇
条
第
一
項
（
所
得
税
の
不
納
付
）
の
罪

五
十
三　

法
人
税
法
（
昭
和
四
〇
年
法
律
第
三
四
号
）
第
一
五
九
条
第
一
項
又
は
第
三
三
（
偽
り
に
よ
り
法
人
税
を
免
れ
る
行
為
等
）
の
罪

六
十
六　

消
費
税
法
（
昭
和
六
三
年
法
律
第
一
〇
八
号
）
第
六
四
条
第
一
項
又
は
第
四
項
（
偽
り
に
よ
り
消
費
税
を
免
れ
る
行
為
等
）
の
罪

八
十
三　

電
子
署
名
等
に
係
る
地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
機
構
の
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
（
平
成
一
四
年
法
律
第
一
五
三
号
）
第
七
三
条
第
一

項
（
不
実
の
署
名
用
電
子
証
明
書
等
を
発
行
さ
せ
る
行
為
）
の
罪

政
府
は
、
わ
が
国
に
お
け
る
共
謀
罪
（
テ
ロ
等
準
備
罪
）
に
つ
い
て
、「
テ
ロ
犯
罪
集
団
」
が
適
用
対
象
で
、
一
般
の
市
民
や
納
税
者
は

適
用
対
象
外
で
あ
る
と
Ｐ
Ｒ
し
て
い
る
。
し
か
し
、
一
般
的
共
謀
罪
（
テ
ロ
等
準
備
罪
）
を
新
設
し
た
組
織
犯
罪
処
罰
法
改
正
法
別
表
（
メ

ニ
ュ
ー
）
に
限
定
列
挙
／
特
掲
さ
れ
た
共
謀
罪
（
テ
ロ
等
準
備
罪
）
対
象
と
な
る
租
税
犯
罪
の
範
囲
（
脱
税
犯
＋
源
泉
所
得
税
の
不
納
付
犯
）
を

み
た
だ
け
で
も
、
こ
う
し
た
Ｐ
Ｒ
に
は
大
き
な
疑
問
符
が
つ
く
。

例
え
ば
、
企
業
の
ト
ッ
プ
と
幹
部
が
、
あ
る
い
は
税
理
士
と
納
税
者
が
、
租
税
を
回
避
す
る
巧
妙
な
計
画
を
ね
り
、
合
意
に
至
っ
た
と

す
る
。
租
税
回
避
と
租
税
ほ
脱
と
間
に
明
確
な
線
引
き
（bright line

）
を
す
る
こ
と
は
困
難
な
こ
と
が
多
い
。
共
謀
罪
（
テ
ロ
等
準
備
罪
）

一
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租
税
犯
罪
へ
の
共
謀
罪
適
用
事
例
の
日
米
比
較
（
石
村
）

は
、
四
年
以
上
の
自
由
刑
（
懲
役
・
禁
固
）
に
あ
た
る
罪
の
実
行
を
目
的
と
す
る
団
体
（
二
人
以
上
の
集
団
）
が
対
象
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

課
税
庁
に
よ
る
租
税
犯
則
事
件
調
査
と
は
別
途
に
、
こ
う
し
た
合
法
か
違
法
か
の
線
引
き
が
難
し
い
グ
レ
ー
な
租
税
回
避
計
画
に
対
し
て

司
法
警
察
・
検
察
に
よ
る
共
謀
罪
（
テ
ロ
等
準
備
罪
）
容
疑
で
の
刑
事
捜
査
を
可
能
と
す
る
。

わ
が
国
の
税
務
の
現
場
で
は
、
あ
る
税
務
処
理
が
、
合
法
的
な
節
税
行
為
か
、
違
法
な
脱
税
（
租
税
ほ
脱
）
行
為
か
、
グ
レ
ー
な
租
税

回
避
行
為
か
、
問
題
に
な
る
こ
と
も
少
な
く
な
い
。
こ
れ
ら
を
対
比
す
る
と
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

【
図
表
14
】
節
税
行
為
、
租
税
回
避
行
為
、
脱
税
（
租
税
ほ
脱
）
行
為
の
違
い

①
節
税
行
為
（tax saving

）　
「
節
税
」
と
は
、
納
税
者
が
、〝
取
引
相
場
の
な
い
株
式
等
に
か
か
る
相
続
税
の
納
税
猶
予
制
度
を
利
用
す
る
〞
と
い
っ

た
よ
う
に
、
本
来
、
税
法
が
予
定
し
て
い
る
通
常
の
契
約
形
態
な
い
し
法
形
式
等
を
使
う
こ
と
に
よ
り
税
負
担
の
軽
減
を
は
か
る
行
為
を
指
す
。

②
租
税
回
避
行
為
（tax avoidance

）　
「
租
税
回
避
行
為
」
と
は
、
納
税
者
が
、
私
法
上
有
効
は
契
約
形
態
な
い
し
法
形
式
等
を
選
択
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
税
法
に
定
め
る
課
税
要
件
を
充
足
す
る
事
実
を
回
避
・

・

す
る
行
為
を
指
す
。
租
税
回
避
行
為
は
、
租
税
法
律
主
義
を
形
式
的
に
適
用
す
る
限

り
で
は
許
容
さ
れ
る
と
し
て
も
、
公
平
な
課
税
の
観
点
か
ら
問
題
と
さ
れ
る
グ
レ
ー
ゾ
ー
ン
に
位
置
す
る
行
為
と
さ
れ
る
。
租
税
回
避
行
為
は
、
否

認
さ
れ
た
と
し
て
も
、
青
色
申
告
の
承
認
を
取
り
消
さ
れ
た
り
す
る
こ
と
は
な
い
。

③
脱
税
（
租
税
ほ
脱
）
行
為
（tax evasion

）　
「
脱
税
（
租
税
ほ
脱
行
為
）
と
は
、
納
税
者
が
、
税
法
に
定
め
る
課
税
要
件
を
充
足
す
る
事
実
（
例
え

ば
収
入
が
あ
っ
た
こ
と
の
事
実
）
を
偽
り
・

・

ま
た
は
隠
ぺ
い
、
仮
装
し

・

・

・
 

・

・

・

、
税
負
担
の
軽
減
な
い
し
免
れ
る
違
法
な
行
為
を
指
す
。

〝
①
節
税
行
為
と
③
脱
税
（
租
税
ほ
脱
）
行
為
〞
と
の
違
い
に
つ
い
て
の
一
般
的
に
線
引
き
は
可
能
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
〝
①
租
税

回
避
行
為
と
③
脱
税
行
為
〞
と
の
境
は
か
な
り
微
妙
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
で
は
、
具
体
的
な
事
業
目
的
の
伴
わ
な
い
租
税
計
画
（
タ
ッ
ク

ス
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
）
な
ど
は
、
違
法
と
推
認
さ
れ
る
こ
と
が
少
な
く
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
グ
レ
ー
ゾ
ー
ン
に
あ
る
と
さ
れ
る
②
租
税
回

一
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避
行
為
の
置
か
れ
て
い
る
位
置
を
、
合
法
な
①
節
税
行
為
な
い
し
③
違
法
な
脱
税
（
租
税
ほ
脱
）
行
為
と
の
対
比
に
お
い
て
確
認
す
る
と
、

次
の
と
お
り
で
あ
る

（
17
）

。

【
図
表
15
】
節
税
・
租
税
回
避
行
為
・
脱
税
の
位
置

❶
節
税
行
為

❷
租
税
回
避
行
為

❸
脱
税
行
為

タ
ッ
ク
ス
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
、
タ
ッ
ク
ス
シ
ェ
ル
タ
ー
問
題

○
合
法

△
グ
レ
ー
ゾ
ー
ン

×
違
法

共
謀
罪
（
テ
ロ
等
準
備
罪
）
が
導
入
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
共
謀
者
に
よ
る
グ
レ
ー
ゾ
ー
ン
の
❷
「
租
税
回
避
行
為
」
が
あ
る
と
推
認
さ

れ
る
場
合
、
当
局
は
、
そ
の
解
明
に
「
共
謀
罪
」
を
使
う
こ
と
も
可
能
に
な
っ
た
。「
共
謀
罪
（
テ
ロ
等
準
備
罪
）」
は
、「
脱
税
（
租
税
ほ

脱
）
の
罪
」（
租
税
実
体
犯
罪
）
と
は
別
途
の
犯
罪
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
当
局
は
、「
脱
税
の
罪
」
は
成
立
し
な
く
と
も
、「
共
謀
罪
（
テ
ロ
等

準
備
罪
）」
は
成
立
す
る
こ
と
（
あ
る
い
は
双
方
が
成
立
す
る
こ
と
）
も
期
待
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

共
謀
罪
（
テ
ロ
等
準
備
罪
）
成
立
以
前
は
、
企
業
の
従
業
者
と
幹
部
、
あ
る
い
は
納
税
者
と
税
務
専
門
職
（
関
与
税
理
士
）
が
、
租
税
ほ

脱
（
源
泉
所
得
税
の
不
納
付
を
含
む
。
以
下
同
じ
。）
を
計
画
し
た
と
し
て
も
、
具
体
的
に
犯
行
に
至
ら
な
い
限
り
犯
罪
捜
査
は
で
き
な
か
っ

た
。
し
か
し
、
共
謀
罪
（
テ
ロ
等
準
備
罪
）
が
成
立
し
た
現
在
、
理
論
的
に
は
、
事
前
に
集
ま
っ
て
租
税
ほ
脱
の
方
法
等
に
つ
い
て
話
し

合
っ
た
と
す
る
情
報
を
キ
ャ
ッ
チ
し
た
時
点
で
、
課
税
庁
に
よ
る
租
税
犯
則
調
査
と
は
別
途
に
、
司
法
警
察
・
検
察
は
被
疑
者
の
刑
事
捜

査
、
逮
捕
な
ど
が
可
能
と
な
る

（
18
）

。
な
ぜ
な
ら
ば
、「
脱
税
の
罪
」（
租
税
実
体
犯
罪
）
に
つ
い
て
は
従
来
か
ら
あ
る
国
税
犯
則
調
査
手
続
に

よ
る
が

（
19
）

、
共
謀
罪
（
テ
ロ
等
準
備
罪
）
違
反
に
つ
い
て
は
一
般
の
刑
事
捜
査
手
続
（
司
法
警
察
・
検
察
）
に
よ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

一
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租
税
犯
罪
へ
の
共
謀
罪
適
用
事
例
の
日
米
比
較
（
石
村
）

3　

国
税
犯
則
調
査
の
通
則
法
へ
の
編
入
と
共
謀
罪
（
テ
ロ
等
準
備
罪
）
の
捜
査

国
税
に
関
す
る
租
税
犯
則
調
査
、
す
な
わ
ち
国
税
に
か
か
る
租
税
犯
罪
の
嫌
疑
の
あ
る
者
や
参
考
人
（
以
下
「
犯
則
調
査
対
象
納
税
者
等

（
犯
則
嫌
疑
者
等
）」
と
い
う
。）
に
対
す
る
調
査
は
、
課
税
庁
が
、
こ
れ
ま
で
国
税
犯
則
取
締
法
（
以
下
「
国
犯
法
」
と
い
う
。）
に
基
づ
い
て

実
施
し
て
き
た
。
し
か
し
、
二
〇
一
七
（
平
成
二
九
）
年
度
の
税
制
改
正
に
よ
り
、
カ
タ
カ
ナ
表
記
の
国
犯
法
は
廃
止
さ
れ
、
国
税
通
則

法
（
以
下
「
国
通
法
」
と
も
い
う
。）
の
第
一
〇
章
〔
罰
則
〕（
一
二
六
〜
一
三
〇
条
）
お
よ
び
第
一
一
章
〔
犯
則
事
件
の
調
査
お
よ
び
処
分
〕

（
一
三
一
〜
一
六
〇
条
）
に
、
表
記
お
よ
び
内
容
を
現
代
化
し
た
う
え
で
、
挿
入
さ
れ
た
。
こ
の
た
め
、
二
〇
一
八
（
平
成
三
〇
）
年
四
月
一

日
か
ら
、
国
税
犯
則
調
査
は
、
国
通
法
を
典
拠
に
実
施
さ
れ
る
。

加
え
て
、
組
織
犯
罪
処
罰
法
六
条
の
二
に
規
定
す
る
共
謀
罪
（
テ
ロ
等
準
備
罪
）
も
、
同
法
別
表
第
三
〔
第
六
条
の
二
関
係
〕
に
列

挙
・
特
掲
さ
れ
た
個
別
の
租
税
実
体
犯
罪
（
四
年
以
上
の
自
由
刑
（
懲
役
・
禁
錮
）
に
あ
た
る
罪
の
実
行
を
目
的
と
す
る
二
人
以
上
の
団
体
を
適
用

対
象
と
す
る
租
税
犯
罪
）
に
は
、
適
用
さ
れ
る
。
共
謀
罪
（
テ
ロ
等
準
備
罪
）
の
嫌
疑
あ
る
者
に
対
す
る
強
制
捜
査
は
、
司
法
警
察
・
検
察
が
、

裁
判
所
に
令
状
請
求
を
し
令
状
の
交
付
を
得
て
、
こ
れ
を
実
施
す
る
こ
と
に
な
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

所
得
税
・
法
人
税
・
消
費
税
な
ど
の
ほ
脱
犯
罪
（
租
税
実
定
犯
罪
）
に
か
か
る
共
謀
罪
（
テ
ロ
等
準
備
罪
）
は
、
納
税
者
や
税
務
専
門
職

（
わ
が
国
で
は
、
税
理
士
、
公
認
会
計
士
、
税
務
弁
護
士
）
な
ど
が
タ
ー
ゲ
ッ
ト
（
適
用
対
象
）
と
な
る
。

⑴　

調
査
の
担
当
部
局

国
税
に
関
す
る
租
税
犯
則
調
査
、
す
な
わ
ち
国
税
に
か
か
る
犯
則
調
査
対
象
納
税
者
等
（
犯
則
嫌
疑
者
等
）
に
対
す
る
調
査
は
、
租
税

行
政
庁
が
実
施
す
る
。
こ
の
点
は
、
一
般
の
犯
罪
捜
査
と
は
異
な
る
点
で
あ
る
。
国
税
犯
則
調
査
の
あ
ら
ま
し
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
一
九



直
接
国
税
の
犯
則
調
査
お
よ
び
間
接
国
税
の
犯
則
調
査
を
担
当
す
る
の
は
、
国
税
庁
、
国
税
局
、
税
務
署
職
員
の
う
ち
租
税
犯
則
調
査

の
権
限
が
与
え
ら
れ
た
国
税
庁
等
の
「
当
該
職
員
」（
以
下
、
こ
こ
で
は
、「
当
該
職
員
」
を
、「
犯
則
事
件
調
査
職
員
証
票
」（
国
税
通
則
法
施
行
規

則
一
六
条
別
表
一
〇
号
）
が
付
与
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
課
税
庁
の
「
犯
則
事
件
調
査
職
員
」
と
呼
ぶ
。）
で
あ
る
（
国
通
法
一
三
一
条
一
項
）。
一

般
に
は
、
国
税
査
察
官
と
呼
ば
れ
（
財
務
省
組
織
規
則
五
一
八
条
）、
こ
の
セ
ク
シ
ョ
ン
を
調
査
査
察
部
（
財
務
省
組
織
規
則
四
〇
一
条
以
下
）

【図表 16】犯則事件の処理方法

は
、
俗
に
「
マ
ル
サ
／
〇
査
」
と
呼
ば
れ
る
。
ち
な
み
に
、
査
察
官
の
定
員
は
、
二
〇
一
七
年
四
月
現
在

一
、七
一
八
人
以
内
で
あ
る
（
財
務
省
組
織
規
則
五
一
八
条
）。

こ
の
よ
う
に
、
査
察
な
ど
租
税
犯
則
調
査
は
、
検
察
官
で
は
な
く
、
課
税
庁
の
犯
則
事
件
調
査
職
員
が
実
施
こ

と
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
税
法
事
件
に
つ
い
て
は
、
件
数
が
多
い
こ
と
と
調
査
に
専
門
的
な
知
識
と
経
験
が

必
要
な
た
め
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。

⑵　

犯
則
事
件
の
調
査
後
の
処
理

犯
則
調
査
対
象
納
税
者
等
（
犯
則
嫌
疑
者
等
）
に
対
す
る
調
査
を
終
え
た
後
の
処
理
は
、
直
接
国
税
の
ケ
ー
ス

と
間
接
国
税
の
ケ
ー
ス
と
で
は
、
異
な
っ
て
い
る
。【
図
表
16
】

①
直
接
国
税
の
犯
則
事
件
の
ケ
ー
ス

直
接
国
税
の
犯
則
事
件
（
申
告
納
税
方
式
に
よ
る
一
定
の
間
接
税
の
犯
則
事
件
を
含
む
。
以
下
同
じ
。）
で
は
、
課
税

庁
の
犯
則
事
件
調
査
職
員
は
、
ま
ず
強
制
調
査
を
し
て
収
集
し
た
帳
簿
、
書
類
な
ど
を
検
討
す
る
。
そ
の
後
の
任

一
二
〇



租
税
犯
罪
へ
の
共
謀
罪
適
用
事
例
の
日
米
比
較
（
石
村
）

意
調
査
に
よ
っ
て
も
証
拠
を
固
め
、
犯
則
（
税
法
違
反
）
の
事
実
が
あ
る
と
み
た
と
き
は
、
検
察
官
に
告
発
を
す
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る

（
国
通
法
一
五
五
条
）。

告
発
さ
れ
る
と
、
当
該
犯
則
事
件
は
課
税
庁
の
犯
則
事
件
調
査
職
員
の
も
と
を
離
れ
、
検
察
官
に
引
き
継
が
れ
、
刑
事
訴
訟
法
の
も
と

で
処
理
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
（
刑
訴
法
二
四
七
条
以
下
）。
こ
の
場
合
、
調
書
と
と
も
に
、
差
し
押
さ
え
ら
れ
た
物
や
領
置
さ
れ
た
物
な
ど

は
、
差
押
目
録
、
領
置
目
録
な
ど
と
と
も
に
検
察
官
に
引
き
継
が
れ
、
検
察
官
が
刑
事
訴
訟
法
（
刑
訴
法
二
一
八
条
以
下
）
に
基
づ
い
て
押

収
し
た
も
の
と
さ
れ
る
（
国
通
法
一
五
九
条
四
項
）。

一
方
、
直
接
国
税
の
犯
則
の
事
実
が
あ
る
と
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
場
合
は
、
そ
の
処
理
の
仕
方
に
つ
い
て
の
定
め
は
な
い
。
し
か
し
、

間
接
国
税
の
ケ
ー
ス
（
国
通
法
一
六
〇
条
）
に
準
じ
て
処
理
さ
れ
る
。
犯
則
の
事
実
の
な
か
っ
た
こ
と
を
、
嫌
疑
を
持
た
れ
た
納
税
者
な
ど

に
通
知
し
、
差
押
え
た
物
な
ど
を
返
却
す
る
（
国
通
法
一
四
五
条
一
項
）。

②
間
接
国
税
の
犯
則
事
件
の
ケ
ー
ス

間
接
国
税
の
犯
則
事
件
（
申
告
納
税
方
式
に
よ
る
一
定
の
間
接
税
の
犯
則
事
件
を
除
く
。
以
下
同
じ
。）
に
つ
い
て
は
、
課
税
庁
の
犯
則
事
件

調
査
職
員
は
、
調
査
が
終
わ
っ
た
場
合
に
は
、
ふ
つ
う
、
そ
の
長
（
国
税
局
長
・
税
務
署
長
）
に
調
査
結
果
を
報
告
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い

る
（
国
通
法
一
五
六
条
一
項
）。
た
だ
、
犯
罪
嫌
疑
者
の
居
場
所
不
明
・
逃
亡
の
お
そ
れ
・
証
拠
隠
滅
の
お
そ
れ
の
あ
る
と
き
に
は
、
た
だ

ち
に
告
発
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
（
国
通
法
一
五
六
条
一
項
・
二
項
但
書
）。

報
告
を
う
け
た
長
は
、
犯
罪
に
事
実
が
あ
る
と
み
た
と
き
に
は
、
ふ
つ
う
、
犯
則
を
し
た
人
に
対
し
、
理
由
を
示
し
て
、
罰
金
・
過
料

に
あ
た
る
金
額
を
決
め
ら
れ
た
場
所
に
納
め
る
よ
う
に
通
告
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
（
国
通
法
一
五
七
条
一
項
）。
こ
の
手
続
を
「
通
告

一
二
一



処
分
」
と
い
う
。
た
だ
、
犯
則
者
に
資
力
が
な
い
、
あ
る
い
は
手
口
が
悪
質
で
情
状
が
懲
役
刑
に
値
す
る
と
み
た
と
き
に
は
、
通
告
処
分

を
し
な
い
で
、
た
だ
ち
に
告
発
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
（
国
通
法
一
五
七
条
二
項
一
号
・
二
号
）。

間
接
国
税
の
場
合
、
納
税
者
で
あ
る
事
業
者
は
、
取
引
し
た
と
き
に
、
預
り
金
の
よ
う
な
か
た
ち
で
、
税
の
負
担
者
（
担
税
者
）
か
ら

税
を
徴
収
す
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
全
部
ま
た
は
一
部
納
税
し
な
い
こ
と
は
、
窃
盗
罪
に
近
い
も
の
と
し
て
、
国
犯
法
に
よ

り
調
査
が
行
わ
れ
る
。
し
か
し
、
悪
質
な
場
合
は
ま
れ
な
の
で
、
告
発
に
い
た
る
ケ
ー
ス
は
少
な
い
。
通
告
処
分
に
終
わ
る
こ
と
が
ほ
と

ん
ど
で
あ
る
。
犯
則
者
は
、
自
由
に
、
通
告
処
分
の
諾
否
を
決
め
ら
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
処
分
か
ら
二
〇
日
以
内
に
こ
れ
を
履
行
し
な

い
と
き
は
、
告
発
さ
れ
る
（
国
通
法
一
五
八
条
一
項
）。

ち
な
み
に
、
告
発
す
る
場
合
の
課
税
庁
側
の
処
理
は
、
さ
き
に
直
接
国
税
の
犯
則
事
件
の
告
発
の
と
こ
ろ
で
ふ
れ
た
と
お
り
で
あ
る

（
国
通
法
一
五
九
条
・
一
六
〇
条
）。

⑶　

租
税
犯
則
調
査
と
共
謀
罪
（
テ
ロ
等
準
備
罪
）
の
捜
査

例
え
ば
、
わ
が
国
で
は
こ
れ
ま
で
、
妻
と
夫
、
企
業
の
従
業
者
と
幹
部
、
納
税
者
と
そ
の
関
与
税
理
士
な
ど
と
の
間
で
、
一
〇
年
以
下

の
自
由
刑
（
懲
役
・
禁
固
）
の
対
象
と
な
る
租
税
ほ
脱
（
所
得
税
法
二
三
八
条
一
項
・
三
項
、
同
二
三
九
条
一
項
、
法
人
税
法
一
五
九
条
一
項
、
消

費
税
法
六
四
条
一
項
・
四
項
な
ど
）
に
つ
い
て
の
話
合
い
、
合
意
（
共
謀
）
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
実
行
が
な
い
場
合
に
は
、
処
罰
す
る
こ
と

が
で
き
な
か
っ
た
。

こ
れ
が
、
今
般
の
共
謀
罪
（
テ
ロ
等
準
備
罪
）〔
組
織
犯
罪
処
罰
法
六
条
の
二
〕
の
新
設
に
よ
り
、
四
年
以
上
の
自
由
刑
（
懲
役
・
禁
錮
）

に
あ
た
る
罪
の
実
行
を
目
的
と
す
る
二
人
以
上
の
団
体
を
対
象
に
、
法
別
表
第
三
に
列
挙
・
特
掲
さ
れ
租
税
犯
罪
（
租
税
実
体
犯
罪
）
の

一
二
二



租
税
犯
罪
へ
の
共
謀
罪
適
用
事
例
の
日
米
比
較
（
石
村
）

計
画
・
準
備
行
為
も
広
く
処
罰
で
き
る
可
能
性
が
出
て
き
た
。
す
な
わ
ち
、
課
税
庁
に
よ
る
租
税
犯
則
調
査
の
結
果
、
重
加
算
税
の
賦
課

決
定
処
分
で
終
わ
る
場
合
、
ま
た
は
告
発
さ
れ
裁
判
で
自
由
刑
で
は
な
く
罰
金
の
み
が
科
さ
れ
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
司
法
警
察
・
検
察

は
共
謀
罪
（
テ
ロ
等
準
備
罪
）
に
基
づ
く
捜
査
を
行
う
こ
と
が
可
能
に
な
る
。

も
ち
ろ
ん
、
租
税
ほ
脱
に
か
か
る
共
謀
罪
（
テ
ロ
等
準
備
罪
）
の
捜
査
に
あ
た
っ
て
は
、
共
謀
罪
（
テ
ロ
等
準
備
罪
）
を
典
拠
と
し
た
司

法
警
察
・
検
察
は
捜
査
が
核
と
な
る
は
ず
で
あ
る
が
、
課
税
庁
に
よ
る
犯
則
調
査
（
国
通
法
一
三
一
条
以
下
）
も
同
時
並
行
的
に
行
わ
れ
る

こ
と
に
な
る
ケ
ー
ス
も
出
て
く
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

ま
た
、
行
政
調
査
で
あ
る
課
税
処
分
の
た
め
の
税
務
調
査
（
国
通
法
七
二
条
の
四
以
下
）
の
実
施
後
、
例
え
ば
事
業
主
と
計
理
担
当
の
従

業
者
が
租
税
ほ
脱
の
計
画
を
練
っ
て
い
た
節
が
う
か
が
え
る
が
、
犯
則
調
査
を
実
施
す
る
ほ
ど
に
は
い
ま
だ
疑
い
は
濃
厚
で
は
な
い
と
い

う
状
況
に
あ
る
と
す
る
。
あ
る
い
は
、
計
画
を
準
備
し
た
が
実
行
し
な
か
っ
た
と
す
る
。
こ
の
場
合
、
課
税
庁
は
、
計
画
を
立
て
た
か
も

し
れ
な
い
、
計
画
す
る
た
め
に
電
話
で
話
し
た
疑
い
が
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
け
で
、
司
法
警
察
に
そ
の
疑
念
を
流
す
こ
と
に
よ
り

（
20
）

、
共
謀

罪
（
テ
ロ
等
準
備
罪
）
に
か
か
る
強
制
捜
査
の
た
め
の
令
状
請
求
・
令
状
交
付
が
可
能
と
な
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
租
税
犯
則
分
野
へ
の
共
謀
罪
（
テ
ロ
等
準
備
罪
）
の
適
用
、
そ
の
成
立
要
件
な
ど
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
共
謀
罪
（
テ
ロ
等

準
備
罪
）
の
具
体
的
な
運
用
や
租
税
刑
事
政
策
、
さ
ら
に
は
裁
判
例
の
積
み
重
ね
を
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
現
段
階

で
軽
軽
に
論
じ
る
こ
と
は
厳
に
慎
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
税
務
専
門
職
は
、
警
戒
を
怠
っ
て
は
な
ら
な
い
。

一
二
三



【
図
表
17
】
税
務
調
査
と
共
謀
罪
に
か
か
る
強
制
捜
査
の
構
図

課
税
処
分
の
た
め
の
税
務
調
査
を
経
て
…
…

・
犯
則
事
件
調
査
を
実
施
す
る
ほ
ど
の
疑
い
は
な
い　

⇒

　

 

犯
則
事
件
の
令
状
（
許
可
状
）
に
よ
る
強
制
調
査
や
令
状
不
要
の
任
意
調
査
は
行
え
な
い

・
話
し
合
っ
た
形
跡
は
あ
る　

⇒

　

共
謀
罪
に
か
か
る
強
制
捜
査
の
令
状
請
求
・
交
付
が
可
能

ま
さ
に
、
市
民
・
納
税
者
・
税
務
専
門
職
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
み
な
ら
ず
、
思
想
や
信
条
な
ど
憲
法
が
保
障
す
る
自
由
権
へ
の
課
税
権

力
の
介
入
を
容
易
に
す
る
の
が
一
般
共
謀
罪
（
テ
ロ
等
準
備
罪
）
の
本
質
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
市
民
・
納
税
者
も
一
般
共
謀
罪
（
テ
ロ

等
準
備
罪
）
の
運
用
に
は
警
戒
を
怠
っ
て
は
な
ら
な
い
。

4　

リ
モ
ー
ト
ア
ク
セ
ス
に
よ
る
証
拠
収
集
手
続
の
導
入
と
共
謀
罪
（
テ
ロ
等
準
備
罪
）

二
〇
一
七
（
平
成
二
九
）
年
度
の
税
制
改
正
に
お
け
る
国
犯
法
の
改
正
・
国
通
法
へ
の
編
入
で
は
、
犯
則
事
件
調
査
職
員
が
許
可
状

（
令
状
）
を
得
て
行
う
強
制
調
査
に
お
い
て
、
新
た
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
に
保
存
さ
れ
て
い
る
デ
ー
タ
や
電
子
メ
ー
ル
な
ど
の
情
報
を

押
収
し
て
調
査
で
き
る
権
限
を
認
め
た
。
こ
れ
ら
の
権
限
は
、
経
済
活
動
の
Ｉ
Ｃ
Ｔ
化
の
流
れ
に
呼
応
す
る
か
た
ち
で
、
刑
事
訴
訟
法
や

関
税
法
に
な
ら
い
追
加
さ
れ
た
。

そ
の
狙
い
は
、
犯
則
事
件
調
査
職
員
に
よ
る
犯
則
調
査
対
象
納
税
者
等

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

（
犯
則
嫌
疑
者
等
）

 

・

・

・

・

・

・
 

に
対
す
る
強
制
調
査
で
電
子
デ
ー
タ
を
押

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

収
す
る
際
の
手
続
に
法
的
後
ろ
盾
、
お
墨
付
き
を
与
え

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・
 

・

・

・

・

・

・

・

る
こ
と
に
あ
る
。
共
謀
罪
（
テ
ロ
等
準
備
罪
）
が
導
入
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
犯
則

事
件
調
査
職
員
の
協
力
を
得
て
行
わ
れ
る
司
法
警
察
に
よ
る
脱
税
犯
罪
に
か
か
る
共
謀
罪
違
反
捜
査
の
強
力
な
ツ
ー
ル
と
な
る
可
能
性
が

あ
る
。

一
二
四



租
税
犯
罪
へ
の
共
謀
罪
適
用
事
例
の
日
米
比
較
（
石
村
）

改
正
さ
れ
た
国
通
法
で
は
、
犯
則
事
件
調
査
職
員
に
、
裁
判
所
か
ら
捜
索
差
押
令
状
（
許
可
状
）
を
得
て
電
子
メ
ー
ル
な
ど
電
子
デ
ー

タ
を
捜
索
・
差
押
え
（
①
電
磁
的
記
録
に
か
か
る
記
録
媒
体
の
差
押
え
、
②
接
続
サ
ー
バ
ー
等
保
管
の
自
己
作
成
デ
ー
タ
等
の
差
押
え
、
お
よ
び
③
記

録
命
令
付
差
押
え
）
で
き
る
権
限
（
国
通
法
一
三
二
条
以
下
）、
な
ら
び
に
④
通
信
事
業
者
（
プ
ロ
バ
イ
ダ
）
等
に
対
し
書
面
で
通
信
履
歴
の
電

磁
的
記
録
の
保
全
要
請
（
国
通
法
一
三
四
条
）
お
よ
び
⑤
差
押
え
を
受
け
る
者
へ
の
協
力
要
請
（
国
通
法
一
三
八
条
）
を
で
き
る
権
限
を
与
え

た
。現

在
で
も
、
犯
則
調
査
・
査
察
に
お
い
て
調
査
対
象
犯
則
調
査
対
象
納
税
者
等
（
犯
則
嫌
疑
者
等
）
に
対
し
て
犯
則
事
件
調
査
職
員
は
、

裁
判
官
の
令
状
な
し
で
物
件
の
任
意
提
出
を
求
め
る
形
で
、〝
デ
ー
タ
押
収
〞
は
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
一
方
で
、
国
税
当
局
に

よ
る
任
意
の
デ
ー
タ
提
出
の
法
的
限
界

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

が
問
わ
れ
て
い
た
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。

現
在
、
司
法
警
察
に
よ
る
令
状
に
基
づ
く
犯
罪
の
捜
査
に
お
い
て
は
、
刑
訴
法
に
基
づ
き
、
電
子
デ
ー
タ
を
捜
索
・
差
押
え
な
ど
が
可

能
で
あ
る
（
刑
訴
法
九
九
条
二
項
・
九
九
条
の
二
・
二
一
八
条
一
項
・
二
一
八
条
二
項
・
一
一
〇
条
の
二
な
ど
）。
し
た
が
っ
て
、
今
般
の
国
通
法

へ
の
電
子
デ
ー
タ
を
捜
索
・
差
押
え
な
ど
の
手
続
規
定
の
新
設
は
、
刑
訴
法
と
足
並
み
を
そ
ろ
え
た
も
の
と
い
え
る
。

こ
こ
で
、
電
子
デ
ー
タ
に
関
す
る
法
令
用
語
は
、
独
特
な
文
言
が
使
わ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
読
者
の
便
宜
も
は
か
る
こ
と
も
織
り
込

ん
で
、
強
制
捜
査
、
犯
則
調
査
に
お
い
て
証
拠
と
し
て
電
子
デ
ー
タ
の
収
集
を
行
う
手
続
に
か
か
る
代
表
的
な
法
令
用
語
を
日
常
用
語
に

対
比
さ
せ
て
、
一
覧
に
し
て
お
く
。

一
二
五



【
図
表
18
】
法
令
用
語
と
日
常
用
語
の
対
比

●
電
子
計
算
機　

自
動
的
な
計
算
や
デ
ー
タ
処
理
を
行
う
電
子
装
置
を
指
す
。
例
：
パ
ソ
コ
ン
、
携
帯
電
話
な
ど

●
電
磁
的
記
録　

電
子
デ
ー
タ

●
記
録
媒
体　

サ
ー
バ
ー
な
ど
。
例
：
リ
モ
ー
ト
ス
ト
レ
ー
ジ
サ
ー
バ
ー
、
メ
ー
ル
サ
ー
バ
ー
、
ク
ラ
ウ
ド
、
記
録
メ
デ
ィ
ア
（
Ｕ
Ｓ
Ｂ
）
な
ど

●
電
気
通
信
回
線　

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
、
携
帯
電
話
回
線
、
Ｌ
Ａ
Ｎ
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
な
ど

●
電
気
通
信
事
業
者　

プ
ロ
バ
イ
ダ
（
Ｉ
Ｓ
Ｐ
）
な
ど　

●
複
写　

電
子
デ
ー
タ
（
電
磁
的
記
録
）
を
記
録
媒
体
（
Ｕ
Ｓ
Ｂ
な
ど
）
に
コ
ピ
ー
す
る
こ
と
。

●
移
転　

電
子
デ
ー
タ
を
記
録
媒
体
（
Ｕ
Ｓ
Ｂ
な
ど
）
に
移
す
こ
と
を
い
い
、
こ
の
場
合
、
元
の
記
憶
媒
体
の
電
子
デ
ー
タ
は
消
去
さ
れ
る
。

●
印
刷　

電
子
デ
ー
タ
を
紙
媒
体
に
プ
リ
ン
ト
ア
ウ
ト
す
る
こ
と
。

⑴　

国
通
法
上
の
あ
ら
た
な
電
子
デ
ー
タ
収
集
手
続
の
概
要

課
税
庁
が
、
強
制
的
な
租
税
犯
則
調
査
、
査
察
調
査
を
実
施
す
る
と
す
る
。
こ
の
場
合
、
犯
則
事
件
調
査
職
員
は
、
裁
判
所
か
ら
令
状

（
許
可
状
）
を
得
る
必
要
が
あ
る
（
国
通
法
一
三
二
条
一
項
）。
そ
こ
で
、
こ
こ
で
は
、
電
子
デ
ー
タ
の
捜
索
・
差
押
え
に
か
か
る
あ
ら
た
な

制
度
、
そ
の
手
続
な
ど
に
つ
い
て
簡
潔
に
点
検
を
す
る
。

ま
ず
、
犯
則
調
査
の
令
状
を
と
る
た
め
に
は
、
調
査
の
場
所
や
対
象
を
具
体
的
に
限
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
国
通
法
施
行
令

四
五
・
四
六
）。
こ
の
場
合
、
納
税
者
の
事
業
所
に
あ
る
パ
ソ
コ
ン
（
Ｐ
Ｃ
）
を
調
べ
る
こ
と
、
差
し
押
さ
え
る
こ
と
は
で
き
て
も
、
外
部

の
サ
ー
バ
ー
上
の
デ
ー
タ
ま
で
は
令
状
が
調
査
を
許
可
す
る
範
囲
に
入
っ
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
サ
ー
バ
ー
を
置
い
て
い
る
プ
ロ
バ

イ
ダ
の
方
に
調
査
に
行
く
に
は
別
の
令
状
が
い
る
。
そ
れ
で
も
サ
ー
バ
ー
が
外
国
に
あ
る
の
な
ら
無
理
で
あ
る

（
21
）

。
ま
た
、
複
数
の
サ
ー

バ
ー
が
関
係
す
る
場
合
も
調
査
の
手
間
は
よ
り
煩
雑
に
な
る
。

一
二
六



租
税
犯
罪
へ
の
共
謀
罪
適
用
事
例
の
日
米
比
較
（
石
村
）

そ
こ
で
、
刑
訴
法
と
同
様
の
リ
モ
ー
ト
捜
索
・
デ
ー
タ
差
押
え
方
法
を
、
通
則
法
に
導
入
す
る
こ
と
に
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

ち
な
み
に
、
国
通
法
と
刑
訴
法
に
盛
ら
れ
た
内
容
の
条
文
で
比
べ
て
み
る
と
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

【
図
表
19
】
国
通
法
と
刑
訴
法
の
対
応
関
係

国
税
通
則
法

刑
事
訴
訟
法

記
録
命
令
付
差
押
え

一
三
二
条
一
項

九
九
条
の
二
、
二
一
八
条
一
項
（
関
連
：
刑
事
訴
訟
規
則
一
五
五
条
）

リ
モ
ー
ト
ア
ク
セ
ス

一
三
二
条
二
項

九
九
条
二
項
、
二
一
八
条
二
項

任
意
調
査
と
し
て
の
保
全
要
請

一
三
四
条

一
九
七
条
三
〜
五
項

差
押
え
に
代
え
る
複
写
媒
体
の
差
押
え

一
三
六
条

一
一
〇
条
の
二

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
操
作
の
協
力
要
請

一
三
八
条

一
一
一
条
の
二

こ
う
し
た
法
整
備
を
行
っ
た
こ
と
は
、
犯
則
調
査
が
実
質
に
お
い
て
犯
罪
捜
査
と
変
わ
ら
な
い
こ
と
が
証
明
し
て
い
る
よ
う
な
も
の
で

あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
犯
則
調
査
で
は
、
一
般
の
犯
罪
捜
査
の
場
合
の
準
抗
告
（
刑
訴
法
四
二
九
条
）
の
よ
う
な
不
服
申
立
て
の

手
続
が
整
備
さ
れ
て
い
な
い
。
憲
法
三
一
条
に
よ
る
適
正
手
続
の
保
障
に
違
反
し
て
い
る
と
解
さ
れ
る
。

⑵　

電
子
デ
ー
タ
の
査
察
調
査
権
限
の
強
化
策
の
概
要

今
般
の
国
犯
法
の
改
正
・
国
通
法
へ
の
編
入
は
、
明
治
憲
法
下
の
一
九
九
〇
（
明
治
三
三
）
年
成
立
の
旧
態
依
然
と
し
た
法
律
を
、
国

通
法
の
な
か
に
現
代
化
し
た
と
説
明
さ
れ
る
。
し
か
し
、
刑
訴
法
を
参
考
に
し
て
、
電
子
デ
ー
タ
に
関
す
る
査
察
手
続
を
中
心
に
、
新
た

に
査
察
官
の
権
限
強
化
の
内
容
も
加
え
て
い
る
。
国
通
法
に
盛
ら
れ
た
電
子
デ
ー
タ
査
察
手
続
の
具
体
的
な
改
正
内
容
は
、
次
の
五
つ
で

一
二
七



あ
る
。

【
図
表
20
】
電
子
デ
ー
タ
の
査
察
調
査
権
限
強
化
策

①
記
録
命
令
付
差
押
え
【
許
可
状
が
必
要
】

裁
判
官
の
許
可
状
に
よ
り
、
電
子
デ
ー
タ
（「
電
磁
的
記
録
」）
を
保
管
す
る
者
ら
に
命
じ
て
、
必
要
な
電
子
デ
ー
タ
を
記
録
媒
体
（
Ｕ
Ｓ
Ｂ
メ
モ
リ

な
ど
）
に
記
録
ま
た
は
印
刷
さ
せ
た
う
え
、
そ
の
記
録
媒
体
を
差
し
押
さ
え
る
こ
と
が
で
き
る
（
国
通
法
一
三
二
条
一
項
）。

②
リ
モ
ー
ト
ア
ク
セ
ス
／
接
続
サ
ー
バ
ー
か
ら
の
複
写
【
許
可
状
が
必
要
】

差
し
押
さ
え
る
べ
き
物
件
が
パ
ソ
コ
ン
な
ど
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
で
あ
る
と
き
は
、
裁
判
官
の
許
可
状
に
よ
り
、
そ
の
パ
ソ
コ
ン
に
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

（「
電
気
通
信
回
線
」）
で
接
続
し
て
い
る
記
録
媒
体
（
サ
ー
バ
ー
な
ど
）
で
あ
っ
て
、
そ
の
パ
ソ
コ
ン
で
作
成
・
変
更
を
し
た
り
、
あ
る
い
は
変
更
・
消

去
で
き
る
電
子
デ
ー
タ
な
ど
を
保
管
す
る
た
め
に
使
用
さ
れ
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
状
況
に
あ
る
も
の
か
ら
、
そ
の
電
子
デ
ー
タ
を
そ
の
パ
ソ
コ
ン
、

Ｕ
Ｓ
Ｂ
な
ど
に
複
写
（
コ
ピ
ー
）
し
た
（
移
転
は
許
さ
れ
な
い
。）
う
え
で
、
そ
の
パ
ソ
コ
ン
、
Ｕ
Ｓ
Ｂ
な
ど
を
差
し
押
さ
え
る
こ
と
が
で
き
る
（
国
通

法
一
三
二
条
二
項
）。

③
差
押
え
に
代
え
る
複
写
媒
体
の
差
押
え
【
許
可
状
が
必
要
】

裁
判
官
の
許
可
状
（
記
録
命
令
付
差
押
え
の
許
可
状
で
は
な
く
、
従
来
の
差
押
え
の
許
可
状
）
に
よ
り
差
し
押
さ
え
る
べ
き
物
件
が
、
電
子
デ
ー
タ

に
関
係
す
る
記
録
媒
体
（
社
内
サ
ー
バ
ー
や
ハ
ー
ド
デ
ィ
ス
ク
を
含
む
パ
ソ
コ
ン
な
ど
）
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
差
押
え
に
代
え
て
、
そ
の
記
録
媒
体

に
記
録
さ
れ
た
電
子
デ
ー
タ
を
他
の
記
録
媒
体
に
複
写
、
印
刷
ま
た
は
移
転
の
う
え
、
そ
の
記
録
媒
体
を
差
し
押
さ
え
る
こ
と
が
で
き
る
（
国
通
法

一
三
六
条
）。

④
任
意
調
査
と
し
て
の
保
全
要
請
【
許
可
状
は
不
要
】

差
押
え
な
ど
を
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
裁
判
官
の
許
可
状
に
よ
る
こ
と
な
く
、
電
気
通
信
（
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
）
の
設
備
を
他
人
の
通
信

の
用
に
供
す
る
事
業
者
（
プ
ロ
バ
イ
ダ
ー
）
な
ど
に
対
し
、
通
信
履
歴
（
通
信
内
容
は
含
ま
な
い
）
の
電
子
デ
ー
タ
の
う
ち
必
要
な
も
の
を
特
定
し
、

三
〇
日
（
特
に
必
要
が
あ
れ
ば
六
〇
日
ま
で
延
長
で
き
る
。）
を
超
え
な
い
期
間
を
定
め
て
、
消
去
し
な
い
よ
う
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
（
国
通
法

一
二
八



租
税
犯
罪
へ
の
共
謀
罪
適
用
事
例
の
日
米
比
較
（
石
村
）

一
三
四
条
）。

⑤
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
操
作
の
協
力
要
請
【
許
可
状
は
不
要
】

臨
検
す
べ
き
物
件
な
ど
が
電
子
デ
ー
タ
に
関
係
す
る
記
録
媒
体
で
あ
る
と
き
は
、
臨
検
な
ど
を
受
け
る
者
に
対
し
、
裁
判
官
の
許
可
状
に
よ
る
こ
と

な
く
、
パ
ソ
コ
ン
な
ど
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
操
作
そ
の
他
の
必
要
な
協
力
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
（
国
通
法
一
三
八
条
）。

こ
れ
ら
国
通
法
に
盛
ら
れ
た
電
子
デ
ー
タ
の
査
察
調
査
手
続
は
、
二
〇
一
一
（
平
成
二
三
）
年
の
法
改
正
で
刑
訴
法
に
盛
ら
れ
た
電
子

デ
ー
タ
に
関
す
る
捜
査
手
続
の
内
容
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
。

こ
れ
ら
五
つ
の
電
子
デ
ー
タ
に
関
す
る
査
察
調
査
強
化
策
の
大
き
な
特
徴
は
、
前
三
者
（
①
・
②
・
③
）
は
、
裁
判
官
の
許
可
状
（
令

状
）
が
必
要
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
残
り
二
者
（
④
・
⑤
）
は
、
裁
判
官
の
許
可
状
（
令
状
）
が
要
ら
な
い
、
任
意
の
手
続
に
な
っ
て

い
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
う
ち
、
②
接
続
サ
ー
バ
ー
等
保
管
の
自
己
作
成
デ
ー
タ
等
の
差
押
え
は
、
一
般
に
、「
リ
モ
ー
ト
ア
ク
セ
ス
」、「
リ
モ
ー
ト

捜
索
・
差
押
え
」
権
限
と
呼
ば
れ
る
。

ち
な
み
に
、
す
で
に
ふ
れ
た
よ
う
に
、
刑
訴
法
に
は
、
平
成
二
三
（
二
〇
一
一
）
年
の
法
改
正
で
す
で
に
リ
モ
ー
ト
捜
索
・
差
押
え
権

限
を
捜
査
当
局
に
与
え
て
い
る
（
二
一
八
条
二
項

（
22
））。

「
リ
モ
ー
ト
捜
索
・
差
押
え
」
と
は
、
差
押
対
象
物
が
パ
ソ
コ
ン
（
Ｐ
Ｃ
）
の
場
合
で
、
そ
の
パ
ソ
コ
ン
に
ネ
ッ
ト
で
接
続
し
て
い
る

他
の
サ
ー
バ
ー
に
差
し
押
さ
え
た
い
電
子
デ
ー
タ
が
記
憶
さ
れ
て
お
り
、
か
つ
捜
査
対
象
と
な
っ
て
い
る
電
子
デ
ー
タ
を
変
更
消
滅
さ
せ

る
機
能
を
持
っ
て
い
る
と
き
に
は
、
裁
判
官
か
ら
令
状
を
も
ら
っ
て
、
そ
の
電
子
デ
ー
タ
を
差
押
対
象
の
Ｐ
Ｃ
、
ま
た
は
捜
査
機
関
が
用

一
二
九



意
し
た
記
録
媒
体
（
Ｕ
Ｓ
Ｂ
な
ど
）
に
複
写
（
コ
ピ
ー
）
し
て
、
そ
れ
を
差
し
押
さ
え
る
手
続
で
あ
る
。「
接
続
サ
ー
バ
ー
か
ら
の
複
写
」

手
続
と
も
呼
ば
れ
る
。
租
税
犯
則
調
査
上
の
「
リ
モ
ー
ト
捜
索
・
差
押
え
」
制
度
は
、
お
お
む
ね
二
〇
一
八
（
平
成
三
〇
）
年
四
月
一
日

か
ら
実
施
さ
れ
る
。

こ
の
制
度
の
実
施
に
よ
り
、
例
え
ば
、
課
税
庁
の
犯
則
事
件
調
査
職
員
が
、
あ
る
会
社
の
東
京
本
社
の
犯
則
調
査
を
実
施
し
た
と
す
る
。

こ
れ
に
よ
り
、
犯
則
調
査
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
記
録
や
帳
簿
が
名
古
屋
支
社
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
保
存
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た

と
す
る
。
こ
れ
ま
で
は
、
こ
れ
ら
本
社
と
支
社
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
が
接
続
し
て
い
た
と
し
て
も
、
許
可
状
の
許
容
範
囲
を
超
え
て
支
社
の

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
捜
査
を
広
げ
る
こ
と
は
難
し
か
っ
た
。
ま
た
、
ク
ラ
ウ
ド
な
ど
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
に
税
務
デ
ー
タ
が
保
管
さ
れ
て
い

る
（cloud-stored data

）
場
合
や
、
犯
則
嫌
疑
者
で
あ
る
上
司
か
ら
部
下
へ
の
脱
税
の
指
示
・
合
意
が
あ
っ
た
旨
の
電
子
メ
ー
ル
が
プ
ロ

バ
イ
ダ
（IS

P
=Internet S

ervice P
rovider

）
の
サ
ー
バ
ー
の
保
管
さ
れ
て
い
る
場
合
に
も
、
差
押
え
は
難
し
か
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
こ

れ
が
、
改
正
さ
れ
た
国
通
法
一
三
二
条
二
項
に
よ
る
と
、
可
能
に
な
る
。
つ
ま
り
、
課
税
庁
の
犯
則
事
件
調
査
職
員
は
、
裁
判
所
の
許
可

状
を
得
て
強
制
的
に
「
リ
モ
ー
ト
捜
索
・
差
押
え
」
が
で
き
る
こ
と
に
な
る
。

租
税
犯
則
調
査
上
の
「
リ
モ
ー
ト
捜
索
・
差
押
え
」
は
、
租
税
ほ
脱
（
脱
税
）
の
摘
発
な
ど
に
は
威
力
を
持
つ
と
思
う
。
た
だ
、
脱
税

犯
罪
に
か
か
る
共
謀
罪
に
つ
い
て
は
、
司
法
警
察
が
担
当
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
場
合
、
司
法
警
察
は
、
刑
事
訴
訟
法

（
九
九
条
二
項
・
二
一
八
条
二
項
）
上
の
「
リ
モ
ー
ト
捜
索
・
差
押
え
」
を
活
用
す
る
こ
と
に
な
る
。

い
ず
れ
に
し
ろ
、
課
税
庁
に
は
、
租
税
ほ
脱
（
脱
税
）
に
か
か
る
共
謀
罪
（
テ
ロ
等
準
備
罪
）
適
用
の
捜
査
へ
の
協
力
、
司
法
警
察
と
の

情
報
連
携
に
お
い
て
、
犯
則
調
査
上
の
「
リ
モ
ー
ト
捜
索
・
差
押
え
」
を
ツ
ー
ル
と
し
て
活
用
す
る
途
は
拓
か
れ
た
。

一
三
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租
税
犯
罪
へ
の
共
謀
罪
適
用
事
例
の
日
米
比
較
（
石
村
）

Ⅱ　

ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
共
謀
罪
と
租
税
犯
罪

連
邦
税
法
（
合
衆
国
法
典
タ
イ
ト
ル 26/26 U

.S
. C

ode

／IR
C
=Internal R

evenue C
ode

／
内
国
歳
入
法
典
）（
以
下
「
連
邦
税
法
（
Ｉ
Ｒ
Ｃ
）」

ま
た
は
「
Ｉ
Ｒ
Ｃ
」
と
い
う
。）
は
、
申
告
納
税
制
度
（self-assessm
ent system

）
を
採
っ
て
い
る
。
連
邦
税
法
（
Ｉ
Ｒ
Ｃ
）
上
の
納
税
義
務

を
負
う
者
は
、
納
期
限
（
例
え
ば
、
暦
年
課
税
を
採
る
個
人
の
場
合
は
（
本
年
一
月
一
日
か
ら
一
二
月
三
一
日
ま
で
の
分
に
つ
い
て
翌
年
の
四
月
一
〇

日
））
ま
で
に
税
額
を
計
算
し
、
申
告
書
に
記
載
し
連
邦
課
税
庁
（
Ｉ
Ｒ
Ｓ
）
に
提
出
し
（
納
付
税
額
が
あ
る
場
合
に
は
そ
の
額
を
納
付
）
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
確
定
申
告
後
、
Ｉ
Ｒ
Ｓ
は
、
必
要
に
応
じ
て
、
納
税
者
の
行
っ
た
申
告
内
容
が
正
し
い
か
ど
う
か
課
税
処
分
の
た
め

の
税
務
調
査
（
民
事
の
税
務
調
査
）
を
実
施
す
る
こ
と
が
あ
る
。
民
事
の
税
務
調
査
の
結
果
、
増
差
額
が
あ
る
場
合
、
Ｉ
Ｒ
Ｓ
は
、
納
税
者

に
対
し
て
そ
の
増
差
額
に
連
邦
税
法
（
Ｉ
Ｒ
Ｃ
）
に
定
め
る
附
帯
税
額
（
民
事
制
裁
／civil sanctions/civil penalties

）
を
加
え
た
額
を
納

付
す
る
よ
う
に
求
め
る
。

一
方
、
民
事
の
税
務
調
査
を
行
い
、
そ
の
過
程
で
、
租
税
ほ
脱
な
ど
の
疑
い
が
出
て
き
た
場
合
に
は
、
当
該
事
案
を
Ｉ
Ｒ
Ｓ
の
犯
則
調

査
／
査
察
部
（IR

S
 C

I=C
rim

inal Investigation

）
に
委
ね
る
こ
と
に
な
る
。
Ｉ
Ｒ
Ｓ 

Ｃ
Ｉ
は
、
刑
事
の
犯
則
調
査
／
査
察
を
行
う
。
租

税
犯
則
事
件
は
、
訴
追
（
起
訴
）、
裁
判
な
ど
の
手
続
を
経
て
刑
事
制
裁
（crim

inal sanctions/crim
inal penalties

）
対
象
と
な
る
。

民
事
税
務
調
査
か
ら
刑
事
訴
追
（
起
訴
）
ま
で
の
ス
テ
ッ
プ
を
お
お
ま
か
に
並
べ
て
み
る
と
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。【
図
表
21
】

1　

民
事
制
裁
と
刑
事
制
裁

連
邦
税
法
（
Ｉ
Ｒ
Ｃ
）
は
、
民
事
制
裁
／
民
事
罰
と
刑
事
制
裁
／
刑
事
罰
の
二
種
類
の
制
裁
／
罰
則
を
規
定
し
て
い
る
。
同
じ
作
為
・

一
三
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不
作
為
に
対
し
て
、
民
事
制
裁
と
刑
事
制
裁
双
方
の
対
象
と
す
る
こ
と
も

可
能
で
あ
る
。
言
い
換
え
る
と
、
一
方
の
制
裁
（
例
え
ば
民
事
）
が
か
さ

れ
た
場
合
、
他
方
の
制
裁
（
例
え
ば
刑
事
）
を
か
す
こ
と
が
で
き
な
い
と

い
う
関
係
に
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
納
税
者
等
は
、
租
税
犯
罪
で
有
罪

宣
告
を
受
け
、
自
由
刑
（
懲
役
・
禁
錮
／im

prisonm
ent

）
も
し
く
は
高
額

の
罰
金
ま
た
は
併
科
と
い
う
厳
し
い
刑
事
制
裁
を
受
け
た
と
し
て
も
、
さ

ら
に
民
事
制
裁
を
受
け
る
可
能
性
が
あ
る
。
あ
る
い
は
、
納
税
者
等
が
刑

事
制
裁
か
ら
は
解
放
さ
れ
た
と
し
て
も
、
な
お
も
民
事
制
裁
を
受
け
る
可

能
性
が
あ
る
。

⑴　

租
税
刑
事
制
裁
手
続
の
特
質

す
で
に
ふ
れ
た
よ
う
に
、
合
法
と
違
法
の
狭
間
に
位
置
す
る
グ
レ
ー
な

租
税
回
避
行
為
（tax avoidance

）
と
、
違
法
な

・

・

・

租
税
ほ
脱
（
脱
税
／tax 

evasion
）
行
為
と
は
、
ま
さ
に
紙
一
重
で
あ
る
。

租
税
回
避
目
的
の
タ
ッ
ク
ス
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
の
場
合
、
仮
に
納
税
者
が

そ
れ
を
実
行
し
、
連
邦
課
税
庁
（
Ｉ
Ｒ
Ｓ
）
に
否
認
さ
れ
た
と
し
て
も
、

民
事
制
裁
／
民
事
罰
を
課
さ
れ
る
に
過
ぎ
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
違
法
・

・

【図表 21】租税犯則調査から刑事訴追（起訴）までのステップ
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租
税
犯
罪
へ
の
共
謀
罪
適
用
事
例
の
日
米
比
較
（
石
村
）

な・

租
税
ほ
脱
（
脱
税
）
と
し
て
否
認
さ
れ
た
場
合
に
は
、
民
事
制
裁
／
民
事
罰
だ
け
で
は
済
ま
さ
れ
な
い

（
23
）

。

例
え
ば
、
あ
る
納
税
者
が
、
脱
税
（
租
税
ほ
脱
犯
）（
Ｉ
Ｒ
Ｃ
二
七
〇
一
条
）
を
理
由
に
起
訴
さ
れ
、
裁
判
所
で
五
年
の
自
由
刑
に
加
え

二
五
万
ド
ル
の
罰
金
を
併
科
す
る
旨
の
判
決
を
受
け
た
と
す
る
。
こ
の
場
合
、
Ｉ
Ｒ
Ｓ
は
、
当
該
納
税
者
に
対
し
て
、
同
時
に
、
脱
税
に

か
か
る
不
足
額
の
七
五
％
相
当
額
の
民
事
制
裁
／
民
事
罰
を
課
す
こ
と
が
で
き
る
（
Ｉ
Ｒ
Ｃ
六
六
五
一
条
ｆ
項
）。

納
税
者
が
自
ら
に
科
さ
れ
た
刑
事
制
裁
を
争
っ
た
訴
訟
（
租
税
刑
事
訴
訟
）
に
お
い
て
、
内
国
歳
入
庁
の
犯
則
調
査
／
査
察
部
（
Ｉ
Ｒ
Ｓ 

Ｃ
Ｉ
）
や
連
邦
検
察
（U

.S
. A

ttorney

）
は
、
被
告
人
で
あ
る
納
税
者
等
が
故
意
に
法
的
義
務
を
免
れ
た
こ
と
、
さ
ら
に
は
訴
追
に
か
か
る

犯
罪
事
実
を
「
合
理
的
な
疑
い
を
超
え
る
程
度
（beyond a reasonable doubt

）」
ま
で
立
証
し
な
い
限
り
、
有
罪
に
す
る
こ
と
は
難
し
い
。

こ
れ
に
対
し
て
、
民
事
制
裁
を
争
っ
た
訴
訟
（
租
税
民
事
訴
訟
）
に
お
い
て
、
Ｉ
Ｒ
Ｓ
は
、「
明
確
か
つ
納
得
で
き
る
証
拠
（clear and 

convincing evidence

）
が
あ
る
こ
と
」
を
立
証
で
き
れ
ば
十
分
で
あ
る
。

ア
メ
リ
カ
で
は
、
租
税
犯
則
事
件
を
含
め
、
刑
事
事
件
訴
訟
（
刑
事
裁
判
）
に
お
い
て
は
、
九
〇
％
以
上
が
、
被
告
人
に
よ
る
有
罪
の

答
弁
、「
司
法
取
引
」
合
意
で
実
質
的
に
裁
判
は
終
結
し
、
公
判
（
正
規
の
裁
判
／
正
式
事
実
審
理
）
に
ま
で
い
た
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、

租
税
犯
則
事
件
に
か
か
る
訴
訟
に
つ
い
て
は
、
陪
審
、
裁
判
官
に
よ
る
公
判
審
理
よ
り
も
、
む
し
ろ
起
訴
の
是
非
を
問
う
大
陪
審
、
そ
こ

か
ら
の
正
式
起
訴
状
の
発
行
に
伴
う
連
邦
検
察
に
よ
る
連
邦
地
方
裁
判
所
へ
の
訴
追
（
起
訴
）、
罪
状
認
否
（
ア
レ
イ
ン
メ
ン
ト
）、
公
判
前

審
問
、
有
罪
の
答
弁
、
司
法
取
引
ま
で
の
過
程
を
知
る
こ
と
が
重
要
に
な
る
。

⑵　

連
邦
租
税
犯
罪
と
共
謀
罪

連
邦
に
お
け
る
租
税
犯
罪
（federal tax crim

e

）
と
は
、
連
邦
税
の
賦
課
、
徴
収
お
よ
び
納
付
に
関
連
す
る
犯
罪
を
指
す
。
租
税
犯
は
、

一
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大
き
く
連
邦
の
租
税
債
権
を
直
接
侵
害
す
る
租
税
実
体
犯
罪
（substantive tax off ences

）
と
、
連
邦
の
租
税
債
権
確
定
お
よ
び
徴
収
権

の
正
常
な
行
使
を
阻
害
す
る
危
険
が
あ
る
た
め
に
罰
せ
ら
れ
る
租
税
手
続
犯
罪
（procedural tax off ences

）
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

連
邦
税
法
（
Ｉ
Ｒ
Ｃ
）
は
、
租
税
実
体
犯
罪
に
刑
事
罰
で
制
裁
を
科
す
各
種
規
定
を
置
い
て
い
る
（
Ｉ
Ｒ
Ｃ
六
二
〇
一
条
以
下
）。
し
か
し
、

個
々
の
租
税
実
体
犯
罪
（specifi c substantive tax off ence

）
に
か
か
る
共
謀
（conspiracy

）
を
処
罰
す
る
規
定
を
お
い
て
い
な
い
。
こ
の

こ
と
か
ら
、
連
邦
税
法
（
Ｉ
Ｒ
Ｃ
）
で
処
罰
の
対
象
と
な
る
租
税
実
体
犯
罪
に
か
か
る
共
謀
行
為
に
つ
い
て
は
、
連
邦
刑
事
法
典
三
七
一

条
に
定
め
る
一
般
的
共
謀
罪
（general conspiracy charge

）
を
適
用
し
、
訴
追
・
刑
事
裁
判
を
経
て
処
罰
す
る
こ
と
に
な
る
。

ま
た
、
一
般
的
共
謀
罪
の
適
用
に
よ
る
「
共
謀
罪
（conspiracy charge

）」
と
、
個
別
の
租
税
実
体
犯
罪
で
あ
る
「
租
税
ほ
脱
（tax 

evasion

）
の
罪
」
と
は
別
個
の
犯
罪
と
さ
れ
る
。
納
税
者
や
税
務
専
門
職
が
共
謀
罪
と
租
税
ほ
脱
罪
の
双
方
で
訴
追
（
起
訴
）
さ
れ
、
裁

判
に
か
け
ら
れ
た
と
す
る
。
こ
の
場
合
、
政
府
（
検
察
）
側
に
重
い
立
証
責
任
が
課
さ
れ
る
「
脱
税
の
罪
」
は
成
立
し
な
く
と
も
、「
共

謀
罪
」
は
成
立
す
る
事
例
も
多
い
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
逆
、
あ
る
い
は
双
方
が
成
立
す
る
事
例
も
あ
る
。

連
邦
租
税
犯
（
租
税
実
体
犯
罪
）
の
主
体
に
は
、
納
税
義
務
者
（
納
税
者
）
に
限
ら
ず
、
連
邦
租
税
収
入
を
侵
害
す
る
行
為
を
し
た
者
そ

の
他
そ
の
謀
議
に
加
わ
っ
た
者
を
含
む
。
ま
た
、
租
税
犯
を
構
成
す
る
に
は
、「
故
意
（w

illfully

）」
の
要
件
を
充
足
す
る
と
と
も
に
、

各
租
税
犯
に
固
有
の
個
別
的
な
要
件
を
充
足
す
る
必
要
が
あ
る
と
さ
れ
る
（U

nited S
tates v. B

ishop, 412 U
.S

. 346 

（1973

））。

わ
が
国
の
共
謀
罪
（
テ
ロ
等
準
備
罪
）
で
は
、
適
用
対
象
の
「
組
織
的
犯
罪
集
団
」
を
「
重
大
犯
罪
」、
す
な
わ
ち
四
年
以
上
の
自
由
刑

（
懲
役
・
禁
錮
）
に
あ
た
る
罪
の
実
行
を
目
的
と
す
る
集
団
に
絞
っ
て
い
る
（
組
織
犯
罪
処
罰
法
六
条
の
二
）。
こ
れ
に
対
し
て
、
ア
メ
リ
カ
の

共
謀
罪
で
は
、
こ
う
し
た
縛
り
が
な
い
。
し
か
し
、
共
謀
罪
の
対
象
と
な
る
個
別
の
租
税
実
体
犯
罪
が
、
軽
罪
（m

isdem
eanor

）【
一
般

に
、
1
年
未
満
の
自
由
刑
（
懲
役
・
禁
錮
）
ま
た
は
罰
金
】
で
処
罰
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
場
合
に
は
、
共
謀
罪
で
の
処
罰
は
、
当

一
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租
税
犯
罪
へ
の
共
謀
罪
適
用
事
例
の
日
米
比
較
（
石
村
）

該
軽
罪
の
量
刑
の
範
囲
内
に
限
定
さ
れ
る
。

連
邦
租
税
犯
則
事
件
の
訴
追
（
起
訴
）
の
た
め
の
告
発
先
は
、
連
邦
政
府
の
代
理
人
で
あ
る
連
邦
検
察
（U

.S
. A

ttorney

）
で
あ
る
。
す

な
わ
ち
、
連
行
課
税
庁
（
Ｉ
Ｒ
Ｓ
）
の
犯
則
調
査
／
査
察
部
（
Ｉ
Ｒ
Ｓ 

Ｃ
Ｉ
）
は
、
連
邦
租
税
犯
罪
に
関
わ
っ
た
納
税
者
な
ど

（
24
）

を
調
査
し
、

告
発
し
て
刑
事
訴
追
（
起
訴
）
を
求
め
る
任
務
を
負
う
組
織
で
あ
る

（
25
）

。
告
発
先
は
、
連
邦
司
法
省
租
税

部
（D

O
J T

ax=D
epartm

ent of Justice T
ax D

ivision

）
付
検
事
（U

.S
. A

ttorney

）
ま
た
は
／
お
よ
び

連
邦
地
検
の
連
邦
検
事
補
（A

U
S
A
=A

ssistant U
.S

. A
ttorney

）（
以
下
、
連
邦
司
法
省
租
税
部
（
Ｄ
Ｏ
Ｊ 

Ｔ
ａ
ｘ
）
と
連
邦
検
事
補
（
Ａ
Ｕ
Ｓ
Ａ
）
を
一
括
し
て
「
連
邦
検
察
」
と
も
い
う
。）
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
連

邦
検
事
は
、
一
般
に
「
検
察
官
（prosecutor

）」
と
も
呼
ば
れ
る
。【
図
表
22
】

も
っ
と
も
、
連
邦
検
察
が
連
邦
刑
事
法
典
三
七
一
条
に
定
め
る
一
般
的
共
謀
罪
（general 

conspiracy charge

）
を
適
用
し
て
訴
追
（
起
訴
）
す
る
対
象
は
広
い
。
ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー
犯
罪
だ
け
取

り
上
げ
て
み
て
も
、
租
税
の
み
な
ら
ず
、
金
融
、
マ
ネ
ー
ロ
ン
ダ
リ
ン
グ
、
反
ト
ラ
ス
ト
法
（
独
禁
法
）、

証
券
取
引
に
か
か
る
犯
罪
な
ど
多
岐
に
わ
た
る
。
し
た
が
っ
て
、
一
般
に
、
初
動
の
捜
査
（initial 

investigation

）
は
、
連
邦
課
税
庁
の
租
税
犯
則
調
査
／
査
察
部
（
Ｉ
Ｒ
Ｓ 

Ｃ
Ｉ
）
の
み
な
ら
ず
、
連
邦

捜
査
局
（F

B
I=F

ederal B
ureau of Investigation

）、
連
邦
取
引
委
員
会
（F

T
C
=F

ederal T
rade 

C
om

m
ission

）、
連
邦
証
券
取
引
委
員
会
（U

.S
. S

ecurities and E
xchange C

om
m
ission

）
や
連
邦
麻
薬

取
締
局
（D

E
A
=D

rug E
nforcem

ent A
dm

inistration

）
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
連
邦
捜
査
（
規
制
）
機
関

（regulatory agencies

）
が
所
管
し
、
情
報
連
携
（inform

ation sharing

）
を
通
じ
て
連
邦
検
察
（
連
邦
司

【図表 22】連邦租税犯則事件の訴追（起訴）のための告発先
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法
省
）
の
各
担
当
部
が
共
謀
罪
嫌
疑
者
の
刑
事
訴
追
手
続
を
進
め
る
。

2　

主
な
連
邦
租
税
犯
、
刑
事
制
裁
／
刑
事
罰
の
概
要

主
な
連
邦
租
税
犯
、
刑
事
制
裁
／
刑
事
罰
類
型
を
分
析
し
て
、
そ
の
概
要
を
一
覧
に
す
る
と
、
次
の
と
お
り
で
あ
る

（
26
）

。

【
図
表
23
】
主
な
連
邦
租
税
犯
の
類
型
と
そ
の
定
義

条
文
〔
表
題
〕

定
義

Ｉ
Ｒ
Ｃ
七
二
〇
一
条

租
税
ほ
脱
罪

（T
ax evasion

）

内
国
歳
入
法
典
（
Ｉ
Ｒ
Ｃ
）
に
基
づ
き
課
さ
れ
る
い
か
な
る
租
税
ま
た
は
そ
の
納
付
を
、
故
意
に
ほ
脱
ま
た
は

侵
害
し
よ
う
と
し
た
者
は
、
重
罪
と
し
て
、
次
の
刑
で
処
罰
さ
れ
る
。

・
五
年
以
下
の
自
由
刑
（「
懲
役
・
禁
錮
」
と
も
い
う
。
以
下
同
じ
。）、
も
し
く
は

・
二
五
万
ド
ル
以
下
（
法
人
の
場
合
は
五
〇
万
ド
ル
以
下
）
の
罰
金
、

・
ま
た
は
双
方
を
併
科
。
加
え
て
、
訴
追
費
用
を
課
す
。

Ｉ
Ｒ
Ｃ
七
二
〇
二
条

不
徴
収
罪
・
不
納
付
罪

（W
illful failure to collect or 

pay over taxes

）

内
国
歳
入
法
典
（
Ｉ
Ｒ
Ｃ
）
に
基
づ
き
課
さ
れ
る
い
か
な
る
租
税
（
例
え
ば
、
源
泉
徴
収
税
）
を
故
意
に
徴
収

せ
ず
、
報
告
せ
ず
、
か
つ
納
付
し
な
い
者
は
、
重
罪
と
し
て
、
次
の
刑
で
処
罰
さ
れ
る
。

・
五
年
以
下
の
自
由
刑
、
も
し
く
は

・
二
五
万
ド
ル
以
下
（
法
人
の
場
合
は
五
〇
万
ド
ル
以
下
）
の
罰
金
、

・
ま
た
は
双
方
を
併
科
。
加
え
て
、
訴
追
費
用
を
課
す
。

Ｉ
Ｒ
Ｃ
七
二
〇
三
条

故
意
の
申
告
書
・
情
報
の
不
提
出

ま
た
は
税
額
不
納
付

内
国
歳
入
法
典
（
Ｉ
Ｒ
Ｃ
）
も
し
く
は
そ
の
も
と
で
発
せ
ら
れ
る
規
則
に
基
づ
き
課
さ
れ
る
い
か
な
る
租
税
ま

た
は
中
間
納
税
の
申
告
書
を
、
法
定
期
限
ま
で
に
故
意
に
作
成
・
提
出
し
な
い
行
為
、
納
税
し
な
い
行
為
ま
た
は

記
録
を
保
存
し
な
い
行
為
は
、
軽
罪
と
し
て
、
次
の
刑
で
処
罰
さ
れ
る
。

一
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租
税
犯
罪
へ
の
共
謀
罪
適
用
事
例
の
日
米
比
較
（
石
村
）

（W
illful failure to fi le return, 

or pay tax

）

・
一
年
未
満
の
自
由
刑
、
も
し
く
は

・
一
〇
万
ド
ル
以
下
（
法
人
の
場
合
は
二
〇
万
ド
ル
以
下
）
の
罰
金
、

・
ま
た
は
双
方
を
併
科
。
加
え
て
、
訴
追
費
用
を
課
す
。

Ｉ
Ｒ
Ｃ
七
二
〇
六
条
一
号

虚
偽
報
告

（F
raud and false statem

ent

）

い
か
な
る
者
も
、
虚
偽
罪
を
問
わ
れ
る
こ
と
を
承
知
の
う
え
作
成
さ
れ
た
宣
誓
文
そ
の
他
宣
誓
文
の
よ
る
証
明

が
な
さ
れ
た
申
告
書
、
陳
述
書
そ
の
他
の
書
面
で
あ
っ
て
、
あ
ら
ゆ
る
重
要
な
部
分
に
つ
い
て
真
実
か
つ
正
確
で

あ
る
と
信
じ
て
い
な
い
も
の
を
故
意
に
作
成
、
署
名
し
た
場
合
に
は
、
重
罪
と
し
て
、
次
の
刑
で
処
罰
さ
れ
る
。

・
三
年
以
下
の
自
由
刑
、
も
し
く
は

・
二
五
万
ド
ル
以
下
（
法
人
の
場
合
は
五
〇
万
ド
ル
以
下
）
の
罰
金
、

・
ま
た
は
双
方
を
併
科
。
加
え
て
、
訴
追
費
用
を
課
す
。

ち
な
み
に
、
こ
の
税
法
上
の
虚
偽
報
告
制
裁
規
定
（
Ｉ
Ｒ
Ｃ
七
二
〇
六
条
一
号
）
は
、
し
ば
し
ば
「
租
税
偽
証

罪
（tax perjury

）」
と
も
呼
ば
れ
る
。
ま
た
、
租
税
偽
証
罪
は
、
法
人
も
対
象
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
連
邦

刑
法
の
偽
証
罪
よ
り
も
処
罰
の
対
象
が
広
い
。

Ｉ
Ｒ
Ｃ
七
二
〇
六
条
二
号

ほ
う
助
・
教
唆

（A
iding and abetting

）

い
か
な
る
者
も
、
内
国
歳
入
法
に
基
づ
く
ま
た
は
内
国
歳
入
法
に
基
づ
き
発
生
す
る
事
項
に
関
わ
る
申
告
書
、

請
求
書
そ
の
他
の
文
書
で
、
そ
の
重
要
な
部
分
が
詐
欺
的
ま
た
は
虚
偽
で
あ
る
も
の
を
作
成
し
ま
た
は
提
出
す
る

こ
と
を
故
意
に
ほ
う
助
し
、
教
唆
し
、
ま
た
は
助
言
指
導
す
る
場
合
に
は
、
重
罪
と
し
て
、
次
の
刑
で
処
罰
さ
れ

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
申
告
書
、
請
求
書
そ
の
他
の
文
書
を
提
出
す
る
権
限
を
有
し
ま
た
は
提
出
す
べ

き
者
が
、
詐
欺
的
で
あ
る
こ
と
や
虚
偽
で
あ
り
こ
と
を
知
り
ま
た
は
同
意
し
て
い
る
か
ど
う
か
は
問
わ
な
い
。

・
三
年
以
下
の
自
由
刑
、
も
し
く
は

・
二
五
万
ド
ル
以
下
（
法
人
の
場
合
は
五
〇
万
ド
ル
以
下
）
の
罰
金
、

・
ま
た
は
双
方
を
併
科
。
加
え
て
、
訴
追
費
用
を
課
す
。

一
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Ｉ
Ｒ
Ｃ
七
二
〇
七
条

虚
偽
文
書
の
提
出

（S
ubm

ission of fraudulent 

docum
ents

）

い
か
な
る
者
も
、
重
要
な
部
分
に
つ
い
て
詐
欺
的
ま
た
は
虚
偽
で
あ
る
と
知
り
な
が
ら
、
故
意
に
リ
ス
ト
や
申

告
書
、
帳
簿
、
陳
述
書
そ
の
他
の
文
書
を
Ｉ
Ｒ
Ｓ
に
提
出
す
る
ま
た
は
提
示
す
る
場
合
に
は
、
軽
罪
と
し
て
、
次

の
刑
で
処
罰
さ
れ
る
。

・
一
年
未
満
の
自
由
刑
、
も
し
く
は

・
一
万
ド
ル
以
下
（
法
人
の
場
合
は
五
、〇
〇
〇
ド
ル
以
下
）
の
罰
金

・
ま
た
は
双
方
を
併
科

ち
な
み
に
、
本
罪
は
、
Ｉ
Ｒ
Ｃ
七
二
〇
六
条
一
号
〔
虚
偽
報
告
〕
と
は
、
次
の
い
く
つ
か
の
点
で
異
な
る
。

・
虚
偽
文
書
に
つ
き
、
偽
証
罪
を
問
わ
れ
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
署
名
し
て
い
る
必
要
は
な
い
。

・
本
罪
は
、
偽
証
の
文
書
を
提
出
・
提
示
す
る
者
に
適
用
さ
れ
る
の
に
対
し
て
、
Ｉ
Ｒ
Ｃ
七
二
〇
六
条
一
号
〔
虚

偽
報
告
〕
は
、
文
書
の
署
名
者
に
限
り
適
用
さ
れ
る
。

Ｉ
Ｒ
Ｃ
七
二
一
二
条
ａ
項 

税
法
執
行
妨
害
未
遂
罪

（A
ttem

pts to interfere w
ith 

adm
inistration of internal 

revenue law

）

①
贈
賄
、
暴
力
ま
た
は
脅
迫
（
脅
迫
状
ま
た
は
脅
迫
電
話
を
含
む
。）
に
よ
り
、
公
務
中
の
連
邦
政
府
上
級
職
員

も
し
く
は
職
員
を
脅
迫
ま
た
は
妨
害
し
よ
う
と
す
る
こ
と
、
②
前
記
①
以
外
の
方
法
の
よ
り
、
贈
賄
、
暴
力
ま
た

は
脅
迫
（
脅
迫
状
ま
た
は
脅
迫
電
話
を
含
む
。）
に
よ
り
、
税
法
の
適
正
な
執
行
妨
害
し
よ
う
と
す
る
こ
と
は
、
次

の
刑
で
処
罰
さ
れ
る
。

《
個
人
の
場
合
》

・
一
年
未
満
の
自
由
刑
、
も
し
く
は

・
三
、〇
〇
〇
ド
ル
以
下
の
罰
金

・
ま
た
は
双
方
を
併
科

《
法
人
の
場
合
》

・
三
年
以
下
の
自
由
刑
、
も
し
く
は

・
五
、〇
〇
〇
ド
ル
以
下
の
罰
金
、

・
ま
た
は
双
方
を
併
科

連
邦
刑
法
・
刑
事
訴
訟
法
三
七
一

条共
謀
罪

《
税
法
（
Ｉ
Ｒ
Ｃ
）
で
処
罰
の
対
象
と
な
る
行
為
に
つ
い
て
は
、
連
邦
刑
法
・
刑
事
訴
訟
法
（T

itle 18 of the 

U
.S

. C
ode/

合
衆
国
法
典
タ
イ
ト
ル
一
八
）
で
も
処
罰
・
訴
追
の
対
象
と
な
る
場
合
が
あ
る
。
第
三
七
一
条
に
定

め
る
共
謀
罪
（conspiracy

）
が
そ
の
一
つ
で
あ
る

（
29
）。》

（
27
）

（
28
）

一
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租
税
犯
罪
へ
の
共
謀
罪
適
用
事
例
の
日
米
比
較
（
石
村
）

（C
onspiracy to com

m
it off ence 

or to defraud the U
.S

.

）

二
人
以
上
の
者
が
、
合
衆
国
に
対
す
る
犯
罪
行
為
を
行
う
こ
と
を
共
謀
し
、
ま
た
は
何
ら
か
の
方
法
も
し
く
は

何
ら
か
の
目
的
の
た
め
の
合
衆
国
も
し
く
は
そ
の
政
府
機
関
に
詐
欺
行
為
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
共
謀
し
、
か
つ
、

そ
れ
ら
の
者
の
一
人
以
上
の
者
が
当
該
共
謀
内
容
の
達
成
の
た
め
に
何
ら
か
の
行
為
を
し
た
と
き
に
、
共
謀
し
た

各
人
は
、
重
罪
と
し
て
、
次
の
刑
で
処
罰
さ
れ
る
。

・
五
年
以
下
の
自
由
刑
、
も
し
く
は

・
二
五
万
ド
ル
以
下
（
法
人
の
場
合
は
五
〇
万
ド
ル
以
下
）
の
罰
金
、

・
ま
た
は
双
方
を
併
科

以
上
の
よ
う
な
連
邦
租
税
犯
（
租
税
実
体
犯
罪
）
体
系
（hierarchy of F

ederal substantive tax off ences

）
の
な
か
で
、
頂
点

（capstone

）
に
立
つ
の
が
Ｉ
Ｒ
Ｃ
七
二
〇
一
条
に
規
定
す
る
「
租
税
ほ
脱
罪
（tax evasion

）」
で
あ
る
（S

ee, S
ansone v. U

nited S
tates, 

380 U
.S

. 343, at 350 

（1965

））。

本
稿
に
お
い
て
も
、「
租
税
ほ
脱
罪
（
Ｉ
Ｒ
Ｃ
七
二
〇
一
条
）」
を
中
核
に
据
え
て
、
連
邦
刑
事
法
典
三
七
一
条
に
定
め
ら
れ
た
一
般
的
共

謀
罪
の
適
用
・
解
釈
上
の
課
題
を
分
析
す
る
。

3　

連
邦
の
個
別
共
謀
罪
の
概
要

ア
メ
リ
カ
の
連
邦
お
よ
び
諸
州
の
刑
事
法
制
に
お
い
て
は
、
古
く
か
ら
、
特
定
の
実
体
犯
罪
に
つ
い
て
、
実
行
着
手
前
の
共
謀

（conspiracy

）
を
問
う
個
別
規
定
（
以
下
「
個
別
共
謀
罪
規
定
」
と
い
う
。）
が
存
在
す
る
。

こ
こ
で
は
、
連
邦
に
限
っ
て
、
主
な
個
別
共
謀
罪
の
規
定
を
一
覧
に
す
る
と
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
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【
図
表
24
】
個
別
の
共
謀
罪
を
規
定
す
る
主
な
連
邦
条
項

①
条
文
〔
表
題
〕

取
引
制
限
の
共
謀

合
衆
国
法
典
タ
イ
ト
ル 15/15 U

.S
. C

ode

〔
通
称
「
シ
ャ
ー
マ
ン
反
ト
ラ
ス
ト
法
（S

harm
an A

ntitrust A
ct

）」〕

一
条
〔
取
引
制
限
の
ト
ラ
ス
ト
等
の
違
法；

罰
則
〕
取
引
制
限
の
共
謀
（C

onspiracy to restrain trade

）

定
義

州
際
ま
た
は
外
国
と
の
間
で
行
わ
れ
る
取
引
も
し
く
は
通
商
を
制
限
す
る
契
約
、
ト
ラ
ス
ト
等
の
形
式
の
結
合

ま
た
は
共
謀
は
、
違
法
と
宣
告
さ
れ
る
。
い
か
な
る
者
も
、
違
法
と
宣
告
さ
れ
た
契
約
を
締
結
す
る
、
ト
ラ
ス
ト

等
の
形
式
の
結
合
を
行
う
ま
た
は
共
謀
に
加
わ
る
場
合
に
は
、
裁
判
所
の
裁
量
で
、
重
罪
と
し
て
、
次
の
刑
で
処

罰
さ
れ
る
。

・
一
〇
年
以
下
の
自
由
刑
（「
懲
役
・
禁
錮
」
と
も
い
う
。
以
下
同
じ
。）、
も
し
く
は

・
一
〇
〇
万
ド
ル
以
下
（
法
人
の
場
合
は
一
億
ド
ル
以
下
）
の
罰
金
、

・
ま
た
は
双
方
を
併
科
。

②
条
文
〔
表
題
〕

ス
ポ
ー
ツ
競
技
に
お
け
る
贈
賄
の

共
謀

合
衆
国
法
典
タ
イ
ト
ル 18/18 U

.S
. C

ode 

二
二
四
条
〔
ス
ポ
ー
ツ
競
技
に
お
け
る
贈
賄
／B

ribery in sporting 

contests

〕
ス
ポ
ー
ツ
競
技
に
お
け
る
贈
賄
の
共
謀
（C

onspiracy to bribe in sporting events

）

定
義

い
か
な
る
ス
ポ
ー
ツ
競
技
に
お
け
る
贈
賄
に
よ
り
、
そ
の
方
法
は
問
わ
ず
、
取
引
ス
キ
ー
ム
影
響
を
与
え
る
た

め
に
他
の
も
の
と
共
謀
す
る
者
…
…
は
、
者
は
、
本
タ
イ
ト
ル
に
規
定
す
る
次
の
刑
で
処
罰
さ
れ
る
。

・
五
年
以
下
の
自
由
刑
、
も
し
く
は

・
罰
金
、

・
ま
た
は
双
方
を
併
科
。

③
条
文
〔
表
題
〕

合
衆
国
法
典
タ
イ
ト
ル 18/18 U

.S
. C

ode 

二
四
一
条
〔
権
利
は
く
奪
の
共
謀
（C

onspiracy against rights

）〕

一
四
〇



租
税
犯
罪
へ
の
共
謀
罪
適
用
事
例
の
日
米
比
較
（
石
村
）

他
人
の
市
民
権
は
く
奪
の
共
謀

他
人
の
市
民
権
は
く
奪
の
共
謀
（C

onspiracy to deprive persons of their civil rights

）

定
義

二
人
以
上
の
者
が
共
謀
し
て
、
合
衆
国
の
い
か
な
る
州
、
属
領
な
ど
に
お
い
て
、
連
邦
（
合
衆
国
）
憲
法
ま
た

は
連
邦
法
で
保
障
さ
れ
た
権
利
や
特
権
の
自
由
な
行
使
を
す
る
者
ま
た
は
享
受
を
す
る
者
を
、
侵
害
、
抑
圧
、
脅

迫
も
し
く
は
威
圧
す
る
場
合
、
ま
た
は
、
二
人
以
上
の
者
が
、
保
障
さ
れ
た
権
利
も
し
く
は
特
権
の
自
由
な
行
使

を
妨
げ
る
ま
た
は
邪
魔
す
る
意
思
を
も
っ
て
、
変
装
し
て
ハ
イ
ウ
エ
イ
を
走
行
す
る
、
ま
た
は
他
人
の
住
居
へ
行

く
場
合
、
こ
れ
ら
の
者
は
、
本
タ
イ
ト
ル
に
規
定
す
る
次
の
刑
で
処
罰
さ
れ
る
。

・
罰
金
、
も
し
く
は
、

・
五
年
以
下
の
自
由
刑
、

・
ま
た
は
双
方
を
併
科

た
だ
し
、
本
条
に
違
反
す
る
こ
の
よ
う
な
行
為
の
結
果
被
害
者
が
死
亡
に
至
っ
た
場
合
、
ま
た
は
当
該
行
為
に

誘
拐
も
し
く
は
誘
拐
未
遂
、
過
重
な
性
的
濫
用
も
し
く
は
過
重
な
性
的
濫
用
未
遂
、
殺
人
未
遂
が
加
わ
っ
て
い
た

場
合
に
は
、
懲
役
刑
、
終
身
刑
で
処
罰
も
し
く
は
併
科
、
ま
た
は
死
刑
の
宣
告
を
受
け
る
。

④
条
文
〔
表
題
〕

不
正
請
求
で
連
邦
政
府
に
詐
欺
行

為
を
す
る
共
謀

合
衆
国
法
典
タ
イ
ト
ル 18/18 U

.S
. C

ode 

二
八
六
条
〔
不
正
請
求
で
連
邦
政
府
に
詐
欺
行
為
を
す
る
共
謀

（C
onspiracy to defraud federal governm

ent w
ith fraudulent claim

s

）〕

定
義

不
正
、
架
空
も
し
く
は
詐
欺
的
な
請
求
の
よ
る
支
払
ま
た
は
給
付
を
受
け
る
こ
と
、
ま
た
は
そ
れ
を
ほ
う
助
す

る
こ
と
に
よ
り
、
合
衆
国
、
ま
た
は
そ
の
省
も
し
く
は
機
関
に
詐
欺
行
為
を
す
る
た
め
の
合
意
、
結
合
ま
た
は
共

謀
し
た
者
は
、
本
タ
イ
ト
ル
に
規
定
す
る
次
の
刑
で
処
罰
さ
れ
る
。

・
罰
金
、
も
し
く
は
、

一
四
一



・
一
〇
年
以
下
の
自
由
刑
、

・
ま
た
は
双
方
を
併
科

⑤
条
文
〔
表
題
〕

連
邦
議
会
議
員
等
の
殺
害
ま
た
は

誘
拐
の
共
謀

合
衆
国
法
典
タ
イ
ト
ル 18/18 U

.S
. C

ode 

五
三
一
条
ｄ
項
〔
連
邦
議
会
議
員
、
当
該
議
員
に
選
ば
れ
た
者
、
閣

僚
、
最
高
裁
判
事
な
ど
の
殺
害
ま
た
は
誘
拐
の
共
謀
（C

onspiracy to kid nap, assault, or assassinate 

m
em

bers of C
ongress and m

em
bers-elect, etc.,

）〕

定
義

二
人
以
上
の
者
が
連
邦
議
会
議
員
、
当
該
議
員
に
選
ば
れ
た
個
人
な
ど
を
殺
害
ま
た
は
誘
拐
を
共
謀
し
、
か
つ

当
該
一
人
以
上
の
者
が
共
謀
目
的
の
あ
る
行
為
を
し
て
い
る
場
合
、
各
人
は
、
次
の
刑
で
処
罰
さ
れ
る
。

・
有
期
刑
も
し
く
は
終
身
刑
、

・
ま
た
は
、
当
該
個
人
を
死
亡
さ
せ
て
い
る
と
き
に
は
、
死
刑
、
有
期
刑
も
し
く
は
終
身
刑

⑥
条
文
〔
表
題
〕

連
邦
公
務
員
へ
の
暴
行
ま
た
は
妨

害
の
共
謀

合
衆
国
法
典
タ
イ
ト
ル 18/18 U

.S
. C

ode 

三
七
二
条
〔
連
邦
公
務
員
へ
の
暴
行
ま
た
は
妨
害
の
共
謀

（C
onspiracy to assault or im

pede federal offi  cer

）〕

定
義

二
人
以
上
の
者
が
〔
中
略
〕
連
邦
公
務
員
へ
の
暴
行
ま
た
は
妨
害
を
す
る
共
謀
す
る
場
合
に
は
、
各
人
は
、
本

タ
イ
ト
ル
に
規
定
す
る
次
の
刑
で
処
罰
さ
れ
る
。

・
罰
金
、
も
し
く
は
、

・
六
年
以
下
の
自
由
刑
、

・
ま
た
は
双
方
を
併
科

⑦
条
文
〔
表
題
〕

外
国
政
府
支
援
目
的
で
の
防
衛
情

合
衆
国
法
典
タ
イ
ト
ル 18/18 U

.S
. C

ode 
七
九
四
条
ｃ
項
〔
外
国
政
府
支
援
目
的
で
の
防
衛
情
報
の
提
供
ま
た

は
収
集
の
共
謀
（G

athering or delivering defense inform
ation to aid foreign governm

ent

）〕 一
四
二



租
税
犯
罪
へ
の
共
謀
罪
適
用
事
例
の
日
米
比
較
（
石
村
）

報
の
提
供
ま
た
は
収
集
の
共
謀

定
義

二
人
以
上
の
者
が
、
本
条
違
反
を
共
謀
し
、
か
つ
一
人
以
上
の
者
が
共
謀
目
的
の
あ
る
行
為
を
し
て
い
る
場
合
、

当
該
各
当
事
者
は
、
共
謀
に
か
か
る
刑
で
処
罰
さ
れ
る
。

⑧
条
文
〔
表
題
〕　

誘
拐
の
共
謀

合
衆
国
法
典
タ
イ
ト
ル 18/18 U

.S
. C

ode 

一
二
〇
一
条
ｃ
項
〔
誘
拐
の
共
謀
（C

onspiracy to kidnap

）〕

定
義

二
人
以
上
の
者
が
、
本
条
違
反
を
共
謀
し
、
か
つ
一
人
以
上
の
者
が
共
謀
目
的
の
あ
る
行
為
を
し
て
い
る
場
合
、

当
該
各
当
事
者
は
、
有
期
の
自
由
刑
ま
た
は
終
身
刑
で
処
罰
さ
れ
る
。

⑨
条
文
〔
表
題
〕　

Ｒ
Ｉ
Ｃ
Ｏ
法
違
反
の
共
謀

合
衆
国
法
典
タ
イ
ト
ル 18/18 U

.S
. C

ode 

一
九
六
二
条
ｄ
項
〔
Ｒ
Ｉ
Ｃ
Ｏ
法
（R

ico A
ct/R

acketeer 

Infl uenced and C
orrupt O

rganization A
ct

）
違
反
の
共
謀
（C

onspiracy to violate any provision of 

R
IC

O
 A

ct

）

定
義

本
条
の
各
項
違
反
の
共
謀
し
た
者
は
処
罰
さ
れ
る
。

⑩
条
文
〔
表
題
〕

国
家
転
覆
等
の
共
謀

合
衆
国
法
典
タ
イ
ト
ル 18/18U

.S
. C

ode 

二
三
八
四
条
〔
合
衆
国
政
府
の
転
覆
、
反
逆
、
煽
動
な
ど
の
共
謀

（C
onspiracy to com

m
it treason, sedition, and substantive activities

）〕

定
義

二
人
以
上
の
者
が
、
本
条
違
反
に
共
謀
し
て
い
る
場
合
、
当
該
当
事
者
は
、
次
の
刑
で
処
罰
さ
れ
る
。

・
本
タ
イ
ト
ル
に
定
め
る
罰
金
、
も
し
く
は
、

・
二
〇
年
以
下
の
自
由
刑
、

・
ま
た
は
双
方
を
併
科

4　

連
邦
の
一
般
的
共
謀
罪
の
沿
革
と
成
立
要
件

一
般
的
共
謀
罪

（
30
）

の
成
立
要
件
に
つ
い
て
精
査
す
る
こ
と
は
、
本
来
、
刑
法
総
則
上
の
課
題
と
い
え
る
。
し
か
し
、
連
邦
の
各
種
租
税
犯

一
四
三



を
処
罰
す
る
（
租
税
実
体
犯
罪
）
体
系
に
は
、
個
別
に
共
謀
の
罪
を
処
罰
す
る
規
定
（
個
別
共
謀
罪
規
定
）
が
置
か
れ
て
い
な
い
。
こ
の
こ

と
か
ら
、
各
種
租
税
実
体
犯
罪
に
か
か
る
共
謀
罪
を
問
う
場
合
に
は
、
連
邦
の
一
般
的
共
謀
罪
を
適
用
す
る
こ
と
に
な
る
。

そ
こ
で
、
以
下
に
、
連
邦
の
一
般
的
共
謀
罪
の
沿
革
や
成
立
要
件
に
つ
い
て
、
精
査
し
て
み
る
。

⑴　

連
邦
の
一
般
的
共
謀
罪
の
沿
革

イ
ギ
リ
ス
の
植
民
地
で
あ
っ
た
ア
メ
リ
カ
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
コ
モ
ン
ロ
ー
に
お
い
て
萌
芽
し
た
共
謀
罪
（conspiracy crim

e

）
を
継
受

し
た
。
そ
の
後
、
コ
モ
ン
ロ
ー
上
の
共
謀
罪
の
概
念
は
、
ア
メ
リ
カ
で
裁
判
例
な
ど
を
通
じ
て
独
自
の
展
開
を
み
せ
る
と
と
も
に
、
連
邦

法
や
諸
州
の
刑
事
法
典
の
個
別
共
謀
規
定
な
い
し
一
般
的
共
謀
罪
規
定
と
し
て
盛
ら
れ
る
に
至
る
。

法
制
史
的
に
み
る
と
、
政
府
（
検
察
）
は
、
こ
の
共
謀
罪
に
よ
る
訴
追
を
久
し
く
、
政
治
的
反
対
派
の
抑
圧
の
み
な
ら
ず
、
労
働
運
動

の
弾
圧
、
労
働
組
合
潰
し
に
幅
広
く
利
用
し
て
き
た
。
一
九
世
紀
の
ア
メ
リ
カ
で
は
、
労
働
組
合
を
結
成
・
活
動
す
る
権
利
が
法
認
さ
れ

て
い
な
か
っ
た

（
31
）

。
こ
の
た
め
、
当
時
、
政
府
は
、
ブ
ル
ー
カ
ラ
ー
の
人
た
ち
の
集
団
で
あ
る
労
働
組
合
の
賃
上
げ
要
求
を
、「
集
団
で
賃

金
を
人
為
的
に
引
き
上
げ
て
自
由
な
市
場
競
争
を
制
限
し
た
」、
い
わ
ゆ
る
「
労
働
共
謀
（labor conspiracy

）」
に
あ
た
る
と
の
理
由
で
、

共
謀
罪
（conspiracy crim

e

）、
さ
ら
に
は
連
邦
独
占
禁
止
法
、
す
な
わ
ち
一
八
九
〇
年
シ
ャ
ー
マ
ン
法
（S

herm
an A

ntitrust A
ct

／
合
衆

国
法
典
タ
イ
ト
ル 15/15 U

.S
. C

ode

）
一
条
や
一
九
一
四
年
ク
レ
イ
ト
ン
法
（C

layton A
ntitrust A

ct

／
合
衆
国
法
典
タ
イ
ト
ル 29/29 U

.S
. 

C
ode

）
一
二
条
な
い
し
二
七
条
お
よ
び
五
二
条
な
い
し
五
三
条
を
適
用
し
、
訴
追
し
、
弾
圧
し
た
。

一
九
三
五
年
に
連
邦
議
会
は
、
労
働
者
の
団
結
権
を
法
認
す
る
狙
い
で
全
国
労
働
関
係
法
（N

L
R
A
=N

ational L
abor R

elations A
ct

）

を
制
定
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
労
働
組
合
の
集
団
活
動
は
共
謀
罪
の
枠
外
に
置
か
れ
る
よ
う
に
も
み
え
た
。
し
か
し
、
政
府
は
、
各
種
の

一
四
四



租
税
犯
罪
へ
の
共
謀
罪
適
用
事
例
の
日
米
比
較
（
石
村
）

連
邦
組
織
犯
罪
規
制
法
を
典
拠
に
、
労
働
組
合
の
集
団
的
活
動
に
介
入
し
た

（
32
）

。

今
や
、
連
邦
や
諸
州
の
刑
事
法
典
の
個
別
犯
罪
規
定
な
い
し
一
般
的
共
謀
罪
規
定
に
盛
ら
れ
た
共
謀
罪

は
、
政
府
・
検
察
に
汎
用
さ
れ
、
組
織
犯
罪
（organized crim

e

）
の
規
制
の
み
な
ら
ず
、
市
民
運
動
や
消

費
者
運
動
、
労
働
運
動
、
企
業
活
動
の
規
制
に
幅
広
く
適
用
さ
れ
て
い
る

（
33
）

。
政
治
的
少
数
派
の
抑
圧
に
悪

用
さ
れ
て
き
た
歴
史
も
あ
る

（
34
）

。

こ
の
た
め
、
ア
メ
リ
カ
社
会
に
お
い
て
共
謀
罪
は
、
一
般
人
の
日
常
生
活
や
企
業
活
動
、
専
門
職
業
務

に
と
り
比
較
的
身
近
で
危
な
い
存
在
で
あ
る
。
共
謀
罪
の
対
象
と
な
る
〝
二
人
以
上
の
「
者
」〞
に
は
、

夫
婦
（husband and w

ife

）、
法
人
（corporation

）
も
含
ま
れ
る
と
か
、
一
方
の
共
謀
者
（coconspirator

）

が
、
正
式
起
訴
（indictm

ent

）
ま
た
は
公
判
（trial

）
前
に
死
亡
し
た
場
合
で
も
、
生
存
共
謀
者

（surviving coconspirator

）
は
共
謀
罪
を
問
わ
れ
る
等
々
が
、
犯
罪
組
織
の
み
な
ら
ず
、〝
共
謀
罪
の
常

識
〞
と
し
て
一
般
市
民
や
企
業
経
営
者
な
ど
に
共
有
さ
れ
て
い
る
。

⑵　

連
邦
の
一
般
的
共
謀
罪
の
成
立
要
件
と
は

連
邦
刑
事
法
典
三
七
一
条
に
定
め
ら
れ
た
一
般
的
共
謀
罪
の
主
な
成
立
要
件
に
つ
い
て
、
裁
判
例
で
確

立
さ
れ
た
要
件
を
含
め
、
簡
潔
に
図
説
す
る
と
、
次
の
と
お
り
で
あ
る

（
35
）

。【
図
表
25
】

次
に
、
裁
判
例
や
学
説
に
先
行
研
究

（
36
）

な
ど
を
加
え
、
連
邦
刑
事
法
典
三
七
一
条
に
定
め
ら
れ
た
一
般
的

共
謀
罪
の
沿
革
、
内
容
、
成
立
要
件
な
ど
の
概
要
を
簡
潔
に
紹
介
す
る
と
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

【図表 25】一般的共謀罪の主な成立要件一覧

一
四
五



【
図
表
26
】
連
邦
の
一
般
的
共
謀
罪
の
概
要

⑴　

連
邦
共
謀
罪
の
変
遷

・
イ
ギ
リ
ス
の
伝
統
的
な
コ
モ
ン
ロ
ー
を
継
受
し
て
ア
メ
リ
カ
で
独
自
の
発
展
を
遂
げ
た
「
共
謀
罪
（conspiracy crim

e

）」
は
、
一
八
二
五
年
に
連

邦
法
の
な
か
に
制
定
法
と
し
て
盛
ら
れ
た
。

・
そ
の
後
、
一
八
六
七
年
に
、
現
行
の
連
邦
刑
法
・
刑
事
訴
訟
法
（
合
衆
国
法
典
タ
イ
ト
ル 18/18 U

.S
. C

ode

）（
以
下
「
連
邦
刑
事
法
典
」
と
い

う
。）
三
七
一
条
に
一
般
的
共
謀
罪
の
規
定
（general conspiracy charge provision

）
と
し
て
盛
ら
れ
た

（
37
）

。

・
共
謀
罪
は
、
そ
れ
が
連
邦
（
お
よ
び
諸
州
）
の
制
定
法
に
盛
ら
れ
る
前
は
、
不
法
行
為
を
行
う
意
図
（intent

）
を
も
っ
て
当
該
行
為
の
実
現
に
移

す
合
意
（agreem

ent

）
が
あ
る
場
合
に
は
、actu

s reu
s

／
ア
ク
ト
ゥ
ス
・
レ
ウ
ス
【guilty act

／
犯
罪
行
為
／
犯
罪
を
構
成
す
る
行
為
】
で
あ

る
と
さ
れ
、
そ
の
罪
を
問
う
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
た
。

・
し
か
し
、
共
謀
罪
が
、
連
邦
お
よ
び
各
州
で
制
定
法
化
（codify

）
さ
れ
た
後
は
、
検
察
が
共
謀
罪
を
問
う
場
合
に
は
、
客
観
的
要
件
と
し
て
の
二

人
以
上
の
者
に
よ
る
「
合
意
（agreem

ent
）」
お
よ
び
主
観
的
要
件
と
し
て
の
共
謀
の
対
象
と
な
る
犯
罪
を
実
現
す
る
「
意
図
（intent

）」
に
加
え
、

裁
判
例
に
お
い
て
確
立
さ
れ
た
、
当
該
合
意
を
促
進
す
る
「
準
備
行
為
（overt act （

38
）

）」
の
存
在
を
立
証
す
る
よ
う
に
求
め
ら
れ
る
。

・
コ
モ
ン
ロ
ー
に
お
い
て
、
共
謀
罪
は
、
軽
罪
（m

isdem
eanor

）
と
し
て
の
処
罰
対
象
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
現
代
の
制
定
法
で
は
、
重
罪

（felony

）
と
し
て
の
処
罰
対
象
と
さ
れ
て
い
る
。

・
コ
モ
ン
ロ
ー
で
は
、
処
罰
の
対
象
と
な
る
個
別
の
犯
罪
が
成
立
し
た
場
合
、
共
謀
罪
は
、
当
該
個
別
の
犯
罪
に
吸
収
さ
れ
る
原
則
に
な
っ
て
い
た
。

《
設
例
》
Ａ
と
Ｂ
は
Ｃ
を
殺
害
す
る
謀
議
を
行
っ
た
。
Ａ
と
Ｂ
は
、
実
際
に
Ｃ
を
殺
害
し
た
。

こ
の
場
合
、
Ｃ
の
殺
害
を
共
謀
し
た
罪
は
、
殺
人
罪
に
吸
収
さ
れ
た
。

・
し
か
し
、
現
代
の
制
定
法
化
さ
れ
た
共
謀
罪
で
は
、
共
謀
罪
は
、
特
定
犯
罪
の
既
遂
お
よ
び
他
の
未
遂
事
件
か
ら
分
離
さ
れ
、
独
立
し
た
犯
罪
と
し

て
処
罰
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
あ
る
犯
罪
に
つ
い
て
、
被
告
と
な
っ
た
者
は
、
事
件
に
よ
っ
て
は
、
共
謀
罪
と
既
遂
の
犯
罪
の
双
方

に
つ
い
て
処
罰
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。

一
四
六



租
税
犯
罪
へ
の
共
謀
罪
適
用
事
例
の
日
米
比
較
（
石
村
）

⑵　

一
般
的
共
謀
罪
（
三
七
一
条
）
の
規
定
振
り

・
連
邦
刑
事
法
典
の
一
般
的
共
謀
罪
（
三
七
一
条
）
は
、
二
種
類
の
犯
罪
を
一
つ
に
し
て
規
定
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
「
二
人
以
上
の
者
が
、
①
合
衆

国
に
対
す
る
犯
罪
行
為
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
共
謀
し
、
ま
た
は　

②
何
ら
か
の
方
法
も
し
く
は
何
ら
か
の
目
的
の
た
め
の
合
衆
国
も
し
く
は
そ
の

政
府
機
関
に
詐
欺
行
為
を
す
る
こ
と
に
つ
い
て
共
謀
し
、
か
つ
、
そ
れ
ら
の
者
の
一
人
以
上
の
者
が
当
該
共
謀
内
容
の
達
成
の
た
め
に
何
ら
か
の
行

為
を
し
た
と
き
に
、
共
謀
し
た
各
人
は
、
五
年
以
下
の
自
由
刑
、
も
し
く
は
二
五
万
ド
ル
以
下
（
法
人
の
場
合
は
五
〇
万
ド
ル
以
下
）
の
罰
金
、
ま

た
は
双
方
を
併
科
す
る
。」
か
た
ち
と
な
っ
て
い
る
。

⑶　

一
般
的
共
謀
罪
（
三
七
一
条
）
規
定
の
適
用

①
【
特
定
の
目
的
に
つ
い
て
の
集
団
的
な
合
意
の
存
在
】
連
邦
刑
事
法
典
の
一
般
的
共
謀
罪
規
定
（
三
七
一 

条
）
の
適
用
に
お
い
て
は
、
二
人
以
上
の

者
が
、
次
の
目
的
に
つ
い
て
共
謀
（
合
意
）
す
る
こ
と
が
要
件
と
な
っ
て
い
る
。

ⅰ　

合
衆
国
に
対
す
る
犯
罪
行
為
を
行
う
こ
と
、
ま
た
は
、

ⅱ　

何
ら
か
の
方
法
も
し
く
は
何
ら
か
の
目
的
の
た
め
の
合
衆
国
も
し
く
は
そ
の
政
府
機
関
に
詐
欺
行
為
を
行
う
こ
と
。

し
た
が
っ
て
、
一
人
の
者
が
犯
罪
を
試
み
て
も
、
共
謀
罪
に
問
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
。

②
【
処
罰
の
条
件
】
集
団
の
う
ち
一
人
以
上
の
者
が
共
謀
内
容
を
達
成
す
る
何
ら
か
の
準
備
行
為
を
し
た
（
例
え
ば
、
集
団
で
銀
行
強
盗
を
計
画
し
、

そ
の
う
ち
の
一
人
が
目
出
し
帽
を
購
入
し
た
。
あ
る
い
は
レ
ス
ト
ラ
ン
を
経
営
す
る
夫
婦
が
脱
税
を
計
画
し
、
二
重
帳
簿
を
作
成
し
た
。）
と
き
に
適

用
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
共
謀
罪
適
用
に
よ
り
集
団
を
処
罰
す
る
た
め
に
は
、
集
団
の
全
員
に
つ
い
て
共
謀
（
合
意
）
が
あ
っ
た
旨
立
証
す
る
必

要
は
な
い
。

③
【
処
罰
の
対
象
】
共
謀
し
た
各
人

《
設
例
1
》
重
要
な
の
は
、
共
謀
罪
の
対
象
と
な
る
の
は
、
二
人
以
上
の
集
団
の
合
意
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
当
事
者
の
一
人
が
合
意
の
意
図

（
意
思
）
が
な
い
場
合
に
は
、
も
う
一
方
の
当
事
者
は
、
共
謀
罪
を
問
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
。

一
四
七



Ａ
は
、
大
量
の
危
険
薬
物
の
密
輸
入
を
計
画
し
て
い
る
薬
物
デ
ィ
ラ
ー
で
あ
る
。
Ａ
は
、
最
近
、
Ｂ
と
友
人
関
係
を
持
ち
、
Ｂ
に
対
し
て
危
険

薬
物
の
密
輸
入
と
販
売
を
手
伝
う
よ
う
に
求
め
た
。
Ｂ
は
、
Ａ
を
手
伝
う
こ
と
を
約
束
し
た
。
Ａ
は
、
密
輸
入
さ
れ
た
薬
物
を
引
き
取
る
前
に
逮

捕
さ
れ
た
。
Ａ
は
、
お
と
り
捜
査
が
行
わ
れ
て
い
る
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
逮
捕
さ
れ
る
ま
で
Ｂ
が
Ａ
の
密
輸
取
引
を
捜
査
し
て
い
る
連
邦
麻
薬

取
締
局
（D

E
A
=D

rug E
nforcem

ent A
dm

inistration 

）
の
職
員
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
事
例
で
は
、
Ａ
は
、
共
謀
の
罪
に
問

わ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
Ｂ
は
Ａ
と
合
意
す
る
意
図
（
意
思
）
が
な
か
っ
た
と
判
断
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
（S

ee, U
nited S

tates v. 

P
ennell, 737 F

.2d 521, at 536 

（6th C
ir. 1984

）, cert. d
en

ied, 469 U
.S

. 1158

）。

《
設
例
2
》
共
謀
罪
の
起
訴
に
お
い
て
、
二
人
の
当
事
者
間
で
の
共
謀
を
立
証
す
る
場
合
に
、
第
三
者
の
行
動
を
証
拠
と
し
て
利
用
す
る
こ
と
が
あ

る
。
こ
の
場
合
に
は
、
当
該
第
三
者
が
実
際
に
合
意
し
た
と
の
直
接
証
拠
が
な
い
と
き
で
あ
っ
て
も
、
当
該
二
人
の
当
事
者
を
共
謀
罪
で
起
訴
す

る
こ
と
が
可
能
に
な
る
。

Ａ
と
Ｂ
は
、
と
も
に
違
法
薬
物
デ
ィ
ラ
ー
で
あ
り
、
大
量
の
薬
物
の
密
輸
入
を
計
画
し
て
い
る
。
こ
の
場
合
、
Ａ
と
Ｂ
が
国
境
越
え
た
密
輸
入

に
Ｃ
の
車
両
を
使
用
し
て
い
る
場
合
、
Ｃ
を
薬
物
犯
と
し
て
有
罪
に
持
ち
込
む
こ
と
で
、
Ａ
と
Ｂ
が
共
謀
に
合
意
し
て
い
た
と
し
て
共
謀
罪
を
問

う
こ
と
が
で
き
る
。

④
【
多
数
集
団
に
よ
る
共
謀
】
一
つ
の
犯
罪
の
共
謀
に
多
く
の
者
が
関
与
し
て
い
る
場
合
、
さ
ら
に
は
複
数
の
犯
罪
に
つ
い
て
、
一
つ
の
共
謀
の
合
意

が
存
在
す
る
場
合
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
場
合
に
は
、
共
謀
者
が
い
く
つ
の
犯
罪
に
関
与
し
て
い
る
か
を
問
わ
ず
、
こ
れ
ら
当
事
者
は
一
つ
の

共
謀
罪
を
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

《
設
例
》
Ａ
と
Ｂ
は
、
と
も
に
違
法
薬
物
デ
ィ
ラ
ー
で
あ
り
、
共
同
で
大
量
の
薬
物
の
密
輸
入
し
、
当
該
薬
物
を
販
売
し
、
か
つ
ペ
ー
パ
ー
会
社
を

通
じ
て
資
金
洗
浄
に
同
意
し
た
。
こ
の
事
例
で
は
、
Ａ
と
Ｂ
は
、
三
つ
の
異
な
る
犯
罪
を
実
行
す
る
こ
と
に
同
意
し
て
い
る
も
の
の
、
一
つ
の
合

意
の
も
と
で
の
犯
罪
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
Ａ
と
Ｂ
は
、
一
つ
の
共
謀
の
罪
で
処
罰
さ
れ
る
。

一
四
八



租
税
犯
罪
へ
の
共
謀
罪
適
用
事
例
の
日
米
比
較
（
石
村
）

⑤
【
チ
ェ
ー
ン
＆
リ
ン
ク
型
共
謀
（chain and link conspiracy

）】
違
法
薬
物
の
流
通
過
程
で
は
、
密
輸
業
者
、
輸
送
者
、
仲
買
人
、
密
売
人
等
々
、

相
互
に
は
直
接
的
な
接
触
は
持
た
な
い
も
の
の
、
全
体
と
し
て
は
一
個
の
共
謀
（chain and link conspiracy

）
が
認
定
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
。
す

な
わ
ち
、
こ
れ
ら
個
々
の
取
引
は
、
連
鎖
的
で
あ
り
、
一
つ
の
全
体
的
な
合
意
（one overall agreem

ent

）
の
も
と
に
あ
る
と
解
さ
れ
る
こ
と
に

な
る
。

《
設
例
》
Ａ
は
、
犯
罪
組
織
の
ボ
ス
で
あ
り
、
日
常
的
に
違
法
薬
物
を
密
輸
入
し
て
い
る
。
Ａ
は
、
密
輸
入
し
た
薬
物
を
Ｂ
に
売
却
す
る
こ
と
に
同

意
し
た
。
Ｂ
は
、
そ
の
薬
物
を
Ｃ
に
再
販
す
る
こ
と
に
し
た
。
Ｃ
は
、
路
上
販
売
者
（street dealer

）
で
あ
り
、
Ｂ
か
ら
入
手
し
た
薬
物
を
依

存
者
に
小
売
し
て
い
る
。
Ａ
と
Ｃ
は
、
ま
っ
た
く
面
識
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
双
方
の
間
で
は
い
か
な
る
明
示
の
合
意
も
な
け
れ
ば
、
直
接
連

絡
を
取
っ
た
こ
と
も
な
い
。
し
か
し
、
Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ
は
、
各
々
が
う
ま
く
自
己
の
取
引
を
成
功
さ
せ
れ
ば
財
政
的
そ
の
他
の
利
益
を
受
け
る
と
い

う
意
思
の
も
と
一
つ
の
大
き
な
共
謀
の
連
鎖
（chain

）
関
係
に
あ
り
、
連
結
（link

）
し
て
い
る
と
判
定
さ
れ
る
。

⑥
【
車
輪
＆
ス
ポ
ー
ク
型
共
謀
（w

heel and spoke conspiracy

）】
一
人
の
個
人
ま
た
は
一
事
業
体
（
当
該
個
人
ま
た
は
事
業
体
を
囲
む
あ
ら
ゆ

る
活
動
／
行
為
と
関
係
す
る
こ
と
か
ら
、
通
称
で
「
車
輪
（w

heel

）」
ま
た
は
「
ハ
ブ
（hub

）」
と
も
呼
ば
れ
る
。）
が
、
相
互
に
は
直
接
的
な
接

触
は
持
た
な
い
者
（
通
称
で
「
ス
ポ
ー
ク
（spokes
）」
と
も
呼
ば
れ
る
。）
と
共
謀
的
な
合
意
で
結
び
つ
い
て
い
る
と
判
断
さ
れ
る
事
例
が
あ
る
。

こ
う
し
た
事
例
は
、「
車
輪
＆
ス
ポ
ー
ク
共
謀
（w

heel and spoke conspiracy

）」
と
呼
ば
れ
る
。

《
設
例
》
映
画
制
作
・
配
給
会
社
で
あ
る
Ａ
は
、
上
映
権
を
有
す
る
傘
下
の
五
〇
の
劇
場
に
対
し
暗
に
特
定
の
入
場
価
格
に
合
意
す
る
よ
う
に
求
め

た
。
連
邦
検
察
は
、
こ
の
合
意
形
成
に
つ
い
て
、
競
争
を
避
け
て
価
格
の
維
持
を
図
る
狙
い
が
あ
る
と
判
断
し
、
不
当
な
取
引
制
限
（
カ
ル
テ
ル

行
為
）
を
禁
止
す
る
連
邦
シ
ャ
ー
マ
ン
法
二
条
〔
合
衆
国
法
典
タ
イ
ト
ル 15/15 U

.S
. C

ode§
2

〕
違
反
の
共
謀
を
問
い
、
Ａ
お
よ
び
加
盟
五
〇

劇
場
を
起
訴
し
た
。
こ
の
事
例
で
は
、
Ａ
は
、「
車
輪
」
ま
た
は
「
ハ
ブ
」
と
呼
ば
れ
る
。
一
方
、
傘
下
の
劇
場
は
「
ス
ポ
ー
ク
」
と
呼
ば
れ
る
。

こ
の
カ
ル
テ
ル
の
共
謀
に
つ
い
て
、
各
ス
ポ
ー
ク
（
劇
場
）
は
、
相
互
に
は
直
接
的
な
接
触
は
持
た
な
い
。
し
か
し
、
車
輪
＆
ス
ポ
ー
ク
共
謀
基

準
を
適
用
す
れ
ば
、
各
ス
ポ
ー
ク
（
劇
場
）
は
、
車
輪
ま
た
は
ハ
ブ
で
あ
る
映
画
制
作
・
配
給
会
社
と
合
意
し
て
い
る
と
解
さ
れ
る
。
こ
の
結
果
、

Ａ
お
よ
び
加
盟
五
〇
劇
場
に
つ
い
て
共
謀
罪
を
問
う
こ
と
が
可
能
に
な
る
。

一
四
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⑦
【
Ｒ
Ｉ
Ｃ
Ｏ
法
】
Ｒ
Ｉ
Ｃ
Ｏ
法
／
不
正
収
益
・
腐
敗
組
織
法
（R

IC
O
 A

ct=R
acketeer Infl uenced and C

orrupt O
rganization A

ct

）
は
、
犯

罪
に
か
か
る
不
正
収
益
を
市
場
（
合
法
ビ
ジ
ネ
ス
）
に
還
元
し
て
洗
浄
を
は
か
る
こ
と
を
、
そ
の
共
謀
を
含
め
違
法
と
し
処
罰
す
る
も
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
Ｒ
Ｉ
Ｃ
Ｏ
法
は
、
特
定
犯
罪
に
か
か
る
独
立
罪
と
し
て
共
謀
罪
を
規
定
し
て
お
り
、
一
般
的
共
謀
罪
規
定
／
総
則
的
な
共
謀
罪
規
定

（
合
衆
国
法
典
タ
イ
ト
ル 18/18 U

.S
. C

ode

第
三
七
一
条
）
と
は
異
な
る
。
い
ず
れ
に
し
ろ
、
Ｒ
Ｉ
Ｃ
Ｏ
法
上
の
共
謀
罪
で
は
、
判
例
法
で
展
開
さ

れ
て
き
た
「
車
輪
＆
ス
ポ
ー
ク
共
謀
基
準
」
を
条
文
化
し
、
盛
り
込
ん
で
い
る
。
立
法
事
由
と
し
て
は
、
連
邦
検
察
官
が
組
織
犯
罪
集
団
と
の
闘
い

を
効
率
的
に
行
え
る
よ
う
に
す
る
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

⑷　

客
観
的
要
件
：
合
意
（agreem

ent

）

①
【
基
本
的
な
要
件
：
合
意
】
共
謀
罪
の
適
用
の
客
観
的
要
件
の
核
と
な
る
の
は
、「
合
意
（agreem

ent

）」
の
存
在
で
あ
る
。
合
意
は
必
然
的
に
行
使

者
の
主
観
に
関
わ
っ
て
く
る
。
し
か
し
、
純
粋
な
主
観
と
は
い
え
な
い
。「
不
法
な
計
画
が
意
図
さ
れ
る
に
留
ま
る
限
り
、
訴
追
（
起
訴
）
の
対
象
と

さ
れ
え
な
い
。
二
人
以
上
の
者
が
そ
れ
を
実
行
に
移
す
こ
と
を
合
意
す
る
場
合
に
、
ま
さ
に
そ
の
謀
議
が
行
為
そ
の
も
の
と
な
る
。
合
意
は
、
各
人

が
内
心
で
抱
い
て
い
た
意
図
が
発
展
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
合
意
は
そ
れ
自
体
が
「
犯
罪
を
構
成
す
る
行
為
（
ア
ク
ト
ゥ
ス
・
レ
ウ

ス
／actu

s reu
s

）」
で
あ
る
。

ま
た
、
裁
判
例
等
に
よ
る
と
、
合
意
が
共
謀
罪
の
対
象
と
な
る
た
め
に
は
、
さ
ら
に
、
次
の
基
準
が
満
た
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。

《
基
準
①
》
被
告
は
、
実
際
に
あ
る
特
定
の
罪
を
犯
す
意
図
を
持
っ
て
同
意
し
て
い
る
こ
と
。

《
基
準
②
》
被
告
は
、
合
意
し
た
と
き
に
共
謀
の
目
的
を
遂
行
す
る
意
図
を
有
し
て
い
る
こ
と
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
犯
罪
を
構
成
す
る
行
為
（
ア
ク
ト
ゥ
ス
・
レ
ウ
ス
／actu

s reu
s

）」
に
あ
た
る
と
の
要
件
は
、
①
被
告
が
他
の
者
と
罪
を
犯

す
合
意
を
形
成
す
る
意
図
が
あ
り
、
か
つ
②
当
該
被
告
が
合
意
し
た
と
き
に
、
共
謀
の
目
的
を
成
し
遂
げ
る
に
は
何
を
す
べ
き
か
の
意
図
が
あ
る
こ

と
で
あ
る
。

《
基
準
③
：
謀
議
に
お
け
る
自
己
利
益
の
認
識
（stake in the venture

）
基
準
》
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租
税
犯
罪
へ
の
共
謀
罪
適
用
事
例
の
日
米
比
較
（
石
村
）

多
く
の
場
合
、
検
察
官
は
、
被
告
人
が
、
共
謀
者
と
の
謀
議
の
な
か
で
、
共
謀
の
目
的
が
う
ま
く
達
成
で
き
れ
ば
自
ら
が
財
政
的
そ
の
他
の
利
益

を
受
け
る
と
い
う
意
図
が
あ
っ
た
こ
と
を
立
証
す
る
よ
う
に
求
め
ら
れ
る
。

ま
た
、
合
意
は
、
実
質
的
に
目
的
と
な
る
犯
罪
に
つ
い
て
の
意
思
の
合
致
（m

eeting of the m
inds

）
な
ど
を
指
す
。
合
意
が
あ
る
と
認
め
ら
れ

る
に
は
、
目
的
犯
罪
が
詳
し
く
認
識
さ
れ
て
い
る
必
要
は
な
い
と
さ
れ
る
。
合
意
の
形
成
に
は
、
明
示
的
な
意
思
・
連
絡
は
必
要
で
な
く
、
黙
示
的

で
も
よ
く
、
ま
た
、
複
数
人
の
直
接
の
接
触
も
要
せ
ず
一
つ
の
合
意
を
順
次
形
成
す
る
か
た
ち
で
も
よ
い
。
合
意
は
、
そ
の
性
格
上
秘
匿
的
で
あ
り
、

訴
追
す
る
検
察
側
に
と
っ
て
も
合
意
文
書
の
よ
う
な
（w

ritten agreem
ent

）
そ
の
直
接
証
拠
を
得
難
い
ケ
ー
ス
が
多
い
。
こ
の
た
め
、
裁
判
所
は
、

状
況
証
拠
（circum

stantial evidence

）
な
ど
間
接
事
実
に
基
づ
く
認
定
で
十
分
で
あ
る
と
の
判
断
を
し
て
い
る
。

《
設
例
》
例
え
ば
、
Ａ
が
、
Ｂ
に
対
し
て
Ｃ
銀
行
に
押
し
入
り
強
盗
を
働
か
な
い
か
と
話
を
持
ち
か
け
た
と
す
る
。
Ｂ
は
心
の
中
で
Ａ
を
ほ
う
助
す

る
こ
と
を
約
束
し
た
が
、
Ｂ
は
実
際
に
強
盗
が
行
わ
れ
る
前
に
Ａ
を
警
察
署
に
自
首
さ
せ
る
計
画
を
た
て
た
。
こ
の
事
例
で
は
、
Ｂ
は
共
謀
罪
で

有
罪
に
な
る
こ
と
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
Ｂ
は
、
Ａ
と
合
意
す
る
意
図
は
あ
っ
た
が
、
そ
の
合
意
を
し
た
と
き
に
共
謀
の
目
的
が
う
ま
く
達
成

で
き
れ
ば
自
ら
が
財
政
的
そ
の
他
の
利
益
を
受
け
る
と
い
う
意
図
を
有
し
て
い
な
か
っ
た
と
解
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
、
現
実
に
は
、
検
察
官
は
、
Ｂ
が
ど
の
時
点
で
合
意
を
し
た
か
を
立
証
す
る
の
は
至
難
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
裁
判
所
は
、
状
況
証
拠

な
ど
間
接
事
実
に
基
づ
く
認
定
で
十
分
で
あ
る
と
の
判
断
を
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

②
【
黙
示
の
合
意
】
共
謀
罪
の
適
用
要
件
で
あ
る
当
事
者
間
の
「
合
意
」
と
は
、「
明
示
の
合
意
（express agreem

ent

）」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

か
ど
う
か
が
問
わ
れ
る
。
こ
の
点
、
裁
判
例
で
は
、
当
事
者
間
の
合
意
は
、
必
ず
し
も
明
示
の
合
意
で
あ
る
必
要
が
な
く
、「
黙
示
の
合
意

（im
plied agreem

ent

）」
が
あ
っ
た
と
立
証
で
き
た
場
合
で
も
、
共
謀
罪
を
問
う
こ
と
が
で
き
る
と
解
し
て
い
る
。

《
設
例
》
Ａ
と
Ｂ
は
、
と
も
に
違
法
薬
物
デ
ィ
ラ
ー
で
あ
り
、
共
同
で
大
量
の
薬
物
の
密
輸
入
を
計
画
し
た
。
Ａ
と
Ｂ
は
、
運
転
助
手
の
Ｃ
を
伴
い
、

あ
る
夜
、
国
境
ま
で
バ
ン
ト
ラ
ッ
ク
を
運
転
し
、
供
給
者
の
ト
ラ
ッ
ク
か
ら
自
分
ら
の
バ
ン
ト
ラ
ッ
ク
積
荷
の
薬
物
を
移
す
作
業
を
行
っ
た
。
積

荷
の
中
身
が
何
で
あ
る
か
知
ら
な
い
運
転
助
手
Ｃ
は
、
そ
の
作
業
を
手
伝
っ
た
。
そ
の
後
連
邦
薬
物
取
締
官
は
こ
の
事
件
を
摘
発
し
、
連
邦
検
察

は
、
Ｃ
を
、
違
法
薬
物
の
取
引
に
関
し
黙
示
の
合
意
（im

plied agreem
ent

）
を
し
た
か
ど
で
共
謀
罪
で
起
訴
し
た
。
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以
上
の
よ
う
に
、
共
謀
罪
の
適
用
は
、「
合
意
」
と
い
う
客
観
的
要
件
を
軸
に
展
開
さ
れ
て
い
る
。
加
え
て
、
裁
判
所
に
よ
っ
て
は
、
次
の
よ
う
な

付
加
的
要
件
を
立
証
す
る
よ
う
に
求
め
る
。

③
【
法
人
内
共
謀
不
成
立
原
則
（intra-corporate conspiracy doctrine

）】
法
人
（
会
社
）
に
お
け
る
法
人
と
役
員
の
間
ま
た
は
役
員
相
互
間
の
共

謀
は
、
反
ト
ラ
ス
ト
法
違
反
に
は
な
ら
な
い
と
す
る
原
則
で
あ
る
。
共
謀
が
成
立
す
る
た
め
に
は
二
つ
以
上
の
意
思
の
合
意
の
存
在
を
必
要
と
す
る

が
、
法
人
内
共
謀
不
成
立
原
則
の
も
と
、
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
社
団
は
、
事
業
体
と
そ
の
代
理
人
は
単
一
の
行
動
者
で
あ
る
と
す
る
事
業
体
擬
制
説
に

基
づ
き
共
謀
訴
訟
の
対
象
か
ら
除
外
さ
れ
る
。
今
日
、
法
人
内
共
謀
不
成
立
原
則
は
、
反
ト
ラ
ス
ト
法
違
反
事
件
お
よ
び
連
邦
差
別
民
事
事
件

（federal crim
inal conspiracy case

）
関
係
共
謀
に
か
か
る
訴
訟
に
の
み
適
用
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
連
邦
検
察
に
よ
る
連
邦
共
謀
罪
に
か
か
る

起
訴
に
つ
い
て
は
、
法
人
内
共
謀
不
成
立
原
則
は
適
用
さ
れ
な
い
（S

ee, U
nited S

tates v. H
artley, 678 F

.2d 961, at 972 

（11th C
ir. 1982 （

39
））。

⑸　

客
観
的
要
件
：
準
備
行
為
（overt act

）
の
存
在

・
コ
モ
ン
ロ
ー
（
判
例
法
）
で
法
認
さ
れ
て
い
た
共
謀
罪
が
制
定
法
化
さ
れ
た
後
は
、
共
謀
罪
を
問
う
場
合
に
は
、「
意
図
（intent

）」
お
よ
び
「
合

意
（agreem

ent

）」
に
加
え
、
裁
判
例
に
お
い
て
は
、
当
該
合
意
を
促
進
す
る
「
準
備
行
為
（overt act

）」
の
存
在
の
立
証
が
必
要
と
さ
れ
る

（S
ee, e.g., U

nited S
tates v. C

onti, 804 F
.3d 977, at 979-80 

（9th C
ir. 2015

）; U
nited S

tates v. N
gige, 780 F

.3d 497, at 503 

（1st 

C
ir. 2015

）; U
nited S

tates v. S
alahuddin, 765 F

.3d. 329, at 338 

（3d C
ir. 2014

）; U
nited S

tates v. M
athis, 738 F

.3d 719, at 735 

（6th C
ir. 2014

））。
し
た
が
っ
て
、
検
察
官
は
、
処
罰
の
対
象
と
な
る
共
謀
の
罪
を
問
う
た
め
に
は
、
通
例
、
少
な
く
と
も
共
謀
者
の
一
人
が
共
謀

を
促
進
す
る
準
備
行
為
を
行
っ
て
い
る
こ
と
を
立
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

《
設
例
》
例
え
ば
、
Ａ
と
Ｂ
が
Ｃ
銀
行
に
押
し
入
り
強
盗
を
働
く
こ
と
に
合
意
し
た
と
す
る
。
コ
モ
ン
ロ
ー
（
判
例
法
）
で
共
謀
罪
が
法
認
さ
れ
て

い
た
時
代
に
は
、
こ
の
合
意
の
存
在
を
も
っ
て
共
謀
罪
を
問
う
こ
と
が
で
き
た
。
し
か
し
、
共
謀
罪
が
制
定
法
に
よ
り
法
認
さ
れ
て
い
る
今
日
、

共
謀
罪
を
問
う
に
は
、
準
備
行
為
（overt act

）
の
存
在
の
立
証
を
必
要
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、
Ａ
は
、
Ｃ
銀
行
の
前
ま
で
車
を
運
転
し
、
か
つ

押
し
入
る
Ｂ
が
逃
走
で
き
る
よ
う
に
Ｃ
銀
行
の
前
で
駐
車
し
待
機
し
て
い
る
よ
う
な
、
準
備
行
為
（overt act

）
が
存
在
の
必
要
性
で
あ
る
。
こ

の
場
合
に
は
、
直
ち
に
共
謀
罪
を
問
う
こ
と
が
で
き
る
。（
Ａ
の
準
備
行
為
（overt act
）
は
、
共
謀
を
具
体
化
さ
せ
、
Ｂ
に
対
し
て
も
共
謀
罪
を
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租
税
犯
罪
へ
の
共
謀
罪
適
用
事
例
の
日
米
比
較
（
石
村
）

問
う
こ
と
が
で
き
る
。）。
ま
た
、
Ａ
と
Ｂ
が
水
曜
日
に
銀
行
強
盗
を
す
る
計
画
を
た
て
、
二
日
前
の
月
曜
日
に
、
Ａ
が
銃
砲
店
に
出
掛
け
、
Ｂ
が

押
し
入
り
強
盗
に
使
用
す
る
た
め
の
銃
を
購
入
し
た
と
す
る
。
こ
の
場
合
は
、
Ａ
の
準
備
行
為
（overt act

）
は
、
共
謀
を
具
体
化
さ
せ
、
Ｂ
に

対
し
て
も
共
謀
罪
を
問
う
こ
と
が
で
き
る
。
Ａ
が
、
ス
キ
ー
用
具
店
に
出
掛
け
、
目
出
し
帽
を
購
入
し
た
場
合
も
同
様
に
、
準
備
行
為
が
あ
っ
た

と
推
認
さ
れ
る
。

・
た
だ
し
、
例
外
も
あ
る
。
個
別
の
共
謀
罪
規
定
（specifi c conspiracy charge provisions

）、
す
な
わ
ち
特
定
の
犯
罪
に
か
か
る
独
立
罪
的
な
も

の
、
に
お
い
て
は
、
準
備
行
為
（overt act

）
の
存
在
が
構
成
要
件
で
は
な
く
、
し
た
が
っ
て
、
検
察
官
は
そ
の
立
証
が
不
要
で
あ
る
場
合
も
あ
る
。

具
体
的
に
は
、
Ｒ
Ｉ
Ｃ
Ｏ
法
／
不
正
収
益
・
腐
敗
組
織
法
（
合
衆
国
法
典
タ
イ
ト
ル 18/18 U

.S
. C

ode

一
九
六
二
条
ｄ
項
）
上
の
共
謀
罪
な
ら
び

に
刑
事
罰
の
対
象
と
な
る
犯
罪
の
未
遂
お
よ
び
共
謀
（attem

pt and conspiracy

）
を
処
罰
す
る
規
定
（
合
衆
国
法
典
タ
イ
ト
ル 21/21 U

.S
. 

C
ode

八
四
六
条
）
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
規
定
に
基
づ
く
共
謀
罪
に
か
か
る
訴
追
に
お
い
て
は
、
検
察
側
は
準
備
行
為
（overt act

）
の

存
在
を
立
証
す
る
必
要
が
な
い
と
さ
れ
る
（S

ee, W
hitfi eld v. U

nited S
tates, 543 U

.S
. 209, at 213 

（2005

）; U
nited S

tates v. F
ullm

er, 

584 F
.3d 132, at 160 

（3d C
ir. 2009

））。

⑹　

主
観
的
要
件
：
意
図
（intent

）、「
故
意
（w

illfulness

）」
の
存
在

・
各
種
犯
罪
の
な
か
に
は
、
行
為
者
の
内
心
に
あ
る
種
の
「
思
い
」、「
意
図
（intent （

40
））」

が
あ
る
場
合
に
だ
け
成
立
す
る
と
し
て
い
る
も
の
が
あ
る
。

こ
う
し
た
要
件
を
主
観
的
要
件
と
い
い
、
ま
た
、
そ
う
し
た
「
思
い
」「
意
図
」（「
意
図
的
に
」）
を
主
観
的
構
成
要
件
要
素
（subjective 

com
ponent

）
と
い
う
。

・
ア
メ
リ
カ
刑
事
法
学
上
の
主
観
的
構
成
要
件
要
素
と
し
て
法
文
で
は
「
意
図
的
（intentional

）」
の
ほ
か
に
「
故
意
に
（w

illfully, purposely

）」、

「
恣
意
的
（arbitral

）」
な
ど
の
法
的
文
言
が
使
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
を
比
べ
た
場
合
に
、
ど
の
よ
う
な
意
味
の
違
い
が
あ
る
の
か
は
定
か
で
は
な

い
。
本
稿
で
は
、「
意
図
的
に
＝
計
画
的
に
」、「
故
意
に
＝
確
信
的
に
」、
そ
し
て
「
恣
意
的
に
＝
思
い
つ
い
た
ま
ま
に
」
の
よ
う
な
認
識
で
と
ら
え

て
い
る
。
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・
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
共
謀
罪
は
、
そ
れ
を
問
う
場
合
に
は
、
こ
う
し
た
主
観
的
要
件
あ
る
い
は
主
観
的
構
成
要
件
要
素
、
す
な
わ
ち
「
意
図
」、
の
存

在
を
立
証
す
る
必
要
の
あ
る
犯
罪
の
一
つ
で
あ
る

（
41
）

。
具
体
的
に
は
、
①
連
邦
犯
罪
を
犯
す
意
図
ま
た
は
②
連
邦
政
府
に
詐
欺
を
働
く
意
図
が
あ
る
か

ど
う
か
で
あ
る
。

・
再
度
確
認
す
る
が
、
連
邦
刑
事
法
典
の
一
般
的
共
謀
罪
（
三
七
一
条
）
の
主
た
る
構
成
要
件
は
、
①
共
謀
目
的
に
つ
い
て
の
合
意
（agreem

ent

）
が

あ
る
こ
と
、
②
当
該
目
的
を
達
成
す
る
た
め
の
特
定
の
意
図
（specifi c intent

）
が
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
③
当
該
合
意
を
促
進
す
る
た
め
の
準
備
行

為
（overt act

）
が
あ
る
こ
と
の
三
つ
で
あ
る

（
42
）

。

・
以
上
の
構
成
要
件
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
、
共
謀
罪
は
、
客
観
的
な
要
件
を
超
え
た
②
参
加
者
の
主
観
的
な
「
特
定
の
意
図

を
求
め
る
犯
罪
（specifi c intent crim

e

）」
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
共
謀
罪
は
、
二
人
以
上
の
者
が
、
法
が
禁
じ
る
こ
と
を
、
特
定
の
意
図

（specifi c intent

）
を
持
っ
て
す
る
犯
罪
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

・
特
定
の
意
図
が
存
在
す
る
か
ど
う
か
は
、
一
般
に
、
言
論
、
行
為
な
ど
か
ら
判
定
さ
れ
る
が
、
特
定
の
意
図
の
存
在
は
、
具
体
的
に
は
、
次
の
二
つ

の
要
素
で
持
っ
て
判
断
さ
れ
る
（S

ee, U
nited S

tates v. U
nited S

tates G
ypsum

 C
o., 438 U

.S
. 422, at 443 

（1978

））。

・
合
意
ま
た
は
共
謀
の
意
図

・
共
謀
の
対
象
と
な
る
犯
罪
を
実
現
す
る
意
図

・
共
謀
罪
を
問
う
場
合
、
検
察
官
は
、
制
定
法
上
の
共
謀
罪
の
核
と
な
る
要
素
は
、
共
謀
者
が
特
定
の
意
図
を
も
っ
て
不
法
を
実
現
す
る
（
ま
た
は
政

府
に
詐
欺
行
為
を
働
く
）
た
め
に
共
謀
の
輪
に
加
わ
っ
た
か
ど
う
か
を
立
証
す
る
必
要
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
検
察
官
は
、
共
謀
罪
を
問
う
場
合
、

共
謀
者
で
あ
る
被
告
が
不
法
を
実
現
す
る
（
ま
た
は
政
府
に
詐
欺
行
為
を
働
く
）
特
定
の
意
図
を
も
っ
て
共
謀
の
輪
に
加
わ
っ
た
こ
と
（joint

）
を

立
証
す
る
よ
う
に
求
め
ら
れ
る
。

・
ま
た
、
裁
判
例
に
よ
っ
て
は
、「
任
意
か
つ
故
意
に
（voluntarily and purposely

）」、
つ
ま
り
自
分
の
意
思
で
「
確
信
的
に
」
共
謀
者
の
輪
に
加

わ
っ
た
こ
と
を
立
証
す
る
よ
う
に
求
め
て
い
る
例
も
あ
る
。

一
五
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租
税
犯
罪
へ
の
共
謀
罪
適
用
事
例
の
日
米
比
較
（
石
村
）

・
検
察
は
、
合
意
ま
た
は
被
告
の
任
意
参
加
の
立
証
に
あ
た
っ
て
は
、
直
接
証
拠
を
提
出
す
る
こ
と
が
必
須
で
は
な
い
。
被
告
が
、
状
況
証
拠
な
ど
か

ら
、
不
法
を
実
現
す
る
意
図
を
も
っ
て
共
謀
の
輪
に
加
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
立
証
す
る
こ
と
で
足
り
る
と
さ
れ
る
。

・
こ
の
よ
う
に
、
共
謀
罪
で
は
、
主
と
し
て
被
告
の
不
法
を
実
現
す
る
特
定
の
意
図
（specifi c intent

）
に
着
目
す
る
こ
と
が
特
徴
で
あ
る
。
こ
れ
に

対
し
て
、
未
遂
罪
で
は
、
主
に
実
体
的
な
個
別
の
犯
罪
を
す
る
被
告
の
行
為
（conduct

）
に
着
目
す
る
。

⑺　

共
謀
罪
と
公
訴
時
効
（statute of lim

itation

）

・
連
邦
刑
事
法
典
の
一
般
的
共
謀
罪
（
三
七
一
条
）
は
、
公
訴
時
効
（statute of lim

itation

）
の
あ
る
犯
罪
（continuing off ence

）
で
あ
る
。
公

訴
時
効
と
は
、
刑
事
上
の
時
効
の
概
念
で
、
犯
罪
が
終
わ
っ
て
か
ら
一
定
期
間
が
過
ぎ
る
と
、
公
訴
の
提
起
（
起
訴
）
が
で
き
な
く
な
る
こ
と
を
指

す
。
公
訴
時
効
は
過
ぎ
る
と
、
政
府
（
検
察
）
は
共
謀
に
参
加
し
た
共
謀
者
を
起
訴
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
。

・
死
刑
・

・

（ capital

・
・
・
・・
・
・

） 

や
租
税
犯
罪

・

・

・

・

（ tax crim
es

・
・
・
 
・
・
・
・
・
・

） 

を
除
く

・

・

・

、
ほ
と
ん
ど
の
連
邦
犯
罪
に
か
か
る
公
訴
時
効
は
五
年
で
あ
る
（
合
衆
国
法
典
タ
イ
ト
ル 

18/18 U
.S

. C
ode 

三
二
八
二
条
）。
一
般
的
共
謀
罪
規
定
（general conspiracy charge provision

／
連
邦
刑
事
法
典
三
七
一
条
）
公
訴
時
効
も

五
年
で
あ
る
。

・
租
税
犯
罪

・

・

・

・

（
租
税
実
定
犯
罪
）

 

・

・

・

・

・

・
 

、
す
な
わ
ち
内
国
歳
入
法
（internal revenue law

s

）
違
反
、
に
か
か
る
公
訴
時
効
は
、
一
部
三
年
、
重
要
な
租
税

犯
罪
に
つ
い
て
は
六
年
で
あ
る
（
Ｉ
Ｒ
Ｃ
六
五
三
一
条
）。
し
た
が
っ
て
、
後
述
す
る
一
般
的
共
謀
罪
規
定
（general conspiracy charge 

provision

／
連
邦
刑
事
法
典
三
七
一
条
）
の
う
ち
①
犯
罪
条
項
（off ence clause

）
に
か
か
る
共
謀
も
六
年
で
あ
る
。
ま
た
、
②
詐
欺
条
項

（defraud clause

）
に
か
か
る
共
謀
も
六
年
と
解
さ
れ
る
。

・
租
税
実
体
犯
罪
に
か
か
る
共
謀
で
起
訴
さ
れ
た
被
告
／
納
税
者
と
検
察
の
間
で
、
公
訴
時
効
が
五
年
か
六
年
か
で
争
わ
れ
る
こ
と
も
少
な
く
な
い
。

裁
判
例
で
は
、
租
税
実
体
犯
罪
に
か
か
る
共
謀
に
つ
い
て
は
六
年
と
さ
れ
て
い
る
（S

ee, e.g., U
nited S

tates v. B
ellom

o, 176 F
.3d 580, at 598 

（2nd C
ir. 1999

）; U
nited S

tates v. A
ubin, 87 F

.3d 141, at 145 

（5th C
ir. 1996

））。

・
共
謀
罪
に
か
か
る
公
訴
時
効
は
、
最
後
の
準
備
行
為
（overt act

）
の
日
か
ら
進
行
す
る
（S

ee, F
isw

ick v. U
nited S

tates, 329 U
.S

. 211 

（1946

）; U
nited S

tates v. B
utler, 792 F

.2d 1528 

（11th C
ir. 19686

））。

一
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・
一
方
、
Ｒ
Ｉ
Ｃ
Ｏ
法
／
不
正
収
益
・
腐
敗
組
織
法
（
合
衆
国
法
典
タ
イ
ト
ル 18/18 U
.S

. C
ode 

一
九
六
二
条
ｄ
項
）
に
か
か
る
共
謀
罪
の
よ
う
に
、

準
備
行
為
（overt act

）
の
存
在
の
立
証
を
必
要
と
し
な
い
個
別
・
独
立
罪
的
な
共
謀
罪
（specifi c conspiracy charge provisions

）
に
つ
い
て

は
、
共
謀
が
進
行
し
た
期
間
を
過
ぎ
る
と
公
訴
時
効
が
完
成
す
る
と
さ
れ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
、
共
謀
は
、
そ
の
目
的
が
達
成
さ
れ
る
ま
で
、
ま

た
は
そ
れ
か
ら
離
脱
す
る
ま
で
、
継
続
し
た
も
の
と
解
さ
れ
る
と
す
る
裁
判
例
も
あ
る
（S

ee, e.g., U
nited S

tates v. N
orthern Im

p. C
o., 814 

F
.2d 540 

（8th C
ir. 1987

）; U
nited S

tates v. C
oia, 719 F

.2d 1120 

（11th C
ir. 1983

）, cert. denied, 466 U
.S

. 973 

（1984

））。

⑻　

共
謀
の
離
脱
（w

ithdraw
al of conspiracy

）
／
共
謀
離
脱
の
防
御
（w

ithdraw
al defense

）

・
共
謀
罪
を
め
ぐ
る
裁
判
に
お
い
て
、
弁
護
側
は
、
共
謀
者
で
あ
る
被
告
が
共
謀
か
ら
離
脱
（w

ithdraw
al

）
し
た
旨
主
張
し
て
、
防
御
（defend

）

す
る
こ
と
が
あ
る
。

・
共
謀
か
ら
離
脱
し
た
か
ど
う
か
は
、
当
該
個
人
が
当
局
に
自
首
し
計
画
を
通
知
す
る
ま
た
は
他
の
共
謀
者
に
対
し
て
集
団
か
ら
離
脱
す
る
旨
の
通
知

を
す
る
な
ど
の
積
極
的
な
行
為
（affi  rm

ative action

）
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
で
判
断
さ
れ
る
（S

ee, e.g., 

（U
nited S

tates v. U
.S

. G
ypsum

 

C
o., 438 U

.S
. 422, at 464-45 

（1978
）; U

nited S
tates v. G

onzalez, 797 F
.2d 917 

（10th C
ir. 1986

）; U
nited S

tates v. O
rtega, 750 

F
.3d 1020, at 1024 

（8th C
ir. 2014

）; U
nited S

tates v. M
organ, 748 F

.3d 1024, at 1037 

（10th C
ir. 2014

））。

・
共
謀
か
ら
離
脱
、
断
念
し
た
か
ど
う
か
の
立
証
責
任
は
、
共
謀
者
で
あ
る
被
告
側
が
負
う
（S

ee, S
m
ith v. U

nited S
tates, 133 S

. C
t. 714, at 

720 

（2013

））。

・
共
謀
者
が
共
謀
の
合
意
を
拒
否
ま
た
は
放
棄
し
た
こ
と
は
、「
共
謀
の
断
念
」
を
判
断
す
る
際
の
重
要
な
目
印
と
な
る
（H

yde v. U
nited S

tates, 

225 U
.S

. 347, at 369 

（1912

））。

・
共
謀
か
ら
離
脱
し
た
か
ど
う
か
の
判
断
は
、
事
実
問
題
（a question of fact

）
で
あ
り
、
審
理
陪
審
（trial jury

）
で
精
査
さ
れ
る
。

・
共
謀
か
ら
離
脱
し
た
場
合
、
そ
の
者
は
、
離
脱
後
の
他
の
共
謀
者
の
行
為
に
対
し
て
は
免
責
さ
れ
る
が
、
共
謀
罪
で
処
罰
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
得
る

（S
ee, S

m
ith v. U

nited S
tates, 133 S

. C
t. 714, at 719 

（2013

）; U
nited S

tates v. S
alazar, 751 F

.3d 326, 330-31 

（5th C
ir. 2015

））。

一
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租
税
犯
罪
へ
の
共
謀
罪
適
用
事
例
の
日
米
比
較
（
石
村
）

Ⅲ　

ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
共
謀
罪
と
税
務
専
門
職

ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
は
、
連
邦
法
お
よ
び
諸
州
の
制
定
法
の
な
か
に
、
①
各
種
「
個
別
・
独
立
罪
的
な
共
謀
罪
（specifi c conspiracy 

charges

）」
と
、
②
「
一
般
的
共
謀
罪
（general conspiracy charge

）」
の
規
定
が
混
在
し
て
い
る
。

す
で
に
ふ
れ
た
よ
う
に
、
税
法
分
野
に
限
っ
て
い
え
ば
、
連
邦
税
法
（
Ｉ
Ｒ
Ｃ
／
内
国
歳
入
法
典

（
43
））

に
は
、
個
別
・
独
立
罪
的
な
共
謀
罪

規
定
は
置
か
れ
て
い
な
い
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
例
え
ば
、
企
業
の
従
業
者
と
幹
部
、
納
税
者
と
税
務
専
門
職
な
ど
と
の
間
で
、
租
税
ほ
脱

ス
キ
ー
ム
な
い
し
濫
用
的
な
タ
ッ
ク
ス
シ
ェ
ル
タ
ー
ス
キ
ー
ム
（abusive tax shelter schem

es

）
を
組
成
し
、
租
税
回
避
（tax 

avoidance

）
を
計
画
し
た
と
す
る

（
44
）

。
あ
る
い
は
源
泉
所
得
税
の
不
納
付
・
事
業
運
営
資
金
へ
の
違
法
な
充
当
な
ど
を
話
し
合
っ
た
と
す
る
。

こ
う
し
た
場
合
に
は
、
当
該
租
税
犯
罪
と
は
別
途
に
、
連
邦
刑
事
法
典
三
七
一
条
に
定
め
る
一
般
的
共
謀
罪
規
定
（general conspiracy 

provision

）
を
適
用
し
て
当
該
共
謀
計
画
／
準
備
行
為
を
処
罰
す
る
仕
組
み
に
な
っ
て
い
る
。

ち
な
み
に
、
本
稿
に
お
い
て
、
ア
メ
リ
カ
の
「
税
務
専
門
職
（tax professionals

）」
と
い
う
場
合
に
は
、
主
と
し
て
税
務
弁
護
士
（tax 

attorney at law

）、
公
認
会
計
士
（C

P
A
=certifi ed public accountant

）
お
よ
び
登
録
税
務
士
（E

A
=enrolled agent

）
を
指
す
。
読
者
の
便

宜
の
た
め
に
、
ア
メ
リ
カ
の
主
な
税
務
専
門
職
の
概
要
を
図
説
す
る
と
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
五
七



【
図
表
27
】
ア
メ
リ
カ
に
主
な
税
務
専
門
職
の
概
要

①
弁
護
士

②
公
認
会
計
士
（
Ｃ
Ｐ
Ａ
）

③
登
録
税
務
士
（
Ｅ
Ａ
）

加
入
専
門
職
団
体

ア
メ
リ
カ
法
曹
協
会
（
Ａ
Ｂ
Ａ
）
ア
メ
リ
カ
公
認
会
計
士
協
会
（
Ａ
Ｉ
Ｃ
Ｐ
Ａ
）
全
国
登
録
税
務
士
連
盟
（
Ｎ
Ａ
Ｅ
Ａ
）＊

加
入

任
意
加
入

任
意
加
入

任
意
加
入

監
督
機
関

州
最
高
裁
判
所

州
当
局

内
国
歳
入
庁
（
Ｉ
Ｒ
Ｓ
）

税
務
代
理

可

可

可

典
拠

財
務
省
規
則
〔
サ
ー
キ
ュ
ラ
ー
二
三
〇
規
則
（C

ircular 230

）〕

訴
訟
代
理

可

連
邦
租
税
裁
判
所
で
は
、
司
法
資
格
試
験
合
格
者
は
可

Ｐ
Ｔ
Ｉ
Ｎ
取
得
者
数

＊
＊

三
〇
、九
一
八
人

二
一
三
、三
五
〇
人

五
一
、七
五
五
人

有
資
格
者
数

約
一
二
〇
万
人

約
六
五
万
人

約
六
万
人

＊
全
国
登
録
税
務
士
連
盟
（N

A
E
A
=N

ational A
ssociation of E

nrolled A
gents

）
お
よ
び
各
州
の
登
録
税
務
士
会
へ
の
加
入
は
任
意
で
あ
る
。

＊
＊
申
請
に
よ
り
内
国
歳
入
庁
（
Ｉ
Ｒ
Ｓ
）
か
ら
Ｐ
Ｔ
Ｉ
Ｎ
（
納
税
申
告
作
成
者
Ｉ
Ｄ
番
号
）
を
取
得
し
た
者
の
数
は
、
二
〇
一
六
年
九
月
一
日
現
在

1　

犯
罪
条
項
、
詐
欺
条
項
と
は

連
邦
刑
事
法
典
三
七
一
条
の
一
般
的
共
謀
罪
規
定
は
、
二
つ
の
類
型
の
犯
罪
を
一
つ
に
し
、
次
の
よ
う
に
規
定
す
る
。
読
者
の
便
宜
を

考
え
、
三
七
一
条
を
再
掲
す
る
と
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
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租
税
犯
罪
へ
の
共
謀
罪
適
用
事
例
の
日
米
比
較
（
石
村
）

【
図
表
28
】
連
邦
刑
事
法
典
三
七
一
条
〔
一
般
的
共
謀
罪
〕
の
客
観
的
要
件

二
人
以
上
の
者
が
、
①
合
衆
国
に
対
す
る
犯
罪
行
為
を
行
う
こ
と
（to com

m
it any off ence against the U

nited S
tates

）
に
つ
い
て
共
謀
し
、

ま
た
は
②
何
ら
か
の
方
法
も
し
く
は
何
ら
か
の
目
的
の
た
め
の
合
衆
国
ま
た
は
そ
の
政
府
機
関
に
詐
欺
行
為
を
行
う
こ
と
（to defraud the U

nited 

S
tates

）
に
つ
い
て
共
謀
し
、
か
つ
、
そ
れ
ら
の
者
の
一
人
以
上
の
者
が
当
該
共
謀
内
容
の
達
成
の
た
め
に
何
ら
か
の
行
為
を
し
た
と
き
に
、
共
謀
し

た
各
人
は
、
次
の
刑
で
処
罰
さ
れ
る
。

・
五
年
以
下
の
自
由
刑
（
懲
役
・
禁
固
）、
も
し
く
は

・
二
五
万
ド
ル
以
下
（
法
人
の
場
合
は
五
〇
万
ド
ル
以
下
）
の
罰
金
、

・
ま
た
は
双
方
を
併
科

こ
の
連
邦
刑
事
法
典
三
七
一
条
に
目
を
通
せ
ば
わ
か
る
よ
う
に
、
一
般
的
共
謀
罪
の
対
象
と
な
る
「
共
謀
（crim

e of conspiracy

）」
は
、

二
つ
か
ら
な
っ
て
い
る
。
刑
事
司
法
実
務
家
の
間
で
は
、
前
者
①
は
「
犯
罪
条
項
に
か
か
る
共
謀
罪
（conspiracy-to-off ence clause

）」、

後
者
②
は
「
詐
欺
条
項
に
か
か
る
共
謀
（conspiracy-to-defraud clause （

45
））」

と
呼
ば
れ
て
い
る
。
も
う
一
度
、
双
方
の
違
い
を
確
認
す
る

と
、
次
の
よ
う
な
構
図
に
な
る
。

【
図
表
29
】「
犯
罪
条
項
」
と
「
詐
欺
条
項
」
に
か
か
る
共
謀
罪
と
を
比
べ
る

①
【
犯
罪
条
項
に
か
か
る
共
謀
罪
（conspiracy-to-off ence clause
）】
合
衆
国
（
連
邦
）
に
対
す
る
犯
罪
行
為
を
行
う
こ
と
（to com

m
it any 

off ence against the U
nited S

tates

）
に
つ
い
て
共
謀
す
る
こ
と
。

②
【
詐
欺
条
項
に
か
か
る
共
謀
罪
（conspiracy-to-defraud clause

）】
何
ら
か
の
方
法
も
し
く
は
何
ら
か
の
目
的
の
た
め
の
合
衆
国
（
連
邦
）
ま

た
は
そ
の
政
府
機
関
に
詐
欺
行
為
を
行
う
こ
と
（to defraud the U

nited S
tates

）
に
つ
い
て
共
謀
す
る
こ
と
。

一
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双
方
の
大
き
な
違
い
は
、
①
犯
罪
条
項
に
か
か
る
共
謀
罪
（conspiracy-to-off ence clause

）
の
適
用
に
お
い
て
は
、
共
謀
者
が
そ
の

ベ
ー
ス
と
な
る
各
種
個
別
の
犯
罪
に
関
係
し
た
こ
と
が
前
提
と
な
る

・

・

・

・

・

。
こ
れ
に
対
し
て
、
②
詐
欺
条
項
に
か
か
る
共
謀
罪
（conspiracy-

to-defraud clause

）
の
適
用
に
お
い
て
は
、「
連
邦
政
府
に
詐
欺
行
為
を
す
る
共
謀
（conspiracy to defraud the U

nited S
tates

）」
と
い

う
文
言
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
共
謀
者
が
特
定
の
実
体
犯
罪
に
関
係
し
た
こ
と
が
前
提
と
な
っ
て
い
な
い

・

・

・

・

・

・

・

・

・

。
す
な
わ
ち
、
検
察
は
、
共

謀
者
が
特
定
の
個
別
の
実
体
犯
罪
に
関
係
し
た
こ
と
を
立
証
す
る
よ
う
に
は
求
め
ら
れ
な
い
。
い
わ
ば
、「
ス
タ
ン
ド
ア
ロ
ー
ン
（it 

stands its ow
n

）」
の
規
定
振
り
に
な
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
検
察
は
、
被
告
に
連
邦
政
府
の
正
当
な
行
為
を
妨
害
す
る
た
め
の
共
謀

が
あ
っ
た
こ
と
を
立
証
す
る
こ
と
で
足
り
る
と
さ
れ
る
。
共
謀
罪
に
か
か
る
刑
事
訴
追
の
現
場
で
は
、

典
拠
と
し
て
概
括
的
な
詐
欺
条
項
（defraud clause

）
に
か
か
る
共
謀
罪
を
典
拠
と
し
た
訴
追
（
起
訴
）

が
汎
用
さ
れ
、
裁
判
例
の
積
重
ね
を
通
じ
て
共
謀
罪
の
成
立
要
件
も
比
較
的
明
確
で
あ
る

（
46
）

。
共
謀
罪
適

用
の
際
に
、
個
々
の
租
税
実
体
犯
罪
規
定
は
個
別
の
共
謀
規
定
を
有
し
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
一
般
共

謀
罪
を
適
用
す
る
形
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
既
に
ふ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

租
税
実
体
犯
罪
の
共
謀
に
か
か
る
訴
追
（
起
訴
）
手
続
で
は
、
①
も
し
く
は
②
、
ま
た
は
①
と
②
双

方
を
典
拠
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
（S

ee, U
nited S

tates v. Jerkins, 871 F
.2d 598, at 602 

（6th 

C
ir. 1989

）; U
nited S

tates v. L
ittle, 753 F

.2d 1420, at 1442 

（9th C
ir. 1984

）; U
nited S

tates 

v. S
herm

etoro, 625 F
.2d 104, at 109 

（6th C
ir. 1980

）。【
図
表
30
】

【図表 30】連邦刑事租税訴訟ルート
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租
税
犯
罪
へ
の
共
謀
罪
適
用
事
例
の
日
米
比
較
（
石
村
）

⑴　

連
邦
司
法
手
続
の
要
点

こ
こ
で
、
読
者
の
便
宜
の
た
め
の
、
連
邦
の
刑
事
司
法
手
続
、
と
り
わ
け
、
連
邦

大
陪
審
（G

rand July

）
に
よ
る
起
訴
相
当
（true bill

）
の
決
定
が
出
さ
れ
、
罪
状

認
否
（
ア
レ
イ
ン
メ
ン
ト
／arraignm

ent

）
が
行
わ
れ
た
後
の
司
法
手
続
の
流
れ
を
簡

潔
に
図
説
す
る
と
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。【
図
表
31
】

刑
事
被
告
人
が
、
③
罪
状
認
否
（
ア
レ
イ
ン
メ
ン
ト
／arraignm

ent

）
で
④
無
罪
の

答
弁
を
し
、
正
式
な
裁
判
（
公
判
の
開
催
）
に
臨
む
と
す
る
。
こ
の
場
合
、
事
実
審

裁
判
所
（
連
邦
税
の
場
合
は
連
邦
地
方
裁
判
所
）
に
お
け
る
刑
事
共
謀
罪
に
か
か
る
事

実
問
題
（factual issues

）
に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て
審
理
陪
審
（trial jury

）
が

精
査
し
、
有
罪
・
無
罪
を
評
決
（verdict

）
を
下
す
仕
組
み
に
な
っ
て
い
る
。
審
理

陪
審
が
被
告
人
に
有
罪
の
評
決
を
下
せ
ば
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
、
裁
判
官
は
法
律
を

適
用
し
刑
の
宣
告
を
す
る
。
逆
に
、
陪
審
が
被
告
人
に
無
罪
の
評
決
を
下
せ
ば
、
放

免
に
な
る
。

審
理
陪
審
で
は
、
地
裁
の
担
当
裁
判
官
が
事
件
に
つ
い
て
の
説
示
（instructions

）

を
行
う
。
そ
の
内
容
が
不
十
分
で
あ
っ
た
り
、
真
実
を
語
っ
て
い
な
か
っ
た
り
、
あ

る
い
は
必
要
な
説
示
が
行
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
す
る
。
こ
の
場
合
、
控
訴
人
（
被

告
人
）
は
、
連
邦
控
訴
裁
判
所
で
、
法
の
適
用
・
解
釈
の
み
な
ら
ず
、
陪
審
で
の
説

【図表 31】大陪審による起訴相当決定後の司法手続の流れ
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示
の
適
正
性
・
公
平
性
（
例
え
ば
、
裁
判
官
の
陪
審
員
へ
の
説
示
が
適
正
・
公
平
を
欠
い
て
い
た
こ
と
が
誤
っ
た
有
罪
の
評
決
を
導
き
出
し
た
旨
）
を

争
う
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
ア
メ
リ
カ
の
刑
事
租
税
裁
判
に
お
い
て
、
被
告
人
に
と
り
、「
審
理
陪
審
（trial jury

）」
は
重
い
存

在
で
あ
る

（
47
）

。

一
方
、
被
告
側
が
、
③
罪
状
認
否
（
ア
レ
イ
ン
メ
ン
ト
）
で
、
④
無
罪
の
答
弁
（plea of not guilty

）
を
し
た
と
す
る
。
し
か
し
、
そ
の

後
持
た
れ
る
検
察
官
と
被
告
・
弁
護
人
に
担
当
裁
判
官
が
加
わ
っ
た
協
議
（conference

）
で
、
被
告
側
は
有
罪
の
答
弁
（plea of guilty

）

に
転
じ
、
司
法
取
引
（plea bargaining

）
を
す
る
こ
と
が
き
わ
め
て
多
い
。
す
な
わ
ち
、
ア
メ
リ
カ
の
連
邦
や
州
の
刑
事
裁
判
で
は
、
ほ

と
ん
ど
の
場
合
、
第
一
回
目
の
罪
状
認
否
（
ア
レ
イ
ン
メ
ン
ト
）
で
、
被
告
人
は
無
罪
を
主
張
す
る
。
無
罪
を
主
張
す
る
と
、
公
判
期
日
が

設
定
さ
れ
、
そ
の
後
、
会
議
室
（conference room

）
で
、
被
告
人
・
被
告
人
の
弁
護
人
・
検
察
官
・
弁
護
人
、
事
件
に
よ
っ
て
は
裁
判

官
を
交
え
て
、
裁
判
の
進
行
に
つ
い
て
関
係
者
以
外
立
入
禁
止
の
協
議
（“in cham

bers ” conference

）
が
持
た
れ
る
。

こ
の
協
議
が
、
実
質
的
に
〝
司
法
取
引
（plea bargaining

）〞
の
場
と
な
る
。
被
告
人
が
有
罪
で
あ
る
こ
と
を
認
め
る
代
わ
り
に
、
検

察
側
が
い
く
つ
か
の
犯
罪
（counts

）
の
取
り
下
げ
を
行
う
、
あ
る
い
は
ど
の
程
度
の
量
刑
（sentencing

）、
す
な
わ
ち
減
刑
で
事
件
を
決

着
さ
せ
る
か
の
取
引
が
行
わ
れ
る
。
合
意
に
達
す
れ
ば
、
検
察
官
と
被
告
／
弁
護
人
の
間
で
合
意
書
（plea agreem

ent

）
が
作
成
さ
れ
る
。

司
法
取
引
の
交
渉
内
容
に
つ
い
て
は
、
合
意
書
が
締
結
さ
れ
る
ま
で
公
開
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
る

（
48
）

。

統
計
的
に
み
て
も
、
ア
メ
リ
カ
の
九
〇
％
を
超
え
る
刑
事
裁
判
に
お
い
て
、
量
刑
は
司
法
取
引
（
答
弁
取
引
）
で
決
ま
る
。
こ
の
意
味

で
は
、
極
め
て
効
率
的
な
よ
う
に
も
み
え
る

（
49
）

。
ま
た
、
納
税
者
や
そ
の
代
理
人
に
と
っ
て
も
、「
勝
ち
か
負
け
か
（all-or-nothing

）」
の

結
論
し
か
な
い
本
訴
で
争
う
よ
り
も
予
測
可
能
性
（predictability

）
を
高
め
「justice

」
に
資
す
る
と
の
見
方
も
あ
る

（
50
）

。

し
か
し
、
そ
の
一
方
で
、
司
法
取
引
の
拡
大
に
よ
り
、
陪
審
に
よ
る
正
式
な
裁
判
手
続
は
回
避
さ
れ
、
被
告
人
の
有
罪
の
答
弁
に
よ
り

一
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租
税
犯
罪
へ
の
共
謀
罪
適
用
事
例
の
日
米
比
較
（
石
村
）

九
九
％
を
超
え
る
有
罪
率
に
つ
な
が
っ
て
い
る
こ
と
も
重
い
現
実
し
て
受
け
と
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

（
51
）

。
と
り
わ
け
、
共
謀
罪
を
問
わ
れ

た
被
告
人
が
司
法
取
引
の
レ
ー
ル
の
う
え
を
走
ら
さ
れ
た
と
き
に
、
被
告
人
に
法
認
さ
れ
て
い
る
さ
ま
ざ
ま
な
手
続
上
の
権
利
が
危
機
に

瀕
す
る
。
事
実
、
多
く
の
刑
事
訴
訟
を
専
攻
す
る
学
者
や
弁
護
士
は
、
合
衆
国
憲
法
で
被
告
人
・
被
疑
者
に
保
障
さ
れ
た
刑
事
司
法
上
の

「
人
権
（civil rights

）」、「justice

」
が
〝
風
前
の
灯
火
〞
に
な
っ
て
い
る
実
情
に
危
機
感
を
あ
ら
わ
に
し
て
い
る

（
52
）

。「T
ax Justice

」、

「C
rim

inal Justice
」
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
価
値
観
が
ぶ
つ
か
り
合
う
実
情
に
あ
る

（
53
）

。

ち
な
み
に
、
本
稿
で
取
り
上
げ
る
裁
判
例
は
、
刑
事
訴
訟
（
裁
判
）
に
か
か
る
事
実
審
裁
判
所
で
の
判
決
、
す
な
わ
ち
連
邦
地
方
裁
判

所
の
判
決
、
で
は
な
い
。
そ
の
ほ
と
ん
ど
は
、
連
邦
控
訴
裁
判
所
の
判
決
（【
図
表
31
】
控
訴
の
位
置
を
確
認
）
で
あ
る
。

⑵　

一
般
的
共
謀
罪
の
対
象
と
な
る
二
つ
の
「
共
謀
」
類
型
と
は

本
題
に
移
り
、
以
下
に
、〝
一
般
的
共
謀
罪
の
対
象
と
な
る
二
つ
の
「
共
謀
」
類
型
〞
に
つ
い
て
、
設
例
お
よ
び
裁
判
例
を
交
え
て
図

説
す
る
。

【
図
表
32
】
一
般
的
共
謀
罪
の
対
象
と
な
る
二
つ
の
「
共
謀
」
類
型

①
【
犯
罪
条
項
に
か
か
る
共
謀
罪
：
個
別
の
実
体
犯
罪
を
ベ
ー
ス
と
し
た
共
謀
罪
】
合
衆
国
（
連
邦
政
府
）
に
対
す
る
犯
罪
行
為
を
行
う
こ
と
（to 

com
m
it any off ence against the U

nited S
tates

）
に
つ
い
て
、
個
別
の
実
体
犯
罪
（specifi c substantive off ence

）
に
つ
い
て
共
謀
す
る
こ

と
。

《
設
例
》
事
業
者
Ａ
は
、
当
面
の
資
金
繰
り
の
目
途
が
付
か
ず
、
税
務
顧
問
を
務
め
る
公
認
会
計
士
（
Ｃ
Ｐ
Ａ
）
で
あ
る
Ｂ
と
従
業
者
か
ら
徴
収
し

た
源
泉
所
得
税
を
法
定
期
限
ま
で
に
納
付
せ
ず
に
・
事
業
運
営
資
金
へ
の
違
法
な
充
当
な
ど
を
話
し
合
っ
た
と
す
る
。
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こ
の
事
例
で
は
、
実
際
に
Ａ
が
不
納
付
で
あ
っ
た
場
合
に
は
、
連
邦
課
税
庁
（
Ｉ
Ｒ
Ｓ
）
が
、
連
邦
税
法
（
Ｉ
Ｒ
Ｃ
）
に
基
づ
き
⒤
民
事
制
裁

と
し
て
源
泉
徴
収
税
額
の
期
限
内
未
納
付
（failure to m

ake tim
ely deposits of tax

）
に
対
し
て
未
納
付
額
に
応
じ
二
％
〜
一
〇
％
（
た
だ
し
、

滞
納
通
知
後
に
支
払
が
行
わ
れ
た
場
合
に
は
一
五
％
）
附
帯
税
を
課
す
こ
と
が
で
き
る
（
Ｉ
Ｒ
Ｃ
六
六
五
六
条
）。
ま
た
、
ⅱ
連
邦
検
察
（U

.S
. 

A
ttorney

）
は
、
刑
事
制
裁
と
し
て
内
国
歳
入
法
典
（
Ｉ
Ｒ
Ｃ
）
に
基
づ
き
納
付
す
べ
き
い
か
な
る
租
税
（
例
え
ば
、
源
泉
徴
収
税
）
を
故
意
に

徴
収
せ
ず
、
報
告
せ
ず
、
か
つ
納
付
し
な
い
者
を
、
不
徴
収
ま
た
は
不
納
付
罪
（W

illful failure to collect or pay over taxes

）、
重
罪
と
し

て
、
五
年
以
下
の
自
由
刑
、
も
し
く
は
二
五
万
ド
ル
以
下
（
法
人
の
場
合
は
五
〇
万
ド
ル
以
下
）
の
罰
金
、
ま
た
は
双
方
の
併
科
で
処
罰
す
る
こ

と
が
で
き
る
（
Ｉ
Ｒ
Ｃ
七
二
〇
二
条
）。

さ
ら
に
、
Ａ
が
、
源
泉
所
得
税
の
不
納
付
・
事
業
資
金
へ
の
流
用
を
し
な
か
っ
た
場
合
で
も
、
連
邦
検
察
は
、
意
図
的
に
納
税
し
な
か
っ
た
金

銭
を
手
元
に
置
く
あ
る
い
は
金
庫
に
保
管
す
る
と
い
う
準
備
行
為
（overt act

）
が
あ
っ
た
と
推
認
し
、
Ａ
と
Ｂ
が
合
衆
国
に
対
す
る
犯
罪
行
為

（
不
法
）
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
共
謀
・
合
意
す
る
計
画
が
あ
っ
た
と
し
て
、
連
邦
刑
事
法
典
第
三
七
一
条
の
一
般
的
共
謀
罪
規
定
（general 

conspiracy charge provision

）
を
適
用
し
て
起
訴
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
連
邦
租
税
犯
に
か
か
る
共
謀
罪
の
適
用
に
お
い

て
は
、
共
謀
者
が
計
画
を
実
施
し
た
か
し
な
い
か
も
し
く
は
実
施
し
て
も
成
功
し
た
か
し
な
い
か
、
ま
た
は
合
衆
国
（
連
邦
政
府
）
に
実
際
の
損

害
を
与
え
た
か
ど
う
か
は
問
わ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
、
各
種
税
務
専
門
職
（
Ｃ
Ｐ
Ａ
、
Ｅ
Ａ
（
登
録
税
務
士
）、
弁
護
士
）
は
、
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
へ
の
専
門
職
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に

あ
た
り
、
専
門
職
責
任
／
職
業
賠
償
責
任
（professional responsibility

）
を
問
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
加
え
て
、
租
税
回
避
プ
ラ
ン
を
ク
ラ
イ

ア
ン
ト
に
説
明
し
参
加
を
募
る
こ
と
な
ど
を
通
じ
て
、
脱
税
の
よ
う
な
個
別
実
定
犯
罪
を
行
う
計
画
・
準
備
を
し
た
か
ど
で
共
謀
罪
（conspiracy 

charge

）
を
問
わ
れ
る
可
能
性
が
高
い
。

②
【
詐
欺
条
項
に
か
か
る
共
謀
罪
：
連
邦
政
府
や
Ｉ
Ｒ
Ｓ
を
含
む
政
府
機
関
へ
の
詐
欺
行
為
に
か
か
る
共
謀
罪
】
何
ら
か
の
方
法
も
し
く
は
何
ら
か
の

目
的
の
た
め
の
合
衆
国
ま
た
は
そ
の
政
府
機
関
に
詐
欺
行
為
を
行
う
（to defraud the U

nited S
tates

）
こ
と
に
つ
い
て
共
謀
す
る
こ
と
。
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租
税
犯
罪
へ
の
共
謀
罪
適
用
事
例
の
日
米
比
較
（
石
村
）

《
設
例
》
医
師
Ａ
（
夫
）
と
医
師
Ｂ
（
妻
）
は
、
医
療
ク
リ
ニ
ッ
ク
を
経
営
し
て
い
る
。
Ａ
と
Ｂ
は
、
連
邦
政
府
が
管
轄
し
て
い
る
高
齢
者
お
よ
び

障
害
者
向
け
の
公
的
医
療
保
険
で
あ
る
メ
デ
ィ
ケ
ア
（M

edicare

）
の
診
療
報
酬
を
水
増
し
請
求
す
る
手
口
の
を
使
っ
て
的
医
療
保
険
詐
欺
で
資

金
を
得
、
レ
ジ
ャ
ー
用
ヨ
ッ
ト
を
購
入
す
る
こ
と
を
冗
談
交
じ
り
に
携
帯
電
話
で
話
し
合
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
後
、
Ｂ
が
、
宝
く
じ
で
高
額
の

当
選
金
を
得
た
た
め
、
そ
の
当
選
金
で
待
望
の
ヨ
ッ
ト
を
購
入
し
た
。
当
然
、
診
療
報
酬
を
水
増
し
請
求
の
話
は
立
ち
消
え
に
な
っ
た
。
し
ば
ら

く
し
て
、
Ａ
と
Ｂ
は
、
連
邦
政
府
を
だ
ま
し
公
金
の
搾
取
を
図
る
目
的
で
合
意
を
し
た
と
の
理
由
で
連
邦
刑
事
法
典
第
三
七
一
条
の
共
謀
罪
違
反

容
疑
で
逮
捕
さ
れ
、
連
邦
検
察
は
Ａ
と
Ｂ
を
起
訴
し
た
。
こ
の
起
訴
は
、
連
邦
大
陪
審
／
起
訴
陪
審
（grand jury

）
に
か
け
ら
れ
、
同
陪
審
は

起
訴
相
当
（true bill
）
と
し
た
。
こ
の
結
果
を
受
け
て
、
事
実
審
裁
判
所
で
あ
る
連
邦
地
裁
（
Ａ
と
Ｂ
は
事
実
問
題
の
争
点
を
同
じ
く
す
る
こ

と
か
ら
併
合
訴
訟
）
公
判
で
、
本
人
確
認
（
人
定
質
問
）、
罪
状
認
否
（indictm

ent

）
に
続
き
、
冒
頭
陳
述
に
入
る
。
そ
こ
で
、
検
察
官
は
、
法

廷
に
共
謀
罪
成
立
に
必
要
な
証
拠
を
提
出
し
か
つ
立
証
を
行
っ
た
う
え
で
、
裁
判
例
を
引
用
し
、
共
謀
罪
の
適
用
に
お
い
て
は
、
共
謀
者
が
実
際

に
計
画
を
実
施
し
た
か
ど
う
か
、
あ
る
い
は
そ
れ
が
成
功
し
た
か
ど
う
か
、
さ
ら
に
は
合
衆
国
（
連
邦
政
府
）
に
実
際
の
損
害
を
与
え
た
か
ど
う

か
は
問
わ
な
い
旨
を
強
調
し
た
。
加
え
て
、
共
謀
の
合
意
が
あ
っ
た
と
認
め
ら
れ
る
時
期
に
同
ク
リ
ニ
ッ
ク
の
診
療
報
酬
請
求
に
微
額
な
が
ら
一

部
不
正
が
あ
る
旨
の
証
拠
を
提
出
し
た
。
続
い
て
、
Ａ
と
Ｂ
の
弁
護
側
の
立
証
に
移
り
、
捜
査
当
局
に
よ
る
電
話
傍
受
は
裁
判
所
の
許
可
な
く
実

施
さ
れ
違
法
に
収
集
さ
れ
た
通
話
は
証
拠
能
力
を
持
た
な
い
こ
と
や
、
会
話
は
冗
談
で
あ
る
こ
と
な
ど
を
あ
げ
、
無
罪
の
答
弁
（plea of not 

guilty

）
を
し
た
。
そ
の
後
、
検
察
官
と
被
告
・
弁
護
人
に
担
当
裁
判
官
が
加
わ
っ
て
協
議
（conference

）
に
入
り
、
被
告
側
は
有
罪
の
答
弁

（plea of guilty

）
に
転
じ
、
司
法
取
引
（plea bargaining
）
が
行
わ
れ
た
。
被
告
側
は
、
不
本
意
な
が
ら
、
共
謀
に
つ
い
て
は
こ
れ
を
認
め
る

一
方
で
、
検
察
側
は
、
ク
リ
ニ
ッ
ク
の
閉
鎖
に
つ
な
が
り
か
ね
な
い
診
療
報
酬
請
求
の
一
部
不
正
な
ど
の
罪
に
つ
い
て
は
こ
れ
ら
を
取
下
げ
る
と

と
も
に
、
共
謀
罪
に
か
か
る
量
刑
に
つ
い
て
は
罰
金
刑
に
留
め
る
旨
に
合
意
し
た
。
そ
こ
で
、
検
察
官
と
被
告
人
の
間
で
合
意
書
（plea 

agreem
ent

）
が
交
わ
さ
れ
た
。
連
邦
地
裁
は
、
こ
の
合
意
書
に
そ
っ
て
Ａ
と
Ｂ
に
対
し
、
刑
の
宣
告
を
行
っ
た
。
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の
ち
に
も
う
少
し
詳
し
く
検
討
す
る
が
、
連
邦
検
察
は
、
連
邦
刑
事
法
典
三
七
一
条
の
「
詐
欺
条
項
に
か
か
る
共
謀
（conspiracy to defraud 

the U
nited S

tates

）」
を
典
拠
に
、
ふ
つ
う
の
市
民
に
共
謀
の
罪
を
問
う
姿
勢
を
強
め
て
い
る
。
こ
の
背
景
に
は
、
検
察
は
、
①
犯
罪
条
項
に
か
か

る
共
謀
罪
を
典
拠
に
訴
追
（
起
訴
）
す
れ
ば
、
被
告
（
被
疑
者
）
が
特
定
の
犯
罪
に
関
係
し
た
こ
と
の
立
証
に
多
大
な
テ
マ
と
ヒ
マ
を
掛
け
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
検
察
は
、
②
詐
欺
条
項
に
か
か
る
共
謀
罪
を
典
拠
に
す
れ
ば
、
被
告
（
被
疑
者
）
が
特
定
に
犯
罪
に

関
係
し
た
こ
と
に
つ
い
て
直
接
証
拠
を
示
す
な
ど
し
て
具
体
的
な
立
証
を
す
る
必
要
は
な
く
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
状
況
証
拠
な
ど
を
駆
使
し
、
共

謀
し
て
連
邦
政
府
を
欺
い
て
損
害
を
与
え
る
合
意
を
し
た
旨
を
抽
象
的
に
立
証
す
る
こ
と
で
被
告
（
被
疑
者
）
を
有
罪
に
で
き
る
。
し
か
も
、
ア
メ

リ
カ
の
刑
事
裁
判
の
九
割
が
司
法
取
引
（plea bargaining

）
で
決
着
が
は
か
ら
れ
る
実
情
に
あ
る
。

こ
う
し
た
現
実
を
織
り
込
ん
で
考
え
る
と
、
市
民
は
常
に
、
い
っ
た
ん
政
府
（
検
察
）
が
仕
組
ん
だ
共
謀
罪
の
〝
罠
に
は
ま
れ
ば
、
無
傷
で
は
解

放
さ
れ
な
い
〞
状
況
に
お
か
れ
て
い
る
と
い
っ
て
も
よ
い
。
ま
さ
に
、
共
謀
罪
は
、
市
民
を
「
個
人
と
し
て
は
無
罪
で
あ
っ
て
も
、
集
団
と
し
て
政

府
に
一
泡
吹
か
せ
よ
う
と
の
話
合
い
で
盛
り
上
が
っ
た
だ
け
で
も
い
つ
で
も
有
罪
に
問
え
る
」
危
な
い
ツ
ー
ル
で
あ
る
と
い
え
る
。

2　

問
わ
れ
る
詐
欺
条
項
の
拡
大
適
用
・
拡
大
解
釈

連
邦
議
会
は
、
連
邦
刑
事
法
典
三
七
一
条
の
「
詐
欺
条
項
に
か
か
る
共
謀
罪
（conspiracy-to-defraud clause

）」、
す
な
わ
ち
「
連
邦

／
合
衆
国
〔
政
府
や
Ｉ
Ｒ
Ｓ
を
含
む
政
府
機
関
〕
へ
の
詐
欺
行
為
に
か
か
る
共
謀
（conspiracy to defraud the U

nited S
tates

）
と
は
何

か
」
に
つ
い
て
具
体
的
に
定
義
を
し
な
か
っ
た
。
こ
の
た
め
、
こ
の
概
括
的
か
つ
不
確
定
な
文
言
の
具
体
的
な
意
味
内
容
に
つ
い
て
は
、

司
法
の
判
断
、
す
な
わ
ち
裁
判
所
の
解
釈
に
委
ね
ら
れ
た
。

連
邦
最
高
裁
判
所
は
、「
合
衆
国
（
連
邦
）
へ
の
詐
欺
行
為
に
か
か
る
共
謀
」
と
は
、
①
「
政
府
か
ら
金
銭
ま
た
は
財
産
を
搾
取
す
る

こ
と
」
ま
た
は
、
②
「
虚
偽
、
技
巧
、
術
策
も
し
く
は
少
な
く
と
も
不
誠
実
な
手
段
に
よ
り
、
合
法
的
な
政
府
活
動
の
一
つ
に
干
渉
す
る

（interfere

）
こ
と
、
ま
た
は
妨
害
す
る
（obstruct

）
こ
と
」
を
指
す
、
と
定
義
す
る
（H

am
m
erschm

idt v. U
nited S

tates, 265 U
.S

. 182, 
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租
税
犯
罪
へ
の
共
謀
罪
適
用
事
例
の
日
米
比
較
（
石
村
）

at 188 

（1924

））。
詐
欺
条
項
が
対
象
と
す
る
共
謀
と
は
、
被
告
（
被
疑
者
）
が
特
定
の
実
体
犯
罪
に
関
係
し
た
こ
と
が
前
提
と
な
っ
て
い

な
い
。
言
い
換
え
る
と
、
連
邦
制
定
法
上
犯
罪
を
構
成
し
な
い
行
為
を
含
む
（S

ee, e.g. U
nited S

tates v. T
oom

ey, 867 F
.2d 534, 

at 536-67 
（9th C

ir. 1989

）。
連
邦
刑
事
法
典
三
七
一
条
の
「
詐
欺
行
為
（defraud

）」
と
い
う
文
言
は
、
コ
モ
ン
ロ
ー
上
の
定
義
、
さ
ら

に
は
連
邦
の
個
別
の
犯
罪
と
さ
れ
る
「
郵
便
・
通
信
詐
欺
（m

ail and w
ire fraud

）」（
合
衆
国
法
典
タ
イ
ト
ル
18
チ
ャ
プ
タ
ー 63/18 U

.S
. 

C
ode C

hapter 63 
第
一
三
四
一
条
以
下
）
よ
り
も
広
く
解
釈
さ
れ
て
い
る
〔S

ee, D
ennis v. U

nited S
tates, 384 U

.S
. 855, at 861 

（1966

）; U
nited S

tates v. T
oom

ey, 867 F
.2d 534, at 537-38 

（1989

）。
た
だ
し
、U

nited S
tates v. C

aldw
ell, 989 F

.2d 1056, 

at 1059 &
 n.3 

（9th C
ir. 1993

）〕。

連
邦
刑
事
法
典
三
七
一
条
の
詐
欺
条
項
に
か
か
る
共
謀
罪
（conspiracy-to defraud clause

）
の
も
と
、
裁
判
例
に
よ
れ
ば
、
連
邦
（
検

察
）
は
、
被
告
の
共
謀
に
よ
り
合
衆
国
（
連
邦
）
が
金
銭
的
損
害
（pecuniary loss

）
を
被
っ
た
旨
を
立
証
す
る
必
要
が
な
い
と
さ
れ
る

（S
ee, H

am
m
erschm

idt v. U
nited S

tates, 265 U
.S

. 182, at 188 

（1924

））
つ
ま
り
、
具
体
的
な
損
害
金
額
を
示
し
て
証
明
す
る
必
要
は
な

い
わ
け
で
あ
る
。
ま
た
、
検
察
は
、
被
告
が
そ
の
共
謀
に
よ
り
合
衆
国
（
連
邦
）
か
ら
実
際
に
金
銭
ま
た
は
財
産
の
搾
取
に
成
功
し
た
か

ど
う
か
、
損
害
を
与
え
た
か
ど
う
か
も
立
証
す
る
必
要
が
な
い
と
さ
れ
る
（S

ee, e.g.  U
nited S

tates v. R
osengarten, 857 F

.2d 76, at 79 

（2nd C
ir. 1988

）; U
nited S

tates v. E
verett, 692 F

.2d 596, at 599 
（9th C

ir. 1982

））。

加
え
て
、
連
邦
（
検
察
）
は
、「
詐
欺
行
為
（fraud

）」
自
体
が
犯
罪
を
構
成
す
る
の
か
ど
う
か
を
立
証
す
る
必
要
が
な
い
と
さ
れ
る

（S
ee, e.g. , U

nited S
tates v. Jerkins, 871 F

.2d 598, at 603 

（6th C
ir. 1989

））。
こ
う
し
た
裁
判
例
、
法
解
釈
に
従
え
ば
、
連
邦
（
検
察
）

は
、
租
税
ほ
脱
の
よ
う
な
共
謀
罪
適
用
の
ベ
ー
ス
と
な
る
特
定
の
租
税
実
体
犯
罪
が
存
在
す
る
（
し
た
）
の
か
ど
う
か
も
立
証
す
る
義
務

を
負
わ
ず
、
か
つ
、
共
謀
罪
の
成
立
要
件
の
一
つ
で
あ
る
「
意
図
（intent

）」
の
存
在
、
す
な
わ
ち
共
謀
者
各
人
の
当
該
犯
罪
を
行
う
意
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図
（intent

）
の
存
在
も
立
証
す
る
必
要
が
な
い
こ
と
に
な
る
。
言
い
換
え
る
と
、
連
邦
（
検
察
）
は
、
共
謀
者
は
「
虚
偽
、
技
巧
、
術
策

も
し
く
は
少
な
く
と
も
不
誠
実
な
手
段
に
よ
り
、
合
法
的
な
政
府
活
動
（
業
務
）
の
一
つ
に
妨
害
（
干
渉
）
す
る
（interfere

）
こ
と
、
ま

た
は
阻
害
（
妨
害
）
す
る
（obstruct

）
こ
と

（
54
）

」
で
合
意
し
た
旨
を
、
状
況
証
拠
等
を
あ
げ
て
証
明
す
れ
ば
足
り
る
こ
と
に
な
る

（H
am

m
erschm

idt v. U
nited S

tates, 265 U
.S

. 182, at 188 

（1924

））。

裁
判
所
の
多
く
も
こ
う
し
た
流
れ
に
呼
応
し
て
い
る
。
多
く
の
裁
判
例
で
は
、
連
邦
刑
事
法
典
三
七
一
条
の
詐
欺
条
項
に
か
か
る
共
謀

罪
の
も
と
で
の
共
謀
罪
の
立
証
に
あ
た
り
、
連
邦
（
検
察
）
は
、
共
謀
罪
適
用
の
ベ
ー
ス
と
な
る
個
別
の
租
税
実
体
犯
罪
（specifi c 

substantive tax off ence

）
が
存
在
す
る
（
し
た
）
の
か
ど
う
か
も
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
な
い
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、
連
邦
（
検
察
）
に
唯

一
立
証
が
求
め
ら
れ
る
の
は
、
詐
欺
行
為
に
か
か
る
共
謀
の
標
的
が
、「
合
衆
国
（
連
邦
）
ま
た
は
そ
の
機
関
（the U

nited S
tates or one 

of its agencies

）」
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
で
あ
る
、
と
す
る
（S

ee, e.g. , U
nited S

tates v. Johnson, 383 U
.S

. 169, at 172 

（1966

）; U
nited 

S
tates v. L

ane, 765 F
.2d 1376, at 1379 

（9th C
ir. 1985

）; U
nited S

tates v. P
intar, 630 F

.2d.1270, at 1278 

（8th C
ir. 1980

））。

こ
う
し
た
支
配
的
な
見
解
・
法
解
釈
に
対
し
て
は
、
少
数
な
が
ら
、
異
論
を
唱
え
る
裁
判
例
も
あ
る
（S

ee, U
nited S

tates v. 

A
lston, 77 F

.3d 713, at720-21 

（3d C
ir. 1996

）。
第
三
巡
回
区
連
邦
控
訴
裁
判
所
は
、
被
告
を
連
邦
に
対
す
る
詐
欺
行
為
（fraud

）
に

か
か
る
共
謀
罪
で
起
訴
す
る
場
合
、
連
邦
（
検
察
）
は
、
共
謀
罪
の
成
立
要
件
の
一
つ
と
さ
れ
る
「
故
意
（w

illfulness

）」
の
存
在
、
す

な
わ
ち
共
謀
者
各
人
の
当
該
犯
罪
を
行
う
確
信
的
な
意
図
（intent
）
の
存
在
、
を
立
証
す
る
必
要
が
あ
る
と
判
示
し
て
い
る
。

3　

詐
欺
条
項
に
か
か
る
共
謀
罪
濫
用
へ
の
警
鐘

支
配
的
な
裁
判
例
で
採
ら
れ
る
法
解
釈
に
対
し
て
は
、
司
法
界
に
懸
念
が
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
早
く
か
ら
、
連
邦
最
高
裁
判
所

一
六
八



租
税
犯
罪
へ
の
共
謀
罪
適
用
事
例
の
日
米
比
較
（
石
村
）

も
、
事
実
審
裁
判
所
に
対
し
、
一
般
的
共
謀
罪
規
定
で
あ
る
連
邦
刑
事
法
典
三
七
一
条
の
詐
欺
条
項
の
適
用
・
解
釈
に
あ
た
っ
て
は
、
そ

の
適
用
範
囲
が
広
く
解
さ
れ
て
い
る
か
ら
濫
用
の
危
険
性
を
認
識
し
た
う
え
で
、
訴
答
手
続
（pleadings

）【
正
式
事
実
審
理
に
先
立
ち
、

争
点
を
明
確
に
す
る
た
め
に
、
原
告
／
連
邦
を
代
理
す
る
検
察
官
の
主
張
と
被
告
を
代
理
す
る
弁
護
士
の
主
張
を
記
し
た
書
面
を
交
換
す

る
手
続
／
当
事
者
間
の
主
張
の
概
要
通
知
手
続
】
を
す
す
め
る
よ
う
に
求
め
、
次
の
よ
う
な
警
鐘
を
鳴
ら
し
て
い
る
（D

ennis v. U
nited 

S
tates, 384 U

.S
. 855, at 860 

（1966

））。

「
一
般
的
共
謀
罪
規
定
の
概
括
的
な
文
言
に
基
づ
く
正
式
起
訴
（indictm

ents

）
に
つ
い
て
は
、
そ
の
適
用
が
広
範
に
わ
た
り
、
有
罪
と
な
る
者

に
加
え
、
無
実
の
者
も
罠
に
陥
れ
る
可
能
性
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
刑
事
共
謀
罪
の
特
性
、
処
罰
の
適
確
性
に
留
意
し
、
各
被
告
に
つ
い
て
慎
重
に
精

査
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」

同
様
に
、
第
三
巡
回
区
連
邦
控
訴
裁
判
所
も
、
次
の
よ
う
な
意
見
を
述
べ
て
い
る
（U

nited S
tates v. S

houp, 608 F
.2d 950, at 

955-56 

（3d C
ir. 1979

）。

「〔
三
七
一
条
は
〕
概
括
的
〔
な
規
定
〕
で
あ
る
。
検
察
官
が
、
当
然
に
連
邦
刑
事
制
裁
の
範
囲
内
に
は
な
い
活
動
を
恣
意
的
に
処
罰
す
る
た
め
に

使
う
危
険
性
が
あ
る
こ
と
に
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」

こ
う
し
た
警
鐘
を
織
り
込
ん
で
考
え
る
と
、
連
邦
刑
事
法
典
三
七
一
条
の
詐
欺
条
項
の
恣
意
的
な
運
用
、
濫
用
を
戒
め
る
こ
と
は
、
ア

メ
リ
カ
司
法
界
に
お
い
て
重
い
課
題
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
う
し
た
警
鐘
に
応
え
る
た
め
に
は
、
公
判
に
お
け
る
事
実
審
理
に
先
立
ち
作
成
さ
れ
る
連
邦
（
検
察
官
）
側
と
被
告
（
弁
護
士
）
側
双

方
（
当
事
者
間
）
の
主
張
を
記
載
し
た
書
面
に
お
い
て
は
、「
被
告
は
共
謀
し
て
合
衆
国
（
連
邦
）
の
政
策
執
行
機
関
で
あ
る
Ｉ
Ｒ
Ｓ
の
活

動
（
業
務
）
を
妨
害
し
た
」
と
い
っ
た
抽
象
的
な
主
張
／
記
載
で
は
不
十
分
で
あ
る
。
詐
欺
行
為
の
計
画
、
共
謀
合
意
の
内
容
記
載
が
中

一
六
九



心
と
な
っ
て
い
る
必
要
が
あ
る
。
言
い
換
え
る
と
、
正
式
起
訴
状
に
は
、
①
共
謀
に
よ
り
活
動
（
業
務
）
を
妨
害
さ
れ
た
、
ま
た
は
活
動

（
業
務
）
に
干
渉
さ
れ
た
連
邦
政
府
機
関
の
名
称
や
②
妨
害
さ
れ
た
、
ま
た
は
干
渉
さ
れ
た
連
邦
政
府
機
関
の
活
動
（
業
務
）
内
容
に
加
え
、

③
共
謀
し
て
当
該
機
関
の
活
動
（
業
務
）
を
妨
害
し
た
者
ま
た
は
そ
れ
に
干
渉
し
た
者
の
身
元
が
明
確
に
記
載
さ
れ
て
い
る
必
要
が
あ
る

（S
ee, U

nited S
tates v. M

ohney, 949 F
.2d 899, at 904 

（6th C
ir. 1991

））。

4　

租
税
犯
罪
と
ク
ラ
イ
ン
共
謀
基
準
の
展
開

連
邦
刑
事
法
典
三
七
一
条
の
一
般
的
共
謀
罪
規
定
に
つ
い
て
、
連
邦
裁
判
所
は
久
し
く
、
さ
ま
ざ
ま
な
解
釈
を
試
み
、
試
行
錯
誤
を
続

け
た
。
連
邦
地
方
裁
判
所
（
九
四
）、
連
邦
控
訴
裁
判
所
（
一
二
）、
連
邦
最
高
裁
判
所
（
一
）
に
よ
る
詐
欺
条
項
に
か
か
る
共
謀
罪
の
適

用
・
解
釈
は
ま
ち
ま
ち
で
あ
り
、
裁
判
例
は
ま
っ
た
く
一
枚
岩
の
状
況
に
は
な
い
。
連
邦
司
法
は
、
こ
の
概
括
的
な
詐
欺
条
項
に
か
か
る

共
謀
罪
規
定
を
拡
大
解
釈
す
る
傾
向
に
あ
り
、
研
究
者
や
実
務
家
は
こ
う
し
た
傾
向
に
警
鐘
を
鳴
ら
し
続
け
て
い
る

（
55
）

。

と
り
わ
け
「
連
邦
課
税
庁
で
あ
る
内
国
歳
入
庁
（
Ｉ
Ｒ
Ｓ
）
へ
の
詐
欺
行
為
に
か
か
る
共
謀
と
は
何
か
」
に
つ
い
て
論
じ
る
場
合
に

リ
ー
デ
ン
グ
ケ
ー
ス
と
し
て
引
用
さ
れ
る
の
が
、
合
衆
国 
対 

ク
ラ
イ
ン
事
件
判
決
〔U

nited S
tates v. K

lein, 247 F
.2d 908 

（2d 

C
ir. 1957

）, cert. d
en

ied 355 U
.S

. 924 

（1958

）〕
で
あ
る
。

第
二
巡
回
区
連
邦
控
訴
裁
判
所
が
下
し
た
こ
の
判
決
（
以
下
「
ク
ラ
イ
ン
事
件
判
決
」
と
い
う
。）
は
、
詐
欺
条
項
に
か
か
る
共
謀
罪
に
つ

い
て
「
定
義
」
し
、
か
つ
一
定
の
適
用
・
解
釈
基
準
を
示
し
た
。
一
般
に
、
こ
れ
ら
ク
ラ
イ
ン
事
件
判
決
に
示
さ
れ
た
定
義
や
基
準
に
基

づ
い
て
裁
判
所
が
下
し
た
判
決
は
、「
ク
ラ
イ
ン
共
謀
（K

lein C
onspiracy

）」
と
呼
ば
れ
る
。

ク
ラ
イ
ン
事
件
判
決
で
、
第
二
巡
回
区
連
邦
控
訴
裁
判
所
は
、
Ｉ
Ｒ
Ｓ
を
欺
罔
す
る
「
共
謀
」
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
定
義
し
て
い

一
七
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租
税
犯
罪
へ
の
共
謀
罪
適
用
事
例
の
日
米
比
較
（
石
村
）

る
（U

nited S
tates v. K

lein, 247 F
.2d 908, at 915 

（2d C
ir. 1957

））。

財
務
省
所
管
の
内
国
歳
入
庁
（
Ｉ
Ｒ
Ｓ
）
の
合
法
的
な
業
務
で
あ
る
歳
入
、
す
な
わ
ち
所
得
税
額
の
把
握
（ascertainm

ent

）、
算
定

（com
putation

）、
賦
課
（assessm

ent

）
お
よ
び
徴
収
（collection

）
を
阻
害
す
る
（im

pede

）、
侵
害
す
る
（im

pair

）、
妨
害
す
る
（obstruct

）

お
よ
び
停
止
さ
せ
る
（defeat

）
こ
と
に
よ
っ
て
、
合
衆
国
（
連
邦
）
に
詐
欺
を
働
く
た
め
に
共
謀
す
る
こ
と
を
指
す

（
56
）

。

ク
ラ
イ
ン
共
謀
基
準
と
は
、
一
言
で
い
え
ば
、
連
邦
租
税
実
体
犯
罪
に
関
す
る
共
謀
罪
事
件
に
対
す
る
連
邦
刑
事
法
典
三
七
一
条
の

「
詐
欺
条
項
に
か
か
る
共
謀
罪
」
の
適
用
・
解
釈
に
あ
た
っ
て
は
、
連
邦
課
税
庁
（
Ｉ
Ｒ
Ｓ
）
が
行
う
調
査
な
ど
を
含
む
租
税
の
正
当
な
賦

課
徴
収
業
務
に
共
謀
し
て
干
渉
・
妨
害
す
る
納
税
者
や
税
務
専
門
職
な
ど
に
よ
る
合
意
を
幅
広
く
処
罰
の
対
象
と
す
べ
き
で
あ
る
と
述
べ

た
も
の
で
あ
る
。
言
い
換
え
る
と
、
納
税
者
と
税
務
専
門
職
の
間
で
の
租
税
回
避
行
為
（tax avoidance

）
の
共
謀
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、

い
わ
ゆ
る
「
税
務
調
査
の
回
避
（audit avoidance

）」
行
為
の
共
謀
な
ど
も
、
Ｉ
Ｒ
Ｓ
業
務
へ
の
干
渉
・
妨
害
に
あ
た
る
と
の
ス
タ
ン
ス

に
あ
る
わ
け
で
あ
る
。
ま
さ
に
、
ク
ラ
イ
ン
共
謀
基
準
は
、「
Ｉ
Ｒ
Ｓ
が
、
納
税
者
と
税
務
専
門
職
界
の
行
動
に
支
配
的
影
響
力
を
及
ぼ

す
た
め
の
強
力
な
テ
ロ
対
策
ツ
ー
ル
を
持
つ
こ
と
（T

he IR
S
 has a pow

erful in terrorism
 tool to infl uence the behavior of taxpayer 

and tax practitioner com
m
unities.

）」
を
ゆ
る
し
た
に
等
し
い
と
批
判
さ
れ
る
所
以
で
あ
る
。

ク
ラ
イ
ン
共
謀
基
準
に
対
し
て
は
、
き
わ
め
て
ア
バ
ウ
ト
・
拡
大
解
釈
で
あ
り
、
疑
わ
し
き
は
納
税
者
の
利
益
に
解
釈
す
べ
き
で
あ
る

と
す
る
ア
ン
グ
ロ
・
ア
メ
リ
カ
法
の
レ
ガ
シ
ー
を
否
定
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
と
し
て
、
税
の
研
究
者
や
実
務
家
か
ら
厳
し
い
批
判
が
あ

る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
Ｉ
Ｒ
Ｓ
犯
則
調
査
／
査
察
部
（
Ｉ
Ｒ
Ｓ 

Ｃ
Ｉ
）
や
連
邦
司
法
省
租
税
部
（
Ｄ
Ｏ
Ｊ 

Ｔ
ａ
ｘ
）
付
き
の
検
察
官
は
、

連
邦
の
適
正
な
課
税
権
行
使
を
侵
害
ま
た
は
妨
害
す
る
共
謀
を
理
由
に
訴
追
（
起
訴
）
す
る
か
ど
う
か
の
判
断
に
お
い
て
は
、
久
し
く
こ

の
ク
ラ
イ
ン
共
謀
基
準
を
参
考
に
し
て
い
る

（
57
）

。

一
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⑴　

Ｄ
Ｏ
Ｊ
が
掲
げ
る
「
ク
ラ
イ
ン
共
謀
八
パ
タ
ー
ン
」
と
は

第
二
巡
回
区
連
邦
控
訴
裁
判
所
は
、
一
九
五
七
年
の
ク
ラ
イ
ン
事
件
判
決
の
な
か
で
、「
共
謀
」
の
定
義
（
当
罰
的
行
為
）
に
加
え
、
共

謀
し
て
Ｉ
Ｒ
Ｓ
の
正
当
な
業
務
に
干
渉
ま
た
は
業
務
を
妨
害
す
る
合
意
が
認
め
ら
れ
る
典
型
的
な
バ
タ
ー
ン
と
し
て
、
二
〇
を
掲
げ
て
い

る
（U

nited S
tates v. K

lein, 247 F
.2d 908, at 916 

（2d C
ir. 1957

））。

連
邦
司
法
省
（D

O
J=D

epartm
ent of Justice

）
は
、
裁
判
所
が
掲
げ
た
こ
れ
ら
二
〇
の
パ
タ
ー
ン
を
、
次
の
八
つ
に
整
理
し
て
、

Ｄ
Ｏ
Ｊ
租
税
犯
則
マ
ニ
ュ
ア
ル
（C

T
M

=C
rim

inal T
ax M

anual

）
に
登
載
し
、
連
邦
検
察
官
向
け
に
発
遣
し
て
い
る
（C

T
M

 23.07

﹇2

﹈﹇a （
58
）﹈）。

【
図
表
33
】
Ｄ
Ｏ
Ｊ
が
掲
げ
た
「
ク
ラ
イ
ン
共
謀
八
パ
タ
ー
ン
」
と
は

①
清
算
分
配
金
を
各
種
手
数
料
（com

m
issions

）
と
な
る
よ
う
に
帳
簿
を
改
ざ
ん
す
る
こ
と
の
共
謀

②
対
価
の
伴
わ
な
い
一
五
〇
万
ド
ル
の
支
払
を
融
資
の
返
済
と
し
て
処
理
す
る
た
め
に
帳
簿
を
改
ざ
ん
す
る
こ
と
の
共
謀

③
実
際
に
は
配
当
で
あ
る
も
の
を
手
数
料
に
仮
装
し
て
帳
簿
に
不
正
記
帳
し
、
そ
の
後
法
人
名
義
に
変
更
す
る
こ
と
の
共
謀

④
株
式
購
入
に
か
か
る
支
払
に
つ
い
て
、
被
告
の
個
人
所
得
税
申
告
書
へ
の
虚
偽
記
載
を
共
謀
す
る
こ
と
。

⑤
各
種
キ
ュ
ー
バ
籍
法
人
の
所
有
者
の
確
認
を
求
め
た
財
務
省
の
調
査
に
対
し
て
共
謀
し
て
虚
偽
の
応
答
す
る
こ
と
。

⑥
株
式
売
却
に
よ
り
得
た
巨
額
の
利
益
に
つ
て
被
告
の
納
税
申
告
書
に
虚
偽
の
記
載
す
る
こ
と
の
共
謀

⑦
被
告
の
秘
書
が
帳
簿
改
ざ
ん
に
つ
い
て
記
憶
に
な
い
旨
の
虚
偽
の
宣
誓
供
述
を
す
る
こ
と
の
共
謀

⑧
株
式
の
売
買
に
つ
い
て
所
得
税
申
告
書
に
虚
偽
記
載
を
す
る
こ
と
共
謀

⑵　

Ｄ
Ｏ
Ｊ
の
「
ク
ラ
イ
ン
共
謀
事
例
集
」
と
は

連
邦
司
法
省
（D

O
J=D

epartm
ent of Justice

）
は
、
一
二
の
巡
回
区
（C

ircuits

）
か
ら
な
る
連
邦
控
訴
裁
判
所
（U

.S
. C

ourts of 

一
七
二



租
税
犯
罪
へ
の
共
謀
罪
適
用
事
例
の
日
米
比
較
（
石
村
）

A
ppeals

）
が
、
ク
ラ
イ
ン
共
謀
（K

lein C
onspiracy

）
基
準
を
適
用
し
積
み
上
げ
て
き
た
裁
判
例
を
分
析
し
、
そ
の
分
析
結
果
を
「
ク
ラ

イ
ン
共
謀
事
例
集
（K

lein fact patterns

）」
と
し
て
一
覧
に
し
て
、
Ｄ
Ｏ
Ｊ
租
税
犯
則
マ
ニ
ュ
ア
ル
（C

T
M

=C
rim

inal T
ax M

anual

）
に

登
載
し
、
連
邦
検
察
官
向
け
に
発
遣
し
て
い
る
（C

T
M

 23.07

﹇2

﹈﹇b （
59
）﹈）。

ク
ラ
イ
ン
共
謀
事
例
集
の
う
ち
か
ら
重
要
な
も
の
を
一
部
抜
粋
し
、
読
者
に
分
か
り
易
く
す
る
た
め
に
若
干
の
リ
ラ
イ
ト
し
た
う
え
で

図
説
す
る
と
、
次
の
と
お
り
で
あ
る

（
60
）

。

【
図
表
34
】
重
要
な
ク
ラ
イ
ン
共
謀
事
例
パ
タ
ー
ン
（
抜
粋
）

【
第
一
巡
回
区
連
邦
控
訴
裁
判
所
】

・
合
衆
国 

対 

ゴ
ー
ル
ド
バ
ー
ク
事
件
判
決
（U

nited S
tates v. G

oldberg, 105 F
/3d 770, at 772 

（1st C
ir. 1997

）：
従
業
者
を
雇
用
し
給
与
を

支
払
っ
た
と
偽
っ
て
、
そ
の
分
を
秘
密
裏
に
個
人
へ
の
支
払
や
第
三
者
へ
の
給
付
に
あ
て
る
計
画
に
か
か
る
共
謀

・
合
衆
国 

対 

ハ
ー
リ
ー
事
件
判
決
（U
nited S

tates v. H
urley, 957 F

.2d 1, at 6-7 

（1st C
ir. 1992

）：
パ
ナ
マ
お
よ
び
バ
ハ
マ
諸
島
に
設
立
し

た
窓
口
会
社
を
使
い
、
か
つ
、
第
三
者
の
名
義
で
一
二
万
五
千
ド
ル
の
現
金
や
小
切
手
を
発
行
し
一
般
の
商
慣
習
に
な
じ
ま
な
い
事
業
取
引
を
す
る

こ
と
に
よ
り
資
金
洗
浄
を
す
る
計
画
に
か
か
る
共
謀

・
合
衆
国 

対 

キ
ャ
ン
バ
ラ
事
件
判
決
（U

nited S
tates v. C

am
bara, 920 F

.2d 144, at 146-47 

（1st C
ir. 1990

）：
不
動
産
管
理
会
社
を
窓
口
会

社
と
し
、
現
金
を
引
出
し
か
つ
当
該
現
金
で
巨
額
の
資
産
を
購
入
す
る
た
め
の
資
金
洗
浄
計
画
に
か
か
る
共
謀

・
合
衆
国 

対 

リ
ゾ
ッ
テ
事
件
判
決
（U

nited S
tates v. L

izottte, 856 F
.2d 341, at 432-43 

（1st C
ir. 1988

）：
名
義
人
を
通
じ
て
不
動
産
を
購

入
す
る
た
め
の
現
金
洗
浄
計
画
に
か
か
る
共
謀

・
合
衆
国 

対 

タ
ー
バ
ー
ズ
事
件
判
決
（U

nited S
tates v. T

arvers, 833 F
.2d 1068, at 1071-72 

（1st C
ir. 1987

）：
薬
物
取
引
で
得
た
所
得
の

脱
税
に
か
か
る
共
謀

一
七
三



【
第
二
巡
回
区
連
邦
控
訴
裁
判
所
】

・
合
衆
国 

対 

マ
ッ
チ
ア
事
件
判
決
（U

nited S
tates v. M

acchia, 35 F
.3d 622, at 666 

（2d C
ir. 1994

）：
ク
レ
イ
ン
共
謀
先
例
の
連
邦
ガ
ソ
リ

ン
税
へ
の
適
用
事
例
で
、
連
鎖
偽
装
取
引
を
使
っ
て
ガ
ソ
リ
ン
税
を
回
避
す
る
計
画
に
か
か
る
共
謀

・
合
衆
国 
対 
ア
ラ
ク
リ
事
件
判
決
（U

nited S
tates v. A

racri, 968 F
.2d 1512, at 1515 

（2d C
ir. 1992

）：
ク
レ
イ
ン
共
謀
先
例
の
連
邦
ガ
ソ
リ

ン
税
へ
の
適
用
事
例
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
事
業
体
間
で
に
偽
装
ペ
ー
パ
ー
取
引
や
ガ
ソ
リ
ン
税
免
税
購
入
証
明
書
を
保
有
す
る
ペ
ー
パ
ー
会
社
を
組
み

合
わ
せ
租
税
回
避
す
る
計
画
に
か
か
る
共
謀

・
合
衆
国 

対 

ビ
ル
ツ
ェ
リ
ア
ン
事
件
判
決
（U

nited S
tates v. B

ilzerian, 926 F
.2d 1285, at 1302 

（2d C
ir. 1991

）：
二
重
目
的
共
謀
、
す
な
わ

ち
、
連
邦
証
券
取
引
委
員
会
（
Ｓ
Ｅ
Ｃ
）
と
連
邦
課
税
庁
（
Ｉ
Ｒ
Ｓ
）
双
方
に
詐
欺
を
働
く
共
謀
。
不
正
な
税
務
上
の
損
失
お
よ
び
不
正
な
控
除
に
よ

り
う
み
出
し
た
蓄
え
を
他
人
名
義
で
留
保
し
、
合
衆
国
法
典
タ
イ
ト
ル 15/15 U

.S
. C

ode 

七
八
条
の
ｍ
第
ｄ
項
に
基
づ
く
報
告
違
反
を
す
る
共
謀

・
合
衆
国 

対 

ア
ッ
タ
ナ
シ
オ
事
件
判
決
（U

nited S
tates v. A

ttanasio, 870 F
.2d 809, at 816 

（2d C
ir. 1989

）：
弁
護
士
信
託
口
座
（attorney 

trust accounts

）
を
使
っ
て
、
不
正
な
キ
ャ
ピ
タ
ル
ゲ
イ
ン
取
引
お
よ
び
六
〇
万
ド
ル
の
資
金
洗
浄
を
す
る
計
画
の
共
謀

・
合
衆
国 

対 

ガ
ラ
リ
ー
事
件
判
決
（U
nited S

tates v. G
urary, 860 F

.2d 521, at 524 

（2d C
ir. 1989

）：
あ
り
も
し
な
い
「
商
品
」
の
架
空
イ

ン
ボ
イ
ス
お
よ
び
当
該
イ
ン
ボ
イ
ス
を
会
社
に
販
売
す
る
。
こ
れ
ら
架
空
の
イ
ン
ボ
イ
ス
を
購
入
し
た
会
社
は
、
当
該
商
品
の
架
空
の
売
却
額
を
そ

れ
ぞ
れ
の
法
人
所
得
税
申
告
書
に
記
載
す
る
計
画
に
か
か
る
共
謀

・
合
衆
国 

対 

ロ
ー
ゼ
ン
ガ
ー
テ
ン
事
件
判
決
（U

nited S
tates v. R

eosengarten, 857 F
.2d 76, at 77 

（2d C
ir. 1988

）：
不
動
産
タ
ッ
ク
ス
シ
ェ

ル
タ
ー
投
資
に
関
す
る
資
料
の
日
付
を
ず
ら
す
こ
と
に
よ
り
不
正
な
税
控
除
を
う
み
出
す
計
画
に
か
か
る
共
謀

・
合
衆
国 

対 

タ
ロ
フ
事
件
判
決
（U

nited S
tates v. T

uroff , 853 F
.2d 1037, at 1040-41 

（2d C
ir. 1988

）：
通
信
詐
欺
ス
キ
ー
ム
か
ら
発
生
し

た
利
子
所
得
の
無
申
告
お
よ
び
Ｉ
Ｒ
Ｓ
へ
申
告
し
な
か
っ
た
当
該
利
子
相
当
額
の
現
金
を
信
用
組
合
へ
預
託
す
る
計
画
に
か
か
る
共
謀

・
合
衆
国 

対 

ナ
ー
セ
シ
ア
ン
事
件
判
決
（U

nited S
tates v. N

ersesian, 824 F
.2d 1294, at 1309-10 

（2d C
ir. 1987

）：
財
務
省
へ
の
現
金
取
引

報
告
（C

T
R
=C

ash T
ransaction R

eport

）
届
出
（
告
知
書
）
を
回
避
す
る
目
的
で
、
一
一
万
七
千
ド
ル
の
現
金
を
、
一
万
ド
ル
未
満
の
金
額
の

マ
ネ
ー
オ
ー
ダ
ー
や
旅
行
小
切
手
に
変
換
し
て
告
知
義
務
を
回
避
す
る
計
画
に
か
か
る
共
謀

一
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租
税
犯
罪
へ
の
共
謀
罪
適
用
事
例
の
日
米
比
較
（
石
村
）

・
合
衆
国 

対 

シ
ガ
ロ
ー
事
件
判
決
（U

nited S
tates v. S

igalow
, 812 F

.2d 783, at 784-85 

（2d C
ir. 1987

）：
Ｉ
Ｒ
Ｓ
の
犯
則
調
査
で
発
覚
し
た

風
俗
店
（m

assage parlors

）
の
店
長
兼
オ
ー
ナ
ー
に
よ
る
、
各
店
舗
の
フ
ロ
ン
ト
に
帳
簿
を
破
棄
さ
せ
故
意
に
虚
偽
の
納
税
申
告
書
の
提
出
を
図

る
組
織
的
な
共
謀

・
合
衆
国 
対 
ハ
イ
ン
マ
ン
事
件
判
決
（U

nited S
tates v. H

einm
ann, 801 F

.2d 86, at 91-92 

（2d C
ir. 1986

）：
聖
職
者
向
け
に
教
会
の
宗
教
活

動
課
税
除
外
措
置
お
よ
び
慈
善
寄
附
金
控
除
を
活
用
し
た
「
聖
職
者
（m

inistries

）」、「
清
貧
の
誓
い
（vow

 of poverty

）」
と
呼
ば
れ
る
租
税
回

避
ス
キ
ー
ム
の
販
売
計
画
に
か
か
る
共
謀

【
第
三
巡
回
区
連
邦
控
訴
裁
判
所
】

・
合
衆
国 

対 

ミ
ッ
キ
ー
事
件
判
決
（U

nited S
tates v. M

cK
ee, 506 F

.2d 225, at 238-841

（3d C
ir. 2007

）：
良
心
な
い
し
信
仰
上
の
理
由
か
ら
、

自
分
が
納
め
る
税
金
が
軍
事
目
的
に
支
出
さ
れ
る
こ
と
を
望
ま
な
い
納
税
者
（
ピ
ー
ス
タ
ッ
ク
ス
ペ
イ
ヤ
ー
）
団
体

（
61
）

へ
の
原
告
の
所
属
、
お
よ
び
戦

費
に
充
当
さ
れ
る
分
の
納
税
拒
否
教
育
へ
の
関
与
、
す
な
わ
ち
そ
の
団
体
の
会
員
等
に
対
し
給
与
か
ら
の
源
泉
所
得
税
の
天
引
き
徴
収
の
拒
否
な
ど

の
呼
び
か
け
が
、
連
邦
刑
事
法
典
三
七
一
条
（
一
般
的
共
謀
罪
規
定
）
の
「
詐
欺
条
項
」
に
規
定
す
る
〝
共
謀
し
て
Ｉ
Ｒ
Ｓ
の
正
当
な
業
務
に
干
渉

ま
た
は
業
務
を
妨
害
す
る
犯
罪
〞
を
構
成
す
る
と
し
起
訴
さ
れ
、
有
罪
と
な
っ
た
も
の
。
裁
判
所
は
、
検
察
側
の
当
該
団
体
の
代
表
の
連
邦
個
人
所

得
税
申
告
書
の
不
提
出
等
が
、
共
謀
罪
成
立
要
件
の
一
つ
で
あ
る
共
謀
目
的
を
達
成
に
向
け
た
準
備
行
為
（overt acts

）
お
よ
び
不
作
為

（om
issions

）
が
あ
っ
た
と
の
主
張
・
立
証
を
受
け
入
れ
た
。

〔
以
下
、
略
〕

以
上
の
よ
う
な
ク
ラ
イ
ン
共
謀
基
準
適
用
事
例
を
概
観
す
れ
ば
、
い
く
つ
か
の
特
徴
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
つ
は
、
税
務
専

門
職
が
、
濫
用
的
な
タ
ッ
ク
ス
シ
ェ
ル
タ
ー
計
画
を
た
て
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
と
計
画
を
話
し
合
っ
た
だ
け
で
、
Ｉ
Ｒ
Ｓ
に
詐
欺
を
働
く
合
意

が
あ
っ
た
も
の
と
し
て
、
連
邦
刑
事
法
典
三
七
一
条
の
「
詐
欺
条
項
に
か
か
る
共
謀
罪
」
を
適
用
し
て
共
謀
罪
違
反
で
告
発
・
起
訴
さ
れ

れ
ば
、
共
謀
者
は
ほ
ぼ
有
罪
に
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
も
う
一
つ
は
、
連
邦
マ
ネ
ー
ロ
ン
ダ
リ
ン
グ
規
制
法
（M

oney 

一
七
五
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一
九
五
六
〜
五
七
条
〕
に
基
づ
く
金
融
機
関
へ
の
現
金

取
引
報
告
（
Ｃ
Ｔ
Ｒ
）
義
務
を
回
避
す
る
た
め
に
小
口
（
一
万
ド
ル
未
満
）
に
分
け
て
送
金
す
る
や
り
方
を
親
族
間
で
計
画
、
金
融
機
関
員
に

相
談
す
る
こ
と
な
ど
も
、
共
謀
罪
の
タ
ー
ゲ
ッ
ト
と
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
微
罪
で
あ
っ
て
も
、
二
人
以
上
の
者
が
連
邦
政
府
に
詐

欺
を
働
く
計
画
を
話
合
い
・
合
意
し
た
と
さ
れ
、
共
謀
罪
で
起
訴
さ
れ
れ
ば
、
有
罪
の
答
弁
を
し
た
う
え
で
司
法
取
引
を
す
る
か
、
無
罪

の
答
弁
し
公
判
・
陪
審
審
理
で
有
罪
と
評
決
さ
れ
、
共
謀
罪
で
刑
の
宣
告
を
受
け
る
ル
ー
ト
を
走
ら
さ
れ
る
可
能
性
が
高
い
こ
と
で
あ
る

（
62
）

。

税
務
専
門
職
が
、
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
で
あ
る
納
税
者
と
話
し
合
っ
て
、
納
税
者
に
有
利
な
租
税
計
画
の
青
写
真
を
つ
く
っ
た
と
す
る
。
こ

の
場
合
も
、
実
際
に
そ
の
計
画
に
沿
っ
て
納
税
者
が
申
告
を
し
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
に
ら
み
を
利
か
せ
る
連
邦
課
税
庁
（
Ｉ
Ｒ
Ｓ
）
と

連
邦
検
察
と
が
情
報
連
携
し
て
つ
く
り
あ
げ
た
共
謀
罪
の
罠
（
ト
ラ
ッ
プ
）
に
か
か
れ
ば
、
税
務
専
門
職
も
無
傷
で
は
逃
れ
ら
れ
な
い
か

も
知
れ
な
い
法
環
境
の
も
と
で
毎
日
の
ビ
ジ
ネ
ス
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
税
務
専
門
職
に
は
、〝
ク
ラ
イ

ア
ン
ト
は
二
の
次
〞、〝
Ｉ
Ｒ
Ｓ
の
忠
実
な
お
手
伝
い
さ
ん
〞
に
徹
し
て
、
Ｉ
Ｒ
Ｓ
の
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
の
護
ら
れ
た
安
全
な
橋
を
渡
る

途
も
あ
る
。

さ
ら
に
、
市
民
団
体
、
宗
教
団
体
、
納
税
者
団
体
な
ど
も
、
当
局
に
「
反
政
府
団
体
」、「
宗
教
カ
ル
ト
」、「
反
税
団
体
」
な
ど
の
レ
ッ

テ
ル
が
貼
ら
れ
れ
ば
、
そ
の
集
団
と
し
て
の
提
言
や
主
張
、
呼
び
か
け
が
、
二
人
以
上
の
者
が
犯
罪
を
行
お
う
と
話
合
い
、
合
意
（
共

謀
）
が
あ
っ
た
と
し
て
、
共
謀
罪
を
問
わ
れ
る
常
態
に
置
か
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

ち
な
み
に
、
ク
ラ
イ
ン
共
謀
事
例
集
（K

lein fact patters

）
を
登
載
し
た
Ｄ
Ｏ
Ｊ
租
税
犯
則
マ
ニ
ュ
ア
ル
（
Ｃ
Ｔ
Ｍ
）
は
、
連
邦
司
法

省
（
Ｄ
Ｏ
Ｊ
）
の
事
務
運
営
指
針
（initiative

）
で
あ
り
、
対
納
税
者
と
の
関
係
に
お
い
て
は
拘
束
力
を
有
し
な
い
。
し
か
し
、
連
邦
検
察

官
に
と
っ
て
は
、
連
邦
刑
事
法
典
三
七
一
条
の
詐
欺
条
項
に
か
か
る
共
謀
罪
違
反
を
告
発
・
起
訴
す
る
場
合
の
指
針
と
な
る
。
租
税
実
体

一
七
六



租
税
犯
罪
へ
の
共
謀
罪
適
用
事
例
の
日
米
比
較
（
石
村
）

犯
罪
に
か
か
わ
っ
て
共
謀
罪
で
起
訴
さ
れ
た
納
税
者
の
弁
護
に
あ
た
る
弁
護
士
に
と
っ
て
も
、
検
察
側
の
手
の
内
を
知
る
た
め
に
は
参
考

と
な
る
資
料
で
あ
る
。

5　

綻
び
を
見
せ
る
ク
ラ
イ
ン
共
謀
基
準

す
で
に
ふ
れ
た
よ
う
に
、
連
邦
検
察
租
税
部
（D

O
J T

ax=D
epartm

ent of Justice T
ax D

ivision

）
は
、
Ｉ
Ｒ
Ｓ
犯
則
調
査
／
査
察
部

（IR
S
 C

I=C
rim

inal Investigation

）
と
タ
イ
ア
ッ
プ
・
情
報
連
携
し
て
、
連
邦
刑
事
法
典
三
七
一
条
の
「
詐
欺
条
項
に
か
か
る
共
謀
罪
」

お
よ
び
判
例
法
で
示
さ
れ
た
ク
ラ
イ
ン
共
謀
基
準
を
用
い
て
納
税
者
を
安
易
に
訴
追
（
起
訴
）
す
る
傾
向
を
強
め
て
い
る
。

こ
の
背
景
に
は
、
税
務
専
門
職
〔
主
に
税
務
弁
護
士
（tax attorney

）
や
公
認
会
計
士
（
Ｃ
Ｐ
Ａ
）〕、
投
資
銀
行
な
ど
が
、
技
巧
を
凝

ら
し
た
濫
用
的
タ
ッ
ク
ス
シ
ェ
ル
タ
ー
を
富
裕
層
向
け
に
販
売
し
租
税
回
避
を
は
か
る
傾
向
に
対
し
て
、
Ｉ
Ｒ
Ｓ
犯
則
調
査
／
査
察
部

（
Ｉ
Ｒ
Ｓ 

Ｃ
Ｉ
）
や
連
邦
検
察
租
税
部
（
Ｄ
Ｏ
Ｊ 
Ｔ
ａ
ｘ
）
が
、
即
応
規
制
を
か
け
る
必
要
性
に
迫
ら
れ
て
い
る
実
情
が
あ
る

（
63
）

。
ま
た
、
既

遂
の
租
税
ほ
脱
事
件
を
立
証
す
る
よ
り
も
、
租
税
ほ
脱
の
準
備
・
計
画
の
共
謀
を
立
証
す
る
こ
と
の
方
が
容
易
で
あ
り
、
即
応
規
制
に
資

す
る
と
の
事
情
が
あ
る
。

た
し
か
に
、
納
税
者
や
税
務
専
門
職
に
は
〝
共
謀
罪
の
ト
ラ
ッ
プ
に
足
を
取
ら
れ
る
と
無
傷
で
抜
け
出
す
の
は
至
難
〞
な
常
態
が
続
い

て
い
る
。
刑
事
租
税
訴
訟
に
か
か
わ
っ
て
共
謀
罪
で
起
訴
さ
れ
た
納
税
者
の
弁
護
に
あ
た
る
弁
護
士
は
、〝
労
多
く
し
て
功
少
な
し
〞
で

疲
弊
の
度
合
い
を
強
め
て
い
る
。
と
は
い
っ
て
も
、
タ
ッ
ク
ス
シ
ェ
ル
タ
ー
の
利
用
で
、
連
邦
共
謀
罪
の
詐
欺
条
項
に
か
か
る
共
謀
罪
で

刑
事
訴
追
さ
れ
た
税
務
専
門
職
お
よ
び
投
資
銀
行
な
ら
び
に
そ
の
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
で
あ
る
富
裕
納
税
者
は
、
必
ず
し
も
座
し
て
死
を
待
つ

こ
と
を
好
ま
な
い
。
刑
事
法
廷
で
、
有
罪
の
答
弁
を
し
司
法
取
引
で
決
着
を
つ
け
る
途
を
選
ば
ず
に
、
無
罪
の
答
弁
を
し
た
う
え
で
正
式

一
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な
裁
判
（
公
判
）
で
争
う
姿
勢
を
強
め
て
い
る
。

ク
ラ
イ
ン
共
謀
基
準
を
受
け
入
れ
ス
テ
イ
タ
ス
ク
オ
ー
（status quo

／
現
状
追
従
）、
紋
切
型
の
判
決
が
続
く
な
か
、
希
望
の
光
と
な
る

い
く
つ
か
の
連
邦
控
訴
審
判
決
が
存
在
す
る
。

⑴　

カ
ル
ド
ウ
エ
ル
共
謀
罪
事
件
判
決

自
ら
も
ク
ラ
イ
ン
共
謀
基
準
に
沿
い
な
が
ら
も
、
連
邦
（
検
察
）
の
主
張
を
鵜
呑
み
に
し
た
事
実
審
裁
判
所
の
〝
常
識
的
な
〞
判
決
に

異
論
を
唱
え
た
連
邦
控
訴
審
判
決
の
一
つ
が
、
第
九
巡
回
区
連
邦
控
訴
裁
判
所
が
下
し
た
カ
ル
ド
ウ
エ
ル
共
謀
罪
事
件
判
決
（U

nited 

S
tates v. C

aldw
ell, 989 F

.2d 1056, at 1059 &
 n.3 

（9th C
ir. 1993

））
で
あ
る
。

【
図
表
35
】
カ
ル
ド
ウ
エ
ル
共
謀
罪
事
件
の
概
要

被
告
（
Ｙ
：
カ
ル
ド
ウ
エ
ル
）
は
、
顧
客
の
金
融
取
引
を
無
記
名
口
座
に
記
録
し
た
う
え
で
秘
匿
し
第
三
者
に
漏
ら
さ
な
い
こ
と
を
約
し
て
地
域
で

顧
客
を
集
め
て
い
る
隠
れ
バ
ン
ク
（w

arehouse bank
）
の
記
帳
係
で
あ
る
。
当
該
バ
ン
ク
は
、「
顧
客
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
保
護
」
を
表
向
き
の
売
り
に

し
て
い
た
。
し
か
し
、
連
邦
課
税
庁
（
Ｉ
Ｒ
Ｓ
）
は
、
当
該
バ
ン
ク
は
そ
の
顧
客
の
納
税
逃
れ
を
支
援
し
て
い
る
と
判
断
し
た
。
当
局
は
、
当
該
バ
ン

ク
の
業
務
を
停
止
さ
せ
、
Ｙ
を
含
む
当
該
バ
ン
ク
の
一
部
の
従
業
者
や
顧
客
を
逮
捕
し
た
。
Ｙ
は
、
連
邦
刑
事
法
典
三
七
一
条
に
基
づ
く
合
衆
国
（
連

邦
）
へ
の
詐
欺
行
為
に
か
か
る
共
謀
の
罪
で
起
訴
さ
れ
た
。
連
邦
地
裁
は
、
Ｙ
を
共
謀
の
罪
で
有
罪
と
し
た
。
こ
の
判
決
を
不
服
と
し
て
Ｙ
は
、
控
訴

し
た
。
Ｙ
は
、
控
訴
審
に
お
い
て
、
連
邦
地
裁
の
裁
判
官
に
よ
る
審
理
陪
審
の
陪
審
員
に
対
す
る
説
示
（instructions

）
に
瑕
疵
が
あ
っ
た
旨
主
張
し

た
。
す
な
わ
ち
、
共
謀
罪
を
問
う
に
は
、
政
府
の
合
法
的
な
業
務
を
妨
害
す
る
こ
と
の
合
意
に
加
え
、
虚
偽
（deceitful

）
や
不
正
な
（dishonest

）

な
手
段
を
準
備
す
る
要
件
を
み
た
し
て
い
る
か
ど
う
か
の
事
実
を
審
理
し
て
評
決
を
下
す
よ
う
に
求
め
ら
れ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
連
邦
地
裁
の
裁

判
官
は
、
こ
う
し
た
要
件
に
つ
い
て
陪
審
員
に
説
示
を
し
て
い
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
陪
審
手
続
に
は
瑕
疵
が
あ
り
、
連
邦
地
裁
判
決
は
破
棄
さ

れ
る
べ
き
で
あ
る
。

一
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租
税
犯
罪
へ
の
共
謀
罪
適
用
事
例
の
日
米
比
較
（
石
村
）

先
に
ふ
れ
た
よ
う
に
、
連
邦
最
高
裁
の
判
例
（H

am
m
erschm

idt v. U
nited S

tates, 265 U
.S

. 182, at 188 

（1924

））
に
よ
る
と
、
合
衆

国
（
連
邦
）
へ
の
詐
欺
行
為
に
か
か
る
共
謀
罪
の
成
立
要
件
は
、
被
告
が
①
話
合
い
で
合
意
に
達
し
た
こ
と
、
②
政
府
の
合
法
的
な
業
務

を
妨
害
し
た
こ
と
、
③
虚
偽
（deceitful

）
や
不
正
な
（dishonest

）
手
段
を
用
い
た
こ
と
、
お
よ
び
④
共
謀
に
影
響
を
及
ぼ
す
少
な
く
と

も
一
つ
の
準
備
行
為
（overt act

）
が
あ
っ
た
こ
と
で
あ
り
、
連
邦
検
察
は
こ
れ
ら
の
要
件
を
立
証
す
る
よ
う
に
求
め
ら
れ
る
。

カ
ル
ド
ウ
エ
ル
共
謀
罪
事
件
に
お
い
て
、
控
訴
裁
判
所
は
、
控
訴
人
（
Ｙ
）
側
の
主
張
を
認
め
、
事
実
審
を
担
当
し
た
連
邦
地
方
裁
判

所
が
、
審
理
陪
審
（jury
）
で
陪
審
員
（jurors

）
に
対
し
て
詐
欺
条
項
の
適
用
に
つ
い
て
説
示
（instructions

）
す
る
際
に
、
そ
の
説
示
に

瑕
疵
が
あ
っ
た
こ
と
を
認
め
た
。
す
な
わ
ち
、
共
謀
罪
の
成
立
要
件
の
一
つ
で
あ
る
「
③
虚
偽
（deceitful

）
や
不
正
な
（dishonest

）
手

段
を
用
い
た
こ
と
」
に
つ
い
て
合
意
が
あ
っ
た
旨
の
事
実
が
確
認
で
き
て
は
じ
め
て
有
罪
と
で
き
る
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
旨
の
適

切
な
説
示
が
行
わ
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
た
（U

nited S
tates v. C

aldw
ell, 989 F

.2d 1056, at 1060

）。
控
訴
裁
判
所
は
、
こ
の
点
を

理
由
に
、
本
件
に
お
け
る
審
理
陪
審
（jury
）
は
、
被
告
が
虚
偽
（deceitful

）
や
不
正
な
（dishonest

）
手
段
を
用
い
て
共
謀
す
る
こ
と
に

合
意
し
て
い
な
か
っ
た
の
に
も
拘
わ
ら
ず
、
Ｉ
Ｒ
Ｓ
の
業
務
妨
害
に
加
わ
る
こ
と
に
合
意
し
た
と
の
不
適
切
な
評
決
に
い
た
っ
た
可
能
性

が
あ
る
と
裁
断
し
た
（U

nited S
tates v. C

aldw
ell, 989 F

.2d 1056, at 1060-6

）。
す
な
わ
ち
、
連
邦
憲
法
修
正
六
条
は
、「
す
べ
て
の
刑

事
上
の
訴
追
に
お
い
て
、
被
告
人
は
、
…
…
公
平
な
陪
審
に
よ
る
迅
速
な
公
開
の
裁
判
を
受
け
」
る
権
利
が
あ
る
旨
定
め
て
い
る
こ
と
か

ら
し
て
、
公
平
な
陪
審
が
確
保
さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
難
く
、
陪
審
員
に
対
し
適
切
な
説
示
が
行
わ
れ
な
か
っ
た
こ
と
は
単
な
る
失
念
と

し
て
看
過
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
判
示
し
た
。

加
え
て
、
政
府
（
Ｘ
：
検
察
）
は
「
カ
ル
ド
ウ
エ
ル
（
Ｙ
：
被
告
／
控
訴
人
）
が
共
謀
し
て
連
邦
課
税
庁
（
Ｉ
Ｒ
Ｓ
）
の
仕
事
を
困
難
に
し

た
（G

aldw
ell conspired to m

ake the IR
S

’s job harder

）」
旨
を
立
証
し
た
。
し
か
し
、
控
訴
裁
判
所
は
、
こ
の
よ
う
な
ア
バ
ウ
ト
な
証

一
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拠
で
被
告
を
違
法
な
共
謀
の
罪
を
犯
し
た
と
判
断
す
る
こ
と
は
ゆ
る
さ
れ
な
い
と
判
示
し
た
。
控
訴
裁
判
所
で
本
件
を
担
当
し
た
コ
ジ
ン

ス
キ
イ
（A

lex K
ozinski

）
判
事
は
、
連
邦
地
裁
判
決
を
破
棄
す
る
に
あ
た
り
、「
ゆ
る
さ
れ
る
こ
と
以
外
の
こ
と
は
す
べ
て
禁
止
さ
れ
る
、

何
ご
と
も
命
令
に
よ
っ
て
だ
け
ゆ
る
さ
れ
る
…
…
市
民
は
、
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
の
熱
狂
の
嵐
の
な
か
で
自
ら
の
行
動
を
呪
縛
さ
れ
る

…
…
よ
う
な
国
が
近
年
ま
で
存
在
し
た
。【
中
略
】
幸
い
な
こ
と
に
、
合
衆
国
は
そ
ん
な
国
で
は
な
い
。
本
法
廷
も
、
そ
ん
な
場
所
に
は

な
り
た
く
な
い
と
願
っ
て
い
る
。
政
府
は
、
あ
る
行
為
を
禁
止
し
た
い
と
望
む
な
ら
ば
、
そ
れ
を
禁
止
で
き
る
。
政
府
が
あ
る
行
為
を
命

じ
た
い
と
望
む
な
ら
ば
、
そ
れ
を
命
じ
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
本
法
廷
は
、
議
会
が
、
合
衆
国
法
典
タ
イ
ト
ル 18/18 U

.S
. 

C
ode 

三
七
一
条
〔
一
般
的
共
謀
罪
〕
を
制
定
し
た
と
き
に
、
政
府
を
妨
害
す
る
あ
ら
ゆ
る
こ
と
を
市
民
に
禁
じ
た
り
、
あ
る
い
は
市
民

に
対
し
す
べ
て
に
つ
い
て
政
府
が
仕
事
を
し
易
く
な
る
よ
う
に
求
め
て
い
た
と
軽
々
に
推
論
し
た
く
は
な
い
。
市
民
は
、
虚
偽

（deceitful

）
や
不
正
な
（dishonest

）
手
段
で
行
動
し
て
い
な
い
限
り
、
か
つ
、
特
定
の
法
律
に
違
反
し
て
い
な
い
限
り
、
自
分
の
好
む

方
法
で
私
事
を
行
い
自
由
に
社
会
の
な
か
で
生
き
ら
れ
る
。」
と
付
け
加
え
た
。

カ
ル
ド
ウ
エ
ル
共
謀
罪
事
件
判
決
は
、
ク
ラ
イ
ン
共
謀
基
準
を
受
け
入
れ
現
状
追
従
、
紋
切
型
の
判
決
を
続
け
る
司
法
の
姿
勢
を
痛
烈

に
批
判
し
た
も
の
と
受
け
取
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
連
邦
刑
事
法
典
三
七
一
条
の
「
詐
欺
条
項
」
を
適
用
し
て
、
特
定
の
租
税
実
体

犯
罪
を
ベ
ー
ス
と
す
る
こ
と
な
し
に
、
た
ん
に
被
告
は
共
謀
し
て
連
邦
課
税
庁
（
Ｉ
Ｒ
Ｓ
）
の
仕
事
を
困
難
に
し
た
（conspired to m

ake 

the IR
S

’s job harder

）
こ
と
を
理
由
に
共
謀
罪
を
問
う
こ
と
は
、
お
お
よ
そ
民
主
国
家
の
司
法
で
は
採
っ
て
は
い
け
な
い
手
法
で
あ
る
、
と
。

⑵　

コ
プ
ラ
ン
共
謀
罪
事
件
判
決

Ｉ
Ｒ
Ｓ
へ
の
詐
欺
行
為
に
か
か
る
「
共
謀
」
を
幅
広
く
定
義
し
た
一
九
五
七
年
の
ク
ラ
イ
ン
事
件
判
決
（
ク
ラ
イ
ン
共
謀
基
準
）
は
、
か

一
八
〇



租
税
犯
罪
へ
の
共
謀
罪
適
用
事
例
の
日
米
比
較
（
石
村
）

な
り
陳
腐
化
し
て
き
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
の
指
摘
も
あ
る
。
こ
の
基
準
を
見
直
す
か
ど
う
か
を
含
め
、
再
点
検
を
促
す
判
決
も
あ
る
。

そ
の
一
つ
が
、
二
〇
一
二
年
に
第
二
巡
回
区
連
邦
控
訴
裁
判
所
が
下
し
た
コ
プ
ラ
ン
事
件
判
決
〔U

nited S
tates v. C

oplan, 703 F
.3d 

46 

（2d C
ir. 2012

）, cert. d
en

ied, 134 S
.C

t. 71 

（2013

）〕
で
あ
る
。

本
件
は
、
一
般
に
「
コ
プ
ラ
ン
共
謀
罪
事
件
（C

oplan conspiracy case

）」
と
呼
ば
れ
る
。
コ
プ
ラ
ン
共
謀
罪
事
件
の
概
要
お
よ
び
コ

プ
ラ
ン
被
告
の
主
張
を
図
説
す
る
と
、
お
お
よ
そ
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

【
図
表
36
】
コ
プ
ラ
ン
共
謀
罪
事
件
の
概
要

一
九
九
八
年
に
、
ア
ー
ン
ス
ト
・
ア
ン
ド
・
ヤ
ン
グ
会
計
事
務
所
（
Ｅ 

＆
Ｙ 

Ｌ
Ｌ
Ｐ
）
の
パ
ー
ト
ナ
ー
や
職
員
で
あ
っ
た
コ
プ
ラ
ン
（R

obart 

C
oplan

）
被
告
（
Ｙ
）
を
は
じ
め
と
し
た
三
人
の
税
務
弁
護
士
（tax attorney

）
と
一
人
の
公
認
会
計
士
（
Ｃ
Ｐ
Ａ
）
が
、
一
九
九
八
年
か
ら

二
〇
〇
六
年
に
か
け
て
共
謀
し
て
租
税
ほ
脱
罪
〔
Ｉ
Ｒ
Ｃ
七
二
〇
一
条
〕
に
つ
な
が
る
五
つ
の
タ
ッ
ク
ス
シ
ェ
ル
タ
ー
ス
キ
ー
ム
を
立
案
し
販
売
す
る

計
画
（
た
だ
し
、
訴
追
の
対
象
と
さ
れ
た
の
は
、
そ
の
う
ち
の
一
つ
の
ス
キ
ー
ム
）
を
た
て
た
か
ど
で
、
連
邦
刑
事
法
典
三
七
一
条
の
「
詐
欺
条
項
」

に
基
づ
き
共
謀
罪
そ
の
他
複
数
の
罪
を
問
わ
れ
た
。

事
実
審
裁
判
所
〔
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
南
部
地
区
連
邦
地
方
裁
判
所
〕（
四
人
は
事
実
問
題
の
争
点
を
同
じ
く
す
る
こ
と
か
ら
併
合
訴
訟
）
は
、
お
お
よ
そ

一
〇
週
間
で
結
審
し
た
。
審
理
陪
審
は
、
大
筋
で
検
察
の
主
張

（
64
）

に
沿
い
、
ク
ラ
イ
ン
共
謀
基
準
に
基
づ
き
、
四
人
の
被
告
に
対
し
て
す
べ
て
の
罪
に
つ

い
て
有
罪
の
評
決
を
下
し
た
。
こ
れ
を
受
け
て
、
連
邦
地
裁
は
、
コ
プ
ラ
ン
被
告
に
は
、
三
年
の
禁
錮
刑
（
た
だ
し
、
三
年
間
に
わ
た
り
、
年
一
二
〇

時
間
の
社
会
勤
労
奉
仕
、
そ
の
う
ち
半
分
は
税
務
専
門
職
と
し
て
の
税
務
相
談
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。）
プ
ラ
ス
七
五
、〇
〇
〇
ド
ル
の
罰
金
を
科

す
判
決
を
下
し
た

（
65
）

。【
他
の
被
告
に
対
し
て
は
一
二
か
月
〜
三
年
の
禁
錮
刑
＋
七
五
、〇
〇
〇
〜
一
〇
万
ド
ル
の
罰
金
を
併
科
。
全
員
が
控
訴
し
た
。】

こ
の
判
決
を
不
服
と
し
て
Ｙ
は
、
控
訴
し
た
。
Ｙ
は
、
控
訴
審
に
お
い
て
、
連
邦
地
裁
判
決
が
一
九
五
七
年
の
ク
ラ
イ
ン
共
謀
罪
事
件
判
決
（
ク
ラ

イ
ン
共
謀
基
準
）
を
も
と
に
判
決
を
下
し
て
い
る
が
、
前
記
⑴
カ
ル
ド
ウ
エ
ル
共
謀
罪
事
件
判
決
（U

nited S
tates v. C

aldw
ell, 989 F

.2d 1056

）

な
ど
を
典
拠
に
、
ク
ラ
イ
ン
共
謀
基
準
の
正
当
性
を
問
題
に
し
た
。
す
な
わ
ち
、
ク
ラ
イ
ン
共
謀
基
準
は
、
制
定
法
【
連
邦
刑
事
法
典
三
七
一
条
】
の

一
八
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解
釈
に
基
づ
い
て
い
る
と
い
う
よ
り
は
、
個
人
の
利
益
の
保
護
よ
り
も
政
府
の
利
益
の
方
が
も
っ
と
価
値
が
高
い
と
い
う
司
法
が
創
造
し
た
政
策
配
慮

（judicially generated policy concern

）
に
基
づ
い
た
基
準
で
あ
る
。
こ
の
基
準
は
、「
政
府
に
詐
欺
を
働
く
（defraud the governm

ent

）」
と
い

う
文
言
に
つ
い
て
、
拡
大
解
釈
を
常
態
化
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
基
準
に
基
づ
い
て
判
決
を
下
す
こ
と
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
正
当
性
が
あ
る
の
か
、

と
問
い
た
だ
し
た
。

本
件
を
担
当
し
た
連
邦
控
訴
裁
判
所
の
ジ
ョ
ゼ
・
キ
ャ
ブ
ラ
イ
ン
（Jose C

abranes

）
判
事
が
、
Ｙ
の
主
張
に
一
定
の
理
解
を
示
す
意
見
を
表
明
し

た
。
し
か
し
、
当
裁
判
所
は
、
連
邦
最
高
裁
の
先
例
と
控
訴
裁
判
所
の
裁
判
例
に
拘
束
さ
れ
る
こ
と
、
ま
た
、
ク
ラ
イ
ン
共
謀
基
準
の
見
直
し
は
唯
一

連
邦
最
高
裁
が
な
し
得
る
も
の
で
あ
る
と
し
、
当
裁
判
所
が
見
直
し
を
検
討
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
消
極
的
な
姿
勢
を
示
し
た
。

結
果
と
し
て
、
Ｙ
に
つ
い
て
は
下
級
審
の
事
実
認
定
に
基
づ
き
有
罪
判
決
を
追
認
し
、
控
訴
を
棄
却
し
た
。【
Ｙ
を
含
む
二
人
が
有
罪
、
他
の
二
人
は

犯
罪
意
思
が
な
か
っ
た
と
し
て
事
実
審
の
有
罪
判
決
を
破
棄
し
た
。】

Ｙ
（
被
告
・
控
訴
人
）
は
、
移
送
命
令
送
致
に
よ
り
連
邦
最
高
裁
判
所
の
判
断
を
求
め
よ
う
と
し
た
が
、
受
理
さ
れ
な
か
っ
た
（
い
わ
ゆ
る
上
告
不

受
理
）〔U

nited S
tates v. C

oplan, 703 F
.3d 46 

（2d C
ir. 2012

）, cert. d
en

ied, 134 S
.C

t. 71 

（2013

）〕。

コ
プ
ラ
ン
共
謀
罪
事
件
控
訴
審
に
お
い
て
、
Ｙ
（
被
告
・
控
訴
人
）
側
は
、
一
連
の
控
訴
理
由
の
一
つ
と
し
て
、
連
邦
刑
事
法
典

三
七
一
条
に
規
定
す
る
合
衆
国
（
連
邦
）
へ
の
詐
欺
行
為
に
か
か
る
共
謀
罪
の
成
立
要
件
は
、
ク
ラ
イ
ン
共
謀
基
準
に
よ
る
と
、
政
府

（
Ｘ
：
検
察
）
側
は
、
Ｙ
が
政
府
の
合
法
的
な
業
務
を
妨
害
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
た
ん
に
虚
偽
（deceitful

）
や
不
正
な
（dishonest

）
手

段
を
用
い
る
こ
と
に
つ
い
て
話
合
い
で
合
意
に
達
し
た
こ
と
で
共
謀
の
罪
を
問
え
る
こ
と
に
な
る
点
を
争
っ
た
。
こ
う
し
た
法
の
適
用
や

解
釈
は
、
連
邦
憲
法
修
正
第
五
条
の
保
障
さ
れ
た
「
法
の
適
正
手
続
（due process of law

）」
を
侵
害
す
る
と
し
、
い
わ
ゆ
る
「
適
用
違

憲
（as applied constitutional challenge

）」
を
主
張
し
て
い
る
。
し
か
し
、
控
訴
裁
判
所
は
、
こ
う
し
た
主
張
に
正
面
か
ら
応
え
る
こ
と

に
は
消
極
的
で
あ
っ
た
。

一
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租
税
犯
罪
へ
の
共
謀
罪
適
用
事
例
の
日
米
比
較
（
石
村
）

コ
プ
ラ
ン
共
謀
罪
事
件
控
訴
審
判
決
に
つ
い
て
は
、
現
状
追
従
、
紋
切
型
の
判
決
で
あ
る
と
し
て
、
税
務
専
門
職
の
間
で
は
負
の
評
価

が
な
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
一
方
で
、
本
判
決
は
、
カ
ル
ド
ウ
エ
ル
共
謀
罪
事
件
判
決
（U

nited S
tates v. C

aldw
ell, 989 F

.2d 

1056

）
な
ど
を
引
用
し
、
Ｙ
（
被
告
・
控
訴
人
・
上
告
人
）
側
が
行
っ
た
主
張
を
認
め
る
こ
と
に
は
消
極
的
で
は
あ
っ
た
も
の
の
、
ク
ラ
イ

ン
共
謀
基
準
の
今
後
の
あ
り
方
、
そ
の
見
直
し
の
必
要
性
に
つ
い
て
一
矢
を
放
っ
た
と
の
評
価
が
な
さ
れ
て
い
る

（
66
）

。

6　

ク
ラ
イ
ン
共
謀
基
準
へ
の
相
互
依
存
を
深
め
る
Ｉ
Ｒ
Ｓ
、
連
邦
検
察

連
邦
課
税
庁
（
Ｉ
Ｒ
Ｓ 

Ｃ
Ｉ
）
が
、
連
邦
検
察
（U

.S
. A

ttorney

）
と
タ
イ
ア
ッ
プ
・
情
報
連
携
し
て
、
租
税
ほ
脱
（tax evasion/

Ｉ
Ｒ
Ｃ
七
二
〇
一
条
）、
虚
偽
申
告
（fraud and false statem

ent

／
Ｉ
Ｒ
Ｃ
七
二
〇
六
条
一
項
）
を
摘
発
・
立
件
す
る
と
す
る
。
こ
れ
ら
租
税

実
体
犯
罪
に
か
か
る
訴
訟
（
刑
事
租
税
訴
訟
）
で
は
、
連
邦
政
府
（
連
邦
検
察
）
側
が
立
証
責
任
を
負
う
。

租
税
ほ
脱
罪
（
Ｉ
Ｒ
Ｃ
七
二
〇
一
条
）
に
つ
い
て
、
法
文
で
は
「
内
国
歳
入
法
典
（
Ｉ
Ｒ
Ｃ
）
に
基
づ
き
課
さ
れ
る
い
か
な
る
租
税
ま
た

は
そ
の
納
付
を
、
故
意
に

・

・

・

ほ
脱
ま
た
は
侵
害
し
よ
う
と
し
た
者
は
、
重
罪
と
し
て
、
次
の
刑
で
処
罰
さ
れ
る
。」（
傍
点
邦
訳
者
）
と
定
め
る
。

ま
た
、
虚
偽
申
告
罪
（
Ｉ
Ｒ
Ｃ
七
二
〇
六
条
一
項
）
に
つ
い
て
は
、「
い
か
な
る
者
も
、
虚
偽
罪
を
問
わ
れ
る
こ
と
を
承
知
の
う
え
作
成
さ

れ
た
宣
誓
文
そ
の
他
宣
誓
文
の
よ
る
証
明
が
な
さ
れ
た
申
告
書
、
陳
述
書
そ
の
他
の
書
面
で
あ
っ
て
、
あ
ら
ゆ
る
重
要
な
部
分
に
つ
い
て

真
実
か
つ
正
確
で
あ
る
と
信
じ
て
い
な
い
も
の
を
故
意
に

・

・

・

作
成
、
署
名
し
た
場
合
に
は
、
重
罪
と
し
て
、
次
の
刑
で
処
罰
さ
れ
る
。」（
傍

点
邦
訳
者
）
と
定
め
る
。

租
税
ほ
脱
罪
（
Ｉ
Ｒ
Ｃ
七
二
〇
一
条
）
お
よ
び
虚
偽
申
告
罪
（
Ｉ
Ｒ
Ｃ
七
二
〇
六
条
一
項
）
に
お
い
て
は
、「
い
か
な
る
者
（any person

）」

と
い
う
規
定
振
り
に
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
納
税
者
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
納
税
者
を
支
援
し
た
税
務
専
門
職
な
ど
も
、
処
罰
の
対
象
と

一
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さ
れ
る
（S

ee, e.g. , U
nited S

tates v. T
ow

nsent, 31 F
. 3d 262, at 267 

（5th C
ir. 1994

））。

租
税
法
は
複
雑
に
な
る
一
方
で
あ
る
。
政
府
は
、
納
税
者
が
相
当
の
注
意
義
務
を
払
っ
た
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
無
実
の
誤
り
を
し
た
の

か
、
あ
る
い
は
意
図
的
な
見
解
に
基
づ
い
て
税
務
処
理
を
し
た
の
か
、
明
瞭
な
線
引
き
を
す
る
の
は
必
ず
し
も
容
易
で
は
な
い
。
と
り
わ

け
、
技
巧
を
凝
ら
し
た
複
雑
な
タ
ッ
ク
ス
シ
ェ
ル
タ
ー
は
、
正
当
な
事
業
目
的
を
欠
い
て
は
い
る
が
形
式
的
に
は
合
法
で
あ
り
、
ク
ラ
イ

ア
ン
ト
に
租
税
上
の
恩
恵
を
も
た
ら
す
。
Ｉ
Ｒ
Ｓ
は
、
こ
れ
ら
タ
ッ
ク
ス
シ
ェ
ル
タ
ー
の
多
く
は
、
税
務
調
査
で
そ
の
ス
キ
ー
ム
を
解
析

す
る
の
す
ら
難
し
い
。
そ
こ
で
、
Ｉ
Ｒ
Ｓ
は
、
二
〇
〇
〇
年
に
タ
ッ
ク
ス
シ
ェ
ル
タ
ー
分
析
室
（O

ffi  ce of T
ax S

helter A
nalysis （

67
））

を
立

ち
上
げ
、
税
務
専
門
職
を
主
な
タ
ー
ゲ
ッ
ト
と
し
た
即
応
態
勢
を
構
築
し
た
が
、
い
ま
だ
イ
タ
チ
ご
っ
こ
の
状
態
が
続
い
て
い
る

（
68
）

。

こ
う
し
た
徴
税
の
現
場
で
の
困
難
を
織
り
込
み
、
確
実
に
有
罪
を
勝
ち
取
る
た
め
、
Ｉ
Ｒ
Ｓ
や
連
邦
検
察
は
、「
何
ら
か
の
方
法
も
し

く
は
何
ら
か
の
目
的
の
た
め
に
合
衆
国
（
連
邦
）
ま
た
は
政
府
機
関
に
詐
欺
を
働
く
こ
と
に
つ
い
て
共
謀
す
る
こ
と
」
を
犯
罪
の
成
立
要

件
と
す
る
連
邦
刑
事
法
典
三
七
一
条
規
定
す
る
一
般
共
謀
罪
の
詐
欺
条
項
に
か
か
る
共
謀
罪
（conspiracy-to defraud clause

）
へ
の
依
存

を
強
め
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
詐
欺
条
項
に
か
か
る
共
謀
罪
を
典
拠
に
す
れ
ば
、
特
定
の
犯
罪
【
租
税
ほ
脱
（tax 

evasion

／
Ｉ
Ｒ
Ｃ
七
二
〇
一
条
）、
虚
偽
申
告
（fraud and false statem

ent

／
Ｉ
Ｒ
Ｃ
七
二
〇
六
条
一
項
）
な
ど
】
に
つ
い
て
の
立
証
を
要
し
な

い
か
ら
で
あ
る
。
政
府
（
検
察
）
は
、
納
税
者
や
税
務
専
門
職
な
ど
被
告
が
不
正
な
手
段
を
使
っ
て
、
Ｉ
Ｒ
Ｓ
の
租
税
の
賦
課
お
よ
び
徴

収
を
妨
げ
る
こ
と
を
計
画
し
た
旨
を
立
証
す
る
こ
と
で
足
り
る
。

共
謀
罪
は
、
納
税
者
や
税
務
専
門
職
な
ど
が
、
完
全
に
税
法
の
文
言
を
遵
守
し
て
い
た
と
し
て
も
、
犯
罪
が
あ
っ
た
こ
と
を
問
え
る
性

格
の
刑
罰
で
あ
る
。
ク
ラ
イ
ン
共
謀
基
準
に
従
っ
た
政
府
の
解
釈
に
よ
れ
ば
、
税
務
専
門
職
と
納
税
者
は
、
税
務
調
査
で
は
解
析
が
難
し

い
タ
ッ
ク
ス
シ
ェ
ル
タ
ー
に
つ
い
て
話
し
合
い
、
合
意
し
た
こ
と
は
、
そ
の
コ
ン
テ
キ
ス
ト
に
お
い
て
、
Ｉ
Ｒ
Ｓ
の
税
務
調
査
回
避

一
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租
税
犯
罪
へ
の
共
謀
罪
適
用
事
例
の
日
米
比
較
（
石
村
）

（avoidance of tax audit

）
を
画
策
し
て
い
た
、
あ
る
い
は
「
共
謀
し
て
連
邦
課
税
庁
（
Ｉ
Ｒ
Ｓ
）
の
仕
事
を
困
難
に
し
た
（conspired to 

m
ake the IR

S
’s job harder

）」
こ
と
に
な
り
、
共
謀
罪
を
問
え
る
こ
と
に
な
る
。
ま
さ
に
、
Ｉ
Ｒ
Ｓ
や
連
邦
検
察
が
、
ク
ラ
イ
ン
共
謀
基

準
に
依
存
を
深
め
る
理
由
で
あ
る
。

7　

租
税
犯
罪
に
か
か
る
共
謀
罪
の
成
立
要
件
再
論

共
謀
は
、「
集
団
的
な
犯
罪
合
意
（collective crim

inal agreem
ent

）」
な
い
し
「
犯
罪
に
お
け
る
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
（partnership in 

crim
e

）」
と
も
呼
ば
れ
る
よ
う
に
、
共
謀
罪
を
適
用
す
る
場
合
の
客
観
的
要
件
の
核
と
な
る
の
は
、「
合
意
（agreem

ent

）」
の
存
在
で
あ

る
。
こ
の
点
は
、
税
法
分
野
に
お
け
る
共
謀
罪
の
適
用
に
お
い
て
も
、
同
様
で
あ
る
。

ま
さ
に
、
タ
ン
ゴ
を
踊
る
と
き
に
相
手
が
必
要
な
よ
う
に
、
共
謀
罪
が
成
立
す
る
基
礎
的
な
要
件
と
し
て
、
少
な
く
と
も
二
人
の
集
団

が
必
要
に
な
る
。
言
い
換
え
る
と
、
被
告
は
、
自
分
自
身
で
共
謀
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
（M

orrison v. C
alifornia, 291 U

.S
. 82, at 92 

（1934

））。

⑴　

ピ
ン
カ
ー
ト
ン
罪
責
原
則

共
謀
罪
（crim
e of conspiracy

）
は
、
そ
の
ベ
ー
ス
と
な
る
実
体
犯
罪
（substantive off ence

）、
例
え
ば
租
税
ほ
脱
罪
（
Ｉ
Ｒ
Ｃ
七
二
〇
一

条
）、
と
は
別
途
に
成
立
す
る
独
立
し
た
犯
罪
で
あ
る
。
ま
た
、
連
邦
刑
事
法
典
三
七
一
条
の
一
般
的
共
謀
罪
は
、
そ
れ
が
成
立
す
る
た

め
に
は
実
体
犯
罪
（
例
え
ば
、
租
税
ほ
脱
罪
／
Ｉ
Ｒ
Ｃ
七
二
〇
一
条
）
を
実
際
に
実
行
さ
れ
る
こ
と
を
要
件
と
し
て
い
な
い
。
こ
の
こ
と
か
ら
、

共
謀
罪
は
、
そ
の
ベ
ー
ス
と
な
る
実
体
犯
罪
（
租
税
ほ
脱
罪
）
が
成
立
し
て
い
る
か
し
て
し
な
い
か
を
問
わ
ず
に
成
立
す
る
。一

八
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連
邦
政
府
（
検
察
）
は
、
共
謀
者
に
対
し
て
、
実
体
犯
罪
（
例
え
ば
、
租
税
ほ
脱
罪
／
Ｉ
Ｒ
Ｃ
七
二
〇
一
条
）
と
共
謀
罪
（
連
邦
刑
事
法
典

三
七
一
条
）
の
双
方
の
訴
追
（
起
訴
）
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
、
政
府
は
、
共
謀
罪
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
な
成
立
要
件
を

立
証
す
る
必
要
が
あ
る
。

【
図
表
37
】
一
般
的
共
謀
罪
の
成
立
要
件

①
共
謀
目
的
に
つ
い
て
の
合
意
（agreem

ent

）
が
あ
る
こ
と
。

②
当
該
目
的
を
達
成
す
る
た
め
の
特
定
の
意
図
（specifi c intent

）
が
あ
る
こ
と
。

③
当
該
合
意
を
促
進
す
る
準
備
行
為
（overt act

）
が
あ
る
こ
と
。

す
な
わ
ち
、
実
体
犯
罪
と
共
謀
罪
を
問
う
場
合
、
共
謀
罪
に
つ
い
て
、
政
府
（
検
察
）
は
、
合
意
お
よ
び
そ
の
合
意
を
推
進
す
る
合
理

的
に
予
見
で
き
る
準
備
行
為
（overt act
）
が
あ
る
こ
と
を
立
証
す
る
よ
う
に
求
め
ら
れ
る
。
そ
れ
で
は
、
双
方
の
犯
罪
を
問
う
場
合
、

実
体
犯
罪
を
犯
し
て
い
な
い
者
に
対
し
て
も
、
共
謀
罪
に
つ
い
て
責
任
を
問
え
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
点
に
つ
い
て
、
ピ
ン
カ
ー
ト
ン
事
件
判
決
（P

inkerton v. U
nited S

tates, 328 U
.S

. 640, at 647-8

（1946

））
に
お
い
て
、
連
邦
最

高
裁
判
所
は
、
共
謀
者
は
、
仮
に
実
体
犯
罪
を
犯
し
て
お
ら
ず
、
当
該
共
謀
に
共
同
し
て
い
る
（join

）
だ
け
で
あ
る
と
し
て
も
、
正
犯

と
し
て
罪
を
負
う
と
判
示
し
た
。
一
般
に
、
こ
の
ピ
ン
カ
ー
ト
ン
事
件
判
決
に
示
さ
れ
た
罪
責
基
準
は
、「
ピ
ン
カ
ー
ト
ン
罪
責
原
則

（P
inkerton liability doctrine

）」
と
呼
ば
れ
る
。
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租
税
犯
罪
へ
の
共
謀
罪
適
用
事
例
の
日
米
比
較
（
石
村
）

⑵　

合
意
の
存
在

共
謀
罪
を
問
う
た
め
に
は
、
連
邦
検
察
（U

.S
. A

ttorney

）
は
、
被
告
と
少
な
く
と
も
も
う
一
人
の
者
が
、
共
謀
目
的
を
達
成
す
る
た

め
の
「
合
意
（agreem

ent

）」
が
あ
っ
た
こ
と
を
立
証
す
る
よ
う
に
求
め
ら
れ
る
（U

nited S
tates v. B

arnes, 604 F
. 2d 121, at 161 

（2d 

C
ir. 1979

））。

例
え
ば
、
納
税
者
が
、
あ
る
濫
用
的
タ
ッ
ク
ス
シ
ェ
ル
タ
ー
ス
キ
ー
ム
（abusive tax shelter schem

e

）
が
違
法
で
あ
る
と
知
り
な
が

ら
、
そ
の
ス
キ
ー
ム
に
故
意
に
参
加
し
た
と
す
る
。
こ
の
場
合
、
連
邦
検
察
は
、
そ
の
ス
キ
ー
ム
を
考
案
し
販
売
し
た
弁
護
士
、
公
認
会

計
士
（
Ｃ
Ｐ
Ａ
）
そ
の
他
の
税
務
専
門
職
と
当
該
納
税
者
を
、
違
法
な
租
税
ほ
脱
（tax evasion

／
Ｉ
Ｒ
Ｃ
七
二
〇
一
条
）
の
共
謀
に
合
意
し

た
か
ど
で
起
訴
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
事
例
で
は
、
俗
に
「
車
輪
＆
ス
ポ
ー
ク
共
謀
（w

heel and spoke conspiracy

）」
と
呼
ば
れ
る
パ
タ
ー
ン
で
共
謀
罪
を
問
わ
れ
る

可
能
性
も
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
連
邦
検
察
は
、
違
法
な
濫
用
的
タ
ッ
ク
ス
シ
ェ
ル
タ
ー
ス
キ
ー
ム
の
購
入
・
参
加
を
呼
び
か
け
る
税
務
専

門
職
が
、「
車
輪
（w

heel

）」
の
役
割
を
果
た
し
、
相
互
に
は
直
接
的
な
接
触
は
持
た
な
い
複
数
の
納
税
者
（
俗
に
「
ス
ポ
ー
ク
（spokes

）」

と
も
呼
ば
れ
る
。）
が
違
法
ス
キ
ー
ム
に
参
加
す
る
意
図
を
通
じ
て
共
謀
的
な
合
意
で
結
び
つ
い
て
い
る
と
し
て
共
謀
罪
で
起
訴
す
る
こ
と

も
で
き
る
。

共
謀
罪
を
問
う
場
合
、
二
人
以
上
の
者
に
よ
る
合
意
の
存
在
を
立
証
す
る
の
が
客
観
的
成
立
要
件
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
状
況
に
よ
り
、

連
邦
検
察
は
、
一
方
の
当
事
者
を
正
式
起
訴
す
る
場
合
に
、
必
ず
し
も
他
方
の
当
事
者
の
身
元
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
な
い
と
さ
れ
る
。

こ
の
点
に
つ
い
て
、
連
邦
司
法
省
（D

O
J=D

epartm
ent of Justice

）
の
租
税
犯
則
マ
ニ
ュ
ア
ル
（C

T
M

=C
rim

inal T
ax M

anual

）
で
は
、

連
邦
検
察
官
に
対
し
、
次
の
よ
う
に
指
示
す
る
。
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【
図
表
38
】　

連
邦
司
法
省
（
Ｄ
Ｏ
Ｊ
）
租
税
犯
則
マ
ニ
ュ
ア
ル
（
Ｃ
Ｔ
Ｍ
）：
起
訴
に
あ
た
っ
て
の
留
意
事
項

検
察
官
（prosecutors

）
は
、
連
邦
司
法
省
が
、
共
謀
罪
の
起
訴
に
お
い
て
、
正
当
な
理
由
が
な
い
限
り
、
起
訴
さ
れ
て
い
な
い
共
謀
者
の
身
元
を

明
ら
か
に
し
な
い
こ
と
は
望
ま
し
い
こ
と
で
は
な
い
と
い
う
立
場
に
あ
る
こ
と
に
留
意
す
べ
き
で
あ
る
。
連
邦
検
察
マ
ニ
ュ
ア
ル
（U

S
A
M

=U
nited 

S
tates A

ttorneys ’ M
anual 9-11.130

（June 2008

）
起
訴
さ
れ
て
い
な
い
共
謀
者
の
身
元
を
明
ら
か
に
し
な
い
事
案
に
お
い
て
検
察
官
に
推
奨
さ

れ
る
事
務
は
、
た
ん
に
「
被
告
は
、
他
の
者
ま
た
は
連
邦
大
陪
審
（grand jury

）
や
、
被
告
か
ら
の
申
立
て
に
基
づ
き
〔
検
察
側
が
犯
罪
事
実
を
記

載
し
法
廷
に
〕
提
出
す
る
犯
罪
事
実
明
細
書
（bill of particulars

）
で
そ
の
身
元
を
開
示
さ
れ
る
者
と
共
謀
し
た
」
旨
申
し
立
て
る
こ
と
で
あ
る
。

た
だ
し
、
こ
の
よ
う
な
事
務
運
営
は
、「
そ
の
者
が
不
正
行
為
に
よ
り
正
式
に
処
罰
さ
れ
、
係
争
中
で
あ
る
」
場
合
に
は
、
そ
れ
を
行
わ
な
い
も
の
と
す

る
。U

S
A
M

 9-27.760

連
邦
司
法
省
（
Ｄ
Ｏ
Ｊ
）
が
租
税
犯
則
マ
ニ
ュ
ア
ル
で
、
連
邦
検
察
官
に
対
し
て
こ
う
し
た
示
達
を
行
う
背
景
に
は
、
連
邦
捜
査
機
関

（
Ｆ
Ｂ
Ｉ
や
Ｄ
Ｅ
Ａ
な
ど
）
な
い
し
連
邦
課
税
庁
（
Ｉ
Ｒ
Ｓ
）
は
、
し
ば
し
ば
覆
面
捜
査
官
（undercover agents

）
や
情
報
提
供
者
（inform

er

）

を
使
っ
て
共
謀
を
仕
立
て
必
要
な
証
拠
を
収
集
し
、
連
邦
検
察
が
被
疑
者
（
被
告
）
を
起
訴
に
持
ち
込
ん
で
い
る
事
情
が
あ
る
。

し
か
し
、
共
謀
罪
を
問
う
場
合
に
、
共
謀
罪
の
対
象
と
な
る
〝
二
人
以
上
の
「
者
」〞
に
は
、
政
府
の
覆
面
捜
査
官
な
い
し
情
報
提
供

者
は
含
ま
れ
な
い
。
す
な
わ
ち
、
被
告
は
こ
う
し
た
者
と
共
謀
に
合
意
す
る
意
図
（
意
思
）
は
な
か
っ
た
と
判
断
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
共

謀
罪
を
問
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
（S

ee, U
nited S

tates v. P
ennell, 737 F

.2d 521, at 536 

（6th C
ir. 1984

）, cert. d
en

ied , 469 U
.S

. 1158 

（1985

））。

租
税
犯
則
事
件
に
か
か
る
共
謀
罪
を
問
う
場
合
に
、
共
謀
罪
の
対
象
と
な
る
〝
二
人
以
上
の
「
者
」〞
に
は
、
原
則
と
し
て
「
法
人
／

会
社
（corporation

）」
も
含
ま
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
検
察
は
、
法
人
と
そ
の
従
業
者
ま
た
は
株
主
と
の
間
で
の
共
謀
の
合
意
の
意
図
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租
税
犯
罪
へ
の
共
謀
罪
適
用
事
例
の
日
米
比
較
（
石
村
）

（
意
思
）
が
あ
っ
た
と
し
て
、
共
謀
罪
を
問
う
場
合
も
多
い

（
69
）

。

⑶　

双
方
の
共
謀
罪
の
適
用
の
可
否

共
謀
者
の
計
画
・
準
備
行
為
が
、
共
謀
罪
の
対
象
に
な
る
と
判
断
し
た
と
す
る
。
こ
の
場
合
、
政
府
（
検
察
）
は
、
そ
の
共
謀
者
を
、

①
犯
罪
条
項
に
か
か
る
共
謀
罪
で
も
、
②
詐
欺
条
項
に
か
か
る
共
謀
罪
の
い
ず
れ
を
典
拠
に
し
て
も
起
訴
で
き
る
場
合
に
、
双
方
を
典
拠

に
起
訴
す
る
こ
と
は
可
能
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

例
え
ば
、
納
税
者
と
関
与
税
務
専
門
職
が
、
租
税
ほ
脱
罪
（
Ｉ
Ｒ
Ｃ
七
二
〇
一
条
）
の
対
象
と
な
る
タ
ッ
ク
ス
シ
ェ
ル
タ
ー
ス
キ
ー
ム
を

検
討
し
て
い
た
と
す
る
。
こ
の
場
合
、
政
府
（
検
察
）
は
、
Ｉ
Ｒ
Ｃ
七
二
〇
一
条
〔
租
税
ほ
脱
罪
〕
と
い
う
特
定
の
租
税
実
体
犯
罪
（
犯

罪
条
項
）
を
ベ
ー
ス
に
連
邦
刑
事
法
典
三
七
一
条
の
共
謀
罪
を
問
う
と
同
時
に
、
特
定
の
犯
罪
条
項
の
基
づ
か
な
い
詐
欺
条
項
に
か
か
る

共
謀
罪
で
も
、
共
謀
者
を
訴
追
で
き
る
か
ど
う
か
で
あ
る
。

こ
う
し
た
問
題
を
回
避
す
る
た
め
に
、
裁
判
所
に
よ
っ
て
は
、
共
謀
者
が
特
定
の
租
税
実
体
犯
罪
を
犯
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
な
場

合
に
は
、
犯
罪
条
項
に
か
か
る
共
謀
罪
で
も
っ
て
訴
追
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
見
解
を
と
る
と
こ
ろ
も
あ
る
（e.g. , U

nited S
tates v. 

M
inarik, 875 F

.2d 1186, at 1187 

（6th C
ir. 1989

））。
ま
た
、
双
方
の
共
謀
罪
で
起
訴
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
こ
の
こ
と
が
審
理
陪
審
に
お

い
て
陪
審
員
の
誤
っ
た
有
罪
評
決
に
つ
な
が
っ
た
と
す
る
被
告
か
ら
の
申
立
て
に
つ
い
て
、
連
邦
地
裁
の
裁
判
官
に
よ
る
陪
審
員
に
対
す

る
説
示
（instructions

）
が
適
切
に
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
双
方
の
共
謀
罪
で
の
起
訴
に
は
問
題
が
な
か
っ
た
と
す
る
控
訴
審
の
判

断
も
あ
る
〔U

nited S
tates v. H

elm
sley, 941 F

.2d 71, at 90 

（2d C
ir. 1991

）, cert. d
en

ied, 502 U
.S

. 1091 

（1992

）〕。

以
上
の
よ
う
に
、
一
つ
の
計
画
・
準
備
行
為
に
つ
い
て
双
方
の
共
謀
罪
を
典
拠
に
訴
追
で
き
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
裁
判
所
に
よ
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り
判
断
が
分
か
れ
て
い
る
。
こ
の
点
は
別
と
し
て
も
、
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
、
法
解
釈
論
的
に
は
、
連
邦
刑
事
法
典
三
七
一
条
の
共
謀

罪
は
単
一
の
犯
罪
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
最
大
で
も
一
つ
の
刑
罰
（
つ
ま
り
、
五
年
以
下
の
自
由
刑
も
し
く
は
二
五
万
ド
ル
（
法
人
の
場
合
は
五
〇

万
ド
ル
）
以
下
の
罰
金
ま
た
は
併
科
）
で
刑
事
制
裁
を
科
す
べ
き
で
あ
る
と
の
考
え
方
が
一
般
的
で
あ
る
。

⑷　

共
謀
罪
上
の
「
意
図
」
の
立
証
と
租
税
実
体
犯
罪
上
の
「
故
意
」
の
立
証

ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
共
謀
罪
は
、
主
観
的
要
件
あ
る
い
は
主
観
的
構
成
要
件
要
素
（subjective com

ponent

）、
す
な
わ
ち
「
意
図
」（
な

い
し
「
故
意
」
な
ど
）、
の
存
在
の
立
証
を
必
要
と
す
る
犯
罪
の
一
つ
で
あ
る

（
70
）

。
し
た
が
っ
て
、
政
府
（
検
察
）
は
、
共
謀
者
に
①
連
邦
犯

罪
を
犯
す
意
図
ま
た
は
②
連
邦
政
府
に
詐
欺
を
働
く
意
図
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
を
立
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

大
多
数
の
共
謀
罪
の
訴
追
（
起
訴
）
は
、
詐
欺
条
項
に
か
か
る
共
謀
罪
（conspiracy-to-off ence clause

）
を
典
拠
に
行
わ
れ
る
。
こ
れ

は
、
詐
欺
条
項
に
か
か
る
共
謀
罪
の
適
用
に
お
い
て
は
、「
連
邦
政
府
に
詐
欺
を
働
く
共
謀
（conspiracy to defraud the U

nited S
tates

）」

と
い
う
文
言
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
共
謀
者
が
特
定
の
実
体
犯
罪
に
関
係
し
た
こ
と
が
前
提
と
な
っ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

。
す
な
わ

ち
、
政
府
（
検
察
）
は
、
共
謀
者
が
特
定
の
実
体
犯
罪
に
関
係
し
た
こ
と
を
立
証
す
る
よ
う
に
は
求
め
ら
れ
な
い
こ
と
が
理
由
で
あ
る
。

し
か
し
、
な
か
に
は
、
政
府
（
検
察
）
が
、
犯
罪
条
項
に
か
か
る
共
謀
罪
（conspiracy-to-defraud clause

）
を
典
拠
に
、
個
別
の
租
税

実
体
犯
罪
（
犯
罪
条
項
）、
例
え
ば
租
税
実
体
犯
罪
の
典
型
で
あ
る
「
租
税
ほ
脱
罪
（
Ｉ
Ｒ
Ｃ
七
二
〇
一
条
）」
を
ベ
ー
ス
に
訴
追
（
起
訴
）
す

る
場
合
も
あ
る
。
こ
う
し
た
訴
追
（
起
訴
）
の
場
合
、
Ｉ
Ｒ
Ｃ
七
二
〇
一
条
が
「
故
意
（w

illfulness

）」
を
犯
罪
の
成
立
要
件
と
し
て
い

る
た
め
、
刑
事
租
税
裁
判
で
検
察
は
、「
故
意
性
」
を
立
証
す
る
よ
う
に
求
め
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
連
邦
刑
事
法
典
三
七
一
条
の
共
謀

罪
で
は
条
文
上
そ
う
し
た
故
意
の
存
在
を
犯
罪
の
成
立
要
件
と
し
て
明
定
し
て
い
な
い
。
そ
の
代
わ
り
、
共
謀
の
「
意
図
（intent

）」
の

一
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租
税
犯
罪
へ
の
共
謀
罪
適
用
事
例
の
日
米
比
較
（
石
村
）

存
在
を
立
証
す
る
よ
う
に
求
め
ら
れ
る
に
留
ま
る
。
す
な
わ
ち
、
検
察
官
は
、
共
謀
罪
を
問
う
場
合
、
共
謀
者
で
あ
る
被
告
が
不
法
を
実

現
す
る
（
ま
た
は
政
府
に
詐
欺
行
為
を
働
く
）
特
定
の
意
図
を
も
っ
て
共
謀
の
輪
に
加
わ
っ
た
こ
と
（joint

）
を
立
証
す
る
こ
と
で
よ
い
。

こ
う
し
た
構
図
に
あ
っ
て
、
共
謀
罪
上
の
「
意
図
」
の
立
証
と
租
税
実
体
犯
罪
上
の
「
故
意
」
の
立
証
に
つ
い
て
、
裁
判
例
で
は
、
ど

の
よ
う
な
考
え
方
を
採
っ
て
い
る
の
か
が
問
わ
れ
て
く
る

（
71
）

。

裁
判
所
に
よ
っ
て
は
、
共
謀
罪
上
の
「
意
図
」
の
立
証
に
お
い
て
も
、
連
邦
（
検
察
）
に
対
し
て
共
謀
者
が
「
任
意
か
つ
故
意
に

（voluntarily and purposely
）」、
つ
ま
り
自
分
の
意
思
で
「
確
信
的
に
」
共
謀
の
輪
の
加
わ
っ
た
こ
と
を
立
証
す
る
よ
う
に
求
め
る
判
決

も
あ
る
。

連
邦
最
高
裁
判
所
は
、
イ
ン
グ
ラ
ム
共
謀
罪
事
件
判
決
（Ingram

 v. U
nited S

tates, 360 U
.S

. 672, at 678 

（1959

））
が
典
型
例
で
あ
る
。

本
件
に
お
い
て
、
最
高
裁
は
、
租
税
実
体
犯
罪
（
犯
罪
条
項
）
を
ベ
ー
ス
に
連
邦
刑
事
法
典
三
七
一
条
の
共
謀
罪
を
問
う
場
合
に
は
、
連

邦
政
府
（
そ
の
代
理
人
で
あ
る
連
邦
検
察
）
に
対
し
「
故
意
の
存
在
」
を
立
証
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
旨
判
示
し
た
。
す
な
わ
ち
、
租
税

ほ
脱
（
Ｉ
Ｒ
Ｃ
七
二
〇
一
条
）
を
ベ
ー
ス
に
共
謀
罪
を
問
う
事
例
に
お
い
て
、
連
邦
政
府
（
連
邦
検
察
）
は
、
被
告
が
〝
故
意
に
〞
租
税
ほ

脱
の
共
謀
に
合
意
す
る
こ
と
に
な
る
こ
と
を
知
っ
て
い
た
旨
を
立
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
た
。
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【
図
表
39
】
イ
ン
グ
ラ
ム
共
謀
罪
事
件
の
概
要

四
人
の
被
告
（
二
人
の
事
業
主
と
二
人
の
従
業
者
）
は
、
州
法
の
も
と
で
違
法
と
さ
れ
る
富
く
じ
事
業
を
秘
密
裏
に
展
開
し
て
い
た
。
二
人
の
事
業

主
は
、
違
法
富
く
じ
事
業
で
負
う
こ
と
に
な
る
連
邦
賭
博
税
（federal w

agering tax

／
賭
博
事
業
が
合
法
か
違
法
か
を
問
わ
ず
課
税
さ
れ
る
租
税
）

を
申
告
納
付
し
な
か
っ
た
。
一
方
、
二
人
の
従
業
者
は
、
納
税
義
務
は
な
い
。
連
邦
（
検
察
）
は
、
こ
れ
ら
二
人
の
従
業
者
に
対
し
脱
税
の
共
謀
の
罪

で
起
訴
し
た
。
連
邦
最
高
裁
判
所
は
、「
特
定
の
実
体
犯
罪
に
か
か
る
共
謀
は
、
少
な
く
と
も
当
該
実
体
犯
罪
の
成
立
に
必
要
な
程
度
の
犯
罪
の
意
図

（crim
inal intent

）
な
し
に
は
あ
り
え
な
い
。
二
人
の
従
業
者
が
共
謀
罪
を
問
わ
れ
る
も
と
に
な
っ
た
実
体
犯
罪
は
、
故
意
に
連
邦
税
を
ほ
脱
し
た
か

ど
う
か
で
あ
る
。
租
税
ほ
脱
の
共
謀
罪
は
、
仮
に
税
法
の
知
識
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
明
ら
か
に
故
意
の
自
覚
が
な
け
れ
ば
犯
す
こ
と
は
で
き
な
い
。」

と
判
示
し
た
。
裁
判
所
は
、
二
人
の
従
業
者
は
連
邦
賭
博
税
の
納
税
義
務
の
認
識
を
欠
い
て
い
る
こ
と
、
言
い
換
え
る
と
政
府
（
検
察
）
は
認
識
が

あ
っ
た
こ
と
を
立
証
し
得
て
い
な
こ
と
を
根
拠
に
、
こ
れ
ら
二
人
の
主
張
を
容
認
し
、
共
謀
罪
の
適
用
を
認
め
な
か
っ
た
。
一
方
、
二
人
の
事
業
主
に

対
し
て
は
共
謀
罪
に
適
用
を
容
認
し
た
。

ア
メ
リ
カ
刑
事
法
学
上
の
主
観
的
構
成
要
件
要
素
（subjective com

ponent

）
と
し
て
、
法
文
で
は
「
意
図
的
（intentional

）」
の
ほ
か

に
「
故
意
に
（w

illfully, purposely

）」
な
ど
の
文
言
が
使
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
文
言
を
比
べ
た
場
合
に
、
ど
の
よ
う
な
意
味
の
違
い

が
あ
る
の
か
は
必
ず
し
も
定
か
で
は
な
い
。
ま
た
、
わ
が
国
の
刑
事
法
体
系
に
的
確
に
フ
ッ
ト
す
る
か
た
ち
で
こ
れ
ら
の
文
言
を
邦
訳
す

る
の
は
至
難
で
あ
る
。
誤
解
を
恐
れ
ず
に
い
え
ば
、「
意
図
的
に
＝
計
画
的
に
」、「
故
意
に
＝
確
信
的
に
」
の
よ
う
な
意
味
で
と
ら
え
て

よ
い
の
で
は
な
い
か
。

共
謀
罪
は
、
二
人
以
上
の
者
が
共
謀
す
る
な
ど
の
客
観
的
な
要
件
の
充
足
に
加
え
、
②
参
加
者
の
主
観
的
な
「
特
定
の
意
図
（specifi c 

intent

）」（
＝
計
画
性
）
の
要
件
の
充
足
を
求
め
る
犯
罪
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
こ
で
い
う
「
意
図
」
と
は
、
イ
ン
グ
ラ
ム
共
謀
罪
事
件
判

決
に
よ
れ
ば
、
頭
の
な
か
で
の
計
画
性
を
超
え
た
よ
り
確
信
的
な
「
故
意
」
を
意
味
す
る
も
の
と
解
さ
れ
る
。
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租
税
犯
罪
へ
の
共
謀
罪
適
用
事
例
の
日
米
比
較
（
石
村
）

⑸　

共
謀
罪
適
用
に
お
け
る
客
観
的
要
件
の
「
準
備
行
為
」
と
は

連
邦
刑
事
法
典
三
七
一
条
の
共
謀
罪
を
問
う
場
合
に
は
、「
意
図
（intent

）」
と
「
合
意
（agreem

ent

）」
に
加
え
、
裁
判
例
に
よ
る
と
、

政
府
（
検
察
）
は
、
共
謀
者
が
当
該
合
意
を
促
進
す
る
「
準
備
行
為
（overt act

）」
の
存
在
を
立
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
る

（
72
）

。

す
な
わ
ち
、
共
謀
の
合
意
が
た
ん
に
共
謀
者
の
頭
の
な
か
あ
る
の
で
は
な
く
、
準
備
行
為
が
伴
う
共
謀
が
事
実
と
し
て
存
在
す
る
旨
を

立
証
す
る
必
要
が
あ
る
。
も
っ
と
も
、
準
備
行
為
（overt act

）
は
、
犯
罪
行
為
で
あ
る
必
要
は
な
い
。
合
法
な
行
為
で
あ
っ
て
よ
い
。

租
税
ほ
脱
犯
罪
（
Ｉ
Ｒ
Ｃ
七
二
〇
一
条
）
や
故
意
の
申
告
書
不
提
出
犯
（
Ｉ
Ｒ
Ｃ
七
二
〇
三
条
）
の
よ
う
な
個
別
の
租
税
実
体
犯
罪

（specifi c substantive tax off ence
）
に
か
か
る
共
謀
の
場
合
は
、
一
般
に
、
共
謀
の
目
的
は
Ｉ
Ｒ
Ｓ
の
追
求
か
ら
逃
れ
る
こ
と
に
あ
り
、

そ
の
目
的
を
促
進
す
る
た
め
に
所
得
や
費
用
を
隠
匿
す
る
こ
と
は
準
備
行
為
（overt act

）
と
推
認
さ
れ
る
（e.g.  F

orm
an v. U

nited 

S
tates, 361 U

.S
. 416, at 422-24 

（1960
））。

前
記
コ
プ
ラ
ン
共
謀
罪
事
件
〔U
nited S

tates v. C
oplan, 703 F

.3d 46 

（2d C
ir. 2012

）, cert. d
en

ied, 134 S
.C

t. 71 

（2013

）〕

に
お
い
て
、
連
邦
検
察
は
、
共
謀
罪
等
の
捜
査
が
始
ま
っ
た
後
に
、
①
会
計
事
務
所
の
職
員
が
販
売
用
の
タ
ッ
ク
ス
シ
ェ
ル
タ
ー
ス
キ
ー

ム
（
Ｃ
Ｄ
Ｓ
シ
ェ
ル
タ
ー
、
Ｃ
Ｏ
Ｂ
Ｒ
Ａ
シ
ェ
ル
タ
ー
、A

dd-O
n

シ
ェ
ル
タ
ー
、
お
よ
び
Ｐ
Ｉ
Ｃ
Ｏ
シ
ェ
ル
タ
ー
）
の
資
料
が
Ｉ
Ｒ
Ｓ
の
手
に
渡
る

の
を
防
ぐ
た
め
に
当
該
資
料
の
回
収
を
奨
励
し
た
こ
と
、
②
顧
客
に
対
し
て
、
事
業
目
的
が
あ
る
か
の
よ
う
に
装
い
、
税
務
上
の
立
場
の

補
強
す
る
た
め
に
、
外
貨
取
引
資
料
な
ど
の
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
を
す
る
よ
う
に
ア
ド
バ
イ
ス
し
た
こ
と
、
③
内
部
の
通
信
文
書
、
取
引
資
料

お
よ
び
情
報
が
潜
在
的
に
マ
イ
ナ
ス
に
作
用
し
な
い
よ
う
に
当
該
取
引
に
か
か
る
有
利
な
課
税
上
の
見
解
を
用
意
し
た
こ
と
な
ど
の
事
実

を
、
共
謀
罪
成
立
要
件
の
一
つ
で
あ
る
準
備
行
為
（overt act

）
が
あ
っ
た
こ
と
の
証
拠
と
し
て
事
実
審
裁
判
所
や
審
理
陪
審
に
提
出
し

て
い
る
（U

nited S
tates v. C

oplan, 703 F
.3d 46, at 64-65

）。
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し
か
し
、
税
務
専
門
職
で
あ
れ
ば
、
む
し
ろ
こ
う
し
た
有
利
な
課
税
上
の
見
解
を
用
意
す
る
こ
と
は
、
自
ら
の
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
（
顧

客
）
の
法
的
立
場
を
補
強
す
る
た
め
に
当
り
前
の
行
為
で
あ
る
。
合
法
的
な
ア
ド
バ
イ
ス
と
み
て
よ
い
。
し
た
が
っ
て
、
検
察
が
、
こ
う

し
た
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
に
有
利
な
課
税
上
の
見
解
を
用
意
す
る
税
務
専
門
職
の
行
為
を
、
犯
罪
の
構
成
要
件
に
該
当
す
る
と
み
る
こ
と
に
は

大
き
な
疑
問
符
が
つ
く
。
と
り
わ
け
、
裁
判
所
ま
で
も
が
、
税
務
専
門
職
の
行
為
を
、
計
画
の
真
の
性
格
を
偽
装
し
、
課
税
庁
（
Ｉ
Ｒ
Ｓ 

Ｃ
Ｉ
）
や
検
察
の
追
求
を
か
わ
す
た
め
に
共
謀
者
の
一
人
が
行
っ
た
積
極
的
な
行
為
と
し
、
共
謀
罪
成
立
要
件
の
一
つ
で
あ
る
準
備
行
為

（overt act

）
が
あ
っ
た
と
推
認
す
る
姿
勢
に
は
違
和
感
を
憶
え
ざ
る
を
得
な
い
。
税
務
専
門
職
は
、「
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
へ
の
予
防
法
学
的

な
専
門
的
見
解
の
表
示
、
話
合
い
が
共
謀
罪
の
準
備
行
為
（overt act

）
に
あ
た
る
」
と
す
る
当
局
の
見
解
が
税
界
を
闊
歩
す
る
よ
う
で

は
、
納
税
者
の
権
利
擁
護
の
職
責
は
ま
っ
と
う
で
き
な
い
。

こ
の
点
に
つ
い
て
、
コ
プ
ラ
ン
共
謀
罪
事
件
に
お
け
る
第
二
巡
回
区
連
邦
控
訴
裁
判
所
の
判
決
で
は
、
こ
う
し
た
税
務
専
門
職
の
行
為

は
、〝
そ
の
実
質
に
お
い
て
、
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
に
対
す
る
合
法
的
な
職
務
行
為
で
あ
る
〞
と
推
認
し
て
い
る
（U

nited S
tates v. C

oplan, 

703 F
.3d 46, at 65

）。
そ
の
一
方
で
、
同
裁
判
所
は
、
判
決
を
〝
税
務
専
門
職
で
あ
る
被
告
の
「
意
図
（intent

）」
は
、
問
題
と
さ
れ
た

行
為
の
真
の
目
的
を
隠
す
こ
と
に
あ
っ
た
〞
と
い
う
結
論
に
導
い
て
い
る
。
こ
の
結
論
に
対
し
て
は
、
税
務
専
門
職
か
ら
大
き
な
疑
問
符

が
付
い
て
い
る
。

税
務
専
門
職
が
、
違
法
ま
た
は
疑
問
の
あ
る
課
税
取
扱
い
を
是
正
す
る
た
め
に
自
己
の
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
に
提
供
し
た
専
門
職
サ
ー
ビ
ス

は
、
注
意
し
な
い
と
、
共
謀
罪
の
枠
内
で
は
、
違
法
を
立
証
す
る
た
め
の
「
準
備
行
為
（overt act

）」
と
推
認
さ
れ
て
し
ま
う
危
険
性
を

は
ら
ん
で
い
る
こ
と
が
分
か
る

（
73
）

。
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租
税
犯
罪
へ
の
共
謀
罪
適
用
事
例
の
日
米
比
較
（
石
村
）

【
図
表
40
】
税
務
専
門
職
の
「
顧
客
サ
ー
ビ
ス
」
と
共
謀
罪
の
「
準
備
行
為
」
と
の
接
点

・
税
務
専
門
職
が
、「
ど
の
よ
う
な
課
税
取
扱
い
が
法
的
に
ゆ
る
さ
れ
る
の
か
、
あ
る
い
は
税
法
の
範
囲
内
で
租
税
負
担
が
最
も
効
率
的
に
な
る
税
務
処

理
方
法
は
こ
れ
だ
。」
と
い
っ
た
見
解
を
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
に
示
す
こ
と
は
、
納
税
申
告
前
か
納
税
申
告
後
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
本
来
ま
っ
た
く
自
由

な
は
ず
で
あ
る
。

・
租
税
負
担
を
極
小
化
す
る
こ
と
は
納
税
者
の
権
利
で
あ
り
、
技
巧
み
な
税
務
専
門
職
が
こ
う
し
た
権
利
の
伸
長
を
支
援
す
る
た
め
の
タ
イ
ア
ッ
プ
を

法
認
す
る
の
が
ア
メ
リ
カ
税
法
の
レ
ガ
シ
ー
で
あ
る
。

・
し
か
し
、
共
謀
罪
の
枠
内
で
は
、
こ
う
し
た
レ
ガ
シ
ー
が
通
用
せ
ず
、
違
法
な
共
謀
を
立
証
す
る
た
め
の
「
準
備
行
為
（overt act

）」
と
さ
れ
て
し

ま
う
の
で
は
、
税
務
専
門
職
は
そ
の
職
責
を
ま
っ
と
う
で
き
な
い
。

⑹　

問
わ
れ
る
詐
欺
条
項
に
か
か
る
共
謀
罪
の
拡
大
適
用

政
府
（
検
察
）
は
、
詐
欺
条
項
に
か
か
る
共
謀
罪
（conspiracy-to-defraud clause

）
を
適
用
し
て
、
容
易
に
共
謀
者
を
起
訴
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
詐
欺
条
項
に
か
か
る
共
謀
罪
の
適
用
に
お
い
て
は
、
共
謀
者
が
特
定
の
実
体
犯
罪
に
関
係
し
た
こ
と
が
前
提
と
な
っ
て
い
な

・

・

・

・

・

・

・

・

い・

。
す
な
わ
ち
、
検
察
は
、
共
謀
者
が
、
連
邦
税
法
（
Ｉ
Ｒ
Ｃ
）
七
二
〇
一
条
〔
租
税
ほ
脱
罪
〕
の
よ
う
な
実
体
犯
罪
違
反
に
関
係
し
た

こ
と
を
立
証
す
る
よ
う
に
は
求
め
ら
れ
な
い
。

先
に
ふ
れ
た
よ
う
に
、
連
邦
最
高
裁
の
先
例
（H

am
m
erschm

idt v. U
nited S

tates, 265 U
.S

. 182, at 188 

（1924

））
に
よ
る
と
、
合
衆

国
（
連
邦
）
に
詐
欺
を
働
く
た
め
の
共
謀
の
成
立
要
件
は
、
被
告
が
①
話
合
い
で
合
意
に
達
し
た
こ
と
、
②
政
府
の
合
法
的
な
業
務
を
妨

害
し
た
こ
と
、
③
虚
偽
（deceitful

）
や
不
正
な
（dishonest

）
手
段
を
用
い
た
こ
と
、
お
よ
び
④
共
謀
に
影
響
を
及
ぼ
す
少
な
く
と
も
一

つ
の
準
備
行
為
（overt act

）
が
あ
っ
た
こ
と
で
あ
り
、
連
邦
検
察
は
こ
れ
ら
の
要
件
を
立
証
す
る
よ
う
に
求
め
ら
れ
る
だ
け
で
あ
る
。
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例
え
ば
、
納
税
者
と
そ
の
関
与
税
務
専
門
職
が
、
共
謀
し
て
租
税
ほ
脱
を
計
画
し
た
か
ど
で
訴
追
さ
れ
た
と
す
る
。
こ
の
場
合
、
連
邦

政
府
（
連
邦
検
察
）
は
、
共
謀
者
が
、
合
衆
国
（
連
邦
）
に
ど
の
程
度
の
金
銭
的
な
損
失
を
も
た
ら
し
た
の
か
、
あ
る
い
は
、
租
税
ほ
脱
に

成
功
し
た
か
ど
う
か
は
立
証
す
る
必
要
が
な
い
。

ま
た
、
タ
ッ
ク
ス
シ
ェ
ル
タ
ー
ス
キ
ー
ム
に
か
か
る
共
謀
者
を
訴
追
す
る
場
合
を
例
に
す
る
と
、
当
該
タ
ッ
ク
ス
シ
ェ
ル
タ
ー
が
実
際

に
違
法
な
ス
キ
ー
ム
と
し
て
処
罰
さ
れ
た
の
か
ど
う
か
も
立
証
す
る
必
要
が
な
い
。
連
邦
政
府
（
連
邦
検
察
）
は
、
確
実
に
有
罪
を
勝
ち

取
る
た
め
に
、
詐
欺
条
項
に
か
か
る
共
謀
罪
を
駆
使
し
、
共
謀
者
を
追
い
詰
め
る
手
法
と
し
て
汎
用
し
て
い
る
。

し
か
し
、
詐
欺
条
項
に
か
か
る
共
謀
罪
の
濫
用
は
、
連
邦
憲
法
修
正
第
五
条
に
保
障
さ
れ
た
法
の
適
正
手
続
と
抵
触
す
る
刑
事
司
法
手

続
も
散
見
さ
れ
、
裁
判
所
も
次
の
よ
う
な
警
鐘
を
鳴
ら
す
見
解
を
述
べ
て
い
る
〔e.g., U

nited S
tates v. R

osengarten, 857 U
.S

. 

F
.2d 76, at 79 

（2d C
ir. 1988

）, cert. d
en

ied, 488 U
.S

. 1011 

（1989

）〕。

【
図
表
41
】
ロ
ー
ゼ
ン
ガ
ー
テ
ン
事
件
で
の
第
二
巡
回
区
連
邦
控
訴
裁
判
所
か
ら
の
警
鐘

政
府
が
、
詐
欺
条
項
に
か
か
る
共
謀
罪
（conspiracy-to-defraud clause

）
の
も
と
で
手
続
を
進
め
る
と
す
る
。
こ
の
場
合
、
政
府
は
、
犯
罪
条

項
に
か
か
る
共
謀
罪
（conspiracy-to-off ence clause

）
の
も
と
で
手
続
を
進
め
る
よ
り
も
容
易
で
あ
る
。
裁
判
所
は
、「
す
で
に
広
範
で
隅
々
に
ま

で
及
ん
で
い
る
共
謀
罪
訴
追
の
網
を
さ
ら
に
広
げ
る
巧
妙
な
企
て
」（G

runew
ald v. U

nited S
tates, 353 U

.S
. 391, 404 

（1957

））
に
警
戒
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。「
共
謀
（conspiracy

）」
と
「
詐
欺
行
為
（defraud
）」
と
い
う
言
葉
は
、
一
緒
に
使
わ
れ
た
場
合
、「
わ
が
刑
事
法
の
基
本
的
な
価

値
を
ま
さ
に
本
当
に
侵
害
す
る
見
解
を
覆
い
隠
す
一
種
の
戦
術
的
な
策
略
と
も
い
え
る
特
別
の
響
き
を
持
つ
…
…
」。
し
た
が
っ
て
、
詐
欺
条
項
に
か
か

る
共
謀
罪
に
基
づ
く
訴
追
に
対
し
て
は
「
注
意
深
い
精
査
」
を
要
す
る
（D

ennis v. U
nited S

tates, 384 U
.S

. 855, 860 

（1966

））。
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租
税
犯
罪
へ
の
共
謀
罪
適
用
事
例
の
日
米
比
較
（
石
村
）

◆
む
す
び

共
謀
罪
（
テ
ロ
等
準
備
罪
）
の
「
共
謀
」
や
「
計
画
」
も
単
な
る
内
心
に
と
ど
ま
る
限
り
は
、
刑
法
・
刑
罰
の
タ
ー
ゲ
ッ
ト
に
な
る
こ

と
は
な
い
。
あ
く
ま
で
も
「
共
謀
行
為
」
で
あ
り
、「
計
画
行
為
」
を
対
象
と
す
る
処
罰
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
こ
の
こ
と
は
「
犯
罪
は

行
為
で
あ
る
」
と
い
う
刑
法
の
初
歩
を
踏
み
外
す
こ
と
が
な
い
限
り
、
日
本
の
ど
の
裁
判
所
も
決
し
て
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
。
犯
罪

が
行
為
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
憲
法
一
九
条
の
思
想
及
び
良
心
の
自
由
で
保
障
さ
れ
て
い
る
の
と
共
に
、
憲
法
三
一
条
の
適
正

な
法
定
手
続
の
保
障
に
も
含
ま
れ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

し
た
が
っ
て
、「
共
謀
行
為
」
な
い
し
「
計
画
行
為
」
と
い
う
客
観
的
事
実
と
、
こ
れ
に
対
応
し
た
「
共
謀
行
為
の
故
意
（
認
識
・
認

容
）」
な
い
し
「
計
画
行
為
の
故
意
（
認
識
・
認
容
）」
と
い
う
主
観
的
要
素
が
必
要
と
な
り
、
さ
ら
に
客
観
的
要
素
と
し
て
計
画
に
対
す

る
「
積
極
的
姿
勢
の
相
互
提
示
・
確
認
」
が
犯
罪
結
果
と
し
て
要
求
さ
れ
、
こ
れ
に
対
応
す
る
主
観
的
要
素
と
し
て
計
画
に
対
す
る
各
人

ご
と
の
「
積
極
的
合
意
」
が
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
で
の
客
観
的
行
為
が
、
共
謀
罪
の
集
合
犯
と
い
う
よ
り
も
集
合
犯
の

性
格
を
併
せ
持
っ
た
対
向
犯
で
あ
る
と
い
う
性
格
か
ら
し
て
、
相
互
的
な
意
思
連
絡
が
介
在
す
る
共
同
・
共
働
行
為
で
あ
る
の
に
対
し
て
、

主
観
的
要
素
で
あ
る
故
意
や
積
極
的
合
意
は
各
人
そ
れ
ぞ
れ
に
認
め
ら
れ
る
か
が
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
積
極
的
合
意
に
至
っ
た
者

の
間
で
の
み
共
謀
罪
が
成
立
し
、
計
画
行
為
に
は
加
わ
っ
て
い
た
も
の
の
積
極
的
合
意
に
至
ら
な
か
っ
た
者
に
つ
い
て
共
謀
罪
（
テ
ロ
等

準
備
罪
）
は
成
立
し
な
い
。

例
え
ば
、
税
理
士
が
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
と
二
人
で
話
を
し
た
と
す
る
。
こ
の
場
合
、
税
理
士
は
違
法
性
を
未
必
的
に
せ
よ
認
識
し
な
が
ら

話
し
て
い
る
が
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
は
お
よ
そ
認
識
し
て
い
な
い
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
あ
る
い
は
、
そ
の
逆
で
、
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
は
違
法
行
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為
を
是
認
・
認
容
す
る
意
図
だ
が
税
理
士
は
断
固
是
認
・
認
容
す
る
気
は
な
い
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
共
謀
罪
を

問
う
に
は
、
双
方
に
お
い
て
た
ん
に
話
し
合
う
・
計
画
す
る
・
共
謀
す
る
と
い
う
認
識
だ
け
で
は
足
り
な
い
。
そ
れ
を
超
え
て
刑
法
上
違

法
な
犯
罪
行
為
を
話
し
合
う
・
計
画
す
る
・
共
謀
す
る
と
い
う
故
意
（
刑
法
上
違
法
な

（
74
）犯

罪
行
為
の
計
画
を
話
し
合
い
、
共
謀
し
て
も
よ
い
・
か

ま
わ
な
い
と
い
う
認
識
・
認
容
）
が
税
理
士
と
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
の
双
方
に
認
め
ら
れ
て
初
め
て
共
謀
罪
（
テ
ロ
等
準
備
罪
）
を
問
え
る
。
ど
ち

ら
か
一
方
に
で
も
故
意
が
欠
け
て
い
る
と
す
れ
ば
、
も
は
や
共
謀
罪
（
テ
ロ
等
準
備
罪
）
は
問
題
と
な
り
え
な
い
。

次
に
日
米
の
共
謀
罪
の
制
度
比
較
に
つ
い
て
少
し
ふ
れ
た
い
。
日
米
と
も
、
一
般
的
共
謀
罪
と
個
別
共
謀
罪
が
あ
る
。
わ
が
国
の
場
合

は
、
一
般
共
謀
罪
（
テ
ロ
等
準
備
罪
）
に
つ
い
て
は
適
用
実
績
が
な
い
た
め
、
今
後
の
展
開
に
委
ね
る
し
か
な
い
。
犯
罪
の
成
立
要
件
な

ど
に
つ
い
て
も
現
時
点
で
は
ま
っ
た
く
不
透
明
で
あ
る
。　

こ
れ
に
対
し
て
、
ア
メ
リ
カ
の
場
合
、
刑
事
共
謀
罪
の
歴
史
は
長
い
。
一
般
的
共
謀
罪
は
、
連
邦
刑
事
法
典
三
七
一
条
に
目
を
通
せ
ば

わ
か
る
よ
う
に
、「
共
謀
罪
（crim

e of conspiracy

）」
は
、
二
つ
類
型
か
ら
な
っ
て
い
る
。
一
つ
は
、
犯
罪
条
項
（conspiracy-to-off ence 

clause

）」
に
か
か
る
共
謀
罪
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
、
詐
欺
条
項
に
か
か
る
共
謀
罪
（conspiracy-to-defraud clause

）
で
あ
る
。
双
方
の

大
き
な
違
い
は
、
犯
罪
条
項
に
か
か
る
共
謀
罪
の
適
用
に
お
い
て
は
、
共
謀
者
が
そ
の
ベ
ー
ス
と
な
る
各
種
個
別
の
犯
罪
に
関
係
し
た
こ

と
が
前
提
と
な
る

・

・

・

・

・

。
こ
れ
に
対
し
て
、
詐
欺
条
項
に
か
か
る
共
謀
罪
の
適
用
に
お
い
て
は
、「
連
邦
政
府
を
欺
罔
す
る
共
謀
（conspiracy 

to defraud the U
nited S

tates

）」
と
い
う
文
言
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
共
謀
者
が
特
定
に
犯
罪
に
関
係
し
た
こ
と
が
前
提
と
な
っ
て
い

・

・

・

・

・

・

・

な
い
・

・

。
す
な
わ
ち
、
検
察
は
、
共
謀
者
が
特
定
の
個
別
の
実
体
犯
罪
に
関
係
し
た
こ
と
を
立
証
す
る
よ
う
に
は
求
め
ら
れ
な
い
。
い
わ
ば
、

「
ス
タ
ン
ド
ア
ロ
ー
ン
」
の
規
定
振
り
に
な
っ
て
い
る
。
ア
バ
ウ
ト
に
、
連
邦
政
府
の
正
当
な
行
為
を
妨
害
す
る
た
め
の
共
謀
が
あ
っ
た

こ
と
を
立
証
す
る
こ
と
で
足
り
る
と
さ
れ
る
。
刑
事
訴
追
の
現
場
で
は
、
功
利
的
な
考
え
方
が
闊
歩
し
て
お
り
概
括
的
な
詐
欺
条
項
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租
税
犯
罪
へ
の
共
謀
罪
適
用
事
例
の
日
米
比
較
（
石
村
）

（defraud clause

）
に
か
か
る
共
謀
罪
が
汎
用
さ
れ
、
裁
判
例
の
積
重
ね
を
通
じ
て
共
謀
罪
の
成
立
要
件
も
比
較
的
明
確
で
あ
る
。
も
っ
と

も
、
租
税
実
体
犯
罪
に
つ
い
て
は
個
別
・
独
立
罪
的
な
共
謀
規
定
が
な
い
こ
と
か
ら
、
一
般
的
共
謀
罪
を
適
用
す
る
形
と
な
っ
て
い
る
。

ま
た
、
共
謀
罪
の
構
成
要
件
も
、
裁
判
例
の
蓄
積
を
通
じ
て
、
明
確
に
さ
れ
て
き
て
お
り
、
政
府
（
検
察
）
は
、
共
謀
者
を
処
断
す
る
に

は
、
客
観
的
成
立
要
件
で
あ
る
「
合
意
」
や
「
準
備
行
為
」
に
加
え
、
さ
ら
に
主
観
的
成
立
要
件
と
し
て
限
り
な
く
「
故
意
」
に
相
当
す

る
程
度
の
特
定
の
「
意
図
」
な
ど
の
立
証
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
点
は
、
わ
が
国
の
場
合
も
同
様
で
、
一
般
的
共
謀
罪
（
テ
ロ
等
準
備
罪
）
を
盛
り
込
ん
だ
組
織
犯
罪
処
罰
法
六
条
の
二
〔
テ
ロ
リ

ス
ト
そ
の
他
の
組
織
的
犯
罪
集
団
に
よ
る
実
行
準
備
行
為
を
伴
う
重
大
犯
罪
遂
行
の
計
画
〕
に
お
い
て
、
そ
の
対
象
と
な
る
租
税
犯
罪
の

範
囲
を
法
別
表
（
法
別
表
第
三
〔
第
六
条
の
二
関
係
〕）
メ
ニ
ュ
ー
に
掲
げ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
「
限
定
列
挙
／
特
掲
方
式
」
を
採
る
。
し
か

し
、
こ
の
メ
ニ
ュ
ー
へ
の
他
の
租
税
犯
罪
類
型
の
追
加
・
列
挙
は
、
実
質
的
に
立
法
権
を
牛
耳
る
行
政
官
庁
の
意
向
で
ど
う
に
で
も
な
る

常
態
に
あ
る
。
も
っ
と
も
、
す
で
に
ふ
れ
た
よ
う
に
、
わ
が
国
で
は
裁
判
例
の
蓄
積
も
な
く
、
共
謀
罪
の
成
立
要
件
も
ま
っ
た
く
視
界
不

良
で
あ
る
。
今
後
も
ス
ッ
キ
リ
と
霧
が
晴
れ
る
展
望
も
な
い
。

ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
、
一
般
的
共
謀
罪
は
、
納
税
者
と
そ
の
関
与
税
務
専
門
職
と
の
信
頼
関
係
に
暗
い
影
を
落
と
し
て
い
る
。
納
税
者

と
そ
の
関
与
税
務
専
門
職
が
、
あ
る
課
税
取
扱
い
に
つ
い
て
当
局
か
ら
租
税
実
体
犯
罪
違
反
（
租
税
ほ
脱
）
の
疑
い
、
一
般
的
共
謀
罪
の

疑
い
を
か
け
ら
れ
て
い
る
と
す
る
。
こ
の
場
合
、
税
務
専
門
職
で
あ
れ
ば
、
問
わ
れ
て
い
る
課
税
取
扱
い
が
問
題
と
な
ら
な
い
よ
う
に
対

応
策
を
示
す
、
あ
る
い
は
納
税
者
側
に
有
利
な
課
税
上
の
見
解
を
用
意
す
る
こ
と
は
、
む
し
ろ
、
自
ら
の
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
（
顧
客
）
の
法

的
立
場
を
補
強
す
る
た
め
に
当
り
前
の
行
為
と
い
え
る
。
と
こ
ろ
が
、
連
邦
政
府
（
連
邦
検
察
）
は
、
そ
う
し
た
対
応
策
や
行
為
は
、
一

般
的
共
謀
罪
を
適
用
す
る
際
の
要
件
の
一
つ
で
あ
る
「
準
備
行
為
（overt act

）」
に
あ
た
る
と
レ
ッ
テ
ル
貼
り
を
す
る
。
し
か
し
、
こ
れ
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で
は
、
税
務
専
門
職
は
、
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
に
対
す
る
予
防
法
学
的
な
視
角
か
ら
の
専
門
職
サ
ー
ビ
ス
は
提
供
す
る
こ
と
は
危
険
行
為
と
化

し
て
し
ま
う
。
税
務
専
門
職
に
よ
る
納
税
者
権
利
擁
護
の
た
め
の
法
務
サ
ー
ビ
ス
を
潜
在
的
に
刑
事
処
罰
の
対
象
と
す
る
に
等
し
く
、

由
々
し
い
問
題
と
い
え
る
。
税
務
専
門
職
が
、「
ど
の
よ
う
な
課
税
取
扱
い
が
法
的
に
ゆ
る
さ
れ
る
の
か
、
あ
る
い
は
税
法
の
範
囲
内
で

租
税
負
担
が
最
も
効
率
的
に
な
る
税
務
処
理
方
法
は
こ
れ
だ
」
と
い
っ
た
見
解
を
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
に
提
供
す
る
こ
と
は
、
納
税
申
告
前
か

納
税
申
告
後
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
本
来
ま
っ
た
く
自
由
な
は
ず
で
あ
る
。
租
税
負
担
を
極
小
化
す
る
こ
と
は
納
税
者
の
権
利
で
あ
り
、

技
巧
み
な
税
務
専
門
職
が
こ
う
し
た
権
利
の
伸
長
を
支
援
す
る
態
勢
を
法
認
す
る
の
か
ア
メ
リ
カ
税
法
の
レ
ガ
シ
ー
で
あ
る
。
こ
う
し
た

レ
ガ
シ
ー
を
な
し
崩
し
に
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
が
共
謀
罪
の
存
在
で
あ
る
。

わ
が
国
と
ア
メ
リ
カ
で
は
、
一
般
的
共
謀
罪
対
す
る
制
度
や
歴
史
、
裁
判
例
や
学
問
上
の
蓄
積
な
ど
の
面
で
〝
格
差
〞
が
大
き
く
、
理

論
的
の
み
な
ら
ず
、
法
実
務
的
に
も
、
こ
の
犯
罪
に
つ
い
て
の
日
米
比
較
は
、
容
易
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
の
が
〝
本
音
〞
で
あ
る
。
懸

命
に
分
析
作
業
に
努
め
た
も
の
の
内
容
に
ま
と
ま
り
が
な
い
よ
う
に
も
み
え
る
。
本
稿
は
、
は
じ
め
に
断
わ
っ
た
よ
う
に
、
あ
く
ま
で
も

「
試
論
」
の
域
を
出
な
い
も
の
で
あ
る
。
わ
が
国
で
導
入
さ
れ
た
共
謀
罪
（
テ
ロ
等
準
備
罪
）
の
〝
本
質
〞
を
理
解
し
、
か
つ
〝
今
後
の
展

開
〞
を
占
う
う
え
で
ア
メ
リ
カ
の
お
け
る
共
謀
罪
の
実
情
を
調
べ
て
み
た
い
と
い
う
筆
者
の
〝
好
奇
心
の
結
晶
〞
と
み
て
欲
し
い
。
税
務

専
門
職
や
対
米
進
出
企
業
な
ど
が
法
実
務
上
一
般
的
共
謀
罪
と
ど
う
つ
き
あ
っ
て
い
く
べ
き
か
精
査
す
る
際
の
一
助
と
な
れ
ば
と
願
っ
て

い
る
。

＊　

本
稿
は
、
平
成
二
十
九
年
七
月
十
五
日
に
開
催
さ
れ
た
日
本
大
学
法
学
部
法
学
研
究
所
経
営
法
学
研
究
会
に
お
け
る
報
告
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。

二
〇
〇



租
税
犯
罪
へ
の
共
謀
罪
適
用
事
例
の
日
米
比
較
（
石
村
）

（
1
） 

正
式
名
称
は
、「
組
織
的
な
犯
罪
の
処
罰
及
び
犯
罪
収
益
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
」（
平
成
一
一
年 

法
律
第
一
三
六
号
）
で
あ
る
。

（
2
） 

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
（
以
下
「
ア
メ
リ
カ
」
ま
た
は
「
連
邦
」
と
い
う
。）
法
上
、
共
謀
罪
の
対
象
と
な
る
「
共
謀
」
と
は
、
客
観
的
に
は
、
二

人
以
上
の
者
が
、
①
連
邦
に
対
す
る
犯
罪
行
為
を
行
う
こ
と
、
ま
た
は
②
何
ら
か
の
方
法
も
し
く
は
何
ら
か
の
目
的
の
た
め
の
連
邦
や
そ
の
機
関
に

詐
欺
行
為
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
共
謀
し
、
か
つ
、
そ
れ
ら
の
者
の
一
人
以
上
の
者
が
当
該
共
謀
内
容
の
達
成
の
た
め
に
何
ら
か
の
準
備
行
為
を
し

た
と
き
に
、
成
立
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
一
人
の
者
に
よ
る
犯
罪
遂
行
の
計
画
・
準
備
は
共
謀
に
あ
た
ら
な
い
。
ち
な
み
に
、
ア
メ
リ
カ
連
邦
税
法

（IR
C
=Internal R

evenue C
ode

／
内
国
歳
入
法
典
）
は
、
連
邦
税
法
執
行
妨
害
未
遂
（A

ttem
pts to interfere w

ith adm
inistration of the 

Internal R
evenue L

aw
s

）
を
処
罰
す
る
包
括
条
項
（om
nibus clause

）
を
置
い
て
お
り
（
Ｉ
Ｒ
Ｃ
七
二
一
二
条
ａ
項
）、
租
税
実
体
犯
罪
か
か

る
共
謀
罪
に
つ
い
て
は
、
パ
ラ
レ
ル
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
連
邦
所
得
課
税
法
や
申
告
課
税
法
制
に
つ
い
て
は
、
拙
著
『
ア
メ
リ
カ
連
邦
所
得

課
税
法
の
展
開
：
申
告
納
税
法
制
の
現
状
と
課
題
分
析
』（
財
経
詳
報
社
、
二
〇
一
七
年
）
参
照
。

（
3
） 

「
包
括
的
共
謀
罪
」
な
い
し
「
包
括
的
共
謀
規
定
」、
ま
た
は
「
総
則
的
な
共
謀
罪
」
な
い
し
「
総
則
的
な
共
謀
規
定
」
な
ど
の
呼
称
を
使
う
こ

と
が
で
き
る
。
本
稿
で
は
、
原
則
と
し
て
「
一
般
的
共
謀
罪
」
な
い
し
「
一
般
的
共
謀
規
定
」
の
呼
称
を
使
う
こ
と
に
す
る
。

（
4
） 

共
謀
罪
（
テ
ロ
等
準
備
罪
）
の
典
拠
と
な
る
法
律
の
正
式
名
称
は
、「
組
織
的
な
犯
罪
の
処
罰
及
び
犯
罪
収
益
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
等
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
」
で
あ
る
。

（
5
） 

ア
ン
グ
ロ
・
ア
メ
リ
カ
法
上
、「
共
謀
（conspiracy

）」
は
、
大
き
く
①
「
民
事
共
謀
（civil conspiracy

）」
と
②
「
刑
事
共
謀
（crim

inal 

conspiracy

）」
に
分
け
ら
れ
る
。
①
民
事
共
謀
と
は
、
二
人
以
上
の
者
が
集
団
で
違
法
な
目
的
を
達
成
す
る
意
思
を
持
っ
て
合
意
す
る
場
合
、
実

際
に
不
法
行
為
を
行
っ
て
い
な
い
と
き
で
も
、
被
害
者
は
、
共
謀
が
あ
っ
た
も
の
と
し
て
、
民
事
上
の
不
法
行
為
責
任
（tort

）
を
問
え
る
制
度
で

あ
る
。
各
州
や
連
邦
の
各
種
制
定
法
に
基
づ
い
て
、
共
謀
者
に
対
し
て
損
害
賠
償
を
求
め
て
司
法
救
済
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、

②
刑
事
共
謀
で
は
、
各
州
や
連
邦
の
各
種
制
定
法
に
基
づ
い
て
、
捜
査
機
関
に
よ
る
捜
査
結
果
に
基
づ
い
て
検
察
官
が
共
謀
嫌
疑
者
に
自
由
刑
も
し

く
は
罰
金
ま
た
は
併
科
を
求
め
て
公
訴
す
る
手
続
を
と
る
。
例
え
ば
、
あ
る
小
売
企
業
を
潰
す
狙
い
で
、
同
業
者
が
集
団
で
不
当
廉
売
の
話
合
い
を

す
る
事
例
に
適
用
あ
る
不
正
競
争
防
止
法
上
の
共
謀
に
つ
い
て
は
、
①
民
事
共
謀
と
②
刑
事
共
謀
の
双
方
が
認
め
ら
れ
る
。
本
稿
に
お
け
る
検
討
の

対
象
は
、
②
刑
事
共
謀
、
と
り
わ
け
連
邦
の
刑
事
共
謀
（
罪
）
に
つ
い
て
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
民
事
共
謀
に
つ
い
て
、
法
制
史
的
な
分
析
を
含
め

二
〇
一



詳
し
く
は
、S

ee, e.g., T
hom

as J. L
each, “C

ivil C
onspiracy: W

hat ’s the U
se? ” 54 U

. M
iam

i L
. R

ev. 1 

（1999

）.
（
6
） 

「
一
般
共
謀
罪
規
定
（general crim

inal conspiracy provision

）」、「
刑
事
法
典
の
総
則
的
な
共
謀
罪
規
定
」
と
も
呼
ば
れ
る
。

（
7
） 
一
般
的
共
謀
罪
に
つ
い
て
は
、
連
邦
に
加
え
、
諸
州
の
刑
事
法
典
（P
enal C

ode

）
に
も
規
定
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア

州
刑
事
法
典
（C

A
 P

enal C
ode

）
一
八
二
条
ａ
項
参
照
。
し
た
が
っ
て
、
州
税
や
地
方
団
体
税
の
ほ
脱
等
の
共
謀
に
つ
い
て
は
、
当
該
州
の
一
般

的
共
謀
罪
を
処
罰
す
る
規
定
に
基
づ
き
、
当
該
州
検
察
／
地
方
検
事
（D

A
=D

istrict A
ttorney

）
や
地
方
検
事
補
（A

D
A
=A

ssistant D
istrict 

A
ttorney

）
が
起
訴
（
訴
追
）
の
可
否
を
決
め
、
そ
の
州
の
裁
判
所
が
当
該
事
件
を
審
理
す
る
こ
と
に
な
る
。

（
8
） 

諸
州
の
税
法
典
も
同
様
と
解
さ
れ
る
が
、
本
稿
で
は
、
主
に
連
邦
税
法
を
射
程
に
分
析
す
る
。

（
9
） 

連
邦
の
租
税
実
体
犯
罪
に
か
か
る
共
謀
罪
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
連
邦
政
府
の
代
理
人
で
あ
る
連
邦
司
法
省
租
税
部
（
Ｄ
Ｏ
Ｊ 

Ｔ
ａ
ｘ
）
付

の
連
邦
検
察
／
連
邦
検
事
（U

.S
. A

ttorney

）
お
よ
び
連
邦
検
事
補
（A

U
S
A
=A

ssistant U
.S

. A
ttorney

）
が
起
訴
（
訴
追
）
事
務
を
担
当
す

る
。
連
邦
検
事
／
連
邦
検
事
補
は
、
通
称
で
、
連
邦
検
察
官
（prosecutor

）
と
も
呼
ば
れ
る
（
後
記
【
図
表
22
】
参
照
）。
以
下
、
と
く
に
断
り

が
な
い
限
り
、
本
稿
に
お
い
て
は
、「
連
邦
（
検
察
）」、「
連
邦
政
府
（
連
邦
検
察
）」、「
政
府
」、「
連
邦
政
府
」、「
検
察
」、「
連
邦
検
察
」
の
言
葉

は
ほ
ぼ
同
じ
意
味
で
使
っ
て
い
る
。

（
10
） 

長
末
亮
「
共
謀
罪
を
め
ぐ
る
議
論
」
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
七
八
八
号
（
二
〇
一
六
年
）
参
照
。

（
11
） 

わ
が
国
で
は
、
共
謀
共
同
正
犯
を
認
め
な
い
学
説
も
あ
る
が
、
裁
判
例
で
は
こ
れ
を
認
め
て
い
る
。

（
12
） 

税
法
専
攻
者
向
け
に
、
あ
え
て
誤
解
を
恐
れ
ず
に
説
明
を
加
え
る
と
、
各
種
実
定
税
法
に
は
租
税
回
避
を
防
止
す
る
個
別
の
否
認
規
定

・

・

・

・

・

・

・

が
存
在

す
る
。
し
か
し
、
財
政
当
局
な
ど
に
は
、
一・

般
的
租
税
回
避
否
認
規
定

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

（general anti-tax avoidance provision

）
を
設
け
て
、
租
税
回
避
に
投

網
を
か
け
て
規
制
で
き
る
よ
う
に
す
べ
き
で
あ
る
と
の
主
張
も
あ
る
。
一
般
的
共
謀
規
定
の
創
設
は
、
一
般
的
租
税
回
避
否
認
規
定
の
創
設
と
の
ア

ナ
ロ
ジ
ー
で
と
ら
え
る
と
わ
か
り
や
す
い
か
も
知
れ
な
い
。

（
13
） 

独
占
禁
止
法
犯
則
調
査
規
則
は
、
犯
則
調
査
部
門
と
行
政
調
査
部
門
を
組
織
上
明
確
に
分
離
す
る
と
と
も
に
、
行
政
調
査
部
門
の
職
員
が
接
し

た
事
実
が
犯
則
事
件
調
査
の
端
緒
と
な
る
と
思
料
さ
れ
る
場
合
に
は
、
当
該
事
実
を
直
接
に
犯
則
調
査
部
門
に
報
告
し
て
は
な
ら
な
い
（
四
条
四

項
）
と
し
、
両
部
門
間
に
フ
ァ
イ
ア
ウ
ォ
ー
ル
（
情
報
の
遮
断
）
を
設
け
て
い
る
。
し
か
し
、
租
税
調
査
法
制
に
は
、
こ
う
し
た
措
置
は
講
じ
ら
れ

二
〇
二



租
税
犯
罪
へ
の
共
謀
罪
適
用
事
例
の
日
米
比
較
（
石
村
）

て
い
な
い
。
む
し
ろ
、
判
例
も
情
報
共
有
に
積
極
的
な
姿
勢
を
み
せ
て
い
る
（
最
判
昭
六
三
・
三
・
三
一
・
判
時
一
二
七
六
号
三
九
頁
）
が
、
疑
問

な
し
と
は
し
な
い
。
ち
な
み
に
、
課
税
処
分
の
た
め
の
任
意
の
「
質
問
・
検
査
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
資
料
は
、
関
係
者
の
刑
事
責
任
追
及
の
た
め
に

利
用
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
ま
た
刑
事
手
続
に
お
い
て
証
拠
能
力
を
持
た
な
い
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。」（
金
子
宏
『
租
税
法
〔
二
二
版
〕』（
弘
文
堂
、

二
〇
一
七
年
）
九
〇
七
頁
参
照
）
と
の
有
力
な
学
説
が
あ
る
。
ま
た
、
拙
論
「
判
例
研
究
：
課
税
処
分
の
た
め
の
調
査
結
果
の
犯
則
調
査
へ
の
流
用

の
適
否
と
証
拠
能
力
」
白
鷗
法
学
二
四
号
（
二
〇
〇
四
年
）
参
照
。

（
14
） 

正
式
名
称
は
「
犯
罪
捜
査
の
た
め
の
通
信
傍
受
に
関
す
る
法
律
」（
平
成
一
一
年 

法
律
一
三
七
号
）

（
15
） 

な
お
、
こ
う
し
た
租
税
犯
を
一
般
犯
罪
と
区
別
（
行
政
犯
と
刑
事
犯
と
の
区
別
）
し
て
取
り
扱
う
べ
き
か
ど
う
か
が
議
論
さ
れ
て
き
た
。
最
近

で
は
、
租
税
犯
を
一
般
の
犯
罪
と
は
区
別
せ
ず
、
刑
法
総
則
の
規
定
を
適
用
す
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
。

（
16
） 

脱
税
犯
に
つ
い
て
は
、
脱
税
額
が
罰
金
刑
の
上
限
を
超
え
る
場
合
に
は
、
情
状
に
よ
り
、
罰
金
額
を
脱
税
額
に
ス
ラ
イ
ド
さ
せ
て
、
脱
税
額
以

下
に
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
（
所
得
税
法
二
三
八
条
二
項
・
二
三
九
条
三
項
、
法
人
税
法
一
五
九
条
二
項
、
相
続
税
法
六
八
条
二
項
、
消
費

税
法
六
四
条
二
項
な
ど
）。

（
17
） 

石
村
耕
治
編
『
現
代
税
法
入
門
塾
〔
第
八
版
〕』（
清
文
社
、
二
〇
一
六
年
）
二
六
四
頁
以
下
参
照
。

（
18
） 

国
税
庁
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（
Ｈ
Ｐ
）
の
「
ご
意
見
・
ご
要
望
」
を
見
て
み
る
と
、《
課
税
・
徴
収
漏
れ
に
関
す
る
情
報
の
提
供
》
と
い
う
制
度

が
あ
る
。
昭
和
二
三
（
一
九
四
八
）
年
に
設
け
ら
れ
、
そ
の
後
廃
止
さ
れ
た
「
第
三
者
通
報
制
度
」
の
復
活
と
み
る
こ
と
も
で
き
る
。
い
つ
頃
か
ら
、

国
税
庁
Ｈ
Ｐ
に
登
載
さ
れ
た
の
か
は
定
か
で
は
な
い
。
こ
の
制
度
は
「
身
近
に
、
課
税
・
徴
収
漏
れ
の
情
報
が
あ
れ
ば
、
密
告
し
て
く
だ
さ
い
。」

と
い
う
趣
旨
の
も
の
で
、
一
言
で
い
え
ば
「
密
告
サ
イ
ト
」
で
あ
る
。
こ
の
密
告
募
集
広
報
で
は
、《
こ
れ
ま
で
提
供
を
受
け
た
情
報
の
例
》
と
し

て
、・
租
税
回
避
ス
キ
ー
ム
（
節
税
商
品
や
特
定
の
取
引
手
法
を
利
用
し
た
租
税
回
避
な
ど
）
に
関
す
る
情
報
や
そ
の
組
成
・
販
売
を
し
て
い
る
者

ま
た
は
利
用
を
し
て
い
る
者
に
関
す
る
情
報
、・
虚
偽
の
売
上
金
額
（
収
益
）
や
必
要
経
費
（
費
用
）
に
基
づ
く
経
理
等
に
よ
り
、
不
当
・
不
正
に

所
得
金
額
等
を
低
く
（
ま
た
は
還
付
税
額
を
多
く
）
申
告
し
て
い
る
者
お
よ
び
そ
の
手
口
の
情
報
、・
事
業
が
活
況
を
呈
す
る
な
ど
、
申
告
す
る
必

要
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
申
告
を
し
て
い
な
い
者
に
関
す
る
情
報
。・
他
人
名
義
で
の
取
引
、
他
人
名
義
の
口
座
等
を
利
用
し
た

取
引
又
は
事
実
に
基
づ
か
な
い
契
約
書
、
領
収
書
、
請
求
書
、
納
品
書
等
の
書
類
の
作
成
、
交
付
、
作
成
依
頼
等
（
白
紙
領
収
書
等
の
交
付
依
頼
等

二
〇
三



を
含
む
。）
を
行
っ
て
い
る
者
に
関
す
る
情
報
、・
海
外
で
稼
得
し
た
所
得
に
係
る
課
税
を
免
れ
て
い
る
者
や
各
国
の
税
制
の
違
い
、・
租
税
条
約
を

利
用
し
て
課
税
を
免
れ
て
い
る
者
に
関
す
る
情
報
、・
国
税
を
滞
納
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
財
産
を
隠
匿
し
て
い
る
者
に
関
す
る
情
報
、・
上

記
の
よ
う
な
者
の
協
力
者
に
関
す
る
情
報
、
を
あ
げ
る
。A

vailable at: http://w
w
w
.city.saitam

a.jp/002/003/008/p034342_d/fi l/hotline_

leafl et.pdf

こ
う
し
た
制
度
は
、
共
謀
罪
（
テ
ロ
等
準
備
罪
）
を
納
税
者
・
市
民
に
適
用
す
る
場
合
の
情
報
源
に
な
る
の
で
な
い
か
。
拙
論
「
国
税
庁
の
課

税
・
徴
収
漏
れ
に
関
す
る
情
報
の
提
供
制
度
と
は
」
Ｃ
Ｎ
Ｎ
ニ
ュ
ー
ズ
八
九
号
（
二
〇
一
七
年
）
九
頁
以
下
。A

vailable at: http://w
w
w
.pij-

w
eb.net/data/C

N
N
-89.pdf

（
19
） 

ち
な
み
に
、
租
税
犯
罪
を
「
煽
動
」
し
た
者
は
、
扇
動
罪
で
処
罰
さ
れ
る
（
旧
国
犯
法
二
二
条
一
項
、
新
国
通
法
一
二
六
条
一
項
）。
こ
の
場

合
、
煽
動
罪
を
問
う
場
合
に
は
、
国
税
庁
の
犯
則
事
件
調
査
職
員
等
に
よ
る
告
発
を
要
し
な
い
。
司
法
警
察
・
検
察
が
手
続
を
す
す
め
る
。
す
な
わ

ち
、
共
謀
罪
（
テ
ロ
等
準
備
罪
）
と
同
様
に
、
一
般
の
犯
罪
捜
査
手
続
に
よ
る
も
の
と
解
さ
れ
る
。

（
20
） 

国
通
法
七
四
条
の
一
二
、
同
一
三
二
条
二
項
そ
の
他
各
種
の
法
律
の
あ
る
「
官
公
署
等
へ
の
協
力
要
請
」
の
規
定
な
ど
を
典
拠
に
、
共
謀
罪
の

適
用
に
向
け
て
情
報
連
携
（
情
報
交
換
）
が
行
わ
れ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

（
21
） 

横
浜
地
方
裁
判
所
平
成
二
八
年
三
月
一
七
日
判
決
（L

E
X
/D

B
 2554238

）。
ま
た
、
原
審
を
是
認
し
た
東
京
高
等
裁
判
所
平
成
二
八
年
一
二

月
七
日
判
決
は
同
裁
判
所
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
を
参
照
。

（
22
） 

指
宿
信
「
サ
イ
バ
ー
ス
ペ
ー
ス
に
お
け
る
証
拠
収
集
と
デ
ジ
タ
ル
証
拠
の
確
保
」
法
律
時
報
八
三
巻
七
号
八
八
頁
参
照
。

（
23
） S

ee, M
ichelle M

. K
w
on, “T

he C
rim

inality of ‘T
ax P

lanning ’, ” 18 F
la. T

ax R
ev. 153 

（2015

）.

（
24
） 

納
税
者
本
人
に
加
え
、
そ
の
代
理
人
や
共
犯
者
、
さ
ら
に
は
タ
ッ
ク
ス
シ
ェ
ル
タ
ー
の
よ
う
な
租
税
回
避
ス
キ
ー
ム
を
販
売
し
た
プ
ロ
モ
ー

タ
ー
（
Ｉ
Ｒ
Ｃ
六
〇
一
一
条
ｇ
項
、
六
一
一
一
条
な
い
し
六
一
一
二
条
）
な
ど
も
含
ま
れ
る
。
も
っ
と
も
、
従
来
は
、
タ
ッ
ク
ス
シ
ェ
ル
タ
ー
・
プ

ロ
モ
ー
タ
ー
規
制
違
反
に
つ
い
て
は
民
事
制
裁
の
対
象
に
な
り
、
刑
事
制
裁
の
た
め
の
犯
則
調
査
の
対
象
と
な
る
こ
と
は
少
な
か
っ
た
。
し
か
し
、

近
年
、
刑
事
制
裁
の
強
化
は
顕
著
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、
タ
ッ
ク
ス
シ
ェ
ル
タ
ー
（
租
税
回
避
）
計
画
・
販
売
業
界
に
対
す
る
規
制
に
向
け
て
、

Ｉ
Ｒ
Ｓ
お
よ
び
連
邦
司
法
省
（
Ｄ
Ｏ
Ｊ
）
は
、
民
事
制
裁
に
加
え
、
訴
追
に
よ
る
刑
事
制
裁
を
一
層
強
め
る
傾
向
に
あ
る
。S

ee, M
ichelle M

. 

二
〇
四



租
税
犯
罪
へ
の
共
謀
罪
適
用
事
例
の
日
米
比
較
（
石
村
）

K
w
on, “T

he C
rim

inality of ‘T
ax P

lanning ’, ” 18 F
la. T

ax R
ev. 153, supra 

前
掲
注（
23
）, at 164 et seq.

（
25
） 

Ｉ
Ｒ
Ｓ
の
犯
則
調
査
／
査
察
部
（
Ｃ
Ｉ
）
の
任
務
や
職
務
権
限
な
ど
に
つ
い
て
は
、
Ｉ
Ｒ
Ｓ
の
内
国
歳
入
マ
ニ
ュ
ア
ル
（
Ｉ
Ｒ
Ｍ
）
パ
ー
ト
9

（P
art 9

）
に
詳
し
い
。

（
26
） S

ee, A
lexandra C

arcia et al, “T
ax V

iolation, ” 53 A
m
. C

rim
. L

. R
ev. 1825 

（2016

）.

（
27
） 

こ
れ
ら
の
ほ
か
に
、
七
二
一
六
条
〔
申
告
書
作
成
事
業
者
に
よ
る
申
告
書
情
報
の
無
許
可
開
示
（return preparer disclosure of 

unauthorized inform
ation

）
な
ど
個
別
の
租
税
手
続
犯
罪
（specifi c procedual tax off ence

）
で
も
処
罰
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。

（
28
） 

連
邦
検
察
は
、
納
税
者
に
加
え
て
、
会
計
士
や
弁
護
士
を
訴
追
す
る
場
合
に
、
こ
の
共
謀
罪
の
規
定
を
用
い
る
こ
と
が
あ
る
。
租
税
実
体
犯
罪

で
は
無
罪
と
な
っ
て
も
、
共
謀
罪
は
別
個
の
犯
罪
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
被
告
は
共
謀
罪
で
有
罪
に
な
る
こ
と
が
あ
る
。

（
29
） 

共
謀
罪
の
ほ
か
に
、
連
邦
刑
法
・
刑
事
訴
訟
法
（
合
衆
国
法
典
タ
イ
ト
ル 18/18 U

.S
. C

ode

）
一
〇
〇
一
条
〔
虚
偽
報
告
（false 

statem
ent

）〕、
同
一
六
二
一
条
〔
偽
証
（perjury

）〕、
同
一
九
五
六
条
・
一
九
五
七
条
〔
資
金
洗
浄
（m

oney laundering

）〕
な
ど
で
も
処
罰
さ

れ
る
こ
と
が
あ
る
。
さ
ら
に
は
、
現
金
取
引
報
告
法
（currency transaction reporting: 

合
衆
国
法
典
タ
イ
ト
ル 26/26 U

.S
. C

ode

）
や
銀
行

秘
密
法
（bank secrecy act: 

合
衆
国
法
典
タ
イ
ト
ル 26/26 U

.S
. C

ode

）
な
ど
で
も
処
罰
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。

（
30
） 

連
邦
刑
事
法
典
三
七
一
条
の
規
定
は
、「
共
謀
」
自
体
を
包
括
的
に
（
各
種
個
別
の
犯
罪
と
は
別
途
に
）
処
罰
の
対
象
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ

と
か
ら
、「
一
般
的
共
謀
罪
規
定
（general conspiracy charge provision

）
の
ほ
か
に
「
一
般
的
連
邦
共
謀
罪
規
定
（general federal 

conspiracy charge provision

）」
ま
た
は
「
刑
事
法
典
の
総
則
的
な
共
謀
罪
規
定
」
と
も
呼
ば
れ
る
。

（
31
） 

連
邦
労
働
法
制
史
的
に
み
る
と
、
労
働
者
の
最
低
賃
金
保
障
、
最
高
労
働
時
間
の
規
制
、
労
働
者
の
団
結
権
や
代
表
者
に
よ
る
団
体
交
渉
権
を

保
障
し
、
不
当
解
雇
、
御
用
組
合
、
差
別
待
遇
を
禁
じ
る
に
至
る
ま
で
に
は
、
一
九
三
五
年
の
全
国
労
働
関
係
法
（N

L
R
A
=N

ational L
abor 

R
elations A

ct

）
の
制
定
ま
で
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
Ｎ
Ｌ
Ｒ
Ａ
は
、
提
案
し
た
当
時
の
民
主
党
ロ
バ
ー
ト
・
ワ
ー
グ
ナ
ー
上
院
議
員
に

因
ん
で
、
通
称
で
「
ワ
グ
ナ
ー
法
（W

agner A
ct

）」
と
呼
ば
れ
る
。
Ｎ
Ｉ
Ｒ
Ａ
は
労
働
者
の
団
結
権
を
保
障
し
、
労
働
組
合
運
動
を
法
認
し
た
画

期
的
な
法
律
で
、
雇
用
主
側
か
ら
違
憲
訴
訟
を
起
こ
さ
れ
も
し
た
が
、
一
九
三
七
年
に
最
高
裁
よ
り
合
憲
と
裁
断
さ
れ
た
。
し
か
し
、
そ
の
後

一
九
四
七
年
に
制
定
さ
れ
た
労
使
関
係
法 

（L
abor M

anagem
ent R

elations A
ct, 1947

）、
通
称
「
タ
フ
ト
・
ハ
ー
ト
レ
ー
法 

（T
aft-H

artley 

二
〇
五



A
ct

）」
に
よ
り
、
ワ
グ
ナ
ー
法
は
骨
抜
き
に
さ
れ
、
労
働
者
の
権
利
は
大
幅
に
制
限
さ
れ
る
に
至
る
。

（
32
） 

一
九
七
〇
年
連
邦
組
織
犯
規
制
法
（O

rganized C
rim

e C
ontrol A

ct of 1970

）
の
一
部
と
し
て
制
定
さ
れ
た
Ｒ
Ｉ
Ｃ
Ｏ
法
／
不
正
収
益
・

腐
敗
組
織
法
（R

IC
O
 A

ct=R
acketeer Infl uenced and C

orrupt O
rganization A

ct

）
は
、
犯
罪
に
か
か
る
不
正
収
益
を
市
場
（
合
法
ビ
ジ
ネ

ス
）
に
還
元
し
て
洗
浄
を
は
か
る
こ
と
を
、
そ
の
共
謀
を
含
め
違
法
と
し
処
罰
す
る
も
の
で
あ
る
（
合
衆
国
法
典
タ
イ
ト
ル 18/18 U

.S
. C

ode 

二
三
八
四
条
）。
Ｉ
Ｒ
Ｃ
Ｏ
法
は
、
社
会
的
に
認
容
さ
れ
な
い
組
織
化
さ
れ
た
諸
活
動
（unacceptable organized activities

）
を
し
た
個
人
に

刑
事
制
裁
を
加
え
る
こ
と
を
狙
い
と
す
る
。
こ
の
結
果
、
薬
物
取
引
者
や
強
盗
・
殺
人
な
ど
を
業
と
す
る
マ
フ
ィ
ア
そ
の
他
犯
罪
集
団
（m

ob

）
よ

り
も
、
む
し
ろ
市
場
経
済
ル
ー
ル
に
違
反
す
る
ウ
オ
ー
ル
街
の
辣
腕
ト
レ
ー
ダ
ー
、
労
働
界
リ
ー
ダ
ー
、
反
資
本
主
義
闘
争
を
指
揮
す
る
市
民
運
動

家
な
ど
が
幅
広
く
、
Ｒ
Ｉ
Ｃ
Ｏ
法
に
基
づ
い
て
起
訴
さ
れ
て
い
る
。S

ee, B
enjam

in L
evin, ” A

m
erican G

angsters: R
IC

O
, C

rim
inal 

S
yndicates, and C

onspiracy L
aw

 as M
arket C

ontrol, ” 48 H
arv. C

.R
.-C

.L
. L

. R
ev. 105 

（2013

）.

（
33
） S

ee, B
enjam

in L
evin, “P

rotecting W
orkers ’ R

ights in a P
ost-W

isconsin W
orld: S

trategies for O
rganizing and A

ction in 

an E
ra of D

im
inished R

esources and E
m
battled U

nions: B
lue-C

ollar C
rim

e: C
onspiracy, O

rganized L
abor, and the A

nti-U
nion 

C
ivil R

IC
O
 C

laim
, ” 75 A

lb. L
. R

ev. 559 
（2011/2012

）. 

（
34
） S

ee, W
illiam

 E
. B

row
n, “C

rim
inal C

onspiracy and P
olitical D

issent, ” 44 T
ul. L

. R
ev. 587 

（1970

）.

（
35
） 

ち
な
み
に
、
こ
う
し
た
一
般
共
謀
罪
の
成
立
要
件
は
、
条
文
上
の
要
件
の
み
な
ら
ず
、
裁
判
例
な
ど
を
採
り
入
れ
て
、
主
要
な
も
の
を
一
覧
と

し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
ほ
か
に
も
、
成
立
要
件
と
し
て
リ
ス
ト
ア
ッ
プ
で
き
る
も
の
も
あ
り
得
る
。

（
36
） 

例
え
ば
、
ア
メ
リ
カ
連
邦
共
謀
罪
に
つ
い
て
刑
法
専
攻
者
に
よ
る
邦
文
の
研
究
と
し
て
は
、
永
井
善
之
「
共
謀
罪
の
成
立
要
件
に
つ
い
て
：
ア

メ
リ
カ
共
謀
罪
に
分
析
を
中
心
に
」
法
学
（
東
北
大
学
）
七
五
号
（
二
〇
一
一
年
）
八
七
四
頁
以
下
、
同
「
邦
訳
：
ベ
ン
ジ
ャ
ミ
ン
・
Ｅ
・
ロ
ー
ゼ

ン
バ
ー
グ
『
共
謀
罪
法
に
お
け
る
諸
問
題
と
改
革
提
案
』」
金
沢
法
学
五
四
巻
二
号
（
二
〇
一
二
年
）
参
照
。

（
37
） 

連
邦
刑
事
法
典
三
七
一
条
は
、
法
制
史
的
に
み
る
と
、
当
初
、
内
国
歳
入
（
租
税
）
犯
罪
に
か
か
る
独
立
罪
的
な
共
謀
規
定
と
し
て
設
け
ら
れ

た
。
し
か
し
、
そ
の
後
、
一
般
的
共
謀
罪
の
規
定
と
し
て
拡
大
適
用
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
も
の
で
あ
る
。S

ee, generally, C
harles D

oyle, 

“F
ederal C

onspiracy L
aw

: A
 B

rief O
verview

, ” C
R
S
 R

eport 7-5700 

（January 20, 2016

） at 3~4. 

二
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租
税
犯
罪
へ
の
共
謀
罪
適
用
事
例
の
日
米
比
較
（
石
村
）

（
38
） 

「overt act

」
の
邦
訳
と
し
て
は
、「
準
備
行
為
」、「
顕
示
行
為
」、「
明
白
な
行
為
」
ま
た
は
「
公
然
の
行
為
」
な
ど
の
文
言
を
使
う
こ
と
が
可

能
で
あ
る
。
本
稿
に
お
い
て
は
、
原
則
と
し
て
「
準
備
行
為
」
の
邦
訳
を
用
い
る
。

（
39
） S

ee, D
avid W

arner, “A
re the C

orporation and Its E
m
ployees the S

am
e?: P

iercing the Intracorporate C
onspiracy D

octrine 

in a P
ost E

nron W
orld, ” 55 K

an. L
. R

ev 

（2007

） 1057; S
tephen K

ubiatow
ski, “Intra-C

orporate C
onspiracies: T

he L
im

its to 

C
onspiring w

ith Y
our O

w
n C

orporation, ” 61 U
.S

. A
ttorneys ’ B

ulletin 

（2013

） 43.

（
40
） 

「intent
」
の
文
言
の
邦
訳
と
し
て
は
、「
意
図
」
の
ほ
か
に
「
思
い
」、「
意
思
」、「
認
識
」
な
ど
の
邦
訳
を
使
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
本
稿

に
お
い
て
は
、
原
則
と
し
て
「
意
図
」
の
邦
訳
を
用
い
る
。

（
41
） S

ee, A
lbert J. H

arno, “Intent in C
rim

inal C
onspiracy, ” U

. of P
en. L

.R
 

（1941

） 624.

（
42
） S

ee, U
nited S

tates v. W
allace, 85 F

. 3d 1063 

（2d C
ir. N

.Y
. 1996

）. 

（
43
） 

諸
州
の
税
法
典
も
同
様
と
解
さ
れ
る
が
、
本
稿
で
は
、
主
に
連
邦
税
法
を
射
程
に
分
析
す
る
。

（
44
） 

「
タ
ッ
ク
ス
シ
ェ
ル
タ
ー
と
は
何
か
」
に
つ
い
て
は
、
さ
ま
ざ
ま
定
義
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
タ
ッ
ク
ス
シ
ェ
ル
タ
ー
は
、
企
業
型
確
定
拠
出

年
金
（401k

）
プ
ラ
ン
か
ら
オ
フ
シ
ョ
ア
証
券
投
資
戦
略
（O

P
IS

=O
ff shore P

ortfolio Investm
ent S

trategy

）
ま
で
、
実
に
多
様
で
あ
る
。

こ
れ
ら
各
種
の
タ
ッ
ク
ス
シ
ェ
ル
タ
ー
の
う
ち
、
Ｉ
Ｒ
Ｓ
が
タ
ー
ゲ
ッ
ト
と
し
て
い
る
の
は
「A

busive T
ax S

helter

（
濫
用
的
タ
ッ
ク
ス
シ
ェ

ル
タ
ー
）」
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
実
際
に
行
わ
れ
て
い
な
い
経
済
取
引
を
、
私
法
上
有
効
な
取
引
で
あ
る
か
の
よ
う
な
外
観
を
装
い
、
高
い
節
税
効

果
を
得
る
た
め
に
組
ま
れ
る
ス
キ
ー
ム
で
あ
る
。
Ｉ
Ｒ
Ｓ
は
ど
の
よ
う
な
取
引
が
タ
ッ
ク
ス
シ
ェ
ル
タ
ー
に
あ
た
る
か
を
リ
ス
ト
ア
ッ
プ
（L

isted 

T
ransactions

）
し
、
公
開
し
て
い
る
。
タ
ッ
ク
ス
シ
ェ
ル
タ
ー
は
、
投
資
銀
行
、
会
計
事
務
所
、
法
律
事
務
所
の
よ
う
な
「
プ
ロ
モ
ー
タ
ー

（P
rom

oter

）」
と
呼
ば
れ
る
租
税
計
画
専
門
家
が
考
案
し
、
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
し
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
Ｉ
Ｒ
Ｓ
は
、
税
務
調
査
、
和
解
、
訴
訟

な
ど
の
手
法
を
使
っ
て
、P

rom
oter

に
対
す
る
規
制
を
強
化
し
て
い
る
。S

ee, IR
S
, R

ecognized A
busive and L

isted T
ransactions 

（as of 

A
pril 17, 2017

）. A
vailable at: https://w

w
w
.irs.gov/businesses/corporations/listed-transactions

（
45
） S

ee, e.g., U
nited S

tates v. R
osenblatt, 554 F

.2d 36 

（2d C
ir. 1977

）.

（
46
） S

ee, John A
. T

ow
nsend et al, T

ax C
rim

es 

（2nd ed., L
exisN

exis, 2015
） at C

hap. 3.

二
〇
七



（
47
） 

こ
の
点
、
わ
が
国
で
は
、
刑
事
租
税
訴
訟
（
裁
判
）
に
お
い
て
は
、
担
当
裁
判
官
は
、
事
実
問
題
も
法
律
問
題
も
審
理
す
る
こ
と
か
ら
、
ア
メ

リ
カ
と
は
事
情
が
異
な
る
。

（
48
） 
ま
た
、
連
邦
最
高
裁
の
判
決
（S

antobello v. N
ew

 Y
ork, 404 U

.S
. 257 

（1971

））
に
従
い
、
合
意
書
に
盛
ら
れ
た
条
件
／
量
刑
が
法
的

拘
束
力
を
有
す
る
た
め
に
は
、
担
当
裁
判
官
の
承
諾
が
必
要
と
さ
れ
る
。

（
49
） S

ee, R
ussell D

. C
ovey, “P

lea B
argaining and P

rice T
heory, ” 84 G

eo. W
ash. L

. R
ev. 920 

（2016

）.

（
50
） S

ee, G
regory M

. G
ilchrist, “B

argaining for M
ore T

rials ” 60 C
ham

pion 20 

（2016

）; G
regory M

. G
ilchrist, “T

rial 

B
argaining, ” 101 Iow

a L
. R

ev. 609 

（2016

）.

（
51
） S

ee, John R
appaport, “C

rim
inal P

rocedure in the S
potlight: U

nbundling C
rim

inal T
rial R

ights, ” 82 U
. C

hi. L
. R

ev. 181 

（2015

）.

（
52
） 

わ
が
国
で
は
、
二
〇
一
六
（
平
成
二
八
）
年
五
月
二
四
日
に
、
犯
罪
捜
査
の
手
法
を
大
き
く
変
え
る
刑
事
司
法
改
革
関
連
法
が
成
立
し
た
。
こ

れ
に
伴
い
、
成
立
か
ら
二
年
後
ま
で
に
日
本
型
「
司
法
取
引
／
答
弁
取
引
（plea bargaining

）」
が
導
入
さ
れ
る
。
司
法
取
引
の
対
象
と
し
て
は
、

組
織
犯
罪
や
薬
物
取
引
な
ど
が
大
き
く
注
目
を
浴
び
て
い
る
。
し
か
し
、
広
く
「
経
済
犯
罪
」
も
司
法
取
引
の
対
象
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、
租
税
犯

罪
（
脱
税
）
や
独
禁
法
違
反
罪
（
談
合
や
価
格
カ
ル
テ
ル
な
ど
）、
金
融
商
品
取
引
法
違
反
罪
（
粉
飾
決
算
、
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
な
ど
）、
詐
欺
や

横
領
、
贈
収
賄
な
ど
の
「
ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー
ク
ラ
イ
ム
（w

hite color crim
e

）」
も
広
く
司
法
取
引
の
対
象
と
な
る
。
現
在
の
と
こ
ろ
、
租
税
実

体
犯
罪
を
問
う
訴
訟
に
お
い
て
、
司
法
取
引
が
ど
の
よ
う
な
影
響
を
及
ぼ
す
の
か
に
つ
い
て
、
わ
が
国
の
税
の
専
門
家
や
研
究
者
の
関
心
は
余
り
高

く
な
い
。

（
53
） 

ア
メ
リ
カ
の
「
司
法
取
引
」
に
つ
い
て
は
刑
事
司
法
の
面
か
ら
研
究
も
多
い
こ
と
か
ら
、
こ
こ
で
は
、
こ
れ
以
上
深
く
立
ち
入
ら
な
い
。

（
54
） 

以
下
、
本
稿
で
は
、“interfere ”

と“obstruct ”

と
の
文
言
を
一
体
と
し
て
「
妨
害
」
ま
た
は
「
干
渉
・
妨
害
」
と
も
邦
訳
す
る
。

（
55
） S

ee, e.g., B
enjam

in E
. R

osenberg, “S
everal P

roblem
s in C

rim
inal C

onspiracy L
aw

s and S
om

e P
roposals for R

eform
, ” 4 

C
rim

. L
. B

ull.1 

（2007

）.

（
56
） 

第
二
巡
回
区
連
邦
控
訴
裁
判
所
が
、
こ
の
ク
ラ
イ
ン
共
謀
罪
事
件
判
決
で
掲
げ
た
文
言
の
意
味
の
違
い
に
つ
い
て
は
、
一
〇
〇
年
以
上
前
に
連

二
〇
八



租
税
犯
罪
へ
の
共
謀
罪
適
用
事
例
の
日
米
比
較
（
石
村
）

邦
最
高
裁
が
下
し
た
古
い
判
決
（H

ass v. H
enkel, 216 U

.S
. 462, at 479 

（1910

））
を
引
用
し
て
い
る
こ
と
も
手
伝
っ
て
、
不
明
確
で
あ
る
と

の
疑
問
符
が
付
い
て
い
る
。
刑
事
租
税
訴
訟
実
務
に
お
い
て
、
現
場
の
検
察
官
が
起
訴
状
を
作
成
す
る
場
合
で
ク
ラ
イ
ン
共
謀
先
例
を
引
用
す
る
と

き
に
は
、
現
代
的
か
つ
も
う
少
し
簡
明
な
文
言
を
用
い
て
い
る
。

（
57
） 
本
稿
は
、
主
と
し
て
「
租
税
（
実
体
）
犯
罪
と
共
謀
罪
」
に
射
程
を
限
定
し
て
い
る
。
し
か
し
、
い
わ
ゆ
る
広
義
の
「
Ｉ
Ｒ
Ｓ
業
務
妨
害
・

・

対
策

法
制
（IR

S
 obstruction statutes

）」
と
い
う
視
点
か
ら
み
る
こ
と
も
大
事
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
①
詐
欺
条
項
に
か
か
る
共
謀
罪
（conspiracy-

to-defraud clause
）
を
適
用
し
た
「
Ｉ
Ｒ
Ｓ
業
務
妨
害
共
謀
」
と
、
②
連
邦
税
法
（
Ｉ
Ｒ
Ｃ
）
七
二
一
二
条
ａ
項
に
定
め
る
「
連
邦
税
法
執
行
妨

害
未
遂
（A

ttem
pts to interfere w

ith adm
inistration of the Internal R

evenue L
aw

s

）
を
処
罰
す
る
包
括
条
項
（om

nibus clause

）
と

を
パ
ラ
レ
ル
に
検
討
し
な
い
と
、
Ｉ
Ｒ
Ｓ
業
務
妨
害
・

・

対
策
法
制
の
全
体
像
が
浮
か
び
上
が
っ
て
こ
な
い
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。S

ee, John 

A
. T

ow
nsend, “T

ax O
bstruction C

rim
es: Is M

aking the IR
S

’s Job H
arder E

nough, ” 9 H
ous. B

us. &
 T

ax L
.J. 255 

（2009

）. 

Ｉ
Ｒ
Ｓ
の
犯
則
調
査
／
査
察
部
（C

I=C
rim

inal Investigation

）
や
連
邦
司
法
省
租
税
部
（
Ｄ
Ｏ
Ｊ 

Ｔ
ａ
ｘ
）
付
き
検
事
は
、
実
際
に
租
税
犯
罪

が
実
行
さ
れ
な
い
と
し
て
も
、
こ
れ
ら
共
謀
罪
と
未
遂
罪
を
ツ
ー
ル
に
企
業
や
一
般
市
民
に
よ
る
租
税
犯
罪
の
芽
を
摘
む
姿
勢
を
強
め
て
い
る
。

（
58
） 

ク
ラ
イ
ン
事
件
控
訴
審
判
決
で
示
し
た
二
〇
の
パ
タ
ー
ン
は
、
特
定
の
被
告
の
名
前
や
当
該
事
件
に
か
か
る
事
実
認
定
に
基
づ
い
て
い
る
こ
と

か
ら
、
連
邦
司
法
省
（
Ｄ
Ｏ
Ｊ
）
は
、
こ
れ
ら
の
パ
タ
ー
ン
を
八
に
標
準
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
Ｄ
Ｏ
Ｊ
八
パ
タ
ー
ン
も
、
一
般

化
さ
れ
た
パ
タ
ー
ン
と
は
言
い
難
い
。

（
59
） D

O
J, 2012 C

rim
inal T

ax M
anual. A

vailable at: https://w
w
w
.justice.gov/sites/default/files/tax/legacy/2012/12/05/

C
T
M

%
20C

hapter%
2023.pdf

（
60
） 

な
お
、
こ
の
「
ク
ラ
イ
ン
共
謀
事
例
集
」
に
登
載
さ
れ
た
裁
判
例
の
概
要
説
明
は
、
日
本
人
に
は
分
か
り
づ
ら
い
表
現
に
な
っ
て
い
る
こ
と
や
、

当
局
の
目
線
で
紹
介
さ
れ
、
内
容
に
適
格
性
を
欠
い
て
い
る
点
が
多
々
あ
る
と
感
じ
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

（
61
） 

良
心
的
な
納
税
忌
避
者
（tax resisters

）、
良
心
的
な
忌
税
者
（tax objectors

）
は
、
全
米
で
二
万
人
程
度
い
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
こ
う

し
た
納
税
者
は
「
平
和
納
税
者
（peace taxpayer

／
ピ
ー
ス
タ
ッ
ク
ス
ペ
イ
ヤ
ー
）」、
そ
の
組
織
は
「
軍
事
費
相
当
分
納
税
拒
否
運
動
団
体
」
と

も
呼
ば
れ
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
団
体
や
そ
の
リ
ー
ダ
ー
、
メ
ン
バ
ー
、
支
持
者
な
ど
は
、
そ
の
呼
び
か
け
を
す
る
こ
と
だ
け
で
常
に
共
謀
罪
で

二
〇
九



処
罰
さ
れ
う
る
法
環
境
に
お
か
れ
て
い
る
。
ち
な
み
に
、
こ
の
点
に
つ
い
て
、
そ
の
立
法
的
な
対
応
の
あ
り
方
を
含
め
詳
し
く
は
、
拙
論
「
信
教
の

自
由
と
平
和
基
金
指
定
納
税
制
：
軍
事
費
に
使
わ
れ
な
い
よ
う
に
平
和
を
愛
す
る
信
仰
者
が
指
定
し
て
納
税
で
き
る
仕
組
み
を
考
え
る
」（
石
村
耕

治
編
著
『
宗
教
法
人
法
制
と
税
制
に
あ
り
方
』（
法
律
文
化
社
、
二
〇
〇
六
年
）
所
収
参
照
。

（
62
） 
こ
の
点
、
わ
が
国
で
も
、
国
外
送
金
等
調
書
法
に
基
づ
く
国
外
送
金
調
書
制
度
の
も
と
で
も
、
国
外
へ
一
回
一
〇
〇
万
円
以
上
の
送
金
等
の
取

引
を
行
う
場
合
に
は
、
金
融
機
関
に
告
知
書
を
提
出
し
、
当
該
金
融
機
関
が
国
外
送
金
等
調
書
を
税
務
署
に
提
出
す
る
仕
組
み
に
な
っ
て
い
る
（
同

法
三
〜
四
条
、
令
八
条
）。
ア
メ
リ
カ
の
実
例
は
、
共
謀
罪
（
テ
ロ
等
準
備
罪
）
は
、
こ
う
し
た
多
く
の
一
般
市
民
が
か
か
わ
る
受
忍
義
務
制
度
に

ま
で
及
ぶ
こ
と
を
教
え
て
く
れ
る
。

（
63
） S

ee, E
than S

. B
urger, et al., “K

P
M

G
 and “A

busive ” T
ax S

helters: K
ey E

thical Im
plications for L

egal and A
ccounting 

P
rofessionals, ” 31 J. L

egal P
rof. 43 

（2007

）; Jared T
. M

eier, “U
nderstanding the S

tatutory T
ax P

ractitioner P
rivilege: W

hat 

Is T
ax S

helter “P
rom

otion ”? ” 78 U
. C

hi. L
. R

ev. 671 

（2011

）;

（
64
） 

連
邦
検
察
は
、
共
謀
罪
等
の
捜
査
が
始
ま
っ
た
後
に
、
①
会
計
事
務
所
の
職
員
が
販
売
用
の
タ
ッ
ク
ス
シ
ェ
ル
タ
ー
ス
キ
ー
ム
（
Ｃ
Ｄ
Ｓ
シ
ェ

ル
タ
ー
、
Ｃ
Ｏ
Ｂ
Ｒ
Ａ
シ
ェ
ル
タ
ー
、A

dd-O
n

シ
ェ
ル
タ
ー
、
お
よ
び
Ｐ
Ｉ
Ｃ
Ｏ
シ
ェ
ル
タ
ー
）
の
資
料
が
Ｉ
Ｒ
Ｓ
の
手
に
渡
る
こ
と
を
防
ぐ
た

め
に
当
該
資
料
の
回
収
を
奨
励
し
た
こ
と
、
②
顧
客
に
対
し
て
、
事
業
目
的
が
あ
る
か
の
よ
う
に
装
い
、
税
務
上
の
立
場
の
補
強
す
る
た
め
に
、
外

貨
取
引
資
料
な
ど
の
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
を
す
る
よ
う
に
ア
ド
バ
イ
ス
し
た
こ
と
、
③
内
部
の
通
信
文
書
、
取
引
資
料
お
よ
び
情
報
が
潜
在
的
に
マ
イ
ナ

ス
に
作
用
し
な
い
よ
う
に
当
該
取
引
に
か
か
る
有
利
な
課
税
上
の
見
解
を
用
意
し
た
こ
と
（
準
備
行
為
／overt act

）
な
ど
の
事
実
を
、
証
拠
と
し

て
裁
判
所
や
審
理
陪
審
に
提
出
し
た
（U

nited S
tates v. C

oplan, 703 F
.3d 46, at 64-65

）。
し
か
し
、
後
に
ふ
れ
る
よ
う
に
、
こ
う
し
た
行
為

は
税
務
専
門
職
の
合
法
的
な
専
門
サ
ー
ビ
ス
の
範
囲
内
に
あ
り
、
共
謀
罪
を
問
う
際
の
要
件
と
さ
れ
る
準
備
行
為
に
あ
た
る
と
の
推
論
に
対
し
て
は

強
い
異
論
が
あ
る
。

（
65
） 

ち
な
み
に
、
本
件
連
邦
地
裁
判
決
に
つ
い
て
は
、
裁
判
例
集
に
登
載
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
本
件
第
二
巡
回
区
連
邦
控
訴
裁
判
所
判
決
や

法
律
雑
誌
記
事
な
ど
を
参
照
し
て
い
る
。
な
お
、
コ
プ
ラ
ン
共
謀
罪
事
件
担
当
弁
護
士
に
よ
る
コ
メ
ン
ト
と
し
て
、S

ee, Jerm
y H

. T
em

kin, 

“T
im

e to R
evise the ‘K

lein ” C
onspiracy D

octrine, ” 249 N
. Y

. L
aw

. J 

（January 25, 2013

）.

二
一
〇



租
税
犯
罪
へ
の
共
謀
罪
適
用
事
例
の
日
米
比
較
（
石
村
）

（
66
） S

ee, S
eth C

. F
arber et al., “K

lein C
onspiracies: In the W

ake of U
.S

. v. C
oplan 

（2013, P
ortfolio M

edia, Inc.,

）.
（
67
） 

拙
著
『
ア
メ
リ
カ
連
邦
所
得
課
税
法
の
展
開
』
前
掲
注（
2
）、
三
三
九
頁
参
照
。

（
68
） S

ee, S
usan C

. M
orse, “T

he H
ow

 and W
hy of the N

ew
 P

ublic C
orporation T

ax S
helter C

om
pliance N

orm
, ” 75 F

ordham
 L

. 

R
ev. 961 

（2006

）.

（
69
） 

た
だ
し
、
反
ト
ラ
ス
ト
法
違
反
に
か
か
る
共
謀
罪
が
問
わ
れ
た
場
合
で
、
い
わ
ゆ
る
「
法
人
内
共
謀
不
成
立
原
則
（intra-corporate 

conspiracy doctrine

）」
が
適
用
さ
れ
る
と
き
に
は
、
別
で
あ
る
。

（
70
） S

ee, A
lbert J. H

arno, “Intent in C
rim

inal C
onspiracy, ” U

. of P
en. L

.R
 

（1941

） 624.

（
71
） 

ア
メ
リ
カ
刑
事
法
に
お
い
て
は
「
法
の
不
知
な
い
し
錯
誤
は
免
責
事
由
に
な
ら
な
い
（ignorance or m

istake of the law
 is no excuse

）」、

「
法
の
不
知
・
錯
誤
は
ゆ
る
さ
ず
」
と
い
う
の
が
定
説
で
あ
る
。
仮
に
法
の
不
知
や
錯
誤
を
免
責
事
由
、
防
御
理
由
と
し
て
認
め
る
と
す
る
と
、
今

度
は
、
被
告
も
検
察
も
、
無
知
の
ふ
り
を
し
て
い
る
者
の
「
内
心
」
を
判
別
す
る
の
に
膨
大
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
費
や
す
は
め
に
な
る
こ
と
が
一
因
と

さ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
定
説
は
、
租
税
実
体
犯
罪
の
典
型
で
あ
る
「
租
税
ほ
脱
罪
（
Ｉ
Ｒ
Ｃ
七
二
〇
一
条
）」
に
関
し
て
は
無
条
件
に
は
通
用
し

な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、「
租
税
ほ
脱
罪
（
Ｉ
Ｒ
Ｃ
七
二
〇
一
条
）」
で
は
「
故
意
に
（w

illfully

）」
租
税
を
ほ
脱
す
る
こ
と
を
成
立
要
件
と
し
て
お

り
、
連
邦
最
高
裁
判
所
は
、
法
解
釈
に
お
い
て
「
故
意
（w

illfulness

）」
と
は
「
自
発
的
（
任
意
）、
意
図
的
、
か
つ
法
的
義
務
が
あ
る
こ
と
を

知
っ
て
い
て
違
反
す
る
こ
と
（the voluntary and intentional violation of a know

n legal duty

）」
と
定
義
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
（U

nited 

S
tates v. P

om
ponio, 429 U

.S
. 10, at 12 

（1976

））。
す
な
わ
ち
、
善
意
で
税
法
を
誤
っ
て
理
解
し
て
い
る
こ
と
、
意
図
的
に
租
税
ほ
脱
の
た
め

の
積
極
的
な
行
為
を
す
る
こ
と
な
ど
と
は
異
な
る
、
と
解
し
て
い
る
（S

ee, S
pies v. U

nited S
tates, 317 U

.S
. 492 

（1943

））。
こ
の
こ
と
か

ら
、
租
税
ほ
脱
罪
で
起
訴
さ
れ
た
被
告
の
「
故
意
」
に
つ
い
て
、
政
府
（
検
察
）
は
、「
被
告
に
義
務
を
課
し
た
法
律
に
つ
い
て
、
当
該
被
告
は
そ

の
義
務
を
認
識
し
て
お
り
、
か
つ
、
そ
の
義
務
に
任
意
で
（
自
発
的
）
意
図
的
に
（voluntarily and intentionally

）
違
反
し
た
」
旨
を
立
証
す

る
よ
う
に
求
め
ら
れ
る
（C

heek v. U
nited S

tates, 498 U
.S

. 192, at 201 

（1991

））。
す
な
わ
ち
、
政
府
（
検
察
）
は
、
違
法
性
の
認
識

（know
ledge of illegality

）
と
い
う
主
観
的
構
成
要
件
要
素
、
言
い
換
え
る
と
、
被
告
に
は
法
の
不
知
ま
た
は
錯
誤
が
な
か
っ
た
こ
と
を
立
証
す

る
よ
う
に
求
め
ら
れ
る
（C

heek v. U
nited S

tates, 498 U
.S

. 192, at 201-02
）。
た
だ
し
、
こ
こ
で
い
う
「
故
意
」
に
は
、「
不
注
意
な
行
為
」

二
一
一



や
「
法
的
争
点
に
つ
い
て
納
税
者
が
自
己
に
有
利
な
処
理
方
法
を
選
択
す
る
こ
と
」
な
ど
は
、
含
ま
れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
政
府
（
検
察
）
は
、

被
告
の
有
罪
を
問
う
場
合
こ
れ
ら
の
事
項
に
か
か
る
争
点
に
つ
い
て
は
、
立
証
す
る
よ
う
に
求
め
ら
れ
な
い
。
ち
な
み
に
、
連
邦
最
高
裁
判
所
や
連

邦
控
訴
裁
判
所
は
、
な
ぜ
「
法
の
不
知
な
い
し
錯
誤
は
ゆ
る
さ
ず
」
と
す
る
刑
事
法
の
一
般
ル
ー
ル
を
租
税
実
定
犯
罪
に
は
ス
ト
レ
ー
ト
に
適
用
し

な
い
の
か
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
理
由
を
あ
げ
て
い
る
（C

heek v. U
nited S

tates, 498 U
.S

. 192, at 205

）。
①
税
法
の
複
雑
さ
か
ら
し
て

そ
の
不
知
、
錯
誤
を
理
由
と
す
る
訴
追
（
起
訴
）
か
ら
、
一
般
市
民
を
保
護
す
る
必
要
が
あ
る
。
②
税
法
は
、
ほ
と
ん
ど
の
世
帯
や
経
済
活
動
に
関

係
す
る
性
質
の
も
の
で
あ
る
。
③
税
法
は
、
精
錬
さ
れ
た
多
国
籍
企
業
か
ら
、
税
の
知
識
も
な
く
法
的
代
理
人
も
い
な
い
素
朴
な
個
人
ま
で
、
あ
ら

ゆ
る
タ
イ
プ
の
納
税
者
に
影
響
を
及
ぼ
す
。
④
大
多
数
の
納
税
者
は
、
租
税
を
公
平
に
負
担
す
る
市
民
の
義
務
を
負
う
自
覚
を
持
つ
と
同
時
に
、
自

ら
の
納
税
義
務
を
果
た
さ
な
い
者
を
ゆ
る
さ
な
い
と
い
う
意
識
を
共
有
し
て
い
る
。
そ
の
一
方
で
、
特
定
の
取
引
に
つ
い
て
の
課
税
取
扱
い
を
決
定

す
る
こ
と
は
、
単
純
に
モ
ラ
ル
や
善
悪
の
問
題
で
は
な
い
こ
と
を
承
知
し
て
い
る
。

（
72
） 

た
だ
し
、
Ｒ
Ｉ
Ｃ
Ｏ
法
／
不
正
収
益
・
腐
敗
組
織
法
（
合
衆
国
法
典
タ
イ
ト
ル 18/18 U

.S
. C

ode 

一
九
六
二
条
ｄ
項
）
に
か
か
る
共
謀
罪
の

よ
う
に
、
法
律
で
準
備
行
為
（overt act
）
の
立
証
を
不
要
と
す
る
旨
を
規
定
す
る
場
合
は
別
で
あ
る
。

（
73
） S

ee, M
ichelle M

. K
w
on, “T

he C
rim

inality of ‘T
ax P

lanning ’, ” 18 F
la. T

ax R
ev. 153, supra 

前
掲
注（
23
）, at 201 et seq.

（
74
） 

日
本
の
判
例
は
、
故
意
を
た
ん
に
事
実
の
認
識
・
認
容
に
と
ど
ま
ら
ず
、
違
法
性
の
意
識
な
い
し
違
法
性
の
意
識
の
可
能
性
を
含
む
も
の
と
し

て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

二
一
二
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